
学校 家庭 

関係機関等 地域 

学校安全の手引 
（改訂版） 

学校 家庭 

関係機関等 地域 

学校安全 学校安全 

学
校
安
全
の
手
引 

（
改
訂
版
） 

学
校
安
全
の
手
引 

（
改
訂
版
） 

学
校
安
全
の
手
引 

（
改
訂
版
） 

愛
媛
県 

愛
媛
県
教
育
委
員
会 

学校安全の手引 
（改訂版） 

学校安全の手引 
（改訂版） 

愛媛県 

愛媛県教育委員会 



本書の内容

はじめに（第�章）
学校安全の重要性とその全体構造について記述

学校安全に取り組む体制作り（第�章）
校内体制の整備、学校安全計画に基づく計画的な取組、
地域、家庭、関係機関等との連携、教職員の心構え について記述

安全管理（第�～�章）
◎ 事件・事故・災害の発生に備えた安全管理（第�章）
（１）心身と行動の準備体制作りと（２）学校内外の安全な環境整備の両面において、
危機管理の徹底を図るための方策について記述

危機管理マニュアルの作成、避難訓練の安全管理、安全情報の入手・活用など

必要な設備等の整備、通学路を含めた安全点検の徹底など

◎ 事件・事故・災害発生時の安全管理（第�章）

事件、事故、災害（火災、地震、津波、風水害、
雪害、落雷、原子力災害、動物の害）

が起きた場合の具体的
な対応策について記述

心肺蘇生法やＡＥＤ等の応急手当等 について記述

◎ 事件・事故・災害発生後の安全管理（第�章）
事件・事故・災害が子どもの健康に与える影響について、発達段階別に示すとともに、
心のケアの具体的な実施方法について記述

情報の整理と提供、保護者等への説明

心のケア、事件・事故・災害が子どもの健康に与える影響

安全教育（第�章）
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校 ごとに安全教育の内容例を示し、

保健体育等の教科、総合的な学習の時間、道徳、学
級（ホームルーム）活動、学校行事、児童（生徒）
会活動、部活動

別に安全教育の進め方について記述

家庭や地域における安全活動（第�章）
◎ 家庭に期待される安全活動
◎ 地域に期待される安全活動
◎ 地域関係機関・団体と連携しての活動について記述

資料編

学習指導要領、通知、通達等の資料を添付



本書の活用法

その他、以下のような局面で、適宜活用してください。

１ 学校安全計画（学校独自の危機管理マニュアルを含む）の策定や改訂の際

２ 教科や運動部活動等の年間指導計画を策定する際

３ 学校行事を実施する際

４ 校外活動を実施する際

５ 新入生に対するガイダンスを行う際

６ 長期休業前の指導を行う際

７ ＰＴＡ総会、学校安全委員会及び学校評議員会等を開催する際

８ 警察等関係機関との連絡会議及び地域学校安全委員会等を開催する際

９ 上記のような活動を管理職が承認する際

○ 学校安全の取組は、すべての教職員の共通理解の下に進めるこ

とが不可欠です。第Ⅱ章や第Ⅲ章１～３を中心に校内研修を行うな

ど、安全意識の向上に努めてください。

○ また、保護者や地域のボランティアの方々などに第Ⅶ章を活用

して意識啓発を行い、連携強化に努めてください。
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１ 学校安全の重要性

安全で安心して暮らせる社会の実現は、私たちにとって最も基本的かつ不可欠なテーマである。

学校においてもさまざまな安全対策が講じられているが、子どもたちの身の回りで事件・事故は繰

り返し発生している。

平成１３年６月には大阪教育大学附属池田小学校において、平成１７年２月には大阪府寝屋川市の小

学校において、学校に不審者が侵入して児童や教職員に危害を加える事件が発生し、学校安全の在

り方について警鐘を鳴らした。また、平成１７年１１月には広島県広島市において、同年１２月には栃木

県今市市（現日光市）において、通学路で児童が被害者となる事件が発生し、登下校時における子

どもの安全確保について大きな課題を投げ掛けた。

交通事故については、県内における小・中・高校生の発生件数は７１２件、負傷者数が８７６人（平成

１９年）に上っており、特に中学生・高校生においては、半分以上が登下校時に発生している。

また、自然災害については、平成１６年には観測史上最多の１０個の台風が日本に上陸し、県内で２９

人が犠牲になるという被害が発生している。さらに、今後３０年以内に５０％の確率で発生するとされ

る南海地震については、阪神淡路大震災以上のマグチュード８．４の規模、県内で震度６弱が予想され

ており、被害を軽減するための備えが求められる。

そのほか、小学校では休憩時間中を中心に、中学校・高等学校では課外活動などにおいて、捻挫、

打撲、骨折などの負傷等が県内で年間約１万４千件（平成１８年度）発生している。これは、県下の

子ども１，０００人当たり約８１件の災害が発生していることになる。

○ 愛媛県の小・中・高校生の交通事故の年次推移

○ 平成１９年度中の愛媛県の児童生徒の交通事故発生件数

区 分
登 下 校 時

その他 合計
登校時 下校時 小 計

小学生 １２ １３ ２５ １８２ ２０７

中学生 ３２ ２８ ６０ ８０ １４０

高校生 １５８ ８０ ２３８ １２７ ３６５

合 計 ２０２ １２１ ３２３ ３８９ ７１２

（単位：件）

（愛媛県警察本部交通企画課資料）
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○ 南海地震の被害想定

今後３０年以内に５０％の確率で発生するとされる南海地震の県内被害想定と芸予地震（平成１３

年３月２４日発生）の県内被害を比較すると次のようになる。

区 分
芸 予 地 震

（平成１３年３月２４日発生）

南 海 地 震

（県内被害想定）

人的被害
死 者 １人 ２，９８７人

負傷者 ７５人 ４６，５４７人

建物被害
全 壊 ２棟 ７６，４９３棟

半 壊 ４０棟 ２１０，９５８棟

（愛媛県危機管理課資料）

○ 平成１８年度中の愛媛県の学校管理下における負傷等の発生件数

区 分 発 生 件 数
全児童生徒数

（Ｈ１８．５．１現在）
発 生 率

小 学 校 ５，２９０件 ８２，５４０人 ６．４０％

中 学 校 ５，２７５件 ４３，１９２人 １２．２０％

高 校 ３，０２９件 ４２，９４２人 ７．１０％

合 計 １３，５９４件 １６８，６７４人 ８．１０％

（独立行政法人 日本スポーツ振興センター資料）

こうした子どもの安全を脅かす事件・事故・自然災害に対して、学校安全に関する取組、すなわ

ち、子どもを取り巻く安全・安心な環境を確保するとともに、子どもが自他の危険予測・危険回避

の能力を身に付けることができるようにする取組の重要性はますます高まっている。

学校安全は、防犯を含む生活安全、交通安全、災害安全（防災）のそれぞれの分野について、

① 子どもが自らの行動や身の回りに存在するさまざまな危険をコントロールし、安全に行動

できるようにすることを目指す「安全教育」と、

② 子どもを取り巻く外部環境を安全なものとすることを目指す「安全管理」の両面から取組

を行うことが必要である。その際には、

ア 安全な環境を整備し、事件・事故の発生を未然に防ぐための事前の危機管理

イ 事件・事故の発生時に適切かつ迅速に対応し、被害を最小限に抑えるための発生時の危

機管理

ウ 危機が一旦収まった後、心のケアや授業再開など通常の生活の再開を図るとともに、再

発の防止を図る事後の危機管理

の三段階の危機管理に対応した取組が求められる。

そして、この学校安全に関する取組は、校内に協力体制を築き、学校活動全体を通じて計画的に、

かつ、家庭や地域、関係機関等と密接に連携して、「組織的な活動」として行われなければ、その目

的を十分に達成することはできない。
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学校安全の全体構造２

（１）安全教育 （第Ⅵ章参照）
「安全教育」は、子ども自身に安全を守るための能力を身に付けさせることを目的としている。

具体的には以下のとおりである。

＜安全教育の目的＞

○ 日常生活における事件・事故、自然災害などの現状、原因及び防止方法について理解を深め、

現在や将来に直面する安全の課題に対して、的確な思考・判断に基づく適切な意思決定や行動

選択ができるようにすること。

○ 日常生活の中に潜む様々な危険を予測し、自他の安全に配慮して安全な行動をとるとともに、

自ら危険な環境を改善できるようにすること。

○ 自他の生命を尊重し、安全で安心な社会づくりの重要性を認識して、学校、家庭及び地域社

会の安全活動に進んで参加し、貢献できるようにすること。

などについて、発達段階に合わせて、子どもの能力をはぐくむ。

安全教育には、以下の二つの側面がある。

① 「安全学習」

安全に関する基礎的・基本的事項を系統的に理解させ、思考力、判断力を高めることによっ
て、安全について適切な意思決定ができるようにすることをねらいとする。
主として体育科（小学校）、保健体育科（中学校及び高等学校）、理科、社会科などの関連し
た内容のある教科や道徳、総合的な学習の時間において取り扱う。
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② 「安全指導」

現在及び近い将来に当面する安全に関する具体的な課題を中心に取り上げ、そうした課題に
対応する、より実践的な能力や態度、さらには望ましい習慣の形成を目指して行う。
主として、特別活動の学級（ホームルーム）活動や学校行事・課外指導などで取り扱う。

（２）安全管理 （第Ⅲ章～第Ⅴ章参照）
安全管理の目的は以下のとおりである。

＜安全管理の目的＞

○ 児童生徒を取り巻く様々な危険を早期に発見し、それらを除去することにより、安全な環境

づくりを行うこと。

○ 教育活動中に事故、事件、災害などが発生した場合に、適切な安全措置や応急手当を講じる

ことができる体制を確立することにより、子どもの安全を確保すること。

具体的に各学校が取るべき対応については、三段階の危機管理に対応して、以下のように分類

して第Ⅲ章から第Ⅴ章で扱う。

安全管理 事故等の発生に備えた安全管理（第Ⅲ章）

心身と行動の準備体制作り

・危機管理マニュアルの作成

・緊急時の連絡体制の整備

・避難訓練の実施

・安全情報の入手、活用

・児童生徒等の健康の保持増進

・取組状況の点検

学校内外の安全な環境整備

・学校施設の環境整備
・通学路の環境整備

事故等の発生時の安全管理（第Ⅳ章）

・マニュアル等の手順に沿った対応

事故等の発生後の安全管理（第Ⅴ章）

・情報の整理と提供、説明
・心のケア
・再発防止策の実施
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なお、安全管理の実施に当たっては、以下の点に留意する必要がある。

＜安全管理の実施上のポイント＞

� 安全管理を行う主体は教職員であるが、安全面に十分配慮した上で、児童生徒等を安全管

理に参加させることにより、その安全能力を向上させることも期待できる。

� 安全管理は、地域や家庭、警察、消防等の関係機関と緊密に連携し、「開かれた学校」体制

の下で実施することが必要である。

� 学校によって置かれている自然環境や社会環境、施設環境は異なっているため、これらの

状況を十分に把握し、これに応じた安全管理が求められる。

� 高等学校の専門教育（工業、農業等）のように、学校種や教育活動の重点等によって施設

や設備に違いがあるため、それぞれの学校の特性に応じた管理が求められる。

� 同じ環境の下にあっても、個々の児童生徒等によって心身の発達の状況、行動等は異なり、

とりまく危険は同一ではないので、個に応じた安全管理が求められる。

（３）組織活動 （第Ⅱ章、第Ⅶ章参照）
「安全教育」と「安全管理」を効果的に進めるためには、教職員、児童生徒等を含めた校内の

協力体制を構築することはもとより、警察・消防等の関係機関や家庭・地域社会と連携を深めつ

つ、「組織活動」として組織的に実施していくことが不可欠である。

６
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学校安全の取組を効果的に進めるためのポイントは、以下のとおりである。

○ 校内体制を整備し組織的に取り組むこと。

○ 学校安全計画に基づき計画的に取り組むこと。

○ 地域、家庭、関係機関等と十分に連携すること。

校内体制の整備１

学校安全の取組を円滑に進めるためには、学校安全委員会などの学校安全に関する組織を校務分

掌上に位置付け、組織的な活動として行う必要がある。

また、学校安全に関する具体的な取組が、複数の部や係において分散して行われる場合、各種計

画の策定や、学校安全活動の推進・調整について、関係職員の連携の核となる教職員が必要となる。

このため、学校安全主任等の、学校安全に関して中心的役割を担う教職員を校務分掌の中で明らか

にすることが重要である。

校長・（副校長）・教頭

学校安全のための組織作り、推進体制の整備

学校安全委員会等
学校安全計画の検討、実施状況の評価、計画の見直し等

学
級
・
教
科
担
任

安
全
学
習
、
安
全
指
導
の
実
践

栄
養
教
諭
・
給
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主
任
・
学
校
栄
養
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学校安全委員会等の学校安全に関する組織は、学校安全計画の原案の作成や日常的な安全管理活

動の実施など事前の危機管理を円滑に進めることが必要不可欠であるため、校務分掌を決める際に

最優先事項の一つとして位置付けることが必要である。

※ 学校給食における食中毒の防止や、学校環境衛生については、別途取り扱うことが適当であり、本手引きでは扱わない。
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（１）学校安全計画の必要性
学校安全の取組を総合的に進めるためには、学校安全計画を策定し、すべての教職員の共通認

識の下で、計画に基づいた取組を進めていくことが重要である。

学校安全計画は、安全教育に関する事項と安全管理に関する事項の両方と、これらを円滑に進

めていくための組織的な活動に関する事項を盛り込み、全校的な立場から、年間を見通した安全

に関する諸活動の総合的な基本計画として立案することが望ましい。

なお、学校安全計画は、学校保健安全計画として、学校保健計画と一緒にされていることが多

いが、近年、学校保健、学校安全ともにさまざまな課題が生じていることから、学校安全計画と

学校保健計画は別に策定することが望ましい。

（２）学校安全計画の策定手順
ステップ１：学校安全計画の策定に先立ち、自校の状況を把握し、安全上の課題を抽出してお

く。

ステップ２：自校の安全上の課題を踏まえつつ、管理職や安全担当者などが中心となり、学校

安全計画の原案を作成。学校安全委員会等で協議し、必要に応じて外部の関係者

からの意見を聴取した上で、校長が学校安全計画を決定する。

学校安全計画の骨子（例）

� 安全教育に関する事項

� 学年別・月別の関連教科、道徳の時間、総合的な学習の時間における安全に関する指導事項

� 学年別・月別の安全指導の指導事項

� 学級（ホームルーム）活動、学校行事、児童（生徒）会活動、クラブ活動等での安全に関して予

想される活動に関する指導事項

� 課外における指導事項

� 個別指導に関する事項など

� 安全管理に関する事項

� 生活安全

ア 施設・設備、器具・用具等の安全点検

イ 各教科、学校行事、クラブ活動・部活動、休憩時間その他における学校生活の安全のきまり・

約束、安全確保のための方法等に関する事項

ウ 生活安全に関する意識や行動、事故災害の発生状況等の調査

エ 校内及び地域における誘拐・暴力等の犯罪防止対策及び緊急通報等の体制など

� 交通安全

ア 通学路の設定と安全点検

イ 通学に関する安全のきまり・約束等の設定

ウ 自転車、二輪車、自動車（定時制高校の場合）の使用に関するきまりの設定
エ 交通安全に関する意識や行動、交通事故の発生状況等の調査
オ 登下校時の防犯に関する取組など

学校安全計画に基づく計画的な取組２
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� 災害安全

ア 防災のための組織づくり、連絡方法の設定

イ 避難場所、避難経路の設定と点検・確保

ウ 防災設備の点検、防災情報の活用方法の設定

エ 防災に関する意識や行動、過去の災害発生状況等の調査など

� 安全に関する組織活動

� 家庭、地域社会との連携を密にするための学校安全委員会等の開催

� 教職員や保護者等を対象とした安全指導、応急手当、防災等の研修会の開催

� 家庭、地域社会と連携した防犯、防災、交通安全などに関する具体的な活動など

※ より具体的な例については、巻末の「学校安全計画例」（Ｐ１９２～２０５）を参照のこと。

ステップ３：学校安全計画を踏まえて、学級（ホームルーム）活動における安全指導（Ｐ２０６～

２１５参照）や緊急事態の発生に備えた危機管理マニュアル（Ｐ１９参照）なども併せ

て準備する。

ステップ４：自校における学校安全に関する取組の実践状況を踏まえて、学校安全計画の内容

が適切かどうか定期的に見直しを行い、必要に応じ改訂を加える。

（３）取組状況の評価
学校安全に関する取組については、発生した事件・事故・災害への対応を受けて、同じ過ちを

繰り返さないためにも、また、人事異動等による教職員の共通理解の低下や活動のマンネリ化を

防ぐためにも、不断に見直しを行う必要がある。

そのためには、計画（Plan）、実施（Do）、評価（Check）、改善（Action）のＰＤＣＡサイクル

の流れの中で、定期的に計画の内容や取組を評価し、より有効な取組を模索していくことが大切

である。

Plan（計画）

Do（実施）

Check（評価）

Action（改善）
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地域、家庭、関係機関等との連携３

学校内外において子どもの安全を確保するためには、学校、家庭、地域が協力して活動を行うと

ともに、専門的知識を有する関係機関や団体と連携して、より効果的な取組を進める必要がある。

学校、家庭、地域、関係機関等が連携を深め、子どもの安全を確保するためには、学校における

取組を積極的に公開するとともに、日ごろから互いに交流を深め、協力して迅速に対応できる関係

作りをしておくことが求められる。

このため、関係者が意見交換や調整を行う「地域学校安全委員会」などの連絡会議を開催するこ

とがきわめて重要である。その際、学校安全主任や、校長などの管理職が、地域との連絡の窓口と

して周知され、意見交換・調整を円滑に進めることが求められる。

なお、この「地域学校安全委員会」については、地域の実状に応じて、複数の学校が連携した広

域での地域単位や、市町単位などで設置することも考えられる。

�
学
校
安
全
に
取
り
組
む
体
制
作
り

１１



教職員の心構え４

教職員は、以下の心構えを持って学校安全に取り組むことが求められる。また、管理職は、校内

研修などを通じて、教職員の安全に関する知識・技能の向上に努めることが求められる。

（１）事前の危機管理が、緊急時の対応の成否を決める。
事件・事故・災害の発生途中に、経過の予測や結果の診断を適切に行うことは難しい。とっさ

の対処行動の判断もできないまま、一瞬にして災害となって帰結することが想定される。

したがって、緊急時にしっかりと対応できるかどうか、そのほとんどは、発生に備えた事前段

階の対応に掛かってくる。

そのためには、ほとんどすべての予測可能な対処策を、事前に想定して実行しておくことが必

要である。この手引きを基に、学校安全に対する教職員の共通理解の促進や、事件・事故発生時

の役割分担の明確化、訓練の繰り返しを始め、事前の危機管理を徹底することにより、いかなる

状況にも落ち着いて臨機応変に対応できる力を身に付けておいてほしい。

（２）自分の命を自分で守る気概と、自分だけではなく他人の安全を守る意識をはぐくむ

安全教育を。

学校の内外で子どもの安全を脅かす事件・事故が発生している現状を踏まえると、地域ぐるみ

で子どもを見守る環境を整える一方で、幼稚園児や小学生であっても、自らの安全を確保し、事

件・事故・災害の被害を最小限で阻止する能力の育成を目指した取組が必要となる。この手引き

を参考に、子どもたちに「自分の命は、自分で守る。」という意識をはぐくむ安全教育を、発達段

階に合わせて展開してほしい。

また、自らの安全だけではなく、他人の安全も考えて行動できる態度とその行動の習慣化を目

指して安全教育を行ってほしい。

（３）「思いやりと優しさの心」を学校安全の基盤に。
安全・安心な社会を支える基盤は、かけがえのない大切な命をはぐくみ、守り合うことを通じ

て、思いやりと優しさの心が発揮されることである。日ごろの教育活動や地域との連携を通じて

この点を心掛けてほしい。

参考：「今、問われる子どもたちの命と安全」南哲・関西福祉科学大学教授（文部科学時報平成１９年７月号）

１２



○ 参 考

大阪教育大学附属池田小学校事件について

平成１３年６月８日（金）午前１０時１５分ごろ、大阪教育大学附属池田小学校に包丁を持った男

が押し入り、教室などで１年生と２年生の児童や教諭を次々と刺した。その結果、児童８人が

死亡し、ほかに児童１３人と教諭２人の計１５人が重軽傷を負った。（Ｐ．２６７～２７１参照）

大阪教育大学附属池田小学校教職員の言葉（抜粋）

◯ 京都・伏見区日野小学校事件は、学校における安全管理に警鐘を鳴らすものであり、平成

１２年１月に、文部省から学校の安全管理に関する通知がなされていました。本校においては、

通知後、職員会議において、教官に安全管理における注意事項などを一度通知したのみであ

り、通知の内容について、前任者からの引継がなく、私（※校長）自身確認しておらず、「学

校は安全な場所である」という過信から危機管理意識を徹底させていませんでした。

◯ 子どもや保護者の委託を受けている学校という教育の現場は、社会不安の増大が予想され

ている現状では、日常的な災難や被害に遭遇する危険から免れません。そうであればこそ、

いやがおうでも、学校が子どもたちのかけがえのない命をお預かりしているという責任感を

絶えず保持していなければなりません。子どもの生命や安全の保障が、教育や指導という教

育活動の基盤でなければなりませんでした。

◯ 教職員の日常的な危機管理意識の維持・向上が大切でした。また、学校内の日常の教育活

動において、安全の徹底を学校教育の重大な課題として自覚せねばなりません。

◯ 教職員の危機管理意識が低く、不審者を見抜けなかった。保護者でもなく、教職員でもな

いと思ったにもかかわらず、「どこに行かれるのですか。」「どのような御用ですか。」などと、

声掛けせず、犯人の侵入を容易にした。また、何らかの雰囲気を察知して振り返るなど、犯

人の行く先を確認せず、不審者という認識を抱けなかった。犯人は人目を盗んで侵入してい

るわけではなく、教官がすれ違い、会釈し、チェックなしに入校した。

声掛けができていれば、犯人もひるんだかもしれないし、事件の発生を未然に防ぎ、犯行

自体の結果も変わっていたに違いない。また、振り返って行く先を確認していれば、犯行に

早く気付くことができ、他の学級への被害を最小限に食い止めることができたであろう。

◯ こうした事態を招いた原因は、人命危機管理意識の低さ、災害時・緊急時のリアリティの

ある訓練の不足であった。マニュアルを作成し、十分な訓練を積み、児童の安全な誘導がで

きるような意識レベルの向上が必要である。教員としての力量形成にとって、その基本部分

に危機管理の視点が不可欠である。
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◯ 例えば、２６キロの体重の児童には、約２リットルの血液しかない。一刻の救助の遅滞も致

命的である、という危機管理意識が最低限必要である。

◯ ４名の教官がいたにもかかわらず、どの教官も負傷児童に付き添うことができなかった。

廊下での人工呼吸、止血も停止された。児童の負傷の程度や呼吸の状態などについて、救急

隊に説明できなかった。

◯ 児童に対する組織的な避難誘導、救命活動、搬送処置が行えず、被害を最小限に食い止め

ることができなかった。

◯ 抜本的に、暴漢侵入、火事、地震、台風、爆発など、緊急体制の総点検を行い、危機管理

について、具体的に訓練し、教職員にも子どもたちにも、もっと危機への備えについて徹底

しておくべきでした。

◯ 犯人が暴れているのを見て、とにかく恐ろしく、救急に対して気が回りませんでした。傷

ついている子どもたちを見ているのに、通報の中で「刺されている」と伝えることしかでき

ず、救急車を自分で呼ぶことができませんでした。

◯ 学校には電話が限られた台数しかなく、通信手段として私自身、携帯電話を持っていなかっ

たことを残念に思います。緊急時の通信手段の確保の必要性を痛感しています。

◯ 子どもの騒ぎがいつもの休み時間の行動と思い込んでしまい、行動が遅かった。

◯ 担架の置き場所も知らなかったように、自分の立場への甘えがあった事に深く反省してい

る。

◯ 避難訓練の際にも、「教師がいない児童のみの教室」や「他の学級の児童への配慮」などを

想定した避難訓練が不可欠でした。こうした緊急時の備えを欠いたため、事件の発生を知ら

せる情報伝達ができず、避難の際に、危険告知や避難誘導など、他の学級の児童に声かけが

できませんでした。

◯ 管理職として、全体把握・指示を出すべきでありましたが、私自身が移動してしまったこ

とにより定位置を保てず、そのために事件の全容がつかめず適切な指示が出せませんでした。

◯ 傷ついた子たちの保護者の方へ、連絡出来ていなかったのは、担任として一番責任を感じ

ていることです。お子さんの容態を一刻も早く、お知らせすべきでした。

※ 上記の内容は、このような事件を二度と繰り返すことがないよう、尊い教訓とさせていた

だくため、大阪教育大学から提供いただいた「本校殺傷事件に関する報告書（事件後５か月

時点）」（平成１３年１１月８日）から抜粋して県教委で作成したものです。
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大阪教育大学附属池田小学校の再発防止策の取組状況（抜粋）

平成１８年５月１日～平成１９年４月３０日における再発防止に向けた取組については、以下のと

おりである。

① 校務分掌として設置された学校安全部により、不審者対策訓練を定期的に実施した。

防災・避難訓練

○ 全校避難訓練を４回実施

○ 教職員対象の不審者対応訓練を５回実施

② 外部からの不審者を容易に侵入させることのないよう、人的物的措置を講じた。

安全対策の実施

○ 警備員３名体制を継続

○ 子ども緊急通報表示システムの保守点検

○ 画像自動検知システム「ＮＩＣＥ ＶＩＳＩＯＮ」の活用

○ 監視カメラの増設（平成１８年１２月、附属池田キャンパス第２駐車場）

③ ＰＴＡと連携し、登下校時や放課後の安全確保に努めた。

登下校時の安全確保

○ 日直教諭による登下校時の見回りを継続実施

○ 緊急時の教諭引率による集団下校を継続実施

○ 携帯メールによる緊急連絡システムで情報を迅速に発信

○ 全校児童を対象にした電波バッジによる登下校セキュリティー管理システムの試験運用

開始

○ 地域安全マップ指導者講習会を開催

④ 警察、消防、池田市をはじめとする近隣の自治体と連携し総合的な児童の安全対策を推進

した。

地域との連携

○ 学校、ＰＴＡ、地域、警察等が一体となった学校安全管理を推進するため、学校安全管

理委員会を開催

○ 池田市立秦野小学校長をメンバーとする学校評議員会における意見交換（年２回）

⑤ 本校独自の危機管理マニュアルを作成し、実施し、必要に応じて随時改訂を行った。

マニュアルの見直し

○ 不審者対応訓練のたびに反省会を行い、学校安全マニュアルの点検・見直しを継続

○ 附属池田小学校の学校安全パンフ「学校安全のしおり（第２版）」を作成
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⑥ 危機管理マニュアルの内容が確実に実施されているか点検した。

毎月の安全点検

○ 毎月８日を「安全の日」と定め、安全点検を継続

○ 全校避難訓練実施時にマニュアルの点検・見直しを継続

⑦ 道徳・総合的な学習の時間等において「命の大切さ」を感じ取る教育内容の研究を推進し

た。

研究授業の実施

○ これまでの実践研究を一歩進め、「知情意の調和と深化をめざした学校教育の構築」をテー

マに、教科・道徳・総合的な学習（学校安全）についての研究を開始

○ 「知情意の調和と深化をめざした学校教育の構築」をテーマに、全国研究発表会を実施

（平成１９年２月）

（大阪教育大学ホームページ 再発防止策の取組状況について【報告】より抜粋）
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安全管理の概要１

第Ⅱ章の「４ 教職員の心構え」にも記したように、事件・事故・災害の発生途中に、対処行動

の判断を行うことは難しい。したがって、緊急時にしっかりと対応できるかどうかは、発生に備え

た事前段階の対応にかかってくる。

こうした発生前の安全管理の重要性を踏まえて、「心と行動の準備体制」をしっかりと整えておく

とともに、「学校内外の安全な環境整備」に取り組むことが必要である。

心身と行動の準備体制作り２

事件・事故・災害はいつ、どこで発生するか分からないものであり、不測の事態に際しても、万

全の対応をとることができるよう、日ごろから教職員全員が危機管理意識をもって備えをしておく

ことが極めて重要である。このため、以下のような心身と行動の準備体制作りを進めるとともに、

児童生徒等に対しても、万一の場合に備えて安全教育を計画的、効果的に実施していくことが必要

である。

（１）危機管理マニュアルの作成
緊急時には、短時間のうちに多くの対応が求められ、一刻の遅れが児童生徒等の生命に直結す

る場合もある。このため、危機に直面した時でも迅速かつ組織的に安全措置を講じることができ

るよう、学校の危機管理マニュアル（平成１９年１１月発行・文部科学省）や第Ⅳ章を参考にしなが

ら、各学校において学校安全に関する「危機管理マニュアル」を作成しなければならない。

特に、学校の規模、教職員の数、敷地を囲む門や塀の有無、通学する子どもの年齢や通学方法

など、各学校によって状況はさまざまであるため、各学校では、学校や地域の実情を踏まえ、実

際に機能する「学校独自の危機管理マニュアル」を作成しなければならない。

【学校独自の観点】

◇ 学校の規模（子どもの数、教職員数、敷地面積等）

◇ 学校の状況（門扉や塀の状況、校舎・事務室・職員室等の配置・来校者の動線等）

◇ 地域の状況（都市、郊外、山間、商店街、工場地域、近隣学校等の有無等）

◇ 子どもの状況（学年等発達段階、特別支援の有無、登下校の方法、登下校の時間帯等）

◇ 緊急関係機関との連携状況（警察、病院までの距離等）

◇ 地域の体制（見守り隊やまもるくんの家等の子どもを守る組織の状況等）

なお、盛り込むべき内容や作成・見直しの手順などについては、平成１９年１１月に文部科学省が

発行した「学校の危機管理マニュアル」を参照すること。

また、緊急対応の例を次のような「フローチャート」で表現し、一見して分かるように整理す

るとともに、職員室等に掲示するなど、教職員全員が共通理解を図っておく必要がある。
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【取組状況の点検】

各学校で作成した「学校独自の危機管理マニュアル」は、実際に機能するかどうか、警察やス

クールガード・リーダーなどの防犯の専門家の協力を得た訓練をもとに検証し、定期的に見直し・

改善を行う必要がある。その際、次のポイントに留意しながら、計画的に改善を図ると効果的で

ある。

◇ 人事異動等による分担や組織の変更はないか。

◇ 施設設備や通学路、子どもの状況に変化はないか。

◇ 地域や関係機関との連携に変更はないか。

◇ 防犯訓練、研修会等の図上訓練（卓上訓練）で、問題点や課題の発見はなかったか。

◇ 先進校の事例や社会情勢の変化等から、自校に不足している項目はないか。

○ 学校における不審者への緊急対応のフローチャート

�
事
件
・
事
故
・
災
害
の
発
生
に
備
え
た
安
全
管
理

１９



○ 登下校時における緊急事態発生時の対応例のフローチャート

参考：学校の危機管理マニュアル－子どもを犯罪から守るために－

文部科学省ホームページ（URL : http : //www.mext.go.jp/b_menu/houdou/17/12/05120900.htm）
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（２）緊急時の連絡体制及び関係機関との連携体制の整備
学校管理下において事件・事故・災害等が発生した場合に備え、あらかじめ決めておいた救急

及び緊急連絡体制（下図参照）」に沿って、管理職のリーダーシップの下、全教職員が適切な役割

を分担し（Ｐ．２２参照）、一丸となって対応できる体制を整備しておく必要がある。

特に、その場に居合わせた教職員は、児童生徒等の安全確保や応急手当（Ｐ．９１～１０１参照）、通

報等を行わなければならない。

図 緊急事態発生時の対処、緊急及び緊急連絡体制の参考例

※ 非常ベルについて

校内で非常ベルが鳴った際には、教職員が直ちに急行できるような体制を整えておくこと

が危機管理上不可欠である。

（校内放送で適切な指示⇒「どこで発生したか」「どこへ集合するか」など）
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◯ 事件・事故対策本部における役割分担の例

�全体指揮・外部との対応 校長、副校長、教頭
＊学校の実態に応じて、例

に示した以外にも必要な

役割分担をする。

＊出張等で、管理職や担当

が不在の場合にも機能す

るよう役割を重複させる

などの工夫をする。

＊授業中にやむを得ない事

情で指導教員不在の場合

は、近くの教員が把握す

るよう共通理解しておく。

＊授業以外では、あらかじ

め担当場所を決めておき、

直行する。

＊登下校時においても、�
及び�を「現場への急行」
に置き換え、活用するこ

とも可能である。

�保護者等への連絡 教務主任、ＰＴＡ担当教諭

�避難誘導・安全確保 学年主任、学級担任、授業担当者

�不審者への対応 発見者、学校安全主任、生徒指導主任等

�応急手当・医療機関等 養護教諭、保健主事等

�電話対応、記録 事務職員等

�安否確認

（全体掌握）副校長、教頭、教務主任

（学年・学級）学級担任、学年主任

（校内外巡視）担任外教員、学校現業職

員等

※ 登下校時や遠足、旅行、集団宿泊的行事、大会参加等の校外教育活動を行うときには、事

件・事故・災害に対する救急及び緊急連絡体制を、事前に万全のものとしておくこと。

（Ｐ．２４８～２５３・２５９参照）

○ 具体的、個別的な危機管理 ～しげのぶ特別支援学校危機管理マニュアル～

肢体不自由児及び病弱児を対象とするしげのぶ特別支援学校においては、障害の重度重複化

に対応するため、従来の危機管理マニュアルを改訂し、より具体的、個別的な危機管理マニュ

アルを作成した。このマニュアルでは、校内における緊急事態発生時、校外活動における緊急

事態発生時、スクールバス運行時の緊急事態発生時など、具体的な場面ごとの対処について整

備するとともに、障害が重く医療的配慮を要する幼児児童生徒のために、ハイリスク児童生徒

等の個別対処について、食べ物等をのどに詰めた場合、呼吸停止した場合、シャント不全やカ

ニューレ、栄養チューブなどが抜けた場合、てんかん重積発作の場合など、具体的な対応例を

挙げて説明している。また、外出時の個別緊急連絡カードの携帯や、ヒヤリハット事例集によ

る事故防止の周知徹底に努めている。

（３）事件・事故・災害を想定した訓練の実施
緊急時に迅速かつ組織的に行動できるようにするためには、教職員や児童生徒が訓練を繰り返

すことにより、いかなる事態に直面したときでも対応できる実践力を身につけておくことが必要

である。

訓練の実施時期については、危機管理の観点から、いつ起きるかわからない危機に対応できる
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よう、４月当初に実施し、様々なパターンを想定して、原則として各学期に１度以上実施する必

要がある。

※ 芸予地震は春休み中に発生したが、半月ほどずれて、１学期初めの開校時に発生していた

らどうなっていただろうか？

① 避難訓練等の実施

ア 訓練計画の立て方

□ 訓練の目的を明確にすること。

□ 警察や消防、教育委員会等との連携を図り、警察、消防等への通報、緊急連絡体制の確認

等を計画に含めること。

□ 学校の立地条件、校庭や校舎等校内の状況、教職員や児童生徒等の数など実状に応じて、

効果的な安全確保の方法、避難方法の確認をすること。

□ 授業中だけでなく、休憩時間など児童生徒が分散している場合や登下校時など様々な場面

を想定し、効果的な訓練を計画すること。

□ 不審者侵入や、地震・火災等の災害など様々な状況を想定した訓練を計画すること。

□ 児童生徒等が緊張感をもって意欲的に臨めるように、事前指導を十分行うこと。

なお、児童生徒等に告知せずに避難訓練を行うことは、ショックを与える場合もあるので

避けること。

□ 訓練実施後に十分反省・評価を行い、児童生徒等に対する安全教育に反映させるとともに、

結果を踏まえて危機管理マニュアルを改訂するなどの措置を行うこと。

イ 訓練実施中の留意点

□ 時系列で各教職員の任務がわかるよう一覧表を作成する。

□ 訓練は、教職員や児童生徒等がそれぞれの役割や行動を理解し、体が条件反射的に自然に

行動できるようにすること。

□ いざという時、恐怖感や緊張感から声が出なくなることが多いので「大声を出す」ことに

特に気をつけること。

□ 訓練によって子どもが恐怖心を抱かないようにすること。

□ 人員の掌握のため、点呼・確認が特に重要であることを児童生徒等にも理解させること。

□ 的確な指示（頭部の保護、「お・は・し・も」… 押さない、走らない、しゃべらない、戻

らない）を出し、児童生徒等にとるべき行動を理解させること。

□ 実施に当たっては、警察など専門家の指導を受けること。また、家庭、地域、関係機関、

教育委員会等の参加を得るとともに、訓練であることについて、地域住民への周知理解の徹

底を図ること。

② 教職員の実践力の向上

教職員一人一人が、消火用器具や防犯器具等の扱いや応急手当の方法等に習熟できるよう、

日ごろより実技研修を行うことが必要である。
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③ 避難訓練の実施例

事例１ 不審者が侵入してきた場合：時系列で立てた計画

（Ｐ．２６参照）
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事例２ 火災・地震が発生した場合：指導内容で立てた計画

（Ｐ．２６参照）
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○ 避難訓練標語「お・は・し・も」

「お・は・し・も」

「お」避難のとき「押さない。」

「は」避難のとき「走らない。」

「し」避難のとき「しゃべらない。」

「も」現場に「戻らない。」

（参考）オアシス「押さない。」「あわてない。」「静かに。」「すばやく。」

○ 防犯訓練標語「いかのおすし」

知らない人にはついて「いか」ない。 知らない人の車に「の」らない。

危ないと思ったらその場から「す」ぐ逃げる。 大人の人に「し」らせる。危ないと思ったら「お」おきな声を出す。

日本全国各地に広がっている防犯標語��������とは、���	�
��	�

���	����
�����
�����のかしら文字をとった防犯標語です。

標語著作者～警視庁・東京都教育庁
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○ 地震・津波避難訓練の実施

本県においても、東南海・南海地震が発生した場合、地震と津波、地震と土砂災害、津波と
高潮などが同時にあるいは時間差で発生する複合災害が心配されており、川之石高等学校では、
周辺の地理的な状況を踏まえ、地震・津波避難訓練を実施している。
（地震・津波避難訓練の様子）

さらに、この避難訓練が「緊急地震速報システム」の地震発生情報や注意報・警報などの情
報を想定した取り組みに発展させていくことも学校安全上の観点から効果的な手段である。

時 間 実 施 内 容 留 意 事 項

１４：５０ ＨＲ活動
・正副担任及び生徒は、ＨＲ教室で待機。・担任は、危機管理マニュアル（生徒用）
を利用し地震、津波発生時の対応及び火災発生時の指導をする。

１４：５５
地震発生

非常ベル
（消防署通報）

・事務室が非常ベルを鳴らし、消防署へ通報。

１４：５７
本部設置

避難防災活動指令
近隣への訓練報告

・「東南海・南海地震が発生、大津波警報が発令されました。全員本校果樹園に避難
してください。」（事務室）・農道山進入路入り口に本部を設置する。

１４：５７ 避難訓練開始

・担任は非常ベルが鳴った後、生徒を静かにさせて、放送の内容を聞かせる。
・放送の内容を確認後、教室、廊下、便所、階段等の窓を閉め、担任の指示により
避難を開始する。
（危機管理マニュアルを基本に避難）
・学用品はそのままにし、上履きのまま果樹園（教棟２階の高さ）に避難する。（点
呼を速やかに行うため、クラスでまとまって行動すること。）
・安全第一、私語をせず、迅速に避難をする。
・避難の隊列は、先頭を担任、末尾を副担任が付く。（副担任は、全員が教室を出る
のを確認する。）

１５：０５
人員点呼
グランド整列
避難活動完了

・正副委員長で協力し人員点呼をとり、副委員長が、最初に担任に報告し、担任は
年次主任に報告をする。・年次主任は全クラスがそろった段階で、無線により本
部へ連絡する。

１５：１５ 移動 ・全員グランドに移動し、朝礼隊形で整列する。

１５：１５ 係 別 会
・「消火係、搬出係、救護係の生徒は配置に付け」の号令で移動し、担当教員の指示
を受ける。

１５：２０ 通報実習 （各学年１～２名）

１５：２５ 消火器実習 （各学年１名）

１５：３０
消防署員講評
校長講評

（消防署）
（校長）

○ 外出用の防災ワッペンの試み

自閉症や知的障害など、見た目には分かりにくい障害
を抱える子どもを持つ新居浜市の保護者らが、障害があ
ることを記した外出用のワッペンを作製した。外出時に
「しつけができてない」などと誤解を受けることがある
ため、あえて障害を示すことで、理解や協力を呼びかけ
るとともに、災害時や緊急時の家族や当事者のことを周
囲に理解してもらうために、保護者の名前、緊急連絡先、
障害名など支援が必要な理由、障害者手帳の有無や等級、
住所、家族との連絡方法、家族の集合場所、保険証記号
や番号などが記入されている。（新居浜市補助金公募の補
助金を得て「ほほえみ会」が作成した。）

問合せ先：新居浜市ボランティア・市民活動センター ＴＥＬ０８９７－６５－１００９
新居浜市まちづくり協働オフィス ＴＥＬ０８９７－６５－３１５８
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（４）安全情報の入手、活用（Ｐ．２９～３５参照）
災害発生時には、正確な情報に基づき迅速に行動することが不可欠であるため、テレビやラジ

オの情報などに注意を払うとともに、停電時にも利用可能な電池式のラジオを常備しておくこと

が必要である。

また、コンピュータや携帯電話などのＩＣＴ機器は、情報を得るだけではなく、通話やメール

により、自ら情報を発信することにも活用でき、災害時には特に有効である。近年では、ＩＣＴ

を活用したさまざまな児童見守りシステムも開発されており、地域の実状に応じてこうしたシス

テムを活用することも有益である。

加えて、こうしたメディアの利用方法を児童生徒等に理解させていくことも安全教育の内容と

して必要なことである。

なお、県警では、メール、ＦＡＸやホームページを活用した不審者情報の提供を行っている。

日頃から、不審者の出没に関する情報等について、警察と連携をとりながら、学校と保護者、地

域の関係団体等との間で、情報を迅速かつ確実に共有するための取組を進めていくことが求めら

れる。

○ 緊急地震速報

◇ 緊急地震速報とは
緊急地震速報は、地震発生直後の初期微動を地震計でとらえて、大きな揺れの主要動が来
る数秒から数十秒前にテレビ、ラジオなどを通じて発表するもので、気象庁が、震度５弱以
上と推定された時発表する。
◇ 利用・活用の心得
緊急地震速報を見たり聞いたりしたあと、強い揺れが来るまでわずかな時間しかないので、
身を守ることを第一に、落ち着いて行動することが大切である。

○ １１０番非常通報システム

１１０番通報システムは、不審者侵入などの万一の事態に備

え、ワンプッシュで幼稚園や学校から警察に通報できるも

のである。

このシステムは、不審者が侵入した場合、非常用の押し

ボタンを押すことにより地元の管轄警察署に通報できるも

ので、何かの都合で所轄警察署につながらない場合には、

自動的に中央管理センターにつながるバックアップ体制が

整っている。

○ 学校独自の緊急時メール配信サービス ～松盲メールニュース～

松山盲学校では、ホームページや各種刊行物の作成などをとおして、学校の教育方針や幼児
児童生徒の活動の様子などについて、学校の教育情報を積極的に発信している。特にインター
ネットメールを活用した情報配信サービス、「松盲メールマガジン」と「松盲メールニュース」
の運用を開始し、「松盲メールニュース」では、リアルタイムで学校行事、進路情報、不審者情
報、道路交通情報、列車運行情報、気象災害情報などについて、配信を希望する児童生徒等や
保護者を対象にパソコンと携帯電話へのメール配信サービスを行っている。なお、パソコンや
携帯電話を所有していない家庭もあるので、従来どおり文書での連絡や緊急時の電話連絡等は
すべての家庭に行っている。
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○ ＩＣＴを活用した児童見守りシステムの例

① ＩＣカードを活用した登下校管理システム

② 携帯電話を活用した状態把握・危険通報システム

③ 不審者情報を配信する情報提供システム
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○ 災害用伝言ダイヤル（１７１）の利用方法

震度６以上の地震発生時や、地震・噴火等の発生により、被災地へ向かう安否確認のための

通話等が増加し、被災地へむけての通話がつながりにくい状況になった場合にＮＴＴが開設す

る。

「１７１」をダイヤルし、利用ガイダンスに従って、伝言の録音・再生を行う。

「忘れてイナイ（１７１）？ 災害伝言１７１」などと覚える。

災害時には、一般電話や携帯電話がつながりにくくなる場合がある。このような場合、公衆

電話は優先的に回線が確保されるため、学校周辺の公衆電話の位置を確認しておくことが必要

である。また、携帯電話でのメールが有用な場合もあるので、関係者のメールアドレスを把握

し、登録しておくことも必要である。
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出典：愛媛県県民環境部防災局危機管理課ホームページ「家庭での防災対策等について」

（http : //www.pref.ehime.jp/030 kenminkankyou/150 kikikanri/00005713041112/index.html）
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○ 関係機関の連絡先

【警 察】

愛 媛 県 警 察 本 部 ０８９－９３４－０１１０ 松 山 西 警 察 署 ０８９－９５２－０１１０

松 山 東 警 察 署 ０８９－９４３－０１１０ 松 山 南 警 察 署 ０８９－９５８－０１１０

伊 予 警 察 署 ０８９－９８２－０１１０ 久 万 高 原 警 察 署 ０８９２－２１－０１１０

新 居 浜 警 察 署 ０８９７－３５－０１１０ 西 条 警 察 署 ０８９７－５６－０１１０

今 治 警 察 署 ０８９８－３４－０１１０ 西 条 西 警 察 署 ０８９８－６４－０１１０

伯 方 警 察 署 ０８９７－７２－０１１０ 四 国 中 央 警 察 署 ０８９６－２４－０１１０

宇 和 島 警 察 署 ０８９５－２２－０１１０ 西 予 警 察 署 ０８９４－６２－０１１０

愛 南 警 察 署 ０８９５－７２－０１１０ 八 幡 浜 警 察 署 ０８９４－２２－０１１０

大 洲 警 察 署 ０８９３－２５－１１１１

【消 防】

松 山 市 消 防 局 ０８９－９２６－９２００ 伊予消防等事務組合消防本部 ０８９－９８２－０６５７

東 温 市 消 防 署 ０８９－９６４－５２１０ 久 万 高 原 町 消 防 本 部 ０８９２－２１－２４１１

新 居 浜 市 消 防 本 部 ０８９７－３４－０１１９ 西 条 市 消 防 本 部 ０８９７－５６－０２５０

今 治 市 消 防 本 部 ０８９８－３２－６６６６ 上 島 町 消 防 本 部 ０８９７－７７－４１１８

四 国 中 央 市 消 防 本 部 ０８９６－２３－６６１１ 宇和島地区広域事務組合消防本部 ０８９５－２２－７５００

西 予 市 消 防 本 部 ０８９４－６２－４５５８ 愛 南 町 消 防 署 ０８９５－７２－０１１９

八幡浜地区施設事務組合消防本部 ０８９４－２２－０１１９ 大洲地区広域消防事務組合消防本部 ０８９３－２４－０１１９

【休日当番医案内】

えひめ救急医療ネット－愛媛県広域災害・救急医療情報システム－

音声・ＦＡＸ情報サービス 電話番号：０８９－９１７－７３０１

■ 休日・夜間当番医（休日夜間急患センター等）案内

インターネット検索 http : //www.qq.pref.ehime.jp

■ 休日・夜間当番医検索 ■ 医療機関データベース検索
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◯ 学校安全関係ホームページのアドレス一覧

区 分 サイト名とアドレス こんな内容を得ることができます

総 合

文部科学省
http : //www.mext.go.jp/

各種答申や学びのすすめ等審議会情報
阪神・淡路大震災における文部省の対応、被害状況、地震発生直
後の緊急対策、文教施設等の復旧及び防災体制の整備等の閲

日本スポーツ振興センター
http : //www.naash.go.jp/index.html

学校管理下における児童、生徒等の災害に関する必要な給付関係、
児童生徒等の健康の保持増進を図ることを目的とした業務

県 教 委
愛媛県ホームページ「スポーツ」
http : //ehime－c.esnet.ed.jp/

「愛媛県学校安全の手引」をＰＤＦで掲載

気象情報

松山地方気象台 松山の気象情報関係

http : //www.osaka－jma.go.jp/matuyama/matuyama.htm

財団法人 日本気象協会
http : //www.tenki.jp/

台風情報、地震情報、気象注意報・警報、津波注意報・警報、ア
メダス、天気予報等

財団法人 日本気象協会
http : //www.tenki.jp/

台風情報、地震情報、気象注意報・警報、津波注意報・警報、ア
メダス、天気予報等

ｅ－気象台
http : //www.gifu－net.ed.jp/kishou/

岐阜地方気象台が作成。子ども向けの気象の基礎知識

防 災

総務省消防庁
http : //www.fdma.go.jp/

過去の災害情報（地震、豪雨などの災害ごとの記述）、災害ボラン
ティア情報、生活密着情報

文部科学省・地震調査研究推進本部
http : //www.jishin.go.jp/

阪神・淡路大震災後、旧科学技術庁に設置された地震の調査研究
を行う機関、月ごとに日本各地で発生した地震活動の評価内容を
公開

内閣府 中央防災会議
http : //www.cao.go.jp/

「防災基本計画」「地域防災計画」の作成・実施、わが国の地震防
災対策の概観、わが国の津波対策の概観

防災科学技術研究所
http : //www.bosai.go.jp/index.html

最近の地震の震源マップ、専門的な地震データ

消防科学総合センター
http : //www.isad.or.jp/

防災町づくり、防災アセスメント、初動対応マニュアル、地域防
災計画の作成 防災に役立つリンク集

海上保安庁
http : //www.kaiho.mlit.go.jp/

１１８番警報・通報、データ集（日出没・潮汐など）

愛媛県県民環境部防災局危機管
理課

災害情報、東南海・南海地震関連の地域防災計画などの情報を掲
載

http : //www.pref.ehime.jp/bosai/index.html

神奈川県教育委員会 学校における防災教育指導教材

http : //www.pref.kanagawa.jp/osirase/hokentaiiku/sidou 1/bousai 1.html

静岡県地震防災センター 地震防災研究や地震防災クイズの掲載 防災意識の啓発等のＨＰ

http : //www.e－quakes.pref.shizuoka.jp/

地震情報リンク集 さまざまな地震情報（震度情報）のｗｅｂをまとめたリンク集

http : //www.hir－net.com/link/quake/

兵庫県 自主防災のしおり 経験に基づく自主防災への取組の記述

http : //web.pref.hyogo.jp/contents/000044146.pdf
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防 災

ひょうご震災記念２１世紀研究機
構
http : //www.hanshin－awaji.or.jp/

阪神・淡路大震災の教訓情報資料集等を記載

津波高の予測
震央とマグニチュードを与えて、日本各地の津波高を予測するシ
ステム

http : //wwweic.eri.u－tokyo.ac.jp/tsunami/

海上保安庁水路部
http : //www 1.kaiho.mlit.go.jp/

海底地形や海底火山などの情報

国土地理院
http : //www.gsi.go.jp/

「地殻変動」から現在の地殻変動情報、ＧＰＳ連続観測システム
を使った地殻変動の様子

日本の川と災害 地震、噴火、洪水などを年代順に取り上げている。

http : //www.ne.jp/asahi/river/jp/disaster.htm#TOP

日本災害情報学会 災害情報に関する学術調査結果など

http : //www.jasdis.gr.jp/index.html

国土交通省
http : //www.mlit.go.jp/

国土交通省が提供する防災関連情報

医 療

日本赤十字社
http : //www.jrc.or.jp/

国内・海外の災害緊急対応

総務省消防庁
応急手当の基礎知識 、応急手当の基礎実技（心肺蘇生法とＡＥ
Ｄの使用）

http : //www.fdma.go.jp/general/life/index.html

広域災害・救急医療情報システ
ム

災害時の救護活動や災害復旧活動の様子

http : //www.wds.emis.or.jp/WDTPMAINLT/WDTPMAINLT_G 01.jsp

愛媛救急医療ネット
http : //www.qq.pref.ehime.jp

県内各地の病院・診療所（歯科を含む）の診療科目、周辺地図な
どの情報提供や、休日夜間の当番医の案内等

防 犯

愛媛県警察本部
http : //www.police.pref.ehime.jp/

愛媛県警察の活動状況（防ごう防犯、不審者情報、キッズコーナー）

全国防犯協会連合会
http : //www.bohan.or.jp/

全国の防犯協会や防犯ボランティアへの支援活動薬物乱用防止に
ついてのビデオ・ポスター等

警察庁
http : //www.npa.go.jp

警察関係全般

安 全

交通事故総合分析センター
http : //www.itarda.or.jp/

交通事故の総合的な調査分析を実施、分析結果を提供

交通安全教育普及協会
http : //www.jatras.or.jp/index.html

交通安全教育の指導内容及び指導方法などの事例集を掲載

全日本交通安全協会
http : //www.jtsa.or.jp/

交通安全の啓発宣伝、交通安全教育の推進、交通安全に関する調
査研究、交通安全教育用資料・資機材の作成・配布

国土交通省 都市公園における遊具の管理、プールの安全標準指針

http : //www.mlit.go.jp/crd/city/park/gyomu/shisaku/index.html

日本公園施設業協会
http : //www.jpfa.or.jp/

仲良く遊ぼう安全にパンフレット・ポスター等（遊具関係）
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部 活 動
の 安 全

スポーツ振興基本計画 部活動の意義、課題、活動形態及び内容の改善事項等（平成１７年）

http : //www.mext.go.jp/a_menu/sports/plan/06031014/001.htm

運動部活動の在り方に関する調
査研究

運動部活動の現況、意義、課題、具体的提案（活動日数・時間・
休養日等）（平成９年１２月）

http : //www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/sports/001/toushin/971201.htm

スポーツ安全協会
http : //www.sportsanzen.org/

スポーツ安全保険、関連リンク集

報道機関

ＮＨＫ
http : //www.nhk.or.jp/

防災もの知りノート（ＮＨＫボランティアネット）

日本テレビ 非常時用ホーム
ページ
http : //www.ntv.co.jp/saigai/

地震や火山噴火などが起きた際に情報を盛り込むページ。普段は
その存在を表示するだけで内容の記述なし

愛媛新聞社
http : //www.ehime－np.co.jp/

愛媛の報道情報など

公 共
インフラ

NTThttp : //www.ntt.co.jp/
ＮＴＴ情報（西日本、東日本、ドコモ、データ、コミュニケーショ
ンズ）

ＮＴＴ西日本 災害用伝言ダイ
ヤル
http : //www.ntt－west.co.jp/dengon/

伝言ダイヤルの概要・使用法を記述、災害に対する取組の紹介

ＪＲ
http : //www.jr.cyberstation.ne.jp/

ＪＲ情報、ＪＲ（システム、北海道、東海、東日本、西日本、四
国、九州）情報

伊予鉄道 電車、バス関係情報

http : //www.iyotetsu.co.jp/index.php

せとうちバス
http : //www.setouchibus.co.jp/

バス関係情報

宇和島自動車
http : //www.uwajima－bus.co.jp/

バス関係情報

四国ガス
http : //www.shikoku－gas.co.jp/

ガス関連情報

四国電力
http : //www.yonden.co.jp/index.htm

原子力情報、環境保全情報

心のケア

文部科学省
子どもの心のケアのための（ＰＴＳＤの理解とその予防）保護者
向けリーフレットについて

http : //www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/kokoro/index.htm

宇和島保健所 災害・事故時のこころのケア

http : //www.pref.ehime.jp/130 uwj/210 uwj－hokenkikaku/nanbyou/nanbyou 11.htm

（５）児童生徒等の健康の保持、増進（第Ⅴ章参照）
情緒の状態をはじめとする児童生徒等の心身の健康状態を良好に保っていくことは、緊急時に

おける避難行動など、子どもの安全確保の観点からも重要である。

このため、保護者とも十分連携しつつ、日常の健康観察や保健室での健康相談活動の充実など、

児童生徒等の健康の保持増進に努めていくことが必要である。

（６）取り組み状況の点検
各学校における取り組み状況については、チェックリストを用意して、定期的に点検を行う必

要がある。（４ 分野別の留意事項（１）チェックリスト（Ｐ．５６～５８）参照）
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学校内外の安全な環境整備３

（１）学校施設の環境整備
災害等の発生時に被害を最小限に食い止めるためには、必要な設備等を整えたり適切な予防措

置を講じるとともに、安全点検や点検結果を踏まえた改善を絶えず行うなど、ハード面での安全

管理を徹底していくことが極めて重要である。

① 必要な設備等の整備

以下の例を参考に、各学校の状況に応じて必要な設備等を整えておくことが必要である。

□ 消火用器具………消火器、屋内消火栓、スプリンクラー、水バケツ、防火扉、水道水槽、

プール、二酸化炭素消火設備など

□ 避難・救助設備…誘導灯、避難器具、非常口、縄はしご、救助袋、ハンドマイク、懐中電

灯、緩降機など

□ 報知設備…………自動火災報知器、非常警報設備、非常ベル、漏電火災報知器、放送設備

など

□ 防犯設備…………防犯ブザー、インターフォン、防犯カメラなど

□ 防犯器具…………警笛、さすまた、盾、杖、催涙スプレー、ネットランチャーなど

□ 医薬品等…………担架、救急箱、救急医薬セットなど

□ 生活維持用具……テント、ロープ、水、毛布、ポリタンクなど

□ 情報機器…………ラジオ（電池式）、携帯電話（予備バッテリー）など

② 予防措置を講じておくことが必要な物品等

以下の物品等については、予防措置を講じておくことが必要である。

□ 各教室、廊下、階段…窓ガラス、テレビ、戸、清掃用具、整理棚、扇風機など

□ 理科室、保健室………劇薬、医薬品庫水槽、冷房機、収納庫、ベッドなど

□ 技術室・家庭科室……ガス栓、ガソリン、炊飯器、工作機械、揮発油、シンナー食器類、

整理棚、食用油など

□ 体育館、プール………体育倉庫、ボールかご、リング、水銀灯、水道、テレビ、太鼓、準

備室整理棚など

□ コンピュータ室………パソコン、整理棚など

□ 図書館、相談室………書庫、テレビ、書物、冷房機など

□ 職員室、事務室………ガラス棚、パソコン、テレビ、電話、ガス栓など

□ 音楽室、美術室………整理棚、楽器棚、ピアノ、音響施設など
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③ 安全点検の徹底

ア 安全点検の種類（Ｐ．４２～４６）

学校保健法施行規則（以下「規則」という）によれば、安全点検は、定期的、臨時的、日

常的に次表のとおり行うこととされている。

安全点検の種類 時 期 ・ 方 法 等 対 象 法 的 根 拠 等

定期の安全

点検

毎学期１回以上計画的に、

また教職員全員が組織的に

実施

児童生徒等が使用する施設・

設備及び防火に関する設備

など

毎学期１回以上、児童、生

徒、学生又は、幼児が通常

使用する施設及び設備の異

常の有無について系統的に

行わなければならない（規

則２２条の５第１項）

毎月１回以上計画的に、ま

た教職員全員が組織的に実

施

児童生徒等が多く使用する

と思われる校地、運動場、

教室、特別教室、廊下、昇

降口、ベランダ、階段、便

所、手洗い場、給食室、屋

上など

明確な規定はないが、各学

校の実情に応じて、上記に

準じて行われる例が多い

臨時の安全

点検

必要があるとき：

・運動会や体育祭、学芸会

や文化祭、展覧会などの

学校行事の前後

・暴風雨、地震、近隣での

火災などの災害時

・近隣で危害のおそれのあ

る犯罪（侵入や放火など）

の発生時など

必要に応じて点検項目を設

定

必要があるときは、臨時に

安全点検を行う（規則２２条

の５第２項）

日常の安全

点検

毎授業日ごと 児童生徒等が最も多く活動

を行うと思われる箇所

常に整理整とんに努めると

ともに、危険物の除去等安

全な環境の維持に配慮しな

ければならない（規則２２条

の７）

※規則＝学校保健法施行規則
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イ 安全点検の対象

（ア）校舎内の安全点検

対 象 項 目 留 意 点

教室、保育室 □ 遊具の破損、整理状態
□ エアコン等による温度管理（熱中症等予防のため）
□ 二酸化炭素の濃度
□ 床や腰板の状態（滑りやすさ、破損など）
□ くぎやびょうなどの突起物
□ 教室の窓枠の破損
□ 窓からの転落の危険性（構造上の問題として）
□ 出入口の扉における危険の有無
□ 机、戸棚、その他の備品の配置
□ 机、いすの破損・施錠、錠の故障の有無 など

・よく使われるので、状
態の変化に留意する。

廊下、テラス、階段、
昇降口、ベランダ、
非常階段

□ 廊下の窓枠の破損
□ フェンスの破損や劣化
□ 廊下、階段、昇降口やベランダなどの不要物品

の有無
□ 雨天時の滑りやすさ など

・よく使われるので、状
態の変化に留意する。

・多数の児童生徒等が同
時に使用することによ
る危険性や、周囲の危
険物の有無にも留意す
る。

便所、水飲み場 □ 衛生状態、滑りやすさ（水飲み場、洗口場、手
洗い場など）など

屋上、バルコニー □ フェンスの高さ
□ 床やフェンス、トップライト（天窓）などの破

損や劣化
□ 出入口の施錠 など

・使用状況に応じて管理
する。

給食室 □ 施設や設備等の危険性（事故防止、火災防止な
どの観点から）など

・衛生管理担当者と連携
して行う。

特別教室等（理科室、
技術室、家庭科室、
美術室、パソコンルー
ム、保健室）

□ 実験用、実習用の危険薬品や危険物の保管
□ 保健室の薬品の貯蔵と管理
□ 電源やガスなどの安全装置の作動性
□ 危険標識等の整備
□ 刃物類の管理
□ 出入口の施錠
□ 災害用備蓄物の管理
□ パソコン利用にかかわる情報の管理 など

・一般教室に準じた安全
管理にも留意する。

体育館、遊戯室 □ 床板や壁面（ステージを含む）の破損
□ 電源等の安全
□ 体育施設や体育用具の破損や劣化
□ 机、テーブル、いすなど備品の破損
□ 大型遊具、楽器等の整理状態

ふた

□ ピアノの安全管理（固定状態、蓋の開閉状態など）
□ 取付け口や固定口の破損や劣化 など

校舎・園舎等の外壁
はくらく

□ 校舎等の外壁の亀裂や剥落の危険性
□ 表面仕上げ材の浮きや剥落の危険性
□ 雨どいの破損 など

その他 □ �に掲げた設備等の作動性や在庫状況 など ・緊急時には生命線とな
るものであり、特に十
分なチェックが必要で
ある。
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（イ）校舎外の安全点検

対 象 項 目 留 意 点

校地、園庭、運動場

等

□ 砂場における危険物の有無

□ 校門等の施錠、錠の故障の有無、かぎの管理
こう

□ 地面の勾配や凹凸

□ 地面の排水状態

□ 危険物（ガラス、石、くぎなど）の有無

□ フェンスやその支柱の破損や劣化・部外者や動

物の侵入の有無 など

・児童生徒等が最も活溌

に活動を行い、休憩時

間、クラブ活動等自由

度の高い活動が行われ

る場所である。

遊具、体育等の固定
施設・移動施設

□ 遊具・固定施設：鉄棒、ブランコ、滑り台、バック
ネット、防球ネットやその支柱などの破損や劣化、
周囲の状態、設置状態、掲揚塔の破損や劣化 など

□ 移動施設：サッカー、バスケット、ハンドボールな
どのゴールポストの固定の状態、テント、展示物の
破損や劣化、風雨等の自然環境の影響 など

・移動施設は、移動後の
固定状況についても点
検する。（Ｐ．２６０～２６２・
２８０参照）

運動用具等の倉庫
□ 倉庫や用具室の整理・整とん
□ 倉庫の施錠、錠の故障、かぎの管理
□ 石灰の保管状況や取扱い方
□ 用器具等の保管状況や利用法
□ 児童生徒等の出入りの管理 など

・用具の撤収や収納の際
のけがにも留意する。

・石灰による角膜損傷や
目につきにくい倉庫内
でのけがにも留意する。

プール □ 浄化・消毒装置、シャワー、洗眼器などの作動性
□ 浄化・消毒装置、シャワー、洗眼器などの利用法
□ プールヘの危険物や異物などの混入
□ プールの排水口の施錠
□ プールサイドやプール周辺の危険性
□ 出入口等の施錠
□ プールの消毒薬の保管状況や取扱い方 など

（Ｐ．２６３～２６５参照）

足洗い場 □ 洗い場における危険物の有無
□ 周囲における障害物の有無
□ 滑りやすさ
□ 排水状態 など

・多数の児童生徒等が同
時に使用することによ
る危険性に留意する。

農場、飼育場

□ 建物の壁、板面の破損や劣化
□ 柵やフェンスの破損や劣化
□ 農機具等の整備
□ 飼育場や倉庫の整理・整とん
□ 出入口等の施錠 など
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（ウ）防犯上の安全点検

対 象 項 目 留 意 点

校門、校門付近 □ 学校開放時における開放部分を利用者に明示する。

□ 必要に応じて非開放部分への進入禁止の表示や

施錠等を行う。

□ 職員室を校門の見渡せる場所に移す。

□ 門扉やフェンスを設置する。

□ 死角の原因となる立木等を取り除く。

□ 不審者を一時的に隔離しておく場所（室）を確

保しておく。

・登下校時や日常の教育

活動など、あらゆる場

面で注意しておくこと

が必要である。

（エ）安全点検の方法

安全点検の項目（Ｐ．３８～３９）や安全点検表の例（Ｐ．４２～４６）を参考に、点検表を作成する。

安全点検表の作成に当たっては、その対象となる場所ごとに、点検の項目、点検の方法、判

定結果、不良箇所とその程度、事後措置の状況などを記録できるようにする必要がある。

作成した点検表に基づき、以下のような点検方法を用いて十分な点検を実施する。点検結

果の取り扱いについては、あらかじめ学校安全委員会などで情報共有する体制を整えるとと

もに、最終的な事後措置を講じる責任者を決定しておかなければならない。

なお、老朽化に伴う遊具の破損等により重大な事故も発生しているため、専門家による安

全点検を行っていくことが必要である。

□ 目視：ゆがみ、亀裂、摩耗、腐食、異物等の有

無の点検

□ 打音：ハンマー等で叩いて、損傷、はく離、腐

食等の点検

□ 振動：揺り動かして、接合部分、地下部分の緩

み、ぐらつき等の固定不良の有無の点検

□ 負荷：ぶら下がる、押す、引く、ねじる等の力

を加え、耐力の状況を点検

□ 作動：回転部分の油ぎれ、摩耗等による作動の

偏りを点検

なお、点検が形がい化したりマンネリ化しないよう、例えば学期ごとに担当場所を変える

など、緊張感をもって行っていくことが大切である。さらに、安全に留意しながら児童生徒
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等を参加させて行うことは、「生きた安全教育」となり、有益である。

④ 事後の改善

点検の結果に応じて、危険物の除去、施設・設備の修繕、危険箇所の明示、立入り禁止や使

用禁止又は使用場所の変更を行うなどの適切な措置を講じなければならない（規則第２２条の６）。

事後措置が学校内で実施できない場合には、学校の設置者に速やかに報告することが必要であ

る。特に、改善点を発見したが、直ちに改善することができない場合、危険箇所であることの

看板設置やロープを張るなどの立入り禁止措置をしなければならない。
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＜安全点検表の例＞

� 教室等の安全点検表
点検実施日 平成 年 月 日

担当者 点検印

項 目 チェック 具 体 的 処 置

床板の異常、破損 有・無 改善・使用禁止・その他（ ）

床が滑りやすい 有・無 改善・使用禁止・その他（ ）

掲示物の固定不全 有・無 改善・使用禁止・その他（ ）

つ

吊り下げた物品の固定不全（電灯・ブラインド等） 有・無 改善・使用禁止・その他（ ）

窓や窓ガラスの破損・ひび割れ 有・無 改善・使用禁止・その他（ ）

出入口の戸の破損 有・無 改善・使用禁止・その他（ ）

椅子や机の破損 有・無 改善・使用禁止・その他（ ）

戸棚、ロッカーなどの転倒の危険 有・無 改善・使用禁止・その他（ ）

戸棚、ロッカーなどからの落下物の危険 有・無 改善・使用禁止・その他（ ）

清掃用具収納庫の整理・整頓の不備、破損 有・無 改善・使用禁止・その他（ ）

はく

外壁・内壁の亀裂や剥離 有・無 改善・使用禁止・その他（ ）

ベランダの防護柵の腐食 有・無 改善・使用禁止・その他（ ）

トイレの清潔・清掃 有・無 改善・使用禁止・その他（ ）

清掃用具などの収納庫の整理・整頓の不備、破損 有・無 改善・使用禁止・その他（ ）

水回りの清潔・清掃・排水の不全 有・無 改善・使用禁止・その他（ ）

＊その他（各学校における独自の点検事項） 有・無 改善・使用禁止・その他（ ）
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� プールの安全点検表
点検実施日 平成 年 月 日

担当者 点検印

項 目 チェック 具 体 的 処 置

◯プール周りの柵の破損、侵入の危険 有・無 改善・使用禁止・その他（ ）

◯出入口の施錠 有・無 改善・使用禁止・その他（ ）

◯プールの付属施設の破損、異常 有・無 改善・使用禁止・その他（ ）

◯プール及びプールサイドの床の滑りやすさ 有・無 改善・使用禁止・その他（ ）

◯コースロープや止め金の破損 有・無 改善・使用禁止・その他（ ）

ふた

◯給排水口の蓋の破損 有・無 改善・使用禁止・その他（ ）

◯水量の過不足や異物混入 有・無 改善・使用禁止・その他（ ）

＊その他（各学校における独自の点検事項） 有・無 改善・使用禁止・その他（ ）
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� プール使用開始前点検表
点検実施日 平成 年 月 日

担当者 点検印

NO 点検箇所等 点 検 内 容 確 認

１ 緊急連絡体制 緊急連絡体制が整備されており、教職員に周知されているか。

２
周 囲

出 入 り 口

周りの柵や扉、鍵等の破損はないか。

３ 薬品の保管場所は施錠されている。

４ 機械室は、必要時以外施錠されているか。

５

付帯設備

備品等

更衣室やトイレは衛生的かつ安全に整備されているか。

６ シャワー・洗眼設備等は良好に整備されているか。

７ 担架等の救命具の位置が確認され、いつでも使用できる状態にあるか。

８ 利用者へ危険を周知させるためのメガホン等を常備しているか。

９ 機械室 浄化装置・薬品注入装置が正常に作動するか。

１０
プールサイド

プールサイドのタイル等に怪我を引き起こすような破損はないか。

１１ 児童・生徒に危害を及ぼす異物等が放置されていないか。

１２ コースロープ コースロープに怪我を引き起こすような破損はないか。

１３ 水槽内 プール水槽内にガラス等の破片が散乱していないか。

１４ 排（環）水口

二重の安全対策

排（環）水口蓋は、ボルト・ネジ等で堅固に固定されているか。

１５ 吸い込み口に取り付けられた吸い込み防止金具にぐらつきはないか。

〔備考〕

【記入について】

・確認の欄には「異常なし・対応済み」の場合には「○」を記入。

・「異常あり」の場合で、

自校で修理する場合は「Ａ」を記入。

業者に修理を依頼する場合には「Ｂ」を記入。

未対応（学校として対応が難しいものを含む）の場合には「Ｃ］を記入。

ただし、「Ｃ］を記入した場合には、改善されるまでプールの使用を控えておくこと。

【写真の撮影・保管について】

・点検内容の「１４」「１５」については、点検時において写真を撮影し保管しておくこと。

４４



� グラウンド南側の安全点検表
点検実施日 平成 年 月 日

担当者 点検印

項 目 チェック 具 体 的 処 置

◯グラウンド内の石などの危険物 有・無 改善・使用禁止・その他（ ）

◯登り棒の土台・溶接部分の破損 有・無 改善・使用禁止・その他（ ）

◯ジャングルジムの土台・溶接部分の破損 有・無 改善・使用禁止・その他（ ）

◯タイヤブランコのチェーンの破損 有・無 改善・使用禁止・その他（ ）

◯きりんのジャングルジムの土台・溶接部分の破損 有・無 改善・使用禁止・その他（ ）

◯太鼓橋の土台・溶接部分の破損 有・無 改善・使用禁止・その他（ ）

◯サッカーゴールの転倒危険 有・無 改善・使用禁止・その他（ ）

◯サッカーゴールの溶接部分の破損 有・無 改善・使用禁止・その他（ ）

◯遊具（鉄棒・ブランコ・滑り台）の破損 有・無 改善・使用禁止・その他（ ）

◯危険物（バックネット、丸太の遊具、くぎ・ガ

ラスなど）の放置
有・無 改善・使用禁止・その他（ ）

＊その他（各学校における独自の点検事項） 有・無 改善・使用禁止・その他（ ）
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� 定期安全点検集計表

１２月定期安全点検集計表
校 長 印 教 頭 印 担当主任

○ ○ ○点検実施日 平成１９年１２月４日

異 常 箇 所
点 検 事 故 措 置 の 状 況

担当者名 担 当 者 業務主任 業 者 備 考

教室棟 ２階 ３の２歯ブラシケース破損
１２／４

○

教室棟 ３階 女子トイレ入口から１番目

かぎがかからない

１２／４

○

〃 〃 入口から２番目

穴があいている

１２／４

○

図書室本棚の黒い板が外れている
１２／４

○

理科室 廊下側のかぎがおかしい

３番目 壊れている

１２／１７

○

職員女子トイレ ドアがよく閉まらない
１２／７

○

グラウンド バックネット近くの

土手が崩れている

１２／２０

○

ロープを張
り、修復ま
で立入禁止

グラウンド ジャングルジム東のフェンス

下の木が腐っており、ボール

が川に落ちる

１２／７

○

用具小屋のガラス破損
１２／４

○

１２／１７

○

○印……修理等が済んだ状況
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（２）通学路の環境整備
① 通学路の安全点検と安全方策の策定

ア 通学路の安全点検

定期的な点検については、教職員や保護者などが実際に通学路を歩き、防犯の観点や交通

事情等に注意して実施する。なお、関係者の間で共通認識を得ておくべき事項としては次の

ようなものが考えられる。

□ 危険・要注意箇所（道路が狭い、見通しが悪い、人通りが少ない、やぶや路地、倉庫、空

家など人が身を隠しやすい場所が近い、大型車が頻繁に通る など）

□ 公園や空地など不特定の人が容易に入りやすい場所

□ 交番や「まもるくんの家・店」など万一の際に幼児児童生徒が駆け込める場所

※ 通学路周辺の状況は変化することから、例えば、定期的に、毎学期点検を実施するとと

もに、必要に応じて随時実施することが望まれる。

イ 安全な登下校方策の策定・実施

児童生徒等を極力一人にしないという観点から、保護者や地域の協力を得ながら安全な登

下校方策を策定し、実施していくことが求められることであり、次のような点が重要である。

□ 教職員、保護者の間で登下校方策について議論し、共通認識を得ておくこと

□ 小学校低学年の児童については、安全がしっかりと確保できるよう、それぞれの学校の置

かれている状況に応じて取組を進めること

・小学校低学年の児童が登下校時に一人にならないような集団登下校の実施

・登下校の順路の工夫や、学年ごとに異なる下校時間をそろえるなどの工夫

・保護者や地域の方々の協力を得て、交代で同伴するなどの配慮

□ 登下校時間が不規則な場合の保護者への周知

□ 部活動等で遅くなるような場合、保護者への事前連絡や迎えの依頼

□ 遅刻、早退する児童生徒等の時間、登下校方法について、保護者と確認する体制を構築
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（ア）通学路の設定と安全確保

対 象 項 目

通学路の適切な設定 通学路の条件

□ できるだけ歩車道の区別がある

□ 区別がない場合、交通量が少ない、幅員が児童生徒等の通行を確保できる

□ 遮断機のない無人踏切を避ける

□ 見通しの悪い危険箇所がない

□ 横断箇所に横断歩道、信号機が設量されたり、または、警察官等の誘導が行わ

れたりしている

□ 野犬などが出没しない

□ 犯罪の可能性が低い など

通学路の安全確保 安全確保のための方策

□ 通学路を表示する標識を適切な箇所に設置する

□ 場所や状況により交通規制を要請する

□ 特に危険な箇所では、警察官等による誘導や指示、交通安全や犯罪防止のため

に必要な設備等の設置を要請する

□ 障害物の放置、工事状況、催し物の実施等に関連して、通学路を点検し適切に

対処する

□ 関係機関と連携し、野犬の駆除などを行う

□ 保護者、関係機関等との情報交換、情報処理を円滑に行う体制を確立する など

（イ）徒歩及びバス、電車等交通機関利用による通学の安全確保

対 象 項 目

一般的安全管理 □ 児童生徒等一人一人の通学方法の把握

□ 集団登下校における集合場所の危険性や集団の人数の適切性

□ 校外指導での家庭や地域の関係機関・団体等との連携

□ 校外指導の計画的実施

□ 部活動等で下校時刻が遅くなる場合の下校の仕方（交通事情や防犯等への配慮〉

など

通学方法等に応じた安

全管理

□ 保護者から教員への児童生徒等の引き渡し

□ 交通量の多い地域での対処（登校時間帯における車両進入禁止区分等の設定）

□ バス、電車等の利用者への安全確保に関する周知（乗降時や乗車中の行動、降

車後の横断や移動など）

□ 他の歩行者、特に、高齢者、幼児、障害のある人たちへの配慮 など

悪天候や自然災害発生
時における安全管理

□ 気象情報や災害情報の入手
□ 状況に応じた臨時休校、登下校時刻や通学順路の変更等の対処
□ 状況に応じた保護者の同伴登下校、教職員の引率等の対処 など

歩行者・乗車時の行動 □ 携帯電話の使用に関する注意
□ 交差点、踏切での注意 など
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（ウ）自転車通学の安全確保

対 象 項 目

通 学 □ 自転車通学に関するきまり等の設定 など

点検、駐輪場 □ 登下校時の歩行者と自転車等の混雑や交錯（駐輪場や経路等の調整）

□ 定期的な点検と不良箇所の修理

□ 自転車置き場の使用法（使用場所や禁止場所の遵守、整理など） など

乗車時の行動 □ ヘルメットの着用

□ 雨天時の服装（雨具の着用、傘さし運転の禁止）

□ 防犯登録、保険への加入

□ 悪天候、濃霧、薄暮などの交通環境の変化に対処した安全な走行

□ 交通規則の遵守、スピード抑制、無灯火や二人乗りの禁止等

□ ヘッドホンステレオや携帯電話の使用など危険な運転行為の禁止徹底

□ 踏切での安全確認

□ 歩行者、特に、高齢者、幼児、障害のある人たちへの配慮や注意 など

（啓発資料Ｐ．１７９～１８２参照）

（エ）二輪車や自動車（定時制高等学校）による通学の安全確保

対 象 項 目

通 学 □ 二輪車や自動車を使った通学に関するきまり等の設定 など

点検、駐車 □ 登下校時の歩行者と車両等の混雑や交錯（駐車場や経路等の調整）

□ 定期的な点検と不良箇所の修理

□ 車輌置き場の使用法（使用場所や禁止場所の遵守、整理など） など

乗車時の行動 □ ヘルメットやシートベルトの着用

□ 保険への加入

□ 悪天候、濃霧、薄暮などの交通環境の変化に対処した安全な走行

□ 交通規則の遵守

□ ヘッドホンステレオや携帯電話の使用など危険な運転行為の禁止徹底

□ 踏切、での安全確認

□ 歩行者、特に、高齢者、幼児、障害のある人たち及び自転車、他の車輌などへ

の配慮や注意 など
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＜通学路の安全施設、標識、標示などの問い合わせ又は要望先＞

※ 設置や改善が必要な場合には、ＰＴＡ・見守り隊・町内会・市町交通安全対策協議会・市町

交通安全協会等と連携のうえ、次の担当部署に連絡・相談する。
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② 安全マップの作成

児童生徒に対しても「通学路安全マップ」の作成などを通して危険箇所を周知することが有

効である。その際、次のような点に配慮することが望ましい。

ア 「通学路安全マップ」作成に当たっては、学級活動や生活科、総合的な学習の時間、児童

会・生徒会活動など様々な機会を活用して、児童生徒自身の参加により作成を進めることが

効果的と考えられる。

イ 様々な学年を組み合わせたグループを組織し、保護者とともに作成するなどねらいと発達

段階を考慮して作成する。

ウ 場合によっては、防犯についての専門的な助言を得るため、警察官の協力を得ることも有

効である。

エ 児童生徒が実感をもって理解できるように、児童生徒自身による写真やイラスト、書き込

みなども積極的に活用する。

オ 作成過程において、「まもるくんの家・店」を含む住民へのインタビューを行うなど地域住

民と触れ合うことも有効である。

○ 地域安全マップの作成の手順

① 地域安全マップとは
地域安全マップとは、犯罪性が高い者でも犯罪機会がなければ犯罪を実行しない、という
犯罪機会論に基づき、領域性や監視性が低い場所は、犯罪発生の危険性が高いことから、こ
れを、子どもたちには、「（犯罪者が）入りやすい場所」と「（周りから）見えにくい場所」と
して理解させます。この「入りやすい場所」と「見えにくい場所」を、子どもたち自身が確
認し、書き記した地図が地域安全マップである。
② 効果
○ 危機回避能力の向上
○ コミュニケーション能力の向上
○ 地域への愛着心の向上
○ 非行防止能力の向上
○ 大人の防犯意識の向上
③ 作成手順
ア 事前学習（６０分）
警察職員、スクールガードリーダーなどを講師に
招き、地域安全マップの意義と作成の効果について、
教職員、児童生徒の理解を得る。特に、
「入りやすい場所」＋「見えにくい場所」＝「危険な場所」
「入りにくい場所」＋「見えやすい場所」＝「安全な場所」
との認識を、全ての児童生徒にもたせる教育が必要。
イ 実地調査（６０分）
児童を通学路毎に班編制したうえ、児童と教職員、保護者、ボランティアとが、一緒に
通学路等を歩き、児童自身に「危険な場所」を発見させる。この時、大人は子どもの安全
管理には細心の注意を払う。
ウ 危険な場所を地図に記入（１２０分）
実地調査で発見したことや感じたことをグループ毎に工夫して、模造紙に記入していき、
地図を完成させる。このとき、地図に落とした場所が危険な理由やどうすればその場所が
安全な場所になるのか、子どもたちに議論させ、コメントとして記入させることによって、
危機回避能力、コミュニケーション能力の向上を図ることになる。
エ 発表会（６０分）
マップ作りに参加できなかった児童や保護者等を招いて、子どもたち自身にマップ作り
で発見したことや感じたことを発表させる機会を作る。こうした機会を設けることにより、
地域の大人へも防犯意識が広がっていく。

注）各手順で記載した時間は、平成１９年７月、愛媛県警察本部少年サポートセンターが松山市
立道後小学校の協力を得てマップ作成を行った際に実際にかかった時間で、一つの目安である。

（小学校での地域安全マップ発表会の様子）
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③ 見守り活動の充実

児童生徒の登下校を地域全体で見守る体制の整備

ボランティアの方々の協力を得て、「あいさつ」や「声がけ」をしながら児童生徒の登下校を

見守ることや、看板の設置等により地域全体が児童生徒の安全を見守っているという雰囲気を

醸成することも重要である。

□ ボランティアとして保護者や地域の方々の協力を得て、児童生徒の登下校の見守りや通学

路のパトロールを実施する。

※ なお、保護者の協力を得る場合などは、例えば交代で数ヶ月に１回通学路に立てばすむ

ようにするなど個々人の負担を少なくする配慮も必要である。

□ ＰＴＡだけでなく、自治会など地域の様々な団体に協力依頼する。

□ パトロール等に参加する方々へ配布する腕章や共通ユニフォーム、ステッカーなどを活用

し、目立つ形で見守る体制を示す。

□ 見守り活動の看板等の設置や協力の得られる店舗、住宅にステッカーを表示する。

○ 小学校における青色防犯パトロール活動 ～見せる防犯の推進～

市町の小学校では、登下校時等において、子どもたちを事件や事故から守るため、平成１９年

度２学期から株式会社伊予銀行から提供のあった青色回転灯を活用した「青色防犯パトロール

活動」を実施しており、より広範な県下隙間のない見守り活動が展開されている。

◇ 実施主体

各市町教育委員会

（各市町の実施要綱（次のページ参照）に基づき実施）

※ パトロールの回数及び方法は、学校、地域の実情等に応じ、小学校ごとに当該校長が定

める。

◇ 主な活動（例）

・ 登下校時における定期的な巡回指導

・ 校門付近、交通量の多い場所等で駐車・点灯しての見守り活動

（路上に駐車しての活動は不可（交通違反となる））

・ 不審者情報の提供があった場合における緊急的巡回指導

・ 気象警報発令があった場合における緊急的巡回指導

・ 不審者又は不審車両を発見した場合の警察への通報
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各市町教育委員会において規定している青色防犯パトロール実施要綱の例

（目的）
第１条 この要綱は、青色回転灯装着車両（以下「青パト」という。）による青色防犯パトロー
ル（以下「パトロール」という。）を実施することにより、学校、通学路等における子どもの
安全を確保するとともに、地域住民に対して防犯意識を啓発することを目的とする。
（実施業務）
第２条 パトロールにおいては、次に掲げる業務を行うものとする。
� 登下校時における定期的な巡回指導
� 校門付近、交通量の多い場所等における駐車・点灯しての見守り活動
� 不審者情報の提供、気象警報発令があった場合等における緊急的巡回指導
� 前３号の業務の実施中における不審者又は不審車両を発見した場合の警察への通報
� 前各号に定めるもののほか、特に必要と認める業務
（パトロールを実施する者）
第３条 パトロールは、愛媛県警察本部からパトロールの実施を認められた教職員（以下「実
施者」という。）１名を含み、原則２名以上が乗車して実施するものとする。
（青パトとして利用できる車両）
第４条 青パトは、次に掲げる要件のいずれにも該当する車両でなければならない。
� 愛媛県警察本部からパトロールの実施の許可を受けていること。
� 自主防犯活動用として使用許可されたことが自動車検査証に記載されていること。
� 自動車損害賠償保障法（昭和３０年法律第９７号）に定める強制保険のほか、任意保険（パ
トロールの実施中に事故が発生したとき、保険金の支払が可能なものに限る。）に加入して
いること。
（実施時間帯及び実施地域）
第５条 パトロールは、愛媛県警察本部から認められた時間帯及び地域内において実施するも
のとする。
（パトロールの運行方法）
第６条 パトロールの運行の回数及び方法は、学校、地域の実情等に応じ、小学校ごとに当該
校長が定めるものとする。
（実施上の注意事項）
第７条 パトロールの実施については、愛媛県警察本部生活安全部生活安全企画課作成の「青
色防犯パトロール講習用マニュアル」を遵守し、安全第一で実施するものとする。
（所属長の実施の許可）
第８条 実施者は、青パト運行整理簿（別紙様式）を整理のうえ、事前に校長の許可を得なけ
ればならない。
（実施結果の報告）
第９条 実施者は、パトロール終了後、校長に口頭で報告しなければならない。
２ 前項の報告を受けた校長は、警察署又は教育委員会に連絡を要すると認めたときは、速や
かにその旨を連絡するものとする。
（その他）
第１０条 この要綱に定めるもののほか、パトロールの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成１９年○月○日から施行する。
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○ 英国の学校安全 ～徒歩通学を支援する「トラベルプラン」～

英国の学校でも、学校ごとにHealth and Safety Policy（健康・安全方針）を定め、校長の責任

の下に安全対策が実施されている。

入学前には保護者と学校がHome-School Agreement（家庭と学校の取り決め）を取り交わし、

保護者と学校の役割分担を明確にしている。たとえば登下校については、７歳までは保護者が

責任を持って学校へ送迎することになっている。

ただし、これにより送迎する保護者の自動車による登下校時の交通渋滞が大きな社会問題と

なっている。その解消のため、徒歩通学を推進するための「トラベルプラン」に基づく活動が

展開されている。トラベルプランの直接的な目的は、渋滞と公害の解消にあるが、保護者やボ

ランティアが児童に付き添い登校する中で、交通安全のルールを学んだり、何台車が通り過ぎ

るかのゲームを行うなど、楽しみながら登校している。

このような、保護者等が子どもを見守り安全教育

を行いながら、集団で登下校する形態は、「歩く通学

バス」（ウォーキングバス、Walking Bus）と呼ばれ

ている。通学路のリスクについては事前に調査し、

児童たちは安全確保のための蛍光色のベストを着用

している。

出典：平成１８年度英国における「安全教育」調査研究団

報告書より

写真：ウォーキングバスホームページ

http : //www.walkingbus.com/wheatcroft.htm

（英国の集団で登下校する子どもたち）
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分野別の留意事項４

（１）防犯に関する安全管理
① 校内活動時

校門で守るみんなの命

校門を開ける場合は、必ず教職員や地域のボランティア（見守り隊）等が立ちあい、校門の
管理をするとともに、校門を開けた後は、必ず施錠することが必要である。特に、曜日や学校
行事等により登下校の時間が異なるので、校門の開閉時間等について確認の上、校門の管理を
徹底し、不審者を学校内に絶対に侵入させないことが重要である。

以下のチェックリストにあるような点検項目について、十分な注意が必要である。

点 検 項 目 評価 今後の改善計画等

１．学校の実態に応じた危機管理マニュアルを作成し、子どもの日常及び緊急時の
安全確保対策等について共通理解を図っているか。

２．不審者侵入事件、登下校中の事件・事故に関わる情報を収集し、職員会議や校
内研修等で取り上げ、教職員間で情報交換、意見交換を行うなどにより、教職
員の危機管理についての意識高揚を図っているか。

３．全ての教職員が、緊急時に一体となって迅速・的確に対応できる実践力の向上を図るために、次のような
措置を講じているか。

�不審者による緊急事態発生時に備えた防犯訓練を実施し、その反省を対応に生
かしているか。

�教職員自身の安全を確保しつつ、警察が到着するまで、子どもを見守り、不審
者が近づけないようにする防犯訓練を行っているか。

�防犯に関する知識、安全を守るための器具の使用法、応急手当や心のケアの具
体的な方法等について研修を行っているか。

�教職員間の情報伝達訓練や警察、消防等への通報訓練などを行っているか。

４．警察等の関係機関、保護者、地域住民、近隣の学校、幼稚園、保育所等と連携
して、学校周辺における不審者の情報が把握できる体制を整えているか。

５．教職員や保護者・地域住民等のボランティアによる校内巡回等により、不審者
を早期に発見する体制を整えているか。

６．学校への来訪者が確認できるよう、次のような措置を講じているか。

�立て札や看板等による案内・指示を行ったり、順路、入口、受付等を明示して
いるか。

�来訪者にリボンや名札等を着用させて、不審者との識別が可能なようにしてい
るか。

�来訪者に最初に出会った教職員が、氏名・用件を聞いたり、持ち物や言動等に
より不審者かどうかの判断ができるようにしているか。

�登下校時以外は校門を閉めるなど、敷地や校舎への入口等を管理可能なものに
限定しているか。

�閉門中は、教職員やボランティアが立ち会ったり、防犯カメラ設置校では、意
図的にモニターをチェックしたりするなど、防犯体制の整備を心がけているか。

７．校内における注意を払うべき箇所を点検し、子どもに注意喚起するとともに、
教職員の具体的な役割分担（校内巡回等）を定め、地域のボランティア等の協
力も得つつ、授業中、休憩時間等における子どもの安全を確保しているか。

（Ｎｏ．１）
評価 Ａ（行っている） Ｂ（おおむね行っている） Ｃ（行っていない）
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点 検 項 目 評価 今後の改善計画等

８．校外学習や遠足等の学校行事において、子どもの安全が確保されるよう、次のような措置を講じているか。

�事前に現地の安全を十分に確認し、それに基づいた綿密な計画を作成している
か。

�子どもに対する事前の安全指導を十分に行っているか。
�万一の事態が発生した場合の避難の仕方、連絡方法について、あらかじめ定め
ているか。

９．学校開放（授業日）に当たって、子どもの安全が確保されるよう、次のような措置を講じているか。

�開放部分と非開放部分との区別を明確にし、非開放部分への不審者の侵入防止
のための方策（施錠等）講じているか。

�学校開放時に、安全確保について保護者や地域住民等によるボランティアの積
極的な協力を得る働きかけを行っているか。

１０．不審者による緊急事態発生に備え、次のような組織、体制等が整備されているか。

�直ちに校長、副校長・教頭、教職員、子どもに情報が伝達され、避難誘導、防
御（不審者対応）、応急手当、通報、記録、保護者への連絡等が、迅速・的確に
行われる組織（役割分担）を整えているか。また、必要に応じて、保護者、隣
接学校等の協力が得られる体制を整えているか。

�警察、消防等の関係機関に対して、隣接する学校・幼稚園や学校周辺の店等と
も連携を図りながら、直ちに通報できる体制を整えているか。

�直ちに教育委員会に通報し、指導・助言を得るとともに、人的支援等が得られ
る体制を整えているか。

�保護者、教職員に連絡体制整備の重要性を認識させるとともに、必要に応じて
直ちに保護者に連絡がとれる体制等を整えているか。

�学校近くの地域住民や店等とも連携を図りながら、直ちに負傷者等の全体の状
況を把握し、速やかに応急手当、病院等への搬送ができる体制を整えているか。

�緊急対応後、情報の整理と提供、保護者への説明などの事後対応や、再発防止
対策の検討、教育再開準備、心のケア体制の準備等を行うための事件・事故対
策本部の活動を速やかに開始できるようにしているか。

１１．学校の施設整備等の面で、次のような対策を講じているか。

�校門、囲障、外灯（防犯ライト等）、校舎の窓、校舎の出入口、錠の状況等の点
検・補修を行っているか。

�緊急時に安全を守るための器具（さすまた、盾、杖、催眠スプレー、ネットラ
ンチャー等）を備えているか。

�警報装置（警報ベル、ブザー等）、防犯監視システム、通報機器（校内緊急通話
システム、警察や警備会社との連絡システム等）などを設置している場合、作
動状況の点検を行っているか。

�死角の原因となる立木等の障害物の有無、自転車置場、駐車場や隣接建物等か
らの侵入の可能性について確認を行っているか。

�危害を加える恐れのある者が侵入した場合を想定し、受付の近くに、一時的に
隔離しておく場所（応接室、相談室等）を決めているか。

１２．安全教育（防犯）が学校の実態に応じて教育課程に位置付けられ、子どもの実
態に応じて計画的に実施されているか。

１３．不審者の侵入を想定した避難訓練を行い、緊急事態発生時に子どもが安全に避
難できるようにしているか。

（Ｎｏ．２）
評価 Ａ（行っている） Ｂ（おおむね行っている） Ｃ（行っていない）
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② 校外活動時

□ 不審者情報等の把握
□ 綿密な実施計画の作成
□ 下見の実施など安全確認の徹底
□ 緊急時の連絡体制の確立と周知
□ 適切な応急手当のための準備
□ ＰＴＡや地域のボランティアへの協力依頼
□ 児童生徒等に集団の規律を主体的に守らせる事前指導の徹底

以下のような項目について、十分な注意が必要である。

③ 通学時

以下のチェックリストにあるような点検項目について、十分な注意が必要である。

点 検 項 目 評価 今後の改善計画等

１．安全な通学路等の設定と定期的な点検の実施のために、次のような対策を講じているか。

�教職員、保護者が実際に歩き、防犯の観点や交通事情等を配慮し、関係者が議
論して可能な限り安全な通学路を設定しているか。

�定期的に点検を実施したり、必要に応じて随時点検を実施しているか。

�点検により防犯上好ましくない状況が発見された場合は、教育委員会への連絡、
関係機関への要請等を行い、通学路の環境整備を行っているか。

２．通学路等における危険・注意箇所等の把握と周知徹底のために、次のような対策を講じているか。

�危険・注意箇所、万一の際に子どもが駆け込める場所について保護者、警察、
自治会などの関係者間共通認識をしているか。

�「通学路安全マップ」の作成等を通じて、子どもたちに要注意箇所の周知を行っ
ているか。

�交番や「子ども１１０番の家」等の緊急避難できる場所を、子ども一人一人に周知
しているか。

３．通学路における事件に備えて、次のような組織・体制を構築しているか。

�直ちに校長、副校長、教頭、教職員、子どもに情報が伝達され、子どもの安全
確保、情報収集、地域への協力要請、記録、保護者への連絡等が迅速・的確に
行われる組織（役割分担）を整えているか。

�警察等の関係機関、保護者、地域住民、近隣の学校・幼稚園等と連携して、通
学路における不審者の情報が把握できる体制を整えているか。

�子どもの安全確保のため、速やかに警察に通報し、警察官による学校周辺や通
学路等の防犯パトロールの協力を得る体制を整えているか。

�登下校時に、不審者による緊急事態が発生した場合、「まもるくんの家」や地域
住民等が、子どもの避難誘導や関係機関への通報等を行う体制を整えているか。

�登下校時の子どもの安全確保のため、保護者や地域住民等のボランティアによ
る日常的な防犯パトロール等の協力を得ているか。

�学校行事等により登下校が不規則になる場合には、前もって保護者や警察、関
連団体に連絡するなどの対策を講じているか。

４．子どもに危険予測・危険回避能力を身に付けさせる安全教育を実施するために、
具体的な局面を想定し、実践的な対処法（大声を出す、逃げる、「まもるくんの
家」に駆け込む等」）の指導をしているか。

評価 Ａ（行っている） Ｂ（おおむね行っている） Ｃ（行っていない）
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○ 子どもの安全を守るための各種事業

◇ 子育て協力店
【目的】地域にある商店等に協力を依頼し、地域ぐるみで子どもを見守
る体制をつくり、子どもの健全育成を図る。
【内容】子どもへの声掛けや指導のほか、危険な行為を見かけたとき「子
育て協力店」が学校やＰＴＡへ連絡し、非行を防止する。
【ステッカー・マーク貼付箇所】校区内の商店・事業所等
【事業主体】各市町ＰＴＡ連合会・各単位ＰＴＡ：昭和５８年度から事業
開始

◇ こども安全ネットワーク「子ども見守り隊」
【目的】各小学校区で子どもたちの安全確保のための情報交換等を行う
とともに校区の実状に沿った事業を展開し、地域ぐるみで子どもの安
全を確保する。
【内容】各小学校区において子どもの安全確保のため、地域のボランティ
アが「子ども見守り隊」を結成し、登下校時の監視や遊び場の見回り
等を行う。
【ステッカー・マーク貼付箇所】のぼり・腕章・缶バッチ・ＩＤカード
など見守り隊員が携帯又は表示
【事業主体】各小学校区こども安全ネットワーク事業実行委員会：平成
１３年度から事業開始

◇ まもるくんの家
【目的】児童生徒が不審者に声を掛けられたり、被害を受けそうになっ
たとき助けを求めていく場所をあらかじめ確保し、誘拐等を防止する。
【内容】児童生徒の保護や連絡をしてくれる避難場所「まもるくんの家」
としてステッカーを表示し、安全を確保する。
【ステッカー・マーク貼付箇所】各小学校通学路にある商店・事業所・
一般住宅等
【事業主体】各警察署・各地区防犯協会・各市町教育委員会・各市町Ｐ
ＴＡ連合会：平成９年度から事業開始

◇ 子ども１１０番
【目的】２４時間機動性のある車両からの通報により、関係機関が連帯し
て対応し、青少年を犯罪・被害から守る。
【内容】青少年の安全を害するような行為、青少年に付きまとう等不審
な行動少年非行などを見かけた場合、１１０番車両が通報等の対応をする。
【ステッカー・マーク貼付箇所】市内のハイヤー・タクシー、市内郵便
局車両
【事業主体】各市町小中学校ＰＴＡ連合会・各市町教育委員会・愛媛県
ハイヤー・タクシー協会松山支部・愛媛県警察本部・あなたのまちの
郵便局
【事業開始】ハイヤー・タクシー：平成１０年度から事業開始

郵便局：平成１１年度から事業開始「まもるくんの店・車（バイク）」による防犯活動の実施
その他（まもるくんの店・車）：県内９３企業・団体（平成１９年中に３８企業等が新規参加）

店舗１１，５３１箇所、車（電車を含む）９，８９６台（平成１９年１２月現在）
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○ 正門等の警備の例

松山市立味酒小学校では、ＰＴＡと連携した取

り組みで、平成１８年６月から学校に侵入しようと

する不審者を未然に防止するため、正門に警備員

を配置し確実にチェックする体制を整えている。

実施日（時間帯）：登校日（７：３０～１６：３０）

警備人員：１人（３人で午前・午後の交代制）

協力団体：（社）松山市シルバー人材派遣センター

業務内容：不審者の侵入を未然に防止するため、

正門での入校者を確認

警備経費：１５０円（１ヶ月１家庭） （下校時の子どもたちを見守る警備員）

（２）生活安全、交通安全に関する安全管理
① 校内活動時

ア 各教科等の学習時間

特に、保健体育科、理科、技術・家庭科、美術科等の実験、実習、実技などでの、事故が

少なくないことから、以下のような項目について十分な注意が必要である。

対 象 項 目

始業前・学習前 □ 児童生徒等の心身の健康状態の把握

□ 児童生徒等の服装

□ 学習中に予想される危険に対する準備（予防策、発生時の対処策、児童生

徒等への注意の周知）など

施設、用具などの使用 □ 施設、用具、教材・教具等の整備

□ 施設や用具等の扱い方に関する児童生徒等の理解

□ 施設や用具等の扱い方における危険性 など

個別的配慮 □ 使用法の習熟に懸念のある児童生徒等の把握

□ 当日の心身の健康状態や情緒安定に対する配慮 など

イ 休憩時間

休憩時間は、解放感のためか危険な行動をとりやすく、教員の目も必ずしも十分に及ばな

いことから事故などが起こりやすいため、以下のような項目について十分な注意が必要であ

る。

対 象 項 目

校舎内での活動 □ 遊具や施設の安全な利用法

□ 遊び等における行動の危険性

□ 児童生徒等が使っている道具や遊具等の危険性（禁止されている物や危険

な物の使用）など
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運動場・園庭、体育館

等での活動全般

□ 飼育動物の安全な扱い方

□ 熱中症等の予防

□ 運動や遊びの種類と場所の危険性

□ 運動や遊びをしている児童生徒等と他の児童生徒等との間の危険性

□ 休憩時間から学習時間に移るときの児童生徒等の行動

□ 人目につきにくい場所での児童生徒等の行動

□ 新しく流行している遊びの危険性 など

運動場・園庭、体育館

等での固定施設・移動

施設の利用

□ 利用の仕方の危険性（無理な利用、誤った利用）

□ 固定施設や移動施設の近くにいる児童生徒等の危険性 など

暴 力 □ 児童生徒等の個々の特性や相互の人間関係の把握

□ 粗暴な言動、悪ふざけ、こぜりあいなど暴力の前兆の有無

□ 発生時の対応策 など

ウ 部活動やクラブ活動、学校行事等の時間

特に、放課後等に行われる運動部活動時に事故が起こりやすいため、以下のような項目に

ついて十分注意が必要である。

□ 参加する者の人員や健康状態の把握

□ 活動する場所、時刻、時間等に無理がないこと

□ 施設や用具の状態の確認

□ 児童生徒等に自己管理を促す十分な事前指導を行うこと

エ 学校給食

食中毒や異物混入の防止、食事の運搬や配膳時の安全管理、給食室での保管時の管理につ

いて、十分な注意が必要である。

本書では、調理場（調理室）における学校給食の安全管理についてはふれていないが、別

途「学校給食衛生管理の基準」（文部科学省）に基づいた徹底した管理が求められる。

【食中毒・異物混入の防止】

□ 検収時の安全面のチェック

牛乳・パン等、学校へ直送される食品についても検収を行い、記録しこれを保存する。

・納品時間 ・納入業者 ・包装容器の状態 ・異物の混入

□ 検食時の安全面のチェック

責任者を定めて検食を行い、結果を記録する。

・食品の中に人体に有害と思われる異物の混入がないか
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【食事の運搬や配膳時の安全管理】

□ 給食室の窓口前や廊下通路の危険確認

□ 食かん、食器等の受け渡しや運搬時の危険確認

□ 食事（特に熱いもの）を配膳するときの注意

□ 運搬、配膳の時のエプロン、帽子、マスクの着用

【給食室での保管時の安全管理】

□ 給食室が無人になる場合の施錠
□ 運搬時の記録

② 校外活動時（Ｐ．２４８～２５３参照）

普段活動していない不慣れな場所であることや、児童生徒等の気の緩みが起こりがちであり、

事故につながりやすいことから、以下のような項目について十分な注意が必要である。

ア 綿密な計画の作成と安全確認の徹底

□ 活動場所やその経路の実地調査

□ 校外活動中の児童生徒等の行動パターンを想定した安全確認

□ 児童生徒等の心身の健康状態の把握

□ 自然環境の状態の把握

□ 警察等関係機関との連携

イ 緊急時の連絡方法の確立と周知

ウ 適切な応急手当のための準備

エ 児童生徒等に対する事前指導の徹底

オ 必要に応じＰＴＡや地域の人に協力を依頼

③ 通学時（Ｐ．２３４～２３５参照）

特に、登下校時に当たる時間において交通事故が多発しており（次頁参照）、児童生徒等が被

害者又は加害者にならないような安全管理が必要である。その際、通学は学校管理下にあると

はいえ、安全の確保には児童生徒等の自己管理が極めて重要であり、十分に安全指導を行って

いくことがまず第一である。
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○ 交通安全教育推進地域事業 ～日本スポーツ振興センター指定校～

取組例（１）

西予市立多田小学校では、平成１８・１９年度の２年間にわたり、交通安全教育推進地域事業を
委嘱され研究と実践活動を進めてきた。ここに紹介するのは、その取り組みの一部である。
◇ 通学路標示の設置
当初この通学路標示の設置に際しては、簡単に行われるだろう
と楽観視していたのだが、実際設置しようとすると、設置する際
の諸連絡をどこにしたらいいかで難航し、思うところにいざ連絡
してみると別の管轄だということを言われ、思わぬ時間を費やし
た。結局電力会社や電話会社に協力を仰ぎ、通学路にある電柱１１
箇所に児童会の子どもたちと共に通学路標示を設置することがで
きた。現在それぞれの設置箇所は、通学路であることをドライバ
ーの方々に認識していただき、児童生徒等の事故防止に役立って
いる。
◇ ストップマーク

児童が書き込んだ「安全マップ」「ひやり地図」を見直し、多く
なった見通しの悪い交差点等を考慮し、１学期始めにストップマ
ークを児童と一緒に設置した。明るくかわいいマークは子ども達
にも好評であった。人目にもつくため、児童自身が飛び出しに気
をつけたり、ドライバーの方達に注意を促したりするのに大いに
役立っている。

（教師と一緒に貼り付ける６年生児童）

（ストップマークと子どもたち）

○ 交通マナーアップクラブ（大洲・喜多地区）～交通安全に関する宣言～

取組例（２）

（交通安全サミットの開催）

◇ 目 的
大洲・喜多地区の高等学校の生徒で構成された
クラブであり、各学校が連携するとともに、高校
生が主体的に正しい交通ルールとマナーを身につ
け良識ある社会人となるため、交通安全活動を推
進するとともに、交通事故防止に寄与することを
目的とする。

◇ 活動例
高等学校交通安全サミットを開催し、情報交換を
行うとともに、「交通安全に関する宣言」を行った。

（宣 言 文）
現在、高校生の交通事故が依然として後を絶たず、中でもミニバイクや自転車の事故が増加
しています。また、登下校における交通マナーの悪さなど地域から指摘される点もあります。
当サミットにおいて、私達は自他の生命尊重という基本理念に立ち、次の事項を強力に推進
することを誓います。
１ 私達は、生命尊重と思いやりの心を持って、交通ルール遵守とマナーの向上に努めます。
２ 私達は、自転車・ミニバイクの正しい乗り方について積極的に研修し、安全通行に対す
る正しい知識と技能の向上を図ります。
３ 私達は、学校・家庭及び地域社会と一体となった幅広い交通安全活動の推進を図り、社
会の一員として自覚の高揚に努めます。

�
事
件
・
事
故
・
災
害
の
発
生
に
備
え
た
安
全
管
理

６３



（３）防災に関する安全管理
以下のような項目について、十分な注意が必要である。

① 校内活動時

□ 防災上必要な設備等の整備及び点検（３「ハード面の安全管理」参照）
□ 適切な予防措置の実施（同上）
□ 避難経路における障害物の除去
□ 発火しやすい薬品や灯油等の安全な保管
□ 災害発生時の連絡体制の確立と周知
□ 適切な応急手当のための準備

② 校外活動時

□ 気象情報などの十分な把握

□ 緊急時の連絡方法の確立と周知

□ 適切な応急手当のための準備

□ 活動場所の近くの緊急避難場所の確認

③ 通学時

□ 気象情報に基づく登校中止等の連絡体制の整備

□ 児童生徒等の通学路における緊急避難場所の確立と周知

□ 保護者や地域の人たちへの協力依頼

○ 起震車体験～兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）の揺れを体験～

取組例（１）

宇和島市立住吉小学校（平成１８年度地域ぐるみの学校防災推進研究指定校）では、研究テー
マを『南海地震に備え、命を守るために、地域ぐるみで取り組む防災学習』と設定し、モデル
校として防災教育にかかわる実践研究や地域ぐるみの防災活動を推進した。
その一環として、参観日において起震車体験学習を実施し、１年生から６年生までの全校児
童や教職員、保護者・地域の方々が兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）の揺れを体感した。
特に、子どもたちが自分の身体で実際に震災の恐ろしさを感じたことを、その後の防災学習
の中で思い出しながら考えたり話し合ったりすることができてよかった等、役立つことが数多
くあり、防災意識の向上につながっている。

（起震車で揺れを体験する保護者） （起震車内で頭部を守っている児童）
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○ 危険予知トレーニング図上演習

取組例（２）

従来の安全マップ作りから一歩踏み込んだ事例として、新居浜市立多喜浜小学校では、全校
児童が参加して、防災教育の一環として危険予知トレーニング図上演習に取り組んでいる。３２
項目からなる防災チェックシート、７項目についての非常持ち出し品チェックシート、家庭や
学校ならびに通学路の身の回り危険箇所探し隊シートを宿題にして、子どもたちが事前に調査
した。当日は、身の回り危険箇所探し隊シート調査結果をもとに、通学路別の１８班に分けて、
鳥の子用紙に危険箇所を記入して、危険予知防災マップを各班別に作成した。各班とも１年生
から６年生までの混成グループとしたため、上級生が下級生を面倒見ながら危険予知防災マッ
プを作り上げることができた。
この取り組みの特徴的なところ
◇ ３種類のチェックシートを宿題としたことにより、家庭で保護者と検討しながらチェック
シートを記入ため、児童だけでなく保護者の防災意識を高めることにもなった。
◇ １年生から６年生までの学年を越えた班組織とすることにより、上級生が下級生を面倒見
ながら、立派に作品を仕上げることができた。この取り組みにより、ややもすると薄れかけ
ている縦の人間関係が少し強まるきっかけになった。特に、身の回りに潜む災害の危険性を
自分たちで調査してまとめ上げる取り組みは、児童の防災意識の向上に成果をあげた。
・日時：平成１９年６月２１日（木）１０：３０～（体育館）
・指導：教諭１４名、愛媛大学防災情報研究センター

（矢田部龍一氏ほか４名）
・内容：防災クイズ 児童の防災知識を把握

ビデオ上映 「防災についてみんなで考えよう」
（松山河川国道事務所作）

図上演習 １８班に班分けし、家庭内、学校内、
通学路に分けて危険な物や場所を
事前調査し、その結果を持ち寄っ
て班員全員で討議し、危険予知防
災マップを作成

発 表 防災チェックシートの集計結果の
発表家庭、通学路、学校の危険箇
所調査結果の発表

○ 芸予地震の被災状況

平成１３年３月２４日発生 震度５弱（マグニチュード ６．７）

施設等に被害のあった学校数

幼稚園 小学校 中学校 高等学校 養護学校

２ ９８ ４９ ３２ ２

松山市立湯築小学校の被害
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○ 南海地震について

南海地震は、江戸時代以降では、およそ１００～１５０年の間隔で周期的に発生しており、１９４６年の

「昭和南海地震」を最後に発生していない。したがって、今世紀前半に非常に高い確率（３０年

以内に５０％、４０年以内に７０％、５０年以内に８０～９０％）で発生するものとして、揺れや津波に備え

ていかなければならない。

・えひめ防災ブック（愛媛大学防災情報研究会）参照
・愛媛県ホームページ 防災・危機管理（http : //www.pref.ehime.jp/bosai/index.html）参照

プレート間で起きる地震・津波発生の模式図（縦方向を誇張して表現しています）
（徳島地方気象台ホームページ資料）

【愛媛県防災対策基本条例】

自助（自分自身を守る）、共助（隣近所で助け合う）

により、公助（消防等の救援活動）が効果的に行われ、

より多くの人命が救われる。個人、地域、行政がそれ

ぞれの立場でやるべきことをやること、連携して助け

合うことが大切であるとの理念により制定された。

・愛媛県ホームページ 「防災・危機管理」
（http : //www.pref.ehime.jp/bosai/index.html）参照

【えひめ防災の日】

県民、自主防災組織等及び事業者の防災に関する関心と理解を深めるとともに、防災活動の
一層の充実を図るため、次のとおり定められている。
１ 期 日 １２月２１日（えひめ防災週間 １２月１７日～２３日）

「昭和南海地震」が発生した日（昭和２１年１２月２１日）
地震規模：Ｍ８．０
被害概要：死者２６人、負傷者３２人、全壊家屋１５５棟

２ 取組例

�「自助」・・・避難所や避難路の確認、防災グッズの点検、防災訓練参加等
�「共助」・・・自主防災組織による避難訓練の実施や参加、防災資機材の点検、災害危険箇

所の確認等
�「公助」・・・自主防災組織による取組への支援、防災キャンペーンの開催等
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発生時における安全管理のポイント１

教職員は、管理職の指示や、マニュアルの手順に従い、児童生徒等の安全確保のために最善の対

応は何かを常に意識しながら、冷静かつ的確・迅速な対応を心がける。

管理職は、以下の点に留意しつつリーダーシップを発揮し、的確な指示を行う。

① 正確な情報収集及び情報の共有化

事件・事故発生時、周囲にいた児童生徒等から正確に聞き取った情報等を整理し、要点を

文章化し、教職員間で情報の共有化を図る。

また、その後の適切な対応のため、記録者を決め、事件・事故の発生状況や経過、負傷者

等の状況、緊急に実施したことなどを整理・記録しておく。

② 組織的な対応

対策本部での決定事項や管理職の指示が、速やかに教職員に伝達・徹底されるなど、学校

全体で組織的に対応できる体制をつくる。臨機応変な対応が必要な場合もあるが、個人の判

断で対応することは極力避け、やむを得ず個人の判断で対応した場合は、必ず事後報告する

など、「報告・連絡・相談」の徹底を図る。

③ 関係機関、家庭・地域社会との連携

警察、消防等の関係機関と十分に連携し、専門的な助言や支援を得るとともに、保護者に

は文書又は緊急保護者会などで迅速かつ正確に情報提供を行っていくことが重要である。そ

の上で、ＰＴＡや地域の関係者等と協力し、児童生徒等の安全確保や、教育活動の円滑な実

施を図る。

（迅速かつ確実に保護者と連絡がとれるよう、携帯電話の番号を含めた緊急連絡網を整備

しておく。なお、児童生徒等の個人情報の取扱いについて、十分配慮すること。）

④ 報道機関への対応

情報の混乱を避けるため、管理職に窓口を一本化し、教育委員会とも連携しながら適切な

対応を行う。
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分野別の安全管理方策２

（１）不審者侵入等の事件発生時
① 校内活動時

「学校の危機管理マニュアル」（文部科学省）を参照のこと。

特に、「学校における不審者への緊急対応のフローチャート（第Ⅲ章の２の（１））」及び「緊

急時の連絡体制及び関係機関との連携体制の整備（第Ⅲ章の２の（２））」に基づいた対応に心

がける必要がある。

さらに、次の点に注意する。

《大切なポイント》

１ 子どもの安全確保、生命維持最優先

２ 冷静で的確な判断と指示

３ 適切な対処と迅速・正確な連絡・通報

事件の通報 → １１０番通報
次のことを知らせる。
�学校名・住所
�何があったのか。
�事件の概要
�不審者について

（人数、特徴、状況）

救急車を呼ぶ → １１９番通報
次のことを知らせる。
�学校名・住所
�事件によるけがであること
を伝える。
�けが人の状況

全校的な緊急対応
�緊急アナウンス
（不審者情報、避難等の指示）
�更なる応援派遣
（ＰＴＡ、近隣の住民、見守
り隊等）
�子どもの動揺を抑える等

② 校外活動時

基本的な対応は、校内活動と同じである。

ア 引率責任者（校長、教頭、学年主任等）は、陣頭指揮を行う。（棒などを持って現場に急行

する教員と他の生徒の安全を確保する教員を指示する。）

イ 状況を確認し、学校へ連絡する。

ウ 必要な場合には、警察、救急車等の要請を行う。

エ 保護者に対し、速やかに状況を連絡する。

責任者の動き

ア 児童生徒等を安全な場所へ避難するよう指示する。（動揺を抑える。）

イ 暴漢が近辺にいる場合は、警察が到着するまでの間、児童生徒等の安全確保を図る。

ウ 近くにある棒や石等を持って暴漢をけん制する。（無理に対抗したりしない。）

エ 近くの者に大声で知らせ、応援を求める。（笛等も有効であり、持参しておくとよい。）

オ 持参した救急用品等を用い、必要な応急手当を速やかに行う。

教職員の動き
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ア 安全な場所で、児童生徒の人員や健康状態の確認し、落ち着かせる。
イ 不明者がいた場合、責任者に報告し、捜索をする。（警察等に連絡する。）
ウ 人員が確認できたら、安全を確認し学校まで引率する。必要に応じて、保護者に連絡し迎
えに来てもらう。

二次被害の防止

ワンポイント

携帯電話は、「１１０」「１１９」をプッシュするだけで通報できる。ただし、県境付近で通話すると
きは、他県の１１０番、１１９番にかかることがあるので注意が必要。県境付近で通報するときは、
できる限り付近の公衆電話や一般の電話を利用する。
注意点
○ 市町名とわかりやすい現場の目標を知らせることが必要。
（そのために事前に十分把握）
○ 通報が終わっても、しばらくの間電源を切らないこと。
（着信音で犯人等に居場所が分かってしまうため、場合によってはマナーモードにしてお
く。）
⇒ 後から、警察から連絡が来ることがある。

携帯電話の使用について

③ 通学時

「学校の危機管理マニュアル」（文部科学省）を参照のこと。

特に、「学校における不審者への緊急対応のフローチャート（第Ⅲ章の２の（１））」及び「緊

急時の連絡体制及び関係機関との連携体制の整備（第Ⅲ章の２の（２））」に基づいた対応に心

がける必要がある。

さらに、次の点に注意する。

ア 発生現場、被害状況を把握し、警察等に連絡するとともに現場に教職員を派遣する。

イ その際、現場と確実に連絡が取れるようする。

管理職の動き

ア 「まず逃げる」「不審者との距離を保つ」
イ 「大声を出して助けを求める」（緊急時は、い縮して声が出なくなりやすいので普段から練
習させておくこと。）
ウ 防犯ブザーを鳴らすなど、周りの人に助けを求める。
エ 近くの家や大人に助けを求める。（学校への連絡）
⇒「まもるくんの家・店」や「見守り隊」などの活用

児童生徒の動き（事前の指導事項）
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（報告・連絡・相談）⇒数台の携帯電話を確保する。

ウ 教育委員会への第一報と支援要請を行う。

エ ボランティア等に電話・電子メール等で支援を依頼する。

ア 最初に連絡を受けた教職員は、管理職と相談し「１１０番」通報するとともに、けが人が出て

いるおそれのある時は、「１１９番」通報する。なお、事案によっては「１１０番」「１１９番」通報を

優先する。

イ 現場に急行した教職員は、暴漢が近辺にいると考えられる場合は、警察が到着するまでの

間、児童生徒等の安全確保を図る。

ウ 暴漢が現場にいる場合は、けん制をする。（無理に対抗したりしない。）

エ 児童生徒等や不審者の状況、対応状況等について情報を収集し、整理する。

オ 負傷者がいる場合には、緊急通報や保護者への連絡を行う。

教職員の動き

ア 児童生徒等の現在の状況（登校中、下校中、登校前、帰宅後など）を把握する。

イ 下校前の場合は、安全が確保されるまで学校に待機させる。

ウ 状況に応じ、保護者への引渡しや保護者の引率による集団下校などを行う。

エ 保護者やボランティア（見守り隊）などによる防犯パトロールの実施を要請する。

オ 警察には、情報の提供と緊急の防犯パトロール等を要請する。

カ 教育委員会には、域内の学校等に対する情報提供や警察などとの連絡・調整を要請する。

キ 必要に応じ、教職員等による緊急防犯パトロールを実施する。（効果的な青パトの活用）

二次災害の防止

不審者の特徴（例）

○ あとをつけまわす。

○ 道をたずね（るふりをし）て、道案内

させようとしたり、車に乗せようとする。

○ 凶器（刃物、バット）などを持ち歩い

ている。

○ 変な様子（目がキョロキョロ・ギラギ

ラ、荒い呼吸）をしている。

○ 学校名や名前をしつこく聞こうとする。

○ 長時間（何日も）、同じ場所に停車し

ている。付近を何回もウロウロする。

※ 見た目で判断できないこともあるので、油断は禁物である。
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（２）けが等の事故発生時
� 校内活動時

校舎からの転落、施設や備品の破損、体育時の体調異変等様々な事故が考えられる。その際

には、適切な応急手当を行うとともに、その場の安全を確保する。また、養護教諭や他の教職

員に応援を求め、状況に応じて救急車の手配等を行うことが必要である。

事故の発生
・けが人の状況確認
・応急手当の実施
・応援の要請

養護教諭及び教職員の応援
・状況に応じて、運搬その他の対応
・応急手当の実施
・保護者への連絡

１１９番通報
落ち着いて次のことを知らせる。
� 学校名・住所
� 事故によるけがである事を伝える。
� けが人の状況

救急車を
呼ぶときは

※ 学年、組、氏名及び搬送先などを記録しておき、再度、正確な情報を保護者へ連絡することが

必要である。

� 校外活動時

引率者の動き

ア 引率責任者（校長、教頭、学年主任等）は、事故の状況及びけがの程度を把握する。

イ 持参した救急用具を用いるなど適切な応急手当を行う。

ウ 引率責任者は、状況を確認し、学校へ連絡する。必要に応じて、救急車等の要請を行う。

活動を中止する場合、速やかに学校に引率して帰校する。

エ 保護者に状況を連絡し、必要に応じて迎えに来てもらう。

オ 教職員は、他の児童生徒等を落ち着かせ、静かに待機させる。

� 通学時

学校の動き

ア 管理職は、事故の状況を十分把握し、現場に教職員を派遣する。

イ その際、現場と確実に連絡が取れるようする。

（報告・連絡・相談）⇒数台の携帯電話を確保する。

ウ 事故の状況により警察や救急車を要請する。

エ 保護者に状況を連絡し、必要に応じて迎えに来てもらう。
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（３）火災発生時
� 校内活動時

学校又は学校付近からの出火の際には、まず、発見者が他の教職員や周囲に火災発生を伝え、

速やかに消防署へ通報するとともに、以下の手順に沿って迅速に対応していく。
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○ 初期消火のポイント
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� 校外活動時

ア 引率責任者（校長、教頭、学年主任等）は、陣頭指揮を行う。

イ 児童生徒等に安全な場所へ避難するよう指示する。

ウ 人員・安否の確認、負傷者の応急手当

（野外にいる場合や移動中の場合、児童生徒の掌握と迅速な安全な場所への移動が特に重要）

エ 引率責任者は、状況を確認し、学校へ連絡する。必要に応じて、消防車、救急車等の要請

を行う。活動を中止する場合、速やかに学校に引率して帰校する。

オ 保護者に状況を連絡し、必要に応じて迎えに来てもらう。

引率者の動き

� 通学時

ア 管理職は、火災の状況を把握し、必要に応じ現場に教職員を派遣する。

イ その際、現場と確実に連絡が取れるようする。

（報告・連絡・相談）→数台の携帯電話を確保する。

ウ 保護者に状況を連絡し、必要に応じて迎えに来てもらう。

学校の動き

※ ハンカチやタオル等による煙除去効果

� ハンカチや日本手ぬぐいは濡らさず使用すること

ハンカチや日本手ぬぐいは濡らすと通気抵抗が大きくなり、息苦しさを我慢できず限界を超

えてしまうことがある。（タオルも、必ずしも濡らして使用する必要はない。）

� 煙の中では、一瞬たりともハンカチやタオル等を口や鼻から離さない。濃煙を一息吸うだけ

でも息苦しくなることがある。

� ハンカチやタオル等で一酸化炭素の除去はできない。

身近に、手ごろなものがなかったら、手で口と鼻を覆

い、すぐ避難行動を開始する。

ポイント

※ 消防署や防災センターなどの協力のもと、煙を擬似体験することも有効な手段である。
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（４）地震発生時
� 校内活動時

地震は、突発的で直接体に感じるため、発生時には、児童生徒等の動揺は極めて大きく、室

外への飛出しなど混乱状態を引き起こすことがある。したがって、まず教職員は、冷静さを失

わず的確に指示を与え、混乱状態を沈静化させた上で、以下の手順に沿って迅速に対応してい

く。
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○ 在校中に地震災害が発生した場合の対応の例（教職員、児童生徒等の対応別）

＜授業中＞

状況予測 教職員の対処・指導の基準 児童生徒の行動基準

＜強震＞
○激しく揺れ、立っていられな
い

〔実験中の場合〕
○実験中の器具が倒れる

＜主震後＞
○負傷者が出ている恐れがある

〔実験中の場合〕
○薬品がこぼれる
○器具が壊れる
○出火する

○「机の下にもぐれ」
・火の始末をする
・ドア、窓を開ける
・頭部の安全を図らせる
・落下物、転倒物、ガラスの
飛散から身を守らせる

○器具やガラスの破片から身を
守らせる

○「落ち着け、けがをした者は
いないか」
・負傷者の有無を確認する
・救出、応急手当をする
・状況判断により、避難の準
備を指示する

○二次避難をさせる

・おさない
・はしらない
・しゃべらない

○発火の危険性のある薬品を取
り除く

○こぼれた薬品等に生徒を近付
けさせない

○教師の指示をよく聞き、勝手
な行動をとらない（各自の勝
手な判断による行動を禁ずる）

○主震動が収まるまで、行動を
起こさない

○机の下に潜り、机の足を持つ

○実験器具や戸棚から離れる
○身近な物で顔を守る

○深呼吸などをして気持ちを落
ち着ける

○上履きのまま避難する
○防災ずきん等で頭部を保護す
る

○避難の途中から絶対に教室に
戻らない

○勝手に家に帰らない

○こぼれた薬品等に近付かない

＜部活動中＞

状況予測 教職員の対処・指導の基準 児童生徒の行動基準

＜強震＞
○各箇所で激しく揺れ、立って
いられない

○ガラスが飛び散る
○審判台等が転倒する
○ボール篭が移動する
○サッカーゴールが転倒する恐
れがある

＜主震後＞
○ガラスが飛散している

○落ち着いて指示し、勝手な行
動をさせない
・「その場に伏せろ」
・「頭を守れ」

○ガラスの飛散から身を守るた
め、安全な場所に移動させる

○避難経路確保のため、出入り
口を開ける

○「落ち着け、けがをした者は
いないか」
・負傷者の有無を確認する
・救出、応急手当をする

○頭を守らせ安全な場所に移動
させる

○学校内にいる生徒の人数を確
認する

○教師の指示に従い、勝手な行
動をとらない

○体を伏せて、主震動が収まる
までじっとしている

○伏せた状態で、頭を手や衣類
等で守る

○移動可能な場合は、安全な場
所に移動する

○頭を守り、体育館シューズの
まま外に出る
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� 校外活動時

ア 事前の準備を入念にする。

・事前に経路、交通機関、宿舎等の状況並びに、避難場所、避難経路等を十分把握し、災害

発生時に児童生徒等の安全確保が適切になされるよう避難計画を含めて計画する。

・校外活動時の災害発生を想定し、携帯電話の利用等も含めた連絡体制をあらかじめ用意す

る。

イ 引率責任者（校長、教頭、学年主任等）は、陣頭指揮を行う。

ウ 児童生徒等に近くの安全な場所へ避難するよう指示する。

（安全確保⇒頭部を保護し、身を低くさせる・車道に出ない・建物、ブロック塀、窓ガラス

などから離れる）

エ 人員・安否の確認、負傷者の応急手当

オ 引率責任者は、状況を確認し、学校へ連絡する。必要に応じて、消防車、救急車等の要請

を行う。活動を中止する場合、速やかに学校に引率して帰校する。

カ 保護者に状況を連絡し、必要に応じて迎えに来てもらう。

引率者の動き

＜遠足＞

状況予測 教職員の対処・指導の基準 児童生徒の行動基準

＜強震＞
○各箇所で激しく揺れ、立って
いられない

○道路に亀裂が入る

＜主震後＞
○道路に亀裂が入っている

○遠足先の施設の職員からの指
示がある

○事前に遠足先の状況や避難場
所の確認をしておく

○落ち着いて指示し、勝手な行
動をさせない
・「その場に伏せろ」

○「落ち着け、けがをした者は
いないか」
・人員を点呼する
・負傷者の有無を確認する
・救出、応急手当をする
「○○へ集合しろ」

○安全な場所に一時避難させる
・足元に気をつけて移動させ
る

○施設の職員の指示に従う
○最寄りの公共施設に避難する
○津波や崖崩れの危険地域では
直ちに避難する

○児童生徒の安全を確認した後、
学校と連絡を取る

☆班行動等で教師がその場にい
ない場合も想定し、事前に指
導しておく

○教師の指示に従い、勝手な行
動をとらない

○体を伏せて、主震動が収まる
までじっとしている

○教師の指示をよく聞く
○声を出さない
○一時避難場所に移動する
・足元に気をつけて移動する

・おさない
・はしらない
・しゃべらない
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� 通学時

（５）津波発生時
愛媛県は、海岸線が長く、特に南予地方は複雑な地形となっており、南海地震の発生等を想定し

た津波に関する十分な注意が必要である。

津波の伝ぱの特徴

津波は１波、２波、３波と繰り返し襲ってくる。

・少なくとも、１２時間以上は警戒が必要。

・必ずしも、第１波めが最大とは限らない。

○ 海岸や河口近くで大きな揺れを感じたら、直ちに高台等の安全な場所に避難

○ 直ちにラジオ等のスイッチを入れるなど、情報収集

○ 津波注意報、警報が発令されたら、直ちに高台等の安全な場所に避難
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� とりあえず行う高台までの避難と、より高い所への避難（二次的な避難の実施）

津波は、時に想像もつかない姿となる。過去の浸水区域や想定津波危険地区を逃れただけ

で安心しないで、いざという時はもう一段高台の、より安全な場所に避難していくというよ

うな心構えが必要である。

� 堅い物（岩場や堤防など）からできるだけ離れる

津波に飲み込まれた場合、岩やコンクリートなどの堅い物にたたきつけられて気絶したり、

負傷したりすることが原因で水死するケースが多いことから、堅いものから極力離れる。

� やむを得ず建物に避難する場合は、海岸に面する前面の建物より、２列目、３列目の建物

に避難する。また、３階建て以上の鉄筋コンクリートの建物に避難する。

海岸の前面よりも、陰になる場所で、津波のエネルギーを少しでも逃れることがベストで

ある。

避難のポイント

○ 津波注意報、警報の発令

区 分 予想される津波の高さ

津波注意報 高いところで０．５メートル程度

津波 大津波 約３メートル以上

警報 津 波 約２メートル

・陸上では予想された津波の高さの１０倍程

度の高さまで駆け上る場合があるので絶対

に油断しない。

（６）風水害・雪害等発生時
� 校内活動時

風水害、豪雪等の災害発生に対しては、教育委員会からの指示や関係機関等との連絡により、

児童生徒等の緊急下校や避難の措置をとる。緊急下校の際には、通学路等の安全を確認し、家

庭と連絡を取るなどして、下校の時期や方法を的確に判断する。

また、始業前の場合には、登校の可否を決定し、その旨を家庭に連絡する。

詳細については、地震の場合に準じる。
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� 校外活動時

風水害・雪害が予想されるときは、校外活動等は、延期することが必要である。

引率者の動き

ア 引率責任者（校長、教頭、学年主任等）は、陣頭指揮を行う。

イ 引率責任者は、早めに状況を確認し、学校と連絡を密にする。活動を中止する場合、早め

に決断し、速やかに学校に帰校する。

� 通学時

風水害・雪害が予想されるときは、事前に対応を協議し、児童生徒に対し周知・徹底してお

くことが必要である。

ポイント

○ 川沿いや側溝に近づかないよう歩行する。

○ 土砂崩れのおそれのある場所を知っておく。

○ 看板などの落下物、飛散物に十分注意する。

○ テレビ、ラジオ等の気象情報について普段から十分関心を払う。
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（８）原子力災害発生時
放射性物質は無色無臭であり、そのレベル、被ばくや汚染の程度などを知覚することは不可能で

ある。よって、国、県、市町などの災害対策本部からの指示や情報が唯一のよりどころとなる。災

害発生時には、災害対策本部と綿密に連絡を取ることが不可欠である。

そして、災害対策本部から屋内退避・避難等の対応方針について指示を受けるとともに、例えば、

戸や窓を閉めたり、換気扇・空調設備を止めたりするなど、外気を遮断する等の具体策をとる。
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（９）動物等による被害の発生時
はちや犬、蛇等により被害を受ける場合があるので、学校内や通学路の環境に常に気を付け、

保健所等の関係機関とも連携し、駆除や児童生徒等への注意喚起・飼い主への協力依頼など十分

な対応策を講じていくことが必要である。特に、野外活動など校外活動時には、事前に十分調査

を行うとともに万が一の場合の対処方法を検討しておくことが重要である。

① はちに遭遇した場合

ア 基本的には、速やかにかつ静かに遠ざかること。

イ 襲われたときは、姿勢を低くして遠ざかる。手や帽子を振ったりしない。間違って一匹で

もたたき落とすと、はちが警告音を発し、いっせいに襲って来るおそれがある。

ウ 黒いところ（頭髪、衣服等）を襲う習性がある。

エ 野外活動に出かけるときは、なるべく厚手の長そで、長ズボンを着用し、肌を露出しない。

はちに遭遇した場合の対応

ア 患部から、毒を押し出す。

イ よく水で洗い流し、氷か冷水で冷やす。

ウ 抗ヒスタミン剤を患部に塗る。よく、「おしっこをかける」と言われるが、アンモニアは効

き目がない。

エ 体質によってはアレルギーが出たり、意識を失ったり、急に血圧が変化したりなどの症状

が出ることがあるので、できるだけ早く病院に行き診察を受ける。

はちに刺された場合の応急手当

はちの巣を棒でたたき落とそうとして刺される場合があるので、専門家に駆除してもらうこ

とが必要である。

ポイント

② 野犬等に遭遇した場合

場合によって違い、いろいろなケースが考えられる。（Ｐ．９０参照）

ア 基本的には、じっとしているか、犬を見ながら遠ざかる。後ろ向きに走って逃げることは

避ける。犬の習性として、追いかけてくる。

イ また、犬に走って近づき、頭をなでてやろうと上から手を出すとかまれる場合がある。

（犬は、自分を襲ってくると感じる。）

野犬等に遭遇した場合の対応
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ア よく水で洗い流し、犬のだ液を流す。

イ 傷口から出る血は無理に止めないで、むしろしぼり出すようにする。

ウ 狂犬病等の可能性もあるので、出来るだけ早く病院に行き診察を受ける。

野犬等にかまれた場合の応急手当

③ 蛇に遭遇した場合

ア 基本的には、速やかにかつ静かに遠ざかること。

イ 県内にいる毒ヘビは、マムシとヤマカガシであると言われている。

ウ 基本的に、蛇にかまれるのは、いたずらをするか、うっかり踏んでしまった場合である。

その際、蛇は警告音（シューシューという音）を発するか、とぐろを巻いて威嚇する。

また、草むらを走る場合うっかり踏んでしまったり、警告音に気付かず近寄ったりなどす

るとかまれる可能性がある。場合によって違い、いろいろなケースが考えられる。

蛇に遭遇した場合の対応

ア 患部から、毒を押し出す。

イ よく水で洗い流し、氷か冷水で冷やす。

ウ 出来るだけ早く病院に行き診察を受ける。

蛇にかまれた場合の応急手当

④ その他の有害鳥獣等に遭遇した場合の対応

猪・熊等の有害鳥獣を目撃した場合は、決して近づいたり、刺激したりすることのないよう

にし、目撃した場所（目印になるような建造物などあればそれも含めて）・時間・大きさ・向かっ

た先などできるだけ詳しく、市町役所または所轄警察署まで連絡すること。

また、最近、県内各地の水路などでワニガメ、カミツキガメが発見されていることから、目

撃した場合、有害鳥獣と同様の対応をすることが必要である。
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応急手当３

（１）応急手当とは
応急手当には、迅速さや正確さが強く要求されるため、日ごろより全教職員が応急手当の手順

を確実に習得し自信を持って行えるようにしておくことが、緊急時に子どもの命を守るために必

要不可欠である。

【心肺蘇生法の講習の重要性】

カーラーの救命曲線によると、心停止後約３分で死亡率が５０％となる。また、人間の脳は、

心停止後約３～５分で、大きなダメージを受ける。日本では救急車の到着時間が平均６分であ

るため、救急隊が現場に到着するまでに、現場に居合わせた人ができるだけ早く心肺蘇生法を

実施することが重要である。学校においては、すべての教職員が心肺蘇生法を身に付け、だれ

でもが自信を持ってそれを実施できるよう、繰り返し講習を受けておく必要がある。

＜カーラーの救命曲線＞
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＜医療機関へ引き継ぐまでの対応＞
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＜ＡＥＤを使って救命した事例 １＞
東京マラソンで、男性ランナー２人がレース

中に心肺停止の状態となったが、消防署員や医

療関係者、ボランティアの大学生らが、ＡＥＤ

を使って救命した。（平成１９年２月１８日）

＜ＡＥＤを使って救命した事例 ２＞
松山市の奥道後ゴルフクラブで、プレー中に

気分が悪くなり一時心肺停止状態に陥った男性

を、従業員が事務所に備えていたＡＥＤを使っ

て救命した。（平成１９年５月２日）

＜ＡＥＤを使って救命した事例 ３＞
大阪市の私立高校で、野球の試合中、投手が

打球を胸に受けて心肺停止状態になったが、観

戦中の救急救命士が、心臓マッサージと人工呼

吸を施すとともに、同校に設置されていたＡＥ

Ｄを使って心臓にショックを与えたところ、心

拍が戻り、救命された。（平成１９年４月３０日）

【心臓震とうを知っていますか？】
突然死の原因の一つとして、心臓震とうがある。これは、胸部に衝撃が加わったことにより、心

臓が停止してしまう状態である。多くは、スポーツ中に、健康な子どもや若い人の胸部に比較的弱

い衝撃が加わることによって起こる。衝撃の力によって心臓が停止するのではなく、心臓の動きの

中で、あるタイミングで衝撃が加わったときに、致死的不整脈（心室細動）が発生することが原因

と考えられている。したがって、野球やソフトボール、サッカーなどのボールが胸に当たった後や、

子ども同士の遊びの最中などに拳や肘が胸に当たった後で倒れた場合は、心臓震とうを起こしてい

るものとして、迅速に救命処置を行う必要がある。心臓震とうが起こったときには、ＡＥＤを使用

して、できるだけ早く電気ショックを行うことが重要となる。
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（２）救命処置の流れ（心肺蘇生法とＡＥＤの使用）
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（３）心肺蘇生法とＡＥＤの使用の手順

心肺蘇生法

① 意識の確認

声をかけ、肩を軽くたたき、意識の有無を確認します。

反応がなかったり鈍い場合は、まず協力者を求め、１１９番通

報とＡＥＤの手配を依頼して、気道確保を行います。

② 気道確保（頭部後屈あご先拳上）

一方の手を傷病者の額に、他方の手の人差し指と中指を

下あごの先に当て、下あごを引き上げるようにして、頭部

を後方に傾けます。

③ 呼吸の確保（見る、聴く、感じる）

１ 気道を確保したまま顔を傷病者の胸の方へ向け、耳を傷

病者の口元に近づける。

２ 胸のあたりが上下に動いているか見たり、呼吸音が聴こ

えるか、物が詰まったような呼吸音ではないか、吐く息を

頬で感じるかを５～１０秒以内で確かめる。

④ 人工呼吸

普段どおりの息（正常な呼吸）がないときは、人工呼吸を行います。

１ 救助者は、気道を確保したまま、額に置いた手の親指と

人差し指で傷病者の鼻をつまむ。

２ 救助者は自分の口を大きく開けて、傷病の口を覆う。

３ １秒かけて傷病者の胸が上がるのがわかる程度の吹き込

みを行う。これを２回続けて行う。（１回吹き込んだらいっ

たん口を離し換気させる）

４ 人工呼吸を行って呼吸の回復を示す変化がない限りは、

直ちに次の心臓マッサージ（胸骨圧迫）に移る。
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⑤ 胸骨圧迫

心臓の拍動が停止したり、心臓の機能が著しく低下して血液を送り出せない場合に、心臓の

ポンプ機能を代行するために行います。

１ 傷病者を固い床面に上向きで寝かせる。

２ 救助者は傷病者の片側、胸のあたりに両膝をつき、

傷病者の胸骨の下半分（胸の真ん中）に片方の手の手

掌基部を置き、その上にもう一方の手を重ねる。

３ 両肘を伸ばし、脊柱に向かって垂直に体重をかけて、

胸骨を４～５㎝（成人の場合）押し下げる。

４ 手を胸骨から離さずに、速やかに力を緩めて元の高

さに戻す。

５ 胸骨圧迫は毎分約１００回のテンポで３０回続けて行う。

⑥ 胸骨圧迫と人工呼吸

心肺蘇生法を効果的に行うために胸骨圧迫と人工呼吸を組合せて行います。胸骨圧迫３０回と

人工呼吸２回を繰り返します。ＡＥＤを使用するとき以外は、心肺蘇生法（特に胸骨圧迫）を

中断なく続けることが大切です。人工呼吸が行えないときは、胸骨圧迫だけでも行いましょう。

こどもに対する心肺蘇生法

こどもに対する心肺蘇生法は、基本的には成人と同じですが、年齢による生理的な違いや体格

の違いから、多少手技の違いがあります。

● 注意事項

・気道確保

こどもの首は柔らかいので、後方に傾け過ぎないようにし

ます。

・人工呼吸

肺容量が少ないので、胸を見て、吹き込み過ぎないように

します。

・胸骨圧迫

乳児は、２本の指で胸の厚さの１／３くぼむ程度、幼児は、

片手または両手で胸の厚さの１／３くぼむ程度、押し下げま

す。圧迫のテンポは成人と同じです。
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ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を用いた除細動

国内で非常に多い心臓突然死、その中で特に多いのが心室細動（心臓の痙攣）によるもので、

発生した場合は早期の除細動（痙攣を止めること）が救命の鍵となります。

ＡＥＤは、電源を入れ、音声メッセージに従って操作し、コンピュータ作動によって自動的に

心電図を判読して、必要な場合のみ、電気ショックによる除細動を指示する簡単で確実に操作で

きる機器です。

① 電源を入れる

② 電極パッドを傷病者の胸部に貼る（ケーブルを本体に接続する）

③ ＡＥＤが自動的に傷病者の心電図を解析する

④ ＡＥＤから除細動の指示が出たら、除細動ボタンを押す
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（４）その他の応急手当
① 熱中症

高温や高湿の環境下で起こる全身の熱障害を熱中症といい、症状により熱痙攣、熱疲労、体

温調節機能障害を伴う熱射病に分けられます。

熱痙攣

高温の環境下で作業や運動をした時などに起こる、痛みを伴った筋肉の痙攣であり、吐き気

や腹痛を伴います。

大量の発汗があるのに水分を補給しなかったり、塩分を含まない水分のみを補給したときに

起こり、体温の上昇があってもわずかです。

熱疲労

高温の環境下で、ことに蒸し暑いところで、疲労感、頭痛、めまい、吐き気などの症状が認

められます。

大量の発汗による脱水症状であり、汗の蒸発による熱放散が不足するために体温は上昇しま

す。

熱射病

高温の環境下で体温調節機能が破綻した状態をいいます。異常な体温の上昇と興奮、錯乱、

痙攣、昏睡などの意識障害が特徴である。発汗の停止によって皮膚は乾燥し、手当が遅れれば

ショックや細胞・臓器障害に陥り、死亡することもあるので危険です。

● 手当

・風通しが良い日陰や冷房の効いた所に運び、衣類をゆるめて楽にします。

・本人が楽な体位にしますが、顔面が蒼白で脈が弱いときには、足を高くした体位にします。

・意識があり、吐き気や嘔吐などがなければ、水分補給をさせます。スポーツ飲料（塩分が含ま

れている）か、薄い食塩水などを飲ませます。

・皮膚の温度が高いときには、水で全身の皮膚をぬらし、あおいで風を送り体温を下げます。

・皮膚が冷たかったり、震えがあるときには、乾いたタオルなどで皮膚をマッサージします。

・このような手当をしても、熱痙攣や熱疲労の症状がおさまらないときは、できるだけ早く医師

の診療を受けさせます。

・熱射病の症状があるときは、急いで医療機関に搬送します。

・意識がないときは、一次救命処置の手順により手当を行います。
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② 外傷（多量の出血、止血法）

人間の全血液量は、体重１㎏当たり約８０�で、一時にその１／３以上失うと生命に危険があ
ります。きずからの大出血は直ちに止血をしなければなりません。

直接圧迫止血

出血しているきず口をガーゼやハンカチなどで直接強く押さえて、しばらく圧迫します。こ

の方法が最も基本的で確実な方法です。包帯を少しきつめに巻くことによっても、同様に圧迫

して止血することができます。

まず直接圧迫止血を行い、さらに医師の診療を受けるようにします。

間接圧迫止血

きず口より心臓に近い動脈（止血点）を手や指で圧迫して血液の流れを止めて止血する方法

です。

止血は、直接圧迫止血が基本であり、間接圧迫止血は、ガーゼやハンカチなどを準備するま

での間など、直接圧迫止血をすぐに行えないときに応急に行うものです。直接圧迫止血を始め

たら、間接圧迫止血は中止します。

耳の前での止血

一方の手で頭を反対側から支えながら、

耳のすぐ前で脈が触れる部位に他方の手の

おや指を当て圧迫します。

わきの下での止血

わきの下のくぼみから、おや指で上腕骨

に向けて圧迫します。
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そけい部での止血

そけい部（股の付け根）に手のひらをあ

て、肘を伸ばして体重をかけて圧迫します。

鼻出血

鼻出血の大部分は、鼻の入口に近い鼻中隔粘膜の細い血管が、外傷（ひっかくことやぶつか

ることなど）や血圧、気圧の変化などで腫れて出血します。

● 手当

・座って軽く下を向き、鼻を強くつまみます。これで大

部分は止まります。

・額から鼻の部分を冷やし、ネクタイなどはゆるめ、静

かに座らせておきます。

・ガーゼを切って軽く鼻孔に詰め、鼻を強くつまみます。

・出血が止まっても、すぐに鼻をかんではいけません。

・このような手当で止まらない場合は、もっと深い部分

からの出血を考えて、医師の診療を受けさせます。

※ 鼻出血の場合、頭を後ろにそらせると、温かい血

液が喉に回り、苦しくなったり、飲み込んで気分を

悪くすることがあるので、上を向かせないようにし

ます。

※ 頭を打って鼻出血のある場合は、止めようとむや

みに時間をかけるのではなく、手当とあわせて直ち

に１１９番通報します。

③ 外傷（骨折）

骨折には、いろいろな分類がありますが、非開放骨折と開放骨折とがあり、骨が完全に折れ

ている完全骨折と、ひびが入っている程度の不完全骨折とに分けることもできます。少しでも

骨折が疑われるときは骨折の手当を行います。

非開放骨折

骨折部の皮膚にきずがない、あるいは骨折部が体の表面のきずと直接つながっていない状態

の骨折です。
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● 手当

・全身及び患部を安静にします。

・患部を固定します。（骨折した手足の末梢を観察できるように、手袋

や靴、靴下などを予め脱がせておきます。）

・骨折部が屈曲している場合、無理に正常位に戻そうとすると、鋭利

な骨折端が神経、血管などをきずつける恐れがあるので、そのまま

の状態で固定します。

・固定後は、傷病者の最も楽な体位にします。腫れを防ぐために、で

きれば患部を高くします。

・全身を毛布などで包み、保温します。

開放骨折

骨折部が体の表面のきずと直接つながっています。外からのきず

だけでなく、折れた骨の鋭い骨折端が内部から皮膚を破って外に出

ていることがあります。また、誤った手当や搬送によって、二次的

に起こることもあります。

開放骨折は、「神経・血管・筋肉などの損傷がひどい」「出血が多

量」「骨折部が汚れやすく感染の危険が高い」などの危険性があり、

これらは骨折の治癒を長引かせ、化膿したり関節が動きにくくなっ

たりするほか、上肢・下肢の切断を余儀なくされることもあります。

● 手当

非開放骨折の手当と同じですが、特に次のことに注意します。出血

を止め、きずの手当をしてから固定します。骨折端を元に戻そうとし

てはいけません。患部を締めつけそうな衣類は脱がせるか、きずの部

分まで切り広げます。

出典：日本赤十字社ホームページ「とっさの手当・予防」

ＵＲＬ：http : //www.jrc.or.jp/safety/index.html
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情報の整理と提供、保護者等への説明１

不審者の侵入や登下校中の事件・事故などによる緊急事態が発生した場合は、速やかな情報の整

理と提供、保護者等への説明、報告書の作成や災害共済給付請求などが必要となる。

こうした事後の対応や措置を組織的かつ円滑に実施するために、平時から事件・事故対策本部（Ｐ．２１

参照）を設置し、事件・事故発生時には速やかに活動を開始できるようにしておくことが必要であ

る。

（１）記録の重要性
緊急事態が発生した場合に、その状況や対応したこと及びその結果等を記録することは、適切

な対応、保護者、関係機関等との連携を図る上で、きわめて重要なことである。
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○ 記録用紙の例（「学校の危機管理マニュアル」（文部科学省平成１９年１１月発行）を参照）

学校の実態に応じた記録用紙を常備し、いつでも使える状態にしておくことが大切である。

① 状況、対応等について、時系列で逐次記載する記録用紙

② 状況、対応等について、不審者、学校等に分けて、時系列で逐次記載する記録用紙

③ 不審者の状況、負傷者の場所等を、校舎平面図や校区地図に表記

（地震、火事などの災害時にも有効）

準備物：磁石付き黒板、色付きマグネット、多色マジック、大きな校舎平面図（校区地図）

など

④ 負傷者の状況等を一括して把握する記録用紙

⑤ 負傷者の状況等を、個別に時系列で把握する記録用紙

● （ ）学年（ ）組・氏名（ ）

● 保護者氏名（ ）※連絡先 TEL（ ）

● 搬送先病院名（ ）※病 院 TEL（ ）

日 時 症 状 等 応急手当等 備 考

日時 不審者の状況 子どもの状況 学校の対応等 関係機関等の対応 備 考

日時 状 況 ・ 対 応 等 備 考

ＮＯ 発見時刻 氏 名 学年・組 保護者名
（ＴＥＬ）

症 状 応急手当 搬出時刻 搬送先病院等 付添者 備考

１

２
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（２）保護者等への説明
① 被害にあった子どもの保護者には、できるだけ速やかに連絡し、学校または病院等に急行し

てもらう。その場合、ＰＴＡ役員等に協力を要請することも検討する。

② 報道機関へは、情報を整理し、適宜提供する。

③ 事件・事故の深刻さ等を勘案し、保護者説明会等の開催や学校だよりなどの広報の発行を行

う。

○ 保護者等への説明会の次第・内容等の例

司会・進行（教務主任・学校安全主任）

① 学校長全体説明（校長）

② 説明（教頭・副校長）

事件・事故の概要（発生日時・場所、加害者・被害者、人数・被害の程度）

被害者への対応（応急手当・救急車、家庭訪問）

今後の対応（見舞・心のケア、安全対策・休校措置、関係機関との連携）

協力依頼（防犯パトロール、不審者の情報提供）

③ 質疑応答
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心のケア２

（１）子どもの心のケア
事件・事故・災害が子どもの健康に与える問題には極めて大きいものがあり、これに適切に対

応するためには、平常時から十分な取組が必要である。また、事件・事故・災害時には、個々の

子どもの状況に応じた対応を行うとともに、中長期的な観点に立って最善のケアを実践しなけれ

ばならない。

① 平常時の対応

ア 子どもたちの心身の現状を普段から十分把握するとともに（Ｐ．１１４参照）、子どもたちの心

身の発育や発達について、十分理解しておく。

イ 事件・事故・災害発生が子どもの心に与える影響やケアの方法について、研修しておく。

（Ｐ．１０９～１１３参照）

ウ 事件・事故・災害発生時の役割分担（Ｐ．１０８参照）を明確にしておく。

エ 子どもたちに、事件・事故・災害が心の健康に及ぼす影響を理解させておく。

（心身の健康については、保健や特別活動を中心に教育活動全体を通して取り扱うものであ

るが、事件・事故・災害によって起こる心身の健康への影響や対処の仕方についても、これ

らと十分に関連をもたせて指導しておく。）

オ 保護者に対しても、事件・事故・災害によって起こる心身の健康への影響を啓発しておく。

（Ｐ．１２０参照）

カ 相談できる相談窓口の種類や特徴を周知しておく。（Ｐ．１２１参照）

② 事件・事故・災害時の対応

ア 子どもを取り巻く状況を早急に確認する。

イ チェックリスト等を活用して、支援を必要としている子どもを早期に発見し、適宜対応す

る。

ウ 保健調査は、各学校・地域の実態に応じ、対象者に多くの負担を掛けたり、心を傷つけた

りすることのないよう配慮して実施する。（Ｐ．１１５～１１７参照）

エ 教職員の動揺が子どもの心に大きく影響するので、できるだけ平静を保ち対応する。

オ 平常時の相談体制を基盤にし、災害に即した相談体制の整備を図る。その際には、個別相

談を必要とする保護者や教職員自身の相談にも対応できるような体制を整える。

③ 事件・事故・災害後の対応

ア 教職員が一丸となり保護者等と連携し、温かく、明るい雰囲気をつくる。

（対応例についてはＰ．１１８～１１９参照）

イ 専門家や関係機関と連携し、中長期的な観点から、個々の子どもの症状に応じた最適なケ

アを行う。

ウ 周辺の人々に対して正しい理解を促進し、心ない言動等で子どもに二次被害を与えないよ

う留意する。

エ 児童等が友達や先生と信頼と安心をもって触れ合える場として、学校を機能させる。
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④ 心のケアに係る関係職員の主な役割

〈全体的、総括的な対応方針の策定〉

◯ 教職員の研修計画の策定

◯ 子ども及び教職員の健康把握

校 長 ◯ 専門機関等との協力体制づくり

◯ 地域に開かれた学校づくりの推進

◯ 心のケアに関する理解の促進

◯ 教育委員会や近隣学校との連携

〈学級にかかわる実態の把握と対応〉

◯ 子どもの健康観察

学 級 担 任 ◯ 子どもの実態把握

◯ 保護者との連携

◯ 教育相談

〈学校保健活動の円滑な推進〉

保 健 主 事
◯ 学校保健計画の策定

◯ 学校保健委員会活動の充実

◯ 心の健康への影響に関する調査

〈教育相談など相談活動の円滑な推進体制の確立〉

教 育 相 談 担 当 教 諭
◯ 予どもの実態の把握

◯ 相談活動体制の確立

◯ 災害時の心の健康への影響についての理解

〈専門的立場からの対応〉

◯ 子どもの健康観察

◯ 保健室来室状況の把握

養 護 教 諭 ◯ 心の健康への影響に関する調査についての助言・協力

◯ 健康診断

◯ 健康相談活動

◯ 専門家等との連携

〈防災体制との関連による心のケア〉

学 校 安 全 主 任 ◯ 災害時の組織や校内の緊急連絡体制の整備、周知

◯ 心のケア・プログラムの位置付け

〈適切な食事指導〉

栄養教諭・学校栄養職員 ◯ ストレス等による摂食異常に対する食事指導

◯ 肥満、便秘等に対する食事指導
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（２）事件・事故・災害が子どもの健康に与える影響
事件・事故・災害が発生すると、心身状態の変化（恐怖感、喪失感、絶望感、不安感、不信感）

や、生活環境の変化（不便な生活、ライフラインの途絶）、学校環境の変化（施設の破壊、学習場

所の移転）が生じ、これにより子どもたちの心身の健康に様々な影響が生じる。このため、発達

段階や時間の経過による影響の特徴を十分に理解した上で、適切に対処していくことが必要であ

る。

① 発達段階に応じた特徴

幼稚園児

退行現象（赤ちゃん返り）

生理的反応 食欲不振�
�
�
�
�
�
�

おう吐

下痢

便秘

情緒的反応
�
�
�
�

イライラする。

落ち着きがなくなる。

小 学 生

退行現象（赤ちゃん返り）が中心

活発になったり、攻撃的になったりする。

相反する反応

おとなしくなったり、引きこもったりする。

中 学 生

不安や緊張が強い。

イライラして攻撃的、反抗的になる。

相反する反応

うつ的になったり、引きこもったりする。

友達との交流を避ける傾向がある。

高 校 生

落ち着きなくそわそわして、じょう舌にな

る。（そう的反応）

相反する反応

仲間や集団から孤立して、離れたり引きこ

もったりする。（うつ的反応）
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② 時間の経過に応じた特徴

急性反応期（ショックから２～３日）

○ ほとんどすべての人が不安と恐怖を強く訴える。

○ 再び同様の事件・事故・災害が発生したらどうなるのかという不安感と恐怖感が増幅する。

（特に余震など災害が繰り返される場合）

○ 不眠、食欲不振、おう吐などの症状よりも生命と生活の確保が中心となる。

身体反応期（ショックから１週間程度）

○ 頭痛、腹痛、食欲不振、吐き気、おう吐、高血圧などの身体症状が表面化する。

○ 強いストレスが加わると、１週間という短期間に身体に種々の変化、変調が生じてくる。

精神症状期（ショックから１か月程度）

○ 注意集中が困難になる。

○ 多弁、多動になる。

○ いらいらが生じ、ちょっとしたことにも怒りっぽくなったり、相手に対して攻撃的になっ

たりする。

○ うつ的になり、何をするのもおっくうになる場合もある。

・家族を亡くした

・大切なものを失った

・家が崩壊した

・助けを求めている人を助け

られなかった

などの体験をした場合

・自分だけが生きていることに罪悪

感を感じる。

・うつ的感情が強まる。時には、自

殺念慮が生じることもある。

・「そう的」となる場合と「うつ的」

になる場合と両面がある。また、

両面を合わせ持ち、時には「そう

的」になったり、時には「うつ的」

になったりする人も多い。
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外傷後ストレス障害〔ＰＴＳＤ〕（ショックから１か月以降）

○ 再体験──恐い体験を思い起こして再体験する。（フラッシュバック）

� 突然興奮したり過度の不安状態（パニック）に陥ったりする。

� 突然現実にないことを言い出す。

� 悪夢を繰り返し見る。

� 体験を思わせる遊びや話を繰り返す。

○ 回避──外界に対する反応性が低下したり、感情や精神活動が麻ひしたりする。

� 表情がなくなり、ぼーっとしている。

� 話をしなくなったり引っ込み思案になったりする。

� 活動性が低下する。

� 記憶力や集中力が低下し、興味・関心が減退する。

○ 過覚醒──過度の緊張状態が持続する。

� 不眠になる。

� 必要以上におびえる。

� 少しの刺激でも過敏に激しく反応する。

※ ＰＴＳＤが疑われるときには、早期に専門医・専門機関に受診させる必要がある。

遅発性ＰＴＳＤ（ショックから数か月以降）

災害後に、特に問題が見られなかった子どもや、一時的に不安や恐怖が認められていても症

状が消失していた子どもが、数か月以上経過した後に、ＰＴＳＤの症状を現す場合がある。

○ 「昨年の運動会には、一緒に走ったのに・・・」といった考えが起こりやすい。

○ 睡眠障害、集中困難、焦燥感等

○ 対応の方法

日ごろから注意深く観察し、子どもに安心させる状態を準備しておく。

アニバーサリー反応

災害が発生した日が近づいた時に子どもが不安定になったり、種々の反応をすること。

○ 季節や行事等との関連から災害を連想したり、報道機関等でその災害が取り上げられる

機会が増加し、再度災害を思い出す機会が増えることも一因である。

○ 対応の方法

災害が発生した日が近づいた頃にどのような反応が子どもに生じる可能性があるか、子

どもと保護者に伝えておく。不安定になった場合の対応方法をあらかじめ考え、保護者の

理解や協力を得る。

�
事
件
・
事
故
・
災
害
発
生
後
の
安
全
管
理

１１１



③ 発達段階に応じた対応

共通事項

○ 普段の生活リズムを取り戻す。

○ 症状が必ず和らいでいくことを伝え、安心感を与える。

○ 子どもが嫌がることはしない。

幼稚園児

○ やさしい言葉掛けを増やして安心させる。

○ 抱きしめるなど、身体的な接触を十分に行い、安心感を与える。

○ 温かい飲み物を与え、安心して眠れるように配慮する。

○ 一緒に寝るなどして、不安感を少しでも取り除く。

小学生

○ 子どもの言うことによく耳を傾ける。

○ 甘えたり反抗的になっても慌てず、落ち着きを取り戻し立ち直っていくのを長い目で見守る。

○ 必ず元の元気な状態に戻ることを話して、安心させる。

○ できるだけ言葉掛けをし、手伝い等を通じて触れ合う機会を多くもつ。

○ できるとほめて、自信をもたせる。

○ 子どもが嫌がることは無理にさせない。

中学生

○ 元の状態に必ず回復することを話し、安心感を与える。

○ 勉強や手伝いができなくても、しばらくの間は静観して温かく見守る。

○ 友人と遊んだり、話し合ったりする機会をつくる。

○ 家庭や地域の復興作業を手伝うように勧める。

○ 意欲の低下や反抗的な行動傾向に対して学校と家庭が連携し、長期的

展望に立って生活上のアドバイスをする。

高校生

○ 勉強や決められた家の仕事ができなくても、静観して、温かく見守る。

○ 災害時の体験を、家族や仲間と一緒に語り合い、励まし合う。

○ 家や地域の復興など、再建活動に積極的に参加するように勧める。

○ 趣味やスポーツ、社会的活動に積極的に取り組むように勧める。

○ うつ状態になって自殺をほのめかすような場合には、専門医等に相談

する。
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特別な支援を要する児童生徒等

障害の種別や状態に応じて現象や反応が異なるので、訴えを十分に聴くことや症状を注意深く見

ることにより実態把握に努めることが大切である。

○ 周囲の大人（教師や親）が注意深く観察し、子どもの変化を読み取り、積極的に対応する。

○ 個別に言葉かけや身体接触の機会を多くもち、「あなたは一人ではない。」と言って安心感を

与える。

○ 視覚障害や聴覚障害等のある児童生徒等は、情報の不足による心理的不安があるため、十分

に情報を与えて状況を把握させる。

○ 教職員、友達、地域社会の人たちとのかかわる機会を設ける。

○ 地域の行事等に参加し、人とのコミュニケーションを深める。

○ 個々の障害から考えられる不安の要因を取り除くことにより、情緒的な安定を図る。

〈留意事項〉

「怠けている」「さぼっている」「休めていいね」などといった周囲の無理解な言動により、子ど

もたちは苦しみ、被害が深まることがある。そのことを周囲の者が理解し、温かく見守っていくこ

とが大切である。

人は、自分の生命が脅かされるような危機的場面に直面したとき、強い恐怖に襲われ、全体を見

渡すことができなくなる。このため、「不安はないか」「悩みはないか」と問い掛けられても、自分

自身が心の傷を受けたという自覚に乏しいため、カウンセリングのようなケアを受け入れられない

場合が多い。そのことを十分理解して、対応する必要がある。
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〈資料１〉健康観察の実施方法（例 中学生）
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〈資料２〉子どものトラウマのチェックリスト

災害直後 見守り必要性のチェックリスト

（出典 災害等による外傷性ストレスマネジメントのために 心のケア対応マニュアル 愛媛県）
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〈資料３〉学級における心のケア対応事例

（出典 非常災害時における子どもの心のケアのために＜改訂版＞ 文部科学省）
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（出典 非常災害時における子どもの心のケアのために＜改訂版＞ 文部科学省）
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〈資料４〉保護者への啓発資料

（出典 非常災害時における子どもの心のケアのために＜改訂版＞ 文部科学省）
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〈資料５〉相談窓口

相 談 窓 口

（実施機関）
電 話 番 号 相 談 時 間 等

愛媛県総合教育センター

教育相談研究室
０８９－９６３－３９８６

月～金

８：３０～１７：３０

（祝日と年末年始は除く）

いじめ相談ダイヤル２４

０５７０－０－７８３１０
（全国統一ダイヤル）

ＰＨＳ・ＩＰ電話のかたは
０８９－９６０－８５２２

毎日２４時間受付

（年末年始は除く）

児童に関する様々な問題
（東予児童相談所）
（中央児童相談所）
（南予児童相談所）

０８９７－４３－３０００

０８９－９２２－５０４０

０８９５－２２－１２４５

月～金

８：３０～１７：３０

（祝日と年末年始は除く）

思春期精神保健相談

（県心と体の健康センター）
０８９－９２１－３８８０

月～金（面接相談は要予約）

８：３０～１７：３０

（祝日と年末年始は除く）

こころのダイヤル

（県心と体の健康センター）
０８９－９４１－５０１２

月・水・金

９：００～１２：００ １３：００～１５：００

（祝日と年末年始は除く）

子どもの人権１１０番

（松山地方法務局）
０１２０－００７－１１０

月～金

８：３０～１７：１５

（夜間・休日は留守番電話）

警察総合相談室

（愛媛県警察本部）
０１２０－３１－９１１０ 毎日２４時間受付

ヤングテレホン

（各警察署の局番）－４９７６ 毎日２４時間受付

（四国中央・新居浜・西条・西条西・今治・松山東・松山西・

松山南・伊予・大洲・八幡浜・宇和島の各警察署）

愛媛いのちの電話

（民間団体）
０８９－９５８－１１１１

毎月１日～１０日
１２：００～翌朝６：００
毎月１１日～月末
１２：００～２２：００

子ども電話「ひびき」

（民間団体）

０１２０－９２０－８１０

０８９－９１７－７７９７

毎月５日、１０日、
１５日、２０日、
２５日、３０日
１６：００～２２：００
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再発防止策の実施３

事件・事故の災害発生状況や対応の経過などを把握し、これまでの取組や対策等を見直し、問題

点を整理して、教育の再開と事件・事故の再発防止に向けた対策を講じる必要がある。

（１）応急手当と心のケアに対する体制等の見直し
① 教職員の研修の充実

② 緊急連絡や対応のための体制等の改善

③ 関係機関、スクールカウンセラー、学校医等との連絡体制の改善

（２）緊急時に備えた校内体制の再構築
① 危機管理マニュアルの改善

② 組織（役割分担）の見直し

（３）安全教育の内容・指導体制等の見直し
① 指導内容、時期等の再検討

② 実施の機会、指導体制等の再検討

（４）来校者への対応など不審者の侵入防止策の改善と共通理解
① 案内板の改善

② 施錠など、出入口の適切な管理の徹底

③ 受付の設置と名札着用の徹底

④ 防犯設備等の使用方法の確認

⑤ 臨時の防犯訓練の実施

（５）緊急安全点検の実施による問題点の整理と環境等の改善
① 死角になる場所の有無の確認

② 防犯上不適切な箇所の改善

③ 安全点検の体制、方法等の改善

（６）保護者、地域住民、ボランティア等との連携方策等の改善
① 説明会の実施

② 今後の連携方策等の検討

③ 協力の要請
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災害共済給付の請求４

学校の管理下における児童生徒等の災害（負傷、疾病、障害又は死亡）に対しては、学校の設置

者との契約（災害共済給付契約）を結んでいる場合、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の

規定による災害共済給付（医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給）が行われる。

独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度

この制度は、その運営に要する経費を国、学校の設置者及び保護者の三者が負担する互助共

済制度であり、学校の管理下における児童生徒等の災害について災害共済給付を行うことによっ

て、学校教育の円滑な実施に資することを目的としている。

独立行政法人日本スポーツ振興センターホームページより抜枠

（http : //www.naash.go.jp/kyosai/index.html）

（１）給付の対象となる災害の範囲

災害の種類 災 害 の 範 囲

負 傷 学校の管理下の事由によるもので、療養に要する費用の額が５，０００円以上のもの

疾 病

学校の管理下の事由によるもので、療養に要する費用の額が５，０００円以上のもののうち、

文部科学省令で定めるもの

○ 学校給食等に因る中毒・ガス等に因る中毒 ○ 熱中症 ○ 溺水

○ 異物の嚥下 ○ 漆等に因る皮膚炎 ○ 外部衝撃等に因る疾病

○ 負傷に因る疾病

障 害
学校の管理下の負傷及び上欄の疾病が治った後に残った障害で、その程度により、１級

から１４級に区分される（障害等級表）

死 亡

学校の管理下の事由による死亡及び上欄の疾病に直接起因する死亡

学校の管理下において、運動などの行為と関連なしに発生したもの

突然死 学校の管理下において、運動などの行為が起因あるいは誘因となって発生した

もの

※ 詳細については、「独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の基準に関する規程」を参照のこと

（２）給付の対象となる学校の管理下の範囲

※ 詳細については、「独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の基準に関する規程」を参照のこと

学校の管理下となる場合 例

授業中（保育中を含む。） ○ 各教科、遠足、修学旅行、大掃除など

学校の教育計画に基づく課外指導中 ○ 部活動、林間学校、臨海学校など

休憩時間中及び学校の定めた特定時間中 ○ 始業前、業間休み、昼休み、放課後など

通学の経路及び方法による通学（園）中 ○ 登校（登園）中、下校（降園）中

○ 学校の寄宿舎にあるとき

その他 ○ 学校外で授業等が行われるとき、集合・解散場

所との間の合理的な経路及び方法による往復中
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安全教育の考え方１

学校における安全教育は、

� 日常生活で起こる事故・事件の発生原因と安全確保の方法について学ぶ「生活安全」

� 様々な交通場面における危険と安全な交通の方法について学ぶ「交通安全」

� 様々な災害にかかわる危険と安全確保の方法について学ぶ「災害安全」

を内容とするものであり、教育課程の各教科・科目、道徳、総合的な学習の時間、特別活動等に位

置付け、それぞれの特質に応じて適切に実施されるべきものである。

（１）安全教育の構造

・　体育科、理科、社会などの関連教科における安全に関する学習�

�

・  「総合的な学習の時間」における安全に関する学習�

�

・　自立活動における安全に関する学習�

・　学級（ホームルーム）活動における安全指導�

・　学校行事等における安全指導�

・　児童（生徒）会活動、クラブ活動における安全指導�

・　部活動等の課外活動における安全指導�

・　日常の生活における安全指導　�

安

全

学

習

�

安

全

教

育

�

安

全

指

導

�

道　徳�
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（２）安全教育実施上のポイント

安全管理�

事故の原因となる心身の状態の
把握・分析�

安全な生活の実践状況の�
把握・分析�

通学路の点検・整備、通学方法
の安全�

校内の安全点検と事後措置�

安全教育�

安全のきまりや安全な行動の�
仕方の理解�

危険の予測と的確な判断力�

他人や社会の役に立つ態度・�
能力�

安全な行動の持続能力�

安全に行動できる人間の育成�
〈安全能力〉�

身体・運動�
感覚器官等の�
疾病・異常�
身体のコンディション�
調整力等の体力�

知識・技能�
安全の基本的行
動様式�
危険予測と安全
を見通す判断力�

情緒・性格�

情緒の安定�
自己統制�

模範・道徳�
自他の命の尊重�
規則の遵守�
公共心�

各

教

科

�

道

徳
�

総
合
的
な
学
習
の
時
間�

特 別 活 動 �

学 校 に お け る 教 育 活 動 �

学 校 安 全 （ 組 織 活 動 ）�

（吉田瑩一郎の図による）�

学

校

行

事

�

会
活
動

�
生
徒�

児
童�

活

動

�

Ｈ

Ｒ�

学

級
�

図　安全能力と学校安全活動�

� 安全教育は、一教科・領域のレベルとしてではなく、学校経営、学級経営全体の 問題と

して受け止め、「安全に行動できる人間の育成」を目指して実施すること

� 安全教育には、以下のとおり５つの方法原理があり、これを十分におさえて実施すること

１．一回性の原理
一度失われた命は二度とよみがえらないという意味。「指導の時間がない」という

ことで許されるものではない。

２．危険予測の原理
安全な行動を生み出すためには、具体的な行動場面における危険に気付き、安全な

行動を見通す的確な判断力を育てることが重要である。

３．自己統制の原理
情緒の安定、粘り強さ、がまん強さなど、「自律・自制の心」を育て、安全を見通

す的確な判断が具体的な行動場面でなされるようにすることが重要である。

４．生活習慣確立の原理

「朝寝坊」や「忘れ物」、「偏食」や「欠食」、「歯磨きの磨き残し」などは、安全な

行動と深くかかわっている。基本的生活習慣の確立は安全教育の上からも重要であ

る。

５．地域性の原理

安全教育は、学校の立地条件や施設・設備、道路や交通事情、気象条件などに即し

て行われなければならない。身近な資料を用意し、臨場感ある場面設定に心掛け、

実感を伴う学習ができるようにすることが重要である。

〔吉田瑩一郎 編著「子どもの命を育む学級における安全指導と展開」平成５年（ぎょうせい）を参考に作成〕
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③ 学校教育活動全般を通じて、児童生徒等の「心に響く」「心に残る」教育となるよう工夫す

ること

見学・調査等を伴う課題学習や、視聴覚教材（インターネットを含む）の活用、危険予測訓練、

応急手当の実習、施設の安全点検など安全管理活動、ロールプレイング方式の導入など、児童生徒

の安全に十分配慮した上で、「安全管理」の諸活動に一緒に参加させることは、「生きた安全教育」

となり、有益である。

④ 学校や地域の実情を踏まえて、幼稚園（保育所を含む。）、小学校、中学校、高等学校等の

学校間の連携を図った学校教育活動を展開することも重要である。

○ 学校間の連携による防災教育の推進～主体的に創り上げる地域の防災～

愛南町立中浦中学校は、日本スポーツ振興センター防災モデル事業（平成１６、１７年度指定）

の研究成果を高く評価され、兵庫県が主催した１．１７防災未来賞「ぼうさい甲子園」において「ぼ

うさい大賞受賞（中学校の部）」を受賞した。

受賞のポイントは、地域とかかわりながら自らハザードマップを作成し、小学生と一緒に通

学路の危険箇所や避難経路を歩いて防災学習を深め、さらに保育園児と合同避難訓練すること

で、「自分の命は自分で守り、他人の命も守ってやれる。」という意識が育ってきたところにあ

る。研究の概要は次のとおりである。

◇ ハザードマップ作り

地域の地形の特徴を調査するとともに昭和南海地震の体験談を聞き取りした後、高潮や

増水の危険個所、夜間に暗くて危険な場所や津波避難場所も書き込んだ。

◇ 小学校との交流学習

自ら作成したマップを活用して、中浦小の児童に

対して地震で崩れやすい石垣や津波による被害が予

想される低い土地など、通学路の危険個所や避難経

路を教えた。生徒たちは教えることを通じて、さら

に自らの危機管理意識を向上させることができた。

◇ 保育所との合同避難訓練

保育所の職員から「生徒から積極的に子どもへ声

を掛けて、自分でしっかり歩ける４、５歳児は手を

引いて、３歳児は抱いて誘導してください。」など

とアドバイスを受けながら、試行錯誤した後での指

導は効果的だった。

◇ その他

▽がけ崩れ危険個所への看板の設置、▽起震車の

体験、▽心肺蘇生法の実習などにも取り組んだ。

（保育園児を抱いて避難する中学生）
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幼稚園における安全教育２

幼稚園における安全教育は、新しい幼稚園教育要領（平成２０年告示）にも示されているように、

以下の点に特に留意して行うことが必要である。

○ 情緒の安定を図り、遊びを通して状況に応じて機敏に自分の体を動かすことができるように

するとともに、危険な場所や事物などが分かり、安全についての理解を深めるようにすること。

○ 交通安全の習慣を身に付けるようにするとともに、災害などの緊急時に適切な行動がとれる

ようにするための訓練なども行うようにすること。

（１）安全教育における重点事項

・ 日常生活の場面で、安全な生活習慣や態度を身に付けることができるようにする。

・ 危険な場所での行動や災害時には、教職員や保護者の指示に従い行動できるようにする。

・ 危険な状態を発見したときには教職員や保護者など近くの大人に伝えることができるよう

にする。

安全教育の実施項目については、次頁のような例が考えられる。なお、実施に当たっては、幼稚

園教育要領（Ｐ．２１６～２１７）、個々の園児の状況、園内外の環境、実際に発生している事故・災害（Ｐ．１３１）

等を十分踏まえることが必要である。
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� 生活安全に関する内容例

園生活での危険と安全確保 園外保育、遠足等における危険と安全確保

水遊びの危険と安全確保 犯罪被害の危険と安全確保

道路歩行や横断の危険と安全確保 自動車乗車時の危険と安全確保

避難訓練時の安全な行動 地震発生時の安全な行動

� 交通安全に関する内容例
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幼稚園児の事故・災害の発生事例

【生活安全】

・ 教室で積み木を使って遊んだ後、自分で片付けようとし、転倒して顔をおもちゃ箱にぶつ
けて左眼を負傷した。

・ 教室で走っていて、床に置いてあったガムテープカッターにつまずき、足を切って負傷し
た。

・ 教室で転がるボールを追ってロッカーの角に顔をぶつけて負傷した。
・ 教室ではさみを使っていて、振り向いたとき、隣にいた子のはさみで顔を負傷した。
・ 園庭のブランコで立ち乗りをしていて、勢い余って落ち、ブランコで頭部を打った。
・ 園庭の滑り台を滑る所から上っていて転落した。
・ 園庭のジャングルジムで遊んでいて、足を滑らせて転落して頭部を負傷した。
・ 園庭の溝ふたの鉄板につまずいて転び、左前額部を負傷した。
・ 園のベランダを走っていて、雨で濡れた所で滑って転倒した。
・ 園庭でサッカー遊びをしていて友達のけったボールが顔面に当たった。
・ 園庭のうさぎ小屋で、うさぎに餌を与えていて、指をかまれた。
・ 幼稚園の給食で、デザートのぶどうを食べていて、のどに詰まらせた。

⇒ 発生事例を踏まえ指導すべき事項

○ 幼児期における安全教育の前提として、教師は幼児が安全な環境の中で生活できるよう、遊

具や器具等の安全性に十分配慮して、環境を設定することが特に必要。

○ 幼稚園における生活の中で、危険が生じる可能性がある場所や事物について理解を深める。

○ 自分や他の幼児に事故が起きた場合には、すみやかに身近な大人に伝えられるようにする。

【交通安全】

・ 送迎バスを降りた時、母親の手を離して道路に出て、乗用車にはねられた。
・ 電車の好きな園児が、園を抜け出して、電車を見ようと軌道内へ入り、電車にはねられた。
・ 母親の運転していたミニバイクに同乗中、車と衝突して転倒して負傷した。
・ 母親の運転する乗用車に同乗中、出会い頭の衝突事故で頭部を負傷した。

⇒ 発生事例を踏まえ指導すべき事項

○ 交通安全の基本的なルールを身に付けられるようにする。

○ 身近な地域の立ち入ってはいけない場所等について理解を深める。

○ 家庭とも連携した安全教育を実施する。

【災害安全】

・ 地震時慌てて自宅を飛び出し、落ちてきた瓦が足に当たった。
・ 道路を歩いていてバランスを崩し、大雨で増水した小川に転落した。

⇒ 発生事例を踏まえ指導すべき事項

○ 災害時における基本的な行動を、訓練を通じて身に付けられるようにする。

○ 身近な地域において、災害時に危険が生じる可能性がある場所等について理解を深める。

（日本スポーツ振興センター死亡・傷害事例集を参考に作成）

�
安
全
教
育
の
内
容
と
進
め
方

１３１



（２）安全教育の進め方
� 発達段階への配慮

幼児は、乳児期を経て、随意運動やコミュニ

ケーションの能力を確立し始め、自分のイメー

ジ能力を発揮し、外界との交流を図るようにな

る。こうした中で、幼児は、まだ外界の危険と

の直接的な体験が少ないために、思わぬ事故に

遭うことがある。

このため、幼児には、保護者や教師の援助の

下で、身の周りにどのような危険があるかとい

うことを体験的に理解させ、これに対する基本

的な対処方法を身に付けさせていくことが重要

である。

また、自分の意図と他者の意図が異なる場合

があることを学ばせ、「自分の意図を発信する」、

「相手から情報を収集する」、「相手の意図を読

み取る」などの技能を身に付けさせることも大

切である。

○ 幼児の特徴と問題点

・ 興味あるものに目を奪われ、それ以外のこ

とがまったく目に入らなくなったり、衝動的

な行動をとることが多いので、教師や保護者

からみて危険が予測される場合には、十分な

保護が必要である。

・ 危険や恐怖を強調し過ぎると、いざというときに身動きができなくなったりすることがあ

る。

・ テレビのヒーローなどにあこがれ、まねをして同じ行動をとり、事故が起こることがある。

幼児の好奇心の発達を大切にしながら、教師や保護者が十分に気を付け、「ひやり、はっと

体験」を活用して注意力を身につけさせることが大切である。

� 関連教科等における安全学習

幼稚園の安全学習は、時間単位や学級単位の活動の中だけではなく、登園してから降園する

までの園生活全体の中で行われるものである。

したがって、幼稚園での安全教育は、幼児が安定した情緒の下で、安全な生活ができるよう、

担任の教師だけでなく全教職員が協力して行わなければならない。

� 学級活動における安全指導

幼稚園における学級活動は、他の学校種とは異なり、学級を単位として行うすべての活動の

ひやり、はっと体験とは
日常生活の中で、事故にはならなかったが、
もう少しで事故に遭いそうだった「ひやり
とした」「はっとした」体験をもとに、安全
指導をすると効果的である。

気分はヒーロー

１３２



ことであり、以下のポイントに従い、Ｐ．２０６～２０７

の資料を参考に安全指導を行っていくことが必要

である。

ア 登園時のあいさつ

幼児は、あいさつを交わすことで基本的生活

習慣を身につけることができ、気持ちよく一日

のスタートをすることができる。あいさつの中

で幼児の心理状態を把握したり、保護者から幼

児のその日の状況について報告を受けることは、

安全指導を行う上で重要である。

また、降園時のあいさつも大事なコミュニケー

ションの機会であり、励行していくことが必要

である。

イ 遊びの中での安全指導

幼児の自発的な活動としての遊びは、心身の

調和のとれた発達を図る上で大切であり、遊び

を通して安全指導を行っていくことが重要であ

る。

その際幼児は、周囲の状況判断が十分できな

いので、「どうしてしてはいけないのか」「なぜ

このようにしなければいけないのか」など、遊

びの状況に合わせて気付かせたり、考えさせた

りするよう働きかけをすることが必要である。

そのような繰り返しの中で幼児は、危険な場所

や物、状況を判断し、その時どうしたらよいか

経験的に学んでいく。

また、異年齢の者と遊ぶ中で、年長者から危

険について教えてもらうことも有益である。

ウ 災害や犯罪発生時の行動についての指導

幼児は、地震や、様々な犯罪について、見聞

きしたり、遭遇した経験が少ないため、災害時

や犯罪発生時に適切な行動をとることができる

よう、テレビや新聞の報道をもとに、紙芝居等

により幼児が理解しやすいように指導すること

が必要である。

元気にあいさつ

危険な遊び
・滑り台にロープをかけ

滑る所から登っている

異年齢での鬼ごっこ

紙芝居で安全指導
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★三本指のお約束�
�

★横断歩道のお約束�
�

ぼく（わたし）　       かならず　        とまります�
�

右手でぐうをして高くあげ、大きな声で  ぼく  又は�
� �わたし  �と人差し指をたて  �かならず  �でチョキにし�
て  とまります  といって３本指をたてます。�
�

　�右�手�を�あ�げ�て�、�右�を�見�て�左�を�見�て�、�も�う�一�
度右を見て、渡りましょう。�
�

１．トントンとま�
れでかならず一�
度とまります�
�

３．右をみて左�
をみて、もう�
一度右をみて�
�

４．車がきて�
いなければ�
わたります�
�

２．右手を�
あげて�
�

�� �� ��

� 園行事での安全指導

幼児は身近にいる人々と関わりをもちながら

様々なことを学んでいく。その際、保護者は、

幼児との信頼関係が形成されており、影響力が

大きいため、保護者と密接に連携し、様々な行

事の中で安全指導を行うことが効果的である。

ア 親子交通安全教室

幼児だけでなく保護者も一緒に交通安全指

導を受けるようにすれば、幼児の安全意識が

更に高まる。

特に、入園時に、地域の交通安全協会、所

轄の警察署等の協力を得て、親子交通安全教

室を開催することが効果的である。

イ 親子避難訓練

災害時の幼児の安全確保策については、保護者に十分理解してもらっておくことが大切で

ある。

このため、例えば避難訓練などを参観日に行うと、避難経路や避難場所について保護者に

知ってもらえ、かつ保護者と幼児が一緒に避難訓練を行うことができるので、安定した心理

状態で訓練を受けることができ、更に効果的である。

また、親子で消防署等を見学することにより、火災予防や初期消火の方法など、防災に関

する理解を深めることもできる。

親子で消防署見学
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○ 関係機関の協力による交通安全教室の開催

交通安全教室等の開催にあっては、各市町交通安全推進協議会、各所轄警察署、各交通安全

協会などの協力により学校において実施されているところであるが、近年、各種協会や民間企

業なども積極的に協力していただける体制を整えている。

◇ ＪＡＦ（社団法人 日本自動車連盟）愛媛支部による例

目 的：ＪＡＦ（社団法人 日本自動車連盟）愛媛支部では、「ＪＡＦドレミぐるーぷ」を

結成し、愛媛県内の園児たちに交通ルールをしっかりと身につけていただき、交

通事故の被害者とならないように積極的に働きかけていく活動を展開している。

実施園：椿幼稚園、エンゼル幼稚園、コイノニア幼稚園、大護幼稚園など

平成１９年度 １２幼稚園（保育園）で実施

内 容：「ＪＡＦドレミぐるーぷ」が交通安全コンサートを開催し、ＪＡＦオリジナル“交

通安全ソング”をはじめ“森のクマさん”、“さんぽ”、“アンパンマンマーチ”な

どを演奏し、演奏の合間にオリジナルパネルを使って“後席チャイルドシートに

すわりましょう”“横断歩道は手をあげてわたりましょう”などの交通ルールを学

んでもらう。

�
安
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小学校における安全教育３

小学校における安全教育は、体育の時間はもとより、理科、社会などの教科、道徳、総合的な学

習の時間、特別活動などを通じて、これらの教科等における指導を相互に関連させながら適切に行

うことが必要である。また、家庭や地域社会と連携しつつ、生涯を通じて健康・安全な生活を送る

ための基礎が培われるように配慮して行うことが必要である。

新しい学習指導要領（平成２０年告示）においては、そうした方針が明確に示されている。学校安

全関係部分の抜粋を参考までに示すので、それぞれの教科等でどのような内容を指導することにな

るのか、教職員間で共通理解を図ってほしい。

＜参考＞ 新しい小学校学習指導要領 学校安全関係部分抜粋

第１章 総則

第１ 教育課程編成の一般方針

３ 学校における体育・健康に関する指導は，児童の発達の段階を考慮して，学校の教育活動全体を通

じて適切に行うものとする。特に，学校における食育の推進並びに体力の向上に関する指導，安全に

関する指導及び心身の健康の保持増進に関する指導については，体育科の時間はもとより，家庭科，

特別活動などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。また，それらの

指導を通して，家庭や地域社会との連携を図りながら，日常生活において適切な体育・健康に関する

活動の実践を促し，生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮し

なければならない。

第２章 各教科

第２節 社会

第２ 各学年の目標及び内容

〔第３学年及び第４学年〕

２ 内容

� 自分たちの住んでいる身近な地域や市（区，町，村）について，次のことを観察，調査したり白

地図にまとめたりして調べ，地域の様子は場所によって違いがあることを考えるようにする。

ア 身近な地域や市（区，町，村）の特色ある地形，土地利用の様子，主な公共施設などの場所と

働き，交通の様子，古くから残る建造物など

� 地域社会における災害及び事故の防止について，次のことを見学，調査したり資料を活用したり

して調べ，人々の安全を守るための関係機関の働きとそこに従事している人々や地域の人々の工夫

や努力を考えるようにする。

ア 関係機関は地域の人々と協力して，災害や事故の防止に努めていること。

イ 関係の諸機関が相互に連携して，緊急に対処する体制をとっていること。

３ 内容の取扱い

� 内容の（４）の「災害」については，火災，風水害，地震などの中から選択して取り上げ，「事故の

防止」については，交通事故などの事故防止や防犯を取り上げるものとする。

第４節 理科

第２ 各学年の目標及び内容

〔第５学年〕

１ 目標
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� 植物の発芽から結実までの過程，動物の発生や成長，流水の様子，天気の変化を条件，時間，水

量，自然災害などに目を向けながら調べ，見いだした問題を計画的に追究する活動を通して，生命

を尊重する態度を育てるとともに，生命の連続性，流水の働き，気象現象の規則性についての見方

や考え方を養う。

３ 内容の取扱い

� 内容の「Ｂ生命・地球」の�のイについては，台風の進路による天気の変化や台風と降雨との関

係についても触れるものとする。

〔第６学年〕

２ 内容

Ｂ 生命・地球

� 土地のつくりと変化

土地やその中に含まれる物を観察し，土地のつくりや土地のでき方を調べ，土地のつくりと変化

についての考えをもつことができるようにする。

ウ 土地は，火山の噴火や地震によって変化すること。

第５節 生活

第２ 各学年の目標及び内容

〔第１学年及び第２学年〕

１ 目標

� 自分と身近な人々及び地域の様々な場所，公共物などとのかかわりに関心をもち，地域のよさに

気付き，愛着をもつことができるようにするとともに，集団や社会の一員として自分の役割や行動

の仕方について考え，安全で適切な行動ができるようにする。

２ 内容

� 学校の施設の様子及び先生など学校生活を支えている人々や友達のことが分かり，楽しく安心し

て遊びや生活ができるようにするとともに，通学路の様子やその安全を守っている人々などに関心

をもち，安全な登下校ができるようにする。

第７節 図画工作

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。

� 材料や用具については，次のとおり取り扱うこととし，必要に応じて，当該学年より前の学年に

おいて初歩的な形で取り上げたり，その後の学年で繰り返し取り上げたりすること。

ア 第１学年及び第２学年については，土，粘土，木，紙，クレヨン，パス，はさみ，のり，簡単

な小刀類など身近で扱いやすいものを用いることとし，児童がこれらに十分に慣れることができ

るようにすること。

イ 第３学年及び第４学年については，木切れ，板材，釘，水彩絵の具，小刀，使いやすいのこぎ

り，金づちなどを用いることとし，児童がこれらを適切に扱うことができるようにすること。

ウ 第５学年及び第６学年については，針金，糸のこぎりなどを用いることとし，児童が表現方法

に応じてこれらを活用できるようにすること。

� 事故防止に留意すること。

第８節 家庭

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

３ 実習の指導については，次の事項に配慮するものとする。

� 服装を整え，用具の手入れや保管を適切に行うこと。

� 事故の防止に留意して，熱源や用具，機械などを取り扱うこと。

�
安
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第９節 体育

第１ 目標

心と体を一体としてとらえ，適切な運動の経験と健康・安全についての理解を通して，生涯にわたって

運動に親しむ資質や能力の基礎を育てるとともに健康の保持増進と体力の向上を図り，楽しく明るい生活

を営む態度を育てる。

第２ 各学年の目標及び内容

〔第１学年及び第２学年〕

１ 目標

� 簡単なきまりや活動を工夫して各種の運動を楽しくできるようにするとともに，その基本的な動きを

身に付け，体力を養う。

� だれとでも仲よくし，健康・安全に留意して意欲的に運動をする態度を育てる。

２ 内容

Ａ 体つくり運動

� 運動に進んで取り組み，きまりを守り仲よく運動をしたり，場の安全に気を付けたりすることができ

るようにする。

Ｂ 器械・器具を使っての運動遊び

� 運動に進んで取り組み，きまりを守り仲よく運動をしたり，場の安全に気を付けたりすることができ

るようにする。

Ｃ 走・跳の運動遊び

� 運動に進んで取り組み，きまりを守り仲よく運動をしたり，勝敗を受け入れたり，場の安全に気を付

けたりすることができるようにする。

Ｄ 水遊び

� 運動に進んで取り組み，仲よく運動をしたり，水遊びの心得を守って安全に気を付けたりすることが

できるようにする。

Ｅ ゲーム

� 運動に進んで取り組み，きまりを守り仲よく運動をしたり，勝敗を受け入れたり，場の安全に気を付

けたりすることができるようにする。

Ｆ 表現リズム遊び

� 運動に進んで取り組み，だれとでも仲よく踊ったり，場の安全に気を付けたりすることができるよう

にする。

〔第３学年及び第４学年〕

１ 目標

� 活動を工夫して各種の運動を楽しくできるようにするとともに，その基本的な動きや技能を身に付け，

体力を養う。

� 協力，公正などの態度を育てるとともに，健康・安全に留意し，最後まで努力して運動をする態度を

育てる。

� 健康な生活及び体の発育・発達について理解できるようにし，身近な生活において健康で安全な生活

を営む資質や能力を育てる。

２ 内容

Ａ 体つくり運動

� 運動に進んで取り組み，きまりを守り仲よく運動をしたり，場や用具の安全に気を付けたりすること

ができるようにする。

Ｂ 器械運動

� 運動に進んで取り組み，きまりを守り仲よく運動をしたり，場や器械・器具の安全に気を付けたりす

ることができるようにする。
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Ｃ 走・跳の運動

� 運動に進んで取り組み，きまりを守り仲よく運動をしたり，勝敗を受け入れたり，場や用具の安全に

気を付けたりすることができるようにする。

Ｄ 浮く・泳ぐ運動

� 運動に進んで取り組み，仲よく運動をしたり，浮く・泳ぐ運動の心得を守って安全に気を付けたりす

ることができるようにする。

� 自己の能力に適した課題をもち，動きを身に付けるための活動を工夫できるようにする。

Ｅ ゲーム

� 運動に進んで取り組み，規則を守り仲よく運動をしたり，勝敗を受け入れたり，場や用具の安全に気

を付けたりすることができるようにする。

Ｆ 表現運動

� 運動に進んで取り組み，だれとでも仲よく練習や発表をしたり，場の安全に気を付けたりすることが

できるようにする。

〔第５学年及び第６学年〕

１ 目標

� 活動を工夫して各種の運動の楽しさや喜びを味わうことができるようにするとともに，その特性に応

じた基本的な技能を身に付け，体力を高める。

� 協力，公正などの態度を育てるとともに，健康・安全に留意し，自己の最善を尽くして運動をする態

度を育てる。

� 心の健康，けがの防止及び病気の予防について理解できるようにし，健康で安全な生活を営む資質や

能力を育てる。

２ 内容

Ａ 体つくり運動

� 運動に進んで取り組み，助け合って運動をしたり，場や用具の安全に気を配ったりすることができる

ようにする。

Ｂ 器械運動

� 運動に進んで取り組み，約束を守り助け合って運動をしたり，場や器械・器具の安全に気を配ったり

することができるようにする。

Ｃ 陸上運動

� 運動に進んで取り組み，約束を守り助け合って運動をしたり，場や用具の安全に気を配ったりするこ

とができるようにする。

Ｄ 水泳

� 運動に進んで取り組み，助け合って水泳をしたり，水泳の心得を守って安全に気を配ったりすること

ができるようにする。

Ｅ ボール運動

� 運動に進んで取り組み，ルールを守り助け合って運動をしたり，場や用具の安全に気を配ったりする

ことができるようにする。

Ｆ 表現運動

� 運動に進んで取り組み，互いのよさを認め合い助け合って練習や発表をしたり，場の安全に気を配っ

たりすることができるようにする。

Ｇ 保健

� けがの防止について理解するとともに，けがなどの簡単な手当ができるようにする。

ア 交通事故や身の回りの生活の危険が原因となって起こるけがの防止には，周囲の危険に気付くこと，

的確な判断の下に安全に行動すること，環境を安全に整えることが必要であること。

イ けがの簡単な手当は，速やかに行う必要があること。
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第３章 道徳

第２ 内容

〔第１学年及び第２学年〕

１ 主として自分自身に関すること。

� 健康や安全に気を付け，物や金銭を大切にし，身の回りを整え，わがままをしないで，規則正し

い生活をする。

２ 主として他の人とのかかわりに関すること。

� 友達と仲よくし，助け合う。

３ 主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること。

� 生きることを喜び，生命を大切にする心をもつ。

第５章 総合的な学習の時間

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものとする。

� 学習活動については，学校の実態に応じて，例えば国際理解，情報，環境，福祉・健康などの横

断的・総合的な課題についての学習活動，児童の興味・関心に基づく課題についての学習活動，地

域の人々の暮らし，伝統と文化など地域や学校の特色に応じた課題についての学習活動などを行う

こと。

第６章 特別活動

第２ 各活動・学校行事の目標及び内容

〔学級活動〕

２ 内容

〔共通事項〕

� 日常の生活や学習への適応及び健康安全

カ 心身ともに健康で安全な生活態度の形成

〔学校行事〕

２ 内容

� 健康安全・体育的行事

心身の健全な発達や健康の保持増進などについての関心を高め，安全な行動や規律ある集団行動

の体得，運動に親しむ態度の育成，責任感や連帯感のかん養，体力の向上などに資するような活動

を行うこと。
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（１）安全教育における重点事項

（低学年）
・ 安全に行動することの大切さを理解し、安全のためのきまり・約束を守ることや身の回り

の危険に気付くようにする。
・ 危険な状態を発見した場合や事件・事故発生時には、教職員や保護者など近くの大人に速

やかに連絡し、指示に従うなど適切な行動がとれるようにする。
（中学年）
・ 身の回りの様様な危険や事故の防止について理解し、危険に気付き、自ら安全な行動がと

れるようにする。
（高学年）
・ 様様な場面で発生するおそれのある危険に対し、進んで安全な行動がとれるようにする。
・ 自分自身の安全だけでなく、家族や友達など身近な人々の安全にも気配りができるように

する。
・ 簡単な応急手当ができるようにする。

安全教育の実施項目については、次頁のような例が考えられる。なお、実施に当たっては、小学

校学習指導要領（Ｐ．２１８～２２０）、個々の児童の状況、学校内外の環境、実際に発生している事故・災

害（Ｐ．１４３～１４４）等を十分踏まえることが必要である。 �
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① 生活安全に関する内容例

② 交通安全に関する内容例

③ 災害安全に関する内容例

学校生活における危険と安全確保
遠足・旅行・集団宿泊的行事にお
ける危険と安全確保

事件・事故発生時の通報の方法

犯罪被害の危険と安全確保

道路歩行や横断の危険と安全確保 踏切における危険と安全確保

落雷の危険と安全確保

自転車乗車時の危険と安全確保
安全な交通社会づくりへの積極的
な参加

火災発生時の危険と安全な行動

地震発生時の危険と安全確保 風水害等の危険と安全確保 災害に対する備えの理解
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小学生の事故・災害の発生事例

【生活安全】

・ 放課後、２階の窓を閉めていて、バランスを崩して窓から転落した。
・ 清掃中、ふざけてほうきをふりまわしていて、手をすっぽぬけ、隣にいた児童の顔面に当

たった。
・ 休憩時間中、談話室で友達とふざけていて、不意に押されて後ろに転倒し、後頭部を打ち

負傷した。
・ 体育の授業でサッカーの試合中、蹴ったボールが顔面に当たり左眼を負傷した。
・ 体育の授業中、跳び箱を跳ぶ時、爪先が跳び箱にひっかかり、マットに顔面から突っ込み、

負傷した。
・ 体育の授業のマット運動で、補助倒立をしていて支えきれずに頭から落ちて、頸部を負傷

した。
・ 体育の授業中、水泳のスタート練習で飛び込みをした時に、プールの底で頭部を打ち頸部

を負傷した。
・ 運動会の綱引き競技中、相手が綱を離したので、転倒し、後頭部を打って負傷した。
・ 運動会の練習中、組体操のピラミッドが崩れて、下にいた児童が負傷した。
・ 持久走大会に向けて、学校外へ出てランニング中、自転車と接触して負傷した。
・ クラス対抗ドッジボール大会で、ボールを受け損ねて指を負傷した。
・ 理科の実験中、アルコールランプのアルコールがこぼれ児童の服に引火してやけどをした。
・ 家庭科の実習中、べっこう飴を作っていて、味見をしようと指を鍋に入れてやけどをした。
・ 給食の後片付けで、ステンレスの食器かごを運んでいた時、階段で転倒して腹部を負傷し

た。
・ レーザーポインタを友達の顔に照射し、光が目に当たり視覚障害が起こった。
・ 学級活動で、竹馬に乗っていて、転倒し、頭部を負傷した。
・ 休憩時間中、運動場で馬跳びをしていて、勢い余ってバランスを崩し、顔面から落ちた。
・ 臨海学校で、夜、砂浜でロケット花火をしている時、花火がその場で爆発して、右眼を負

傷した。

⇒ 発生事例を踏まえ指導すべき事項

○ 教科等で使用する用具、機械については、安全面に配慮して取り扱うことができるようにす

る。

○ 学校生活の中で、危険が生じる可能性がある場所や事物について理解を深め、安全に行動で

きるようにする。

○ 水泳の心得を守ることができるようにする。

○ けがの簡単な手当てができるようにする。

【交通安全】

・ 登校中、青信号で横断歩道を渡っていたとき、右折する車にはねられた。

・ 下校中、工事現場のダンプカーの後ろをよけて通ったにもかかわらず、後退してきたダン

�
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プカーにはねられた。

・ 下校中、友達とふざけていて歩道から車道に飛び出し車にはねられた。

・ 下校中、バスから降りて、バスの後ろを通って反対側へ行こうとして、反対車線を走って

きた車にはねられた。

・ 自転車に乗車中、左折するダンプカーの後部車輪に巻き込まれた。

・ 自転車に乗車中、信号機のない交差点で、出合い頭に乗用車と衝突した。

・ 自転車に乗車中、一旦停止せず遮断機のない踏切を渡ろうとして、列車にはねられた。

⇒ 発生事例を踏まえ指導すべき事項

○ 通学路における危険や、自転車に関する基本的な交通ルールについて理解を深め、安全に登

下校できるようにする。

【災害安全】

・ 台風時、傘を差して歩いていると、風にあおられ、バランスを崩し、増水した川に転落し

た。

・ 雪で凍結した道路を歩行中、足を滑らせて、道路わきの川へ転落した。

⇒ 発生事例を踏まえ指導すべき事項

○ 災害時における安全な行動を、訓練を通じて身に付けられるようにする。

○ 身近な地域において、災害時に危険が生じる可能性がある場所等について理解を深める。

（日本スポーツ振興センター死亡・傷害事例集を参考に作成）
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（２）安全教育の進め方
� 発達段階への配慮

小学生は、安全指導を素直に受け止め、身に付

けようとするので、安全教育にとって最も適した

時期である。

裏を返せば、この時期に安全教育を十分行わな

いと、その後の人生を安全に過ごす上で、大きな

不利益を被るおそれがある。

低学年、中学年、高学年により発達段階は大き

く異なるので、特に学校全体で安全指導を行う際

には十分な配慮が必要である。

○ 小学生期の特徴と問題点

ア 小学生は、モデルとして観察する大人の行

動の善し悪しによって大きな影響を受ける。

とりわけ身近な教師や保護者の影響は大きく、

単に言葉で指導するだけでなく、実際の行動

で、模範を示すことが重要である。

イ 小学生は、冒険心や仲間への同調行動から、

あえて危険を冒し事故に遭うことがある。特

に仲間への帰属感を求める気持ちが高まる高

学年の児童は、仲間が行っている危険な行動

に加わろうとする意識が強くなること（ピア・

プレッシャー）に十分な注意が必要である。

ウ 小学生の行動範囲は、幼児と比べ大きく広

がり、教師や保護者の目の届かない場所にも

遊びに出かけるようになる。

一方、未知の場所での危険判断はまだ難し

く、思わぬ事故に遭うこともあるので、沼や

川などの水辺や山など普段経験することの少

ない場所や状況における潜在的な危険につい

て、あらかじめ十分な指導が必要である。

〈発達段階を踏まえた系統的指導例〉
－ 道路の横断 －

低学年：信号の確認、青信号でも注
意、左右踏切の渡り方も同
様の確認

中学年：安全な横断・危険な横断、
右左折車への注意・確認

高学年：自動車の直前・直後の横断、
集団での横断、夜間の横断、
踏切の種類と働き

赤信号の横断禁止

危ない木登り
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② 関連教科等による安全学習

「生活科」においては、通学路の様子や学校

生活を支える人々などに関心を持ち、安全な登

下校ができるようにすることとしている。

また、高学年の「保健」においては、けがの

発生要因や防止の方法について理解するととも

に、簡単なけがの手当てができるようにするこ

ととしている。

「保健」以外の体育の領域では、安全な生活

の前提となる、決まりを守って行動することや、

自分の体の状態や体力に応じた取り組みを行う

こと、水遊びの心得を守ること、器械・器具の

安全に気を付けることができるようにすること

としている。

さらに、「社会」においては地域において人々

の安全を守る関係機関の働き等について考える

こと、「理科」においては自然災害に目を向ける

こと、「図画工作」や「家庭」においては用具を

取り扱えるようにすることなど、各教科におい

ても安全教育の視点に立ち、さまざまな機会を

とらえて安全についての知識や能力を習得させ

ることとしている。

総合的な学習の時間においても、安全マップ

の作成など、安全に関するテーマを積極的に取

り上げることが望まれる。その際には、各教科

等との有機的な連携を図る必要がある。

� 道徳の時間における取扱い

道徳の時間においては、生命の尊重をはじめ

として、決まりの遵守、公徳心、公共心など、

安全な生活を営むために必要な基本的な内容に

ついて取り扱うことが必要である。

� 学級活動における安全指導

小学校の学級活動では、生活安全や交通安全

に関すること、災害時の安全や防犯に関するこ

と、生命の尊重に関すること、環境整備に関す

ることを取り上げていくことが必要である。

〈「けがの手当」での指導内容〉

○ 自分でできる簡単なけがの手当には、傷口を

清潔にする、圧迫して止血する、患部を冷やす

などの方法があることを理解させる。

また、すり傷、鼻出血、やけどや打撲などを

取り上げ実習を通して簡単な手当ができるよう

にする。

○ けがの種類や程度などの状況を速やかに把握

して手当をするとともに、近くの大人に知らせ

ることが大切であることを理解させる。

総合的な学習の時間におけるテーマ例

○ 芸予地震から学ぶ

地震の仕組み、防災、阪神・淡路大震災との

比較、避難、生命尊重などの調査研究

○ 「危険・発見・大冒険」

校舎内、校内、家庭、地域へと危険場所発見

の領域を広げる。対策を練って実践してみる。

〈体験的な活動の指導例〉

標語作り 道路にある文字やマーク調べ

自転車点検 校内の危険箇所の調査
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児童会活動�に�お�け�る�安全指導例�
�

・�ド�ッ�ジ�ボ�ー�ル�大�会�、�縄�跳�び�大�会�等�に�
おける安全計画�
�・�安�全�ス�ロ�ー�ガ�ン�や�安�全�マ�ス�コ�ッ�ト�の�
募集�
�

・安�全�月�間�の�設�定� �｢�事�故�０�作�戦�｣�「安�
全な遊びの研究｣など�
�・安全集会における、安全啓発劇�

�

（�川之江市立南小学校�）��
�

（Ｐ．２１０～２１５参照）

その際には、「学級活動」という限られた時間

の中で、指導効果を高めるために、絶えず授業

改善を図っていくことが求められる。

そして、指導計画の作成に当たっては、季節

ごとの状況（特に夏季休業前）や、学校行事の

計画、あるいは、児童の事故の発生状況などを

踏まえ、１単位時間で行う指導と、朝の会や終

わりの会などでの日常の指導を組み合わせて十

分な指導を行うことができるよう、配慮してい

くことが必要である。

� 学校行事における安全指導

小学校の学校行事では、安全な行動と規律あ

る集団行動の体得をねらいとして、交通安全教

室、自転車教室、避難訓練・防犯教室などが実

施されている。

特に、避難訓練については、火災・震災対策

に加えて、不審者等への対策を取り上げるとと

もに、防犯教室については、通学路における不

審者等への対策を構ずる必要がある。（詳細は第

Ⅲ章参照）

自転車教室や交通安全教室については、地域

の実態に応じて、体験を重視した具体的な活動

となるよう配慮するとともに、地域の人材や教

育ボランティアの積極的な活用を図っていくこ

とも必要である。

さらに、運動会等の体育的な行事については、

綿密な計画の下に実施されているにもかかわら

ず、多くの事故が発生しているという現実を踏

まえ、児童の自主的、自発的な活動を助長しな

がら、ルールや集団の規律を身に付けさせると

ともに、準備や後片付けの際の安全などについ

ても十分指導することが大切である。（Ｐ．２４８～

２５５参照）

� 児童会及びクラブ活動における安全指導

児童会・代表委員会で取り上げられるべき議

〈授業改善の方向性〉

□ 生活の中から問題場面を見付け、解決する活

動を取り入れる。

□ 学んだことが実践に生かされるような体験的

な学びを取り入れる。

□ 地域の人材活用を含めた授業形態を工夫する。

□ 地域・家庭との連携を生かした活動を工夫す

る。

自転車教室
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題としては、「校庭での安全な遊びの工夫をしよう」など、学校生活で直面する安全面での問題

が考えられるが、その際には、単に安全に対するきまりや禁止事項をつくることのみにならな

いよう、児童の自主性の伸長にも配慮しなければならない。

そして、指導に当たっては、問題の現状と原因の把握、解決のための方法、実践化を促すた

めの各委員会で行うべき活動などについて話し合わせ、児童が主体的に、安全で楽しい学校生

活を創造できるようにしていくことが必要である。

クラブ活動においては、児童の自発的、自治的な実践活動を通じて、各教科、道徳教育、学

級活動等において学習した安全に対する資質や能力を、一層深化し、実践的なものとするよう

配慮しなければならない。

○ 児童が主体的に学ぶ安全教育

～総合的な学習の時間を生かして主体的に学ぶ安全教育（３年生）～

大洲市立喜多小学校では、自ら危険に気づき、正しく判断して、危険を回避する能力や技能

を育て、積極的に「命を守る」態度を身に付けさせるため、総合的な学習の時間を活用して安

全学習に取り組んでいる。実際に自分たちの目で確かめたり地域の人にインタビューをしたり、

さらに、それを地図にまとめたりする活動を通して、自分たちの生活圏を見直し、危険な場所

の発見と安全な生活の仕方を自ら学ばせている。時間配当は、以下に示す通りである。

総合的な学習の時間で取り組んだ結果、以下のような成果があった。

・ 子どもたちが主体的に取り組める場と時間を確保できた。

・ 地域をより深く知ることができた。児童自身や地域住民、保護者に対して安全な生活や安

全な環境づくりについての啓発活動ができた。

・ 自分たちの調べた危険な場所を、他の地域に住む友だちや他の学年の児童にも紹介できた

ことにより安全な生活への意識が高まった。

時 展 開 学習活動 ね ら い 他教科との関連

１ 導 入

１ テーマや目的、課題解決の
方法について知る。（問題を発
見する力）

・ 自分たちが安心して遊べる
場所や危険な場所について調
べる方法について知る。

社会
「わたしのまち、みんなのまち」

総合的な学習
「冨士山」、「肱 川」

２ 学習課題を設定し、調べる
地域を決める。（楽しい場所・
危険な場所）

・ 地図へのまとめ方や地域の
人にインタビューする方法に
ついて知る。

１ 計 画 ３ 学習計画を立てる。 ・ 見通しをもって学習計画を
立てる。 総合的な学習（課題解決の力）

２

調 査
・
探 求
活 動

４ 地域の調査をしたりインタ
ビューをしたりする。

（主体的に関わる力）
※ 社会科の地域見学も活用す
る。

・ 地域の様子を知る。
・ 見学や地域の人へのインタ
ビューを通して地域での遊び
場の実態を調べる。

社会「じけんやじこがおきたら」
（資料収集能力・社会的な思考
力）
国語（コミュニケーション能力）
道徳（愛郷心）

２ まとめ

５ 調査活動をまとめる。
○ 遊んで楽しい場所、危険な
場所の地図を作る。
○ 伝える方法を工夫する。

・ 必要な情報を選択し、地図
にまとめたりピックアップし
た場所を紹介カードにまとめ
たりする。

社会
「じけんやじこがおきたら」
（資料活用能力・表現力）

２
発表と
まとめ

６ 発表会をする。
○ 自分たちが作った安全マッ
プをもとにグループごとに工
夫して発表する。

・ 発表を通して安全な場所や
危険な場所についての理解を
深め、身の回りの安全につい
て関心を高める。

国語
（話す・聞く力・伝え合う力）
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中学校における安全教育４

中学校における安全教育は，保健体育科の時間はもとより、理科、社会などの教科、道徳、総合

的な学習の時間、特別活動などを通じて、これらの教科等における指導を相互に関連させながら適

切に行うことが必要である。また、家庭や地域社会と連携しつつ、生涯を通じて健康・安全な生活

を送るための基礎が培われるように配慮して行うことが必要である。

新しい学習指導要領（平成２０年告示）においては、そうした方針が明確に示されている。学校安

全関係部分の抜粋を参考までに示すので、それぞれの教科等でどのような内容を指導することにな

るのか、教職員間で共通理解を図ってほしい。

＜参考＞ 新しい中学校学習指導要領 学校安全関係部分抜粋

第１章 総則

第１ 教育課程編成の一般方針

３ 学校における体育・健康に関する指導は，生徒の発達の段階を考慮して，学校の教育活動全体を通

じて適切に行うものとする。特に，学校における食育の推進並びに体力の向上に関する指導，安全に

関する指導及び心身の健康の保持増進に関する指導については，保健体育科の時間はもとより，技術・

家庭科，特別活動などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。また，

それらの指導を通して，家庭や地域社会との連携を図りながら，日常生活において適切な体育・健康

に関する活動の実践を促し，生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよ

う配慮しなければならない。

第２章 各教科

第２節 社会

第２ 各分野の目標及び内容

〔地理的分野〕

２ 内容

� 日本の様々な地域

イ 世界と比べた日本の地域的特色

� 自然環境

世界的視野から日本の地形や気候の特色，海洋に囲まれた日本の国土の特色を理解させると

ともに，国内の地形や気候の特色，自然災害と防災への努力を取り上げ，日本の自然環境に関

する特色を体観させる。

ウ 日本の諸地域

� 自然環境を中核とした考察

地域の地形や気候などの自然環境に関する特色ある事象を中核として，それを人々の生活や

産業などと関連付け，自然環境が地域の人々の生活や産業などと深い関係をもっていることや，

地域の自然災害に応じた防災対策が大切であることなどについて考える。

第４節 理科

第２ 各分野の目標及び内容

〔第２分野〕

２ 内容

� 大地の成り立ちと変化

ア 火山と地震
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� 地震の伝わり方と地球内部の働き

地震の体験や記録を基に，その揺れの大きさや伝わり方の規則性に気付くとともに，地震の

原因を地球内部の働きと関連付けてとらえ，地震に伴う土地の変化の様子を理解すること。

� 自然と人間

イ 自然の恵みと災害

� 自然の恵みと災害

自然がもたらす恵みと災害などについて調べ，これらを多面的，総合的にとらえて，自然と

人間のかかわり方について考察すること。

３ 内容の取扱い

� 内容の�については，次のとおり取り扱うものとする。

イ アの�については，地震の現象面を中心に取り扱い，初期微動継続時間と震源までの距離との

定性的な関係にも触れること。また，「地球内部の働き」については，日本付近のプレートの動き

を扱うこと。

� 内容の�については，次のとおり取り扱うものとする。

ウ イの�については，地球規模でのプレートの動きも扱うこと。また，「災害」については，記録

や資料などを用いて調べ，地域の災害について触れること。

第６節 美術

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

３ 事故防止のため，特に，刃物類，塗料，器具などの使い方の指導と保管，活動場所における安全指

導などを徹底するものとする。

第７節 保健体育

第１ 目標

心と体を一体としてとらえ，運動や健康・安全についての理解と運動の合理的な実践を通して，生

涯にわたって運動に親しむ資質や能力を育てるとともに健康の保持増進のための実践力の育成と体力

の向上を図り，明るく豊かな生活を営む態度を育てる。

第２ 各分野の目標及び内容

〔体育分野 第１学年及び第２学年〕

１ 目標

� 運動の合理的な実践を通して，運動の楽しさや喜びを味わうことができるようにするとともに，

知識や技能を身に付け，運動を豊かに実践することができるようにする。

� 運動を適切に行うことによって，体力を高め，心身の調和的発達を図る。

� 運動における競争や協同の経験を通して，公正に取り組む，互いに協力する，自己の役割を果

たすなどの意欲を育てるとともに，健康・安全に留意し，自己の最善を尽くして運動をする態度

を育てる。

２ 内容

Ａ 体つくり運動

� 体つくり運動に積極的に取り組むとともに，分担した役割を果たそうとすることなどや，健康・

安全に気を配ることができるようにする。

Ｂ 器械運動

� 器械運動に積極的に取り組むとともに，よい演技を認めようとすること，分担した役割を果た

そうとすることなどや，健康・安全に気を配ることができるようにする。

Ｃ 陸上競技

� 陸上競技に積極的に取り組むとともに，勝敗などを認め，ルールやマナーを守ろうとすること，

分担した役割を果たそうとすることなどや，健康・安全に気を配ることができるようにする。

Ｄ 水泳
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� 水泳に積極的に取り組むとともに，勝敗などを認め，ルールやマナーを守ろうとすること，分
担した役割を果たそうとすることなどや，水泳の事故防止に関する心得など健康・安全に気を配
ることができるようにする。

Ｅ 球技
� 球技に積極的に取り組むとともに，フェアなプレイを守ろうとすること，分担した役割を果た

そうとすること，作戦などについての話合いに参加しようとすることなどや，健康・安全に気を
配ることができるようにする。

Ｆ 武道
� 武道に積極的に取り組むとともに，相手を尊重し，伝統的な行動の仕方を守ろうとすること，

分担した役割を果たそうとすることなどや，禁じ技を用いないなど健康・安全に気を配ることが
できるようにする。

Ｇ ダンス
� ダンスに積極的に取り組むとともに，よさを認め合おうとすること，分担した役割を果たそう

とすることなどや，健康・安全に気を配ることができるようにする。
Ｈ 体育理論
� 運動やスポーツの意義や効果などについて理解できるようにする。

ア 運動やスポーツは，身体の発達やその機能の維持，体力の向上などの効果や自信の獲得，ス
トレスの解消などの心理的効果が期待できること。

イ 運動やスポーツは，ルールやマナーについて合意したり，適切な人間関係を築いたりするな
どの社会性を高める効果が期待できること。

ウ 運動やスポーツを行う際は，その特性や目的，発達の段階や体調などを踏まえて運動を選ぶ
など，健康・安全に留意する必要があること。

〔体育分野 第３学年〕
１ 目標

� 運動の合理的な実践を通して，運動の楽しさや喜びを味わうとともに，知識や技能を高め，生
涯にわたって運動を豊かに実践することができるようにする。

� 運動を適切に行うことによって，自己の状況に応じて体力の向上を図る能力を育て，心身の調
和的発達を図る。

� 運動における競争や協同の経験を通して，公正に取り組む，互いに協力する，自己の責任を果
たす，参画するなどの意欲を育てるとともに，健康・安全を確保して，生涯にわたって運動に親
しむことができる態度を育てる。

２ 内容
Ａ 体つくり運動
� 体つくり運動に自主的に取り組むとともに，体力の違いに配慮しようとすること，自己の責任

を果たそうとすることなどや，健康・安全を確保することができるようにする。
Ｂ 器械運動
� 器械運動に自主的に取り組むとともに，よい演技を讃えようとすること，自己の責任を果たそ

うとすることなどや，健康・安全を確保することができるようにする。
Ｃ 陸上競技
� 陸上競技に自主的に取り組むとともに，勝敗などを冷静に受け止め，ルールやマナーを大切に

しようとすること，自己の責任を果たそうとすることなどや，健康・安全を確保することができ
るようにする。

Ｄ 水泳
� 水泳に自主的に取り組むとともに，勝敗などを冷静に受け止め，ルールやマナーを大切にしよ

うとすること，自己の責任を果たそうとすることなどや，水泳の事故防止に関する心得など健康・
安全を確保することができるようにする。

Ｅ 球技
� 球技に自主的に取り組むとともに，フェアなプレイを大切にしようとすること，自己の責任を

果たそうとすること，作戦などについての話合いに貢献しようとすることなどや，健康・安全を
確保することができるようにする。
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Ｆ 武道
� 武道に自主的に取り組むとともに，相手を尊重し，伝統的な行動の仕方を大切にしようとする

こと，自己の責任を果たそうとすることなどや，健康・安全を確保することができるようにする。
Ｇ ダンス
� ダンスに自主的に取り組むとともに，互いの違いやよさを認め合おうとすること，自己の責任

を果たそうとすることなどや，健康・安全を確保することができるようにする。
〔内容の取扱い〕

� 内容の「Ａ体つくり運動」から「Ｈ体育理論」までに示す事項については，次のとおり取り扱
うものとする。
エ 「Ｄ水泳」の�の運動については，第１学年及び第２学年においては，アからエまでの中か

らア又はイのいずれかを含む二を選択して履修できるようにすること。第３学年においては，
アからオまでの中から選択して履修できるようにすること。また，泳法との関連において水中
からのスタート及びターンを取り上げること。なお，水泳の指導については，適切な水泳場の
確保が困難な場合にはこれを扱わないことができるが，水泳の事故防止に関する心得について
は，必ず取り上げること。また，保健分野の応急手当との関連を図ること。

〔保健分野〕
１ 目標

個人生活における健康・安全に関する理解を通して，生涯を通じて自らの健康を適切に管理し，改
善していく資質や能力を育てる。

２ 内容
� 傷害の防止について理解を深めることができるようにする。

ア 交通事故や自然災害などによる傷害は，人的要因や環境要因などがかかわって発生すること。
イ 交通事故などによる傷害の多くは，安全な行動，環境の改善によって防止できること。
ウ 自然災害による傷害は，災害発生時だけでなく，二次災害によっても生じること。また，自

然災害による傷害の多くは，災害に備えておくこと，安全に避難することによって防止できる
こと。

エ 応急手当を適切に行うことによって，傷害の悪化を防止することができること。また，応急
手当には，心肺蘇生等があること。

３ 内容の取扱い
� 内容の�のエについては，包帯法，止血法など傷害時の応急手当も取り扱い，実習を行うものと

する。また，効果的な指導を行うため，水泳など体育分野の内容との関連を図るものとする。

第８節 技術・家庭
第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

３ 実習の指導に当たっては，施設・設備の安全管理に配慮し，学習環境を整備するとともに，火気，
用具，材料などの取扱いに注意して事故防止の指導を徹底し，安全と衛生に十分留意するものとする。

第３章 道徳
第２ 内容

道徳の時間を要として学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の内容は，次のとおりとする。
１ 主として自分自身に関すること。
� 望ましい生活習慣を身に付け，心身の健康の増進を図り，節度を守り節制に心掛け調和のある生

活をする。
２ 主として他の人とのかかわりに関すること。
� 温かい人間愛の精神を深め，他の人々に対し思いやりの心をもつ。

３ 主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること。
� 生命の尊さを理解し，かけがえのない自他の生命を尊重する。

第４章 総合的な学習の時間
第３ 指導計画の作成と内容の取扱い
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� 学習活動については，学校の実態に応じて，例えば国際理解，情報，環境，福祉・健康などの横

断的・総合的な課題についての学習活動，生徒の興味・関心に基づく課題についての学習活動，地

域や学校の特色に応じた課題についての学習活動，職業や自己の将来に関する学習活動などを行う

こと。

第５章 特別活動

第２ 各活動・学校行事の目標及び内容

〔学級活動〕

２ 内容

� 適応と成長及び健康安全

キ 心身ともに健康で安全な生活態度や習慣の形成

〔学校行事〕

２ 内容

� 健康安全・体育的行事

心身の健全な発達や健康の保持増進などについての理解を深め，安全な行動や規律ある集団行動

の体得，運動に親しむ態度の育成，責任感や連帯感のかん養，体力の向上などに資するような活動

を行うこと。

（１）安全教育における重点事項

・ 交通安全や日常生活に関して安全な行動を積極的にとることができるようにする。

・ 応急手当の技能を身に付けたり、防災への日常の備えや的確な避難行動ができるようにす

る。

・ 他者の安全に配慮するとともに、自他の安全に対する責任感を育成する。

・ 学校、地域の防災や災害時のボランティア活動の大切さについて理解し、参加できるよう

にする。

安全教育の実施項目については、次頁のような例が考えられる。なお、実施に当たっては、中学

校学習指導要領（Ｐ．２２１～２２３）、個々の生徒の状況、学校内外の環境、実際に発生している事故・災

害（Ｐ．１６０～１６１）等を十分踏まえることが必要である。
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① 生活安全に関する内容例

② 交通安全に関する内容例

③ 災害安全に関する内容例

学校生活における危険と安全確保
運動会、体育的行事、集団宿泊的
行事における危険と安全確保

犯罪被害の危険と安全確保

携帯電話やインターネットによる
犯罪被害の防止と適切な利用法

交通法規の正しい理解と遵守 自転車の点検整備と正しい乗り方

交通機関利用時の安全な行動 交通事故の責任

火災発生時における危険の理解と
安全な行動

地震発生時の危険の理解と安全な
行動
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中学生の事故・災害の発生事例

【生活安全】

・ 休憩時間中、追いかけっこしていた際、勢い余って窓ガラスを突き破り、ガラスの破片が

右胸に刺さった。

・ 休憩時間中、急いで掃除に行くため廊下を走っていた際、雨のため滑りやすくなっていた

ため転び、出入口の戸の角に足を打ちつけた。

・ 清掃中、ごみを捨てに行く際、ゴミの中に混ざっていたガラスで太ももを負傷した。

・ 理科の授業中、過酸化水素を加熱して酸素を発生させる実験の際、熱していたガラス製の

試験管が破裂して、破片が右眼に刺さった。

・ 技術・家庭科の授業中、釘をバールで抜こうとした際、抜けきる前に釘の頭をバールの先

に引っ掛けて引き上げたため、誤ってバールの先で右眼を突いた。

・ 保健体育の授業中、ウォーミングアップとして５００ｍを走った後に持久走をした際、スター

トから３００ｍほど走ったところで、突然ふらつき崩れるように転倒した。

・ 保健体育の授業中、マット運動で首跳ね起きの練習の際、勢い余って床で顔面を打った。

・ 保健体育の授業中、サッカーをしていた際、相手の蹴ったボールが右眼に当たった。

・ 保健体育の授業中、ソフトボールをしていた際、打ったバッターが投げたバットが口に当

たった。

・ 柔道の部活動中、相手選手に大外刈りで投げられた際、畳で後頭部を強く打った。

・ 水泳の部活動中、スタート練習の際、腰が高くなりほぼ直角に入水したため、頭頂部をプー

ルの底で強打した。

・ 野球の部活動中、フライを追いかけて走っていた際、サッカーのゴールポストに気付かず、

前頭部からぶつかった。

・ 修学旅行中、宿泊先のホテルで、２階の自分の部屋からベランダ伝いに友人の部屋に行こ

うとし、約８ｍ下に落下した。

・ 運動会のムカデ競争の練習中、足が合わなくなって転んだ際、顔面を地面で強打した。

⇒ 発生事例を踏まえ指導すべき事項

○ 教科等で使用する用具、機械については、安全面に配慮して取り扱うことができるようにす

る。

○ 学校生活の中で、危険が生じる可能性がある場所や事物を把握し、安全に行動したり、環境

を改善したりできるようにする。

○ 体力や体調に応じた取り組みができるようにする。

○ 水泳の事故防止に関する心得を守ることができるようにする。

○ 応急手当ができるようにする。
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【交通安全】

・ 徒歩で登校中、車同士の衝突事故の際、倒されたカーブミラーの支柱が、頭部を直撃した。

・ 徒歩で下校中、自動車のサイドミラーに引っ掛けられ、転倒して後頭部を道路で強打した。

・ 部活動終了後の帰宅中、通行中の軽トラックの積荷がくずれ、頭部に当たった。

・ 自転車で登校中、路側帯を走行していたが、わき見運転したトラックが路側帯によったた

め正面から衝突した。

・ 自転車で登校中、下り坂を走行の際、向かい側からきた車に気付き急ブレーキをかけたが

転倒し、車で全身を強打した。

・ 自転車で下校中、前輪に足をはさみ、前方へ一回転して顎を強打した。

⇒ 発生事例を踏まえ指導すべき事項

○ 交通事故を防止するために必要なことについて理解を深め、安全に行動できるようにする。

【災害安全】

・ 玄関のドアを開け校舎内に入ったところ、台風の突風によって玄関ドアが急激に閉まり、

指を挟んだ。

・ 登校中、大雨で増水した川に転落した。

⇒ 発生事例を踏まえ指導すべき事項

○ 災害時における安全な行動を、訓練を通じて身に付けられるようにする。

○ 身近な地域において、災害時に危険が生じる可能性がある場所等について理解を深める。

（日本スポーツ振興センター死亡・傷害事例集を参考に作成）
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（２）安全教育の進め方
① 発達段階への配慮

思春期を迎える中学生期は、心身共に大きな変化を示す時期であり、生徒は自分自身を「子

どもではない」ととらえ、大人から子ども扱いされることに反発心を持つとともに、背伸びを

して大人っぽい行動を顕示しようとする。また、これまで身に付けてきた慣習や道徳、社会規

範などにあえて反発する者も現れる。

他方、論理的に考える力も伸びてくるので、一つ

一つ明確な理由を示し理にかなった教育を行えば、

効果的である。

○ 中学生の特徴と問題点

ア 中学生には危険な行為についてき然とした態度

で指導した上で、規則を守ることの強制や、指示

的指導ばかりでなく、安全規則を遵守することの

意義や安全な行動をとる必要性を明示し、理解を

促していくことが大切である。

イ 中学生の「子どもではない」という意識を考慮

するならば、「大人になりつつある存在」として認

め、教師や保護者が人生の先輩として助言してい

くというような姿勢をとることが効果的である。

ウ 仲間の圧力（ピア・プレッシャー）は、中学生

の行動を左右する重要な要因となる。仲間はずれ

にされることを恐れるあまり、危険と知りつつも、

仲間の前であえて危険に身をさらしたり、他人を

危険にさらすこともある。

このため、様々な場面において安全を確保する

ためには、どのような行動が可能か、どのような

行動を選択するのが望ましいのか、判断できる能

力を身に付けさせることが必要である。

② 関連教科等における安全学習

保健体育科の「保健」分野においては、自然災害

や交通事故などに伴う障害の防止や、応急手当等に

ついて、理解を深めることができるようにすること

としている。

また、「体育」分野では、安全な生活の前提となる

体力の向上を図り、互いに協力して取り組むこと、

水泳の事故防止に関する心得を含め、健康・安全を

確保することができるようにすることとしている。

ウォークマンを聞きながら運転

１６２



さらに、「社会」においては自然災害に応じた防災対策が大切であること、「理科」においては

自然がもたらす災害について調べること、「美術」や「技術・家庭」においては器具の使い方の

指導と保管、事故防止の指導を徹底することなど、各教科においても安全教育の視点に立ち、

さまざまな機会をとらえて安全についての知識や能力を習得させることとしている。

総合的な学習の時間においても、安全に関するテーマを積極的に取り上げることが望まれる。

その際には、各教科等との有機的な連携を図る必要がある。

③ 道徳の時間における取り扱い

道徳の時間においては、生命の尊重、遵法の精神や公徳心、公共心など安全な生活を営むの

に必要な基本的な内容について取り扱う必要がある。

④ 学級活動における安全指導

学級活動における安全指導のねらい

・ 学校内外を含めた自分の生活行動を見直し、安全に配慮するとともに、危険を予測し、

的確に行動できる能力や態度を養う。

・ 自然災害や防犯に対して、適切な行動がとれるような能力や態度を養う。

学級活動では、生活安全や交通安全に関すること、災害時の安全や防犯に関すること、生命

の尊重に関すること、環境整備に関することを取り上げていくことが必要である。

特に交通安全については、自転車乗車中に交通事故に遭うことが多くなっていることを踏ま

え、交通安全に対する意識を高めさせるとともに、道路を通行する場合は、思いやりをもって、

自己の安全ばかりでなく、他の人々の安全にも配慮することの重要性を理解させなければなら

ない。

また、応急手当の技能を身に付けたり（第Ⅳ章３参照）、学校、地域の防災や災害時のボラン

ティア活動の大切さについても理解を深め、参加できるようにすることが大切である。

危険予測訓練の例 （Ｐ．２１０～２１５参照）

応急手当の実習

この後、どんな危険が予測されますか。

絵を見て予測される危険（※）について発表させる。
※ 右側から車が来て、衝突するかもしれない。

左側から小学生が飛び出すかもしれない。
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その際には、「学級活動」という限られた時間の中で、指導効果を高めるために、絶えず授業

改善を図っていくことが求められる。

そして、指導計画の作成に当たっては、季節ごとの状況（特に夏季休業前）や、学校行事の

計画、あるいは、生徒の事故の発生状況などを踏まえ、１単位時間で行う指導と、朝の会や終

わりの会などでの日常の指導を組み合わせて十分な指導を行うことができるよう、配慮してい

くことが必要である。

⑤ 学校行事における安全指導

学校行事では、安全で規律ある行動の体得をねらい

として、避難・防災訓練や交通安全教室等が実施され

ている。特に、避難訓練については、火災・震災対策

に加えて、不審者への対策を取り上げる防犯教育が必

要である。（詳細は第Ⅲ章参照）

また、交通安全意識を高めるための交通安全教室で

は、地域の実態に応じて、体験を重視した具体的な内容

となるよう配慮するとともに、地域の人材や教育ボラ

ンティアの積極的な活用を図っていくことも必要である。

体育的行事については、綿密な計画の下に実施され

ているにもかかわらず多くの事故が発生していること

を踏まえ、生徒の自主的、自発的活動を助長しながら、

ルールや集団の規律を身に付けさせるとともに、準備

や後片付けの安全についても十分指導することが大切

である。（Ｐ．２４８～２５５参照）

⑥ 生徒会活動及び部活動における安全指導

ア 生徒会活動

生徒会活動では、例えば、学校における事故、登下校時の交通事故の防止等について話し

合い、基本的な行動目標を決定し、委員会活動等で具体的な実践活動を行うことが重要であ

る。その際、単に安全に関する決まりや禁止事項を作って生徒に押しつけることのないよう

に十分配慮しなければならない。

イ 部活動

部活動は、学校において計画する教育活動であり、

学校管理下の活動として、施設設備の安全管理とも関

連させ、生徒の発達段階に配慮しながら、安全な活動

（体調管理、水分補給、起こりうる事故を予知する力

の育成等）の仕方について適切に指導する必要がある。

また、適切に休養日や練習時間を設定していくこと

が、事故防止の上でも重要である。（Ｐ．２５５～２５６参照）

自転車点検

騎馬が崩れて

熱中症でダウン（Ｐ．９８参照）
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○ 今後の運動部活動の在り方（文部省）平成９年１２月

１ 基本的考え方
□ 生徒の個性の尊重と柔軟な運営
□ 生徒の生活のバランスの確保
□ 開かれた運動部活動
２ 運動部活動における休養日等の設定例

□ 中学校の運動部では、学期中は週当たり２日以上休養日を設定。
□ 練習試合や大会への参加など土曜日や日曜日に活動をする必要がある場合は、休養日を

他の曜日で確保。
□ 土曜日や日曜日の活動については、子どもの「ゆとり」を確保し、家族や部員以外の友

達、地域の人々などとより触れ合えるようにするという学校週５日制の趣旨に適切に配慮。
□ 長期休業中の活動については、上記の学期中の休養日の設定に準じた扱いを行うととも

に、ある程度長期のまとまった休養日を設け、生徒に十分な休養を与える。
□ 効率的な練習を行い、長くても平日は２～３時間程度以内、土曜日や日曜日に実施する

場合でも３～４時間程度以内で練習を終えることを目処とする。
長期休業中の練習についても、これに準ずる。

○ スポーツ振興基本計画（文部科学省）平成１８年９月改定（平成１２年９月告示）

運動部活動の運営の改善
□ 児童生徒が豊かな学校生活を送りながら人格的に成長していくという運動部活動の基本

的意義を踏まえ、例えば、一部に見られる勝利至上主義的な運動部活動の在り方を見直す
など、児童生徒の主体性を尊重した運営に努めること。

□ スポーツに関する多様なニーズに応える観点からは、例えば、競技志向や楽しみ志向等
の志向の違いに対応したり、一人の児童生徒が複数の運動部に所属することを認めるなど、
柔軟な運営に努めること。

□ バランスのとれた生活やスポーツ傷害を予防する観点から、学校段階に応じて、年間を
通じての練習日数や１日当たりの練習時間を適切に設定すること。

□ 学校週５日制の趣旨も踏まえて、児童生徒が学校外の多様な活動を行ったり、体を休め
たりできるよう、例えば、全国学校体育大会や都道府県学校体育大会等の試合期を除いて、
学校や地域の実態等に応じ土曜日や日曜日等を休養日とするなど、適切な運営に努めるこ
と。

□ 合同練習や定期的な交流大会で異校種間も含めた学校間の連携を図るなど、運動部活動
の活性化に努めること。
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高等学校における安全教育５

（１）安全教育における重点事項

安全教育の実施項目については、次頁のような例が考えられる。なお、実施に当たっては、高等

学校学習指導要領（Ｐ．２２４～２２７）、個々の生徒の状況や、学校内外の環境、実際に発生している事故・

災害（Ｐ．１６８～１６９）等を十分踏まえることが必要である。

・ 自らの安全の確保はもとより、友人や家族、地域社会の人々の安全にも貢献することの大

切さについて一層理解を深める。

・ 心肺蘇生法（ガイドライン２００５準拠）などの応急手当の技能を高め、適切な手当が実施で

きるようにする。

・ 安全で安心な社会づくりへの理解を深めるとともに、地域の安全に関する活動や災害時の

ボランティア活動等に積極的に参加できるようにする。
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① 生活安全に関する内容例

② 交通安全に関する内容例

③ 災害安全に関する内容例

学校生活における危険と安全確保
運動会、体育的行事、集団宿泊的
行事における危険と安全確保

犯罪被害の危険と安全確保のため
の適切な行動

携帯電話やインターネットによる
犯罪被害の防止と適切な利用法

二輪車の特性の理解と安全な利用 踏切での危険の理解と安全な行動

交通事故の責任 火災発生時における危険の理解と
安全な行動

地震・津波発生時における危険の
理解と安全な行動

風水（雪）害、落雷等の気象災害
発生時の危険の理解と安全な行動

放射線の理解と原子力災害発生時
の安全な行動
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高校生の事故・災害の発生事例

【生活安全】

・ 清掃中、３階の窓の外に出てゴミをとっていて誤って転落した。

・ インターンシップにおいて、プレス加工の作業中、誤って足でプレス機を作動させてしま

い、左手人差指が機械に挟まれ負傷した。

・ 体育の授業でサッカーのゴールポストを移動しようとして、飛びついたら倒れてきて下敷

きとなった。

・ 体育の授業でソフトボールをしていて、バッターが打ったファールチップがマスクをして

いないキャッチャーの顔に当たった。

・ 体育の授業中、バスケットボールをしていて、ジャンプして降りたとき、横にいた生徒の

足の上に降りて、足を負傷した。

・ バレーボールの試合中、レシーブで手を伸ばして滑り込んだ際、歯が床にぶつかり前歯を

破折した。

・ 体育の授業でマラソン大会練習として学校の外周道路を走っていて、数キロ走ったところ

で立ち止まり、崩れるように倒れた。

・ 野球部の練習中、フリーバッティングのピッチングマシンの球入れをしていて、打球が頭

部に当たった。

・ ラグビー部のスクラム練習中、スクラムが崩れ、頸部を負傷した。

・ ラグビー部の練習試合中、胸の辺りにタックルを受け、そのまま左側面から倒れ、「肩が痛

い」と言った後、呼吸停止となった。

・ ハンドボール部の練習中、キーパーをしていてシュートされたボールが顔面に当たった。

・ 夏休み中の野球部の練習中、部員が熱中症でふらふらと倒れ、意識不明となった。

・ 運動会の棒倒し競技で、突進を止めようとして、立ちはだかったところ、相手に腹部をけ

られ、その場に倒れ込んだ。

・ 運動会で二人三脚をしていて倒れ、手をついて、手首を負傷した。

・ クラスマッチでサッカーの試合中、ゴールキーパーをしていて、ゴールポストに衝突して

負傷した。

・ スキー教室で２名が転倒し、生徒が他方の生徒のスキーブーツに歯をぶつけた。

・ 修学旅行中、旅館の屋根の上で花火をしていて、誤って転落した。

⇒ 発生事例を踏まえ指導すべき事項

○ 教科等で使用する用具、機械については、安全面に配慮して取り扱うことができるようにす

る。

○ 学校生活の中で、危険が生じる可能性がある場所や事物を把握し、安全に行動したり、環境

を改善したりできるようにする。

○ 体力や体調に応じた取り組みができるようにする。

○ 応急手当ができるようにする。
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【交通安全】

・ 登校中、横断歩道を青信号で渡っていて右折車にはねられた。

・ 登校中、父の運転する車で送ってもらい、右折しようとして直進車と衝突した。

・ 列車通学の生徒が、プラットホームの端から誤って転落した。

・ 自転車で登校中、歩道から車道に飛び出し右側通行をし、対向のバイクに衝突した。

・ 自転車で登校中、渋滞している車の間を抜けて国道を横断しようとして対向してきた乗用

車にはねられた。

・ 自転車走行中、道路左側の子どもを避けようと中央に寄ったところ、対向のトラックに正

面からぶつかった。

・ 自転車で、遮断機のない踏切を渡ろうとして列車にはねられた。

・ バイクで登校中、カーブでセンターラインをオーバーし、乗用車と衝突した。

・ バイクで下校中、センターライン付近から右折しようとして、直進車と衝突した。

⇒ 発生事例を踏まえ指導すべき事項

○ 通学路における危険や、自転車に関する基本的な交通ルールについて理解を深め、安全に登

下校できるようにする。

【災害安全】

・ 強力な台風の突風で窓ガラスが突然割れ、破損したガラスが教室内に飛び散り負傷した。

・ 自転車で登校中、風にあおられ、誤って増水した川に転落した。

⇒ 発生事例を踏まえ指導すべき事項

○ 災害時における安全な行動を、訓練を通じて身に付けられるようにする。

○ 身近な地域において、災害時に危険が生じる可能性がある場所等について理解を深める。

（日本スポーツ振興センター死亡・傷害事例集を参考に作成）

（２）安全教育の進め方
① 発達段階への配慮

高校生は、中学生と比べると、「子どもではない」という意識から生じる大人への強い反発心

は沈静化し、「自分らしい生き方」を模索するようにもなる。また、冒険心などから生まれる子

どもっぽい危険行動は少なくなってくる反面、二輪車や自動車などを運転することに強い興味

や関心をもつようになる。

○ 高校生期の特徴と問題点

ア 高校生期は社会にでる前に組織的かつ系統的に安全教育を行うことができる最後の機会で
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あり、自他の安全の確保という社会貢献的な側面を

示すなど、より大きな視点に立って行うことが必要

となる。

その際、高校生自身が地域社会における各種交通

安全の催しや、災害時のボランティア活動に取り組

むことは、社会人としての自覚を高め、より広い視

野から安全をとらえる好機となる。

イ 高校生の時期には、「被害者にならないための教育」

と同時に「加害者にならないための教育」が具体的

に求められる。交通社会人の一員としての役割意識

をもたせたり、幼児や高齢者、障害のある人などに

配慮することの必要性を強調することも、「加害者に

ならないための教育」につながる。

② 関連教科等による安全学習

ア 保健体育科における科目「保健」の「現代社会と

健康」

・「交通安全」

交通事故を防止するためには、車両の特性の理解、

安全な運転や歩行など適切な行動、自他の生命を尊

重する態度及び交通環境の整備が重要であること。

交通事故には責任や補償問題が生じること。

・「応急手当」

傷害や疾病に際しては、心肺蘇生法（ガイドライ

ン２００５準拠）などの応急手当を行うことが重要であ

ること。

応急手当には正しい手順があること。

イ その他の教科、領域

体育や、理科、家庭科等においても、その指導を通じて、安全についての知識や技能を習

得できるようにする。

ウ 総合的な学習の時間

総合的な学習の時間においては、各学校の判断により、安全に関するテーマを取り上げる

ことも可能であり、実際に起きた事故災害をもとに展開するなど、積極的な実施が望まれる。

その際には、各教科との有機的な関連を図る必要がある。

③ ホームルーム活動における安全指導

ホームルーム活動では、生活安全や交通安全に関すること、災害時の安全や防犯に関するこ

と、環境整備に関することを取り上げ、学校内外を含めた自分の生活行動を見直し、安全に配

災害ボランティアとして活動する高校生（新居浜）

※この場合、危険な運転をしていて、相手を傷
つけたとして重過失傷害の罪に問われる可能性
もある。

ダミーを使った心肺蘇生法の実習
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慮するとともに、危険を予測できる力や、的確に行

動できる力を高めていくことが必要である。

特に交通安全については、高校生の年齢では自転

車や二輪車による交通事故が多いこと、自動車の運

転や同乗中の事故が少なくないことを踏まえ、社会

の一員としての自覚と社会的責任の意識を高める指

導を行うことが重要である。また、実践力の育成に

つながるような指導の工夫が必要である。（Ｐ．２１０～

２１５参照）

その際には、「ホームルーム活動」という限られた

時間の中で、指導効果を高めるために、絶えず授業

改善を図っていくことが求められる。

そして、指導計画の作成に当たっては、季節ごと

の状況（特に夏季休業前）や、学校行事の計画、あ

るいは、生徒の事故の発生状況などを踏まえ、１単

位時間で行う指導と、ショートホームルームなどで

の日常の指導を組み合わせて十分な指導を行うこと

ができるよう、配慮していくことが必要である。

④ 学校行事における安全指導

学校行事では、安全で規律ある行動の体得をねら

いとして、避難・防災訓練が実施されている。特に、

避難訓練については、火災・震災対策に加えて、不

審者への対策を取り上げる必要がある。（詳細は第Ⅲ

章参照）

また、交通安全意識を高めるための交通安全教室

では、地域の実態に応じて、体験を重視した具体的

な内容となるよう配慮するとともに、地域の人材や教育ボランティアの積極的な活用を図って

いくことも必要である。

体育的行事については、綿密な計画の下に実施されているにもかかわらず多くの事故が発生

していることを踏まえ、生徒の自主的、自発的活動を助長しながら、ルールや集団の規律を身

に付けさせるとともに、準備や後片付けの安全についても十分指導することが大切である。

（Ｐ．２４８～２５５参照）

危険予測訓練の例

この後、どんな危険が予測されますか。

絵を見て予測される危険（※）について発表させる。
※センターラインをオーバーして対向車

と衝突する。
スピードを出しすぎカーブでスリップ
して転倒する。

地震体験車による地震シミュレーション
を取り入れた総合防災訓練
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○ Safety Action 21～高校生の交通安全教育（高校教師用参考資料）について～

このテキストは、ホームルームなどの授業の中で、免許取得年齢に達する高校生を対象に、

生涯を通してよい交通社会人となるため、体系的な交通安全教育を行えるように開発された。

１学年で７～８時間、３学年で２１項目の学習ができるように作られおり、学年ごとにその年

齢で問題となる事故に対応した内容を取り上げ、「ワークシート」を核にし、生徒と先生がコミュ

ニケーションを取りながら授業を進める教育手法をとっている。

また、２１項目はすべて「指導展開案」「ワークシート」「ワークシートの回答」「先生用の資料」

「専門家のコラム」の５つのパートで構成され、交通安全教育をはじめて教える先生方でも充

実した内容で授業を進められるように組み立てられており、テキスト等を「社団法人日本自動

車工業会」のホームページからダウンロードできる。

（アドレス）http : //www.jama.or.jp/cgi－bin/SaftyAction/download.pl?mode=teacher

○ 西条地区５高等学校合同防犯ボランティアクラブ「Ｃ．Ａ．Ｐ．」の活動

【未成年の飲酒・喫煙防止のポスターを酒販店
の方に手渡すＣ．Ａ．Ｐ．会員】

１ Ｃ．Ａ．Ｐ．（シーエーピー）の意味

Ｃ．Ａ．Ｐ．会員（１８名の高校生）の発案により、Culture（文化）、Area（地域）、Protecter

（守護者）を表す英語の頭文字をとったもので、市町村合併によりひとつとなる東予・周桑

地域とその文化を、そこに住む自分たちの力で守り、更にその活動の中からお互いの友情を

育てていこうという気持ちを込めたものである。

２ 活動目標

街頭犯罪をはじめとする諸犯罪が多発している現状を見据え、自分たちが生活する故郷の

大切さを実感し、自分たち自身がボランティア活動を行うことにより、犯罪や事故のない「安

全で安心な町にする」ことを目標とする。

３ 活動内容

� 性犯罪や街頭犯罪などの発生が予想さ

れる危険箇所のチェック活動

� 警察官・少年警察協助員、防犯相談所

長、自治体委嘱補導委員との共同防犯パ

トロール

� 防犯意識の高揚等の広報啓発活動

４ 活動成果の一例

� 旧東予市に対して、防犯灯が無く歩行

に不安を感じた２カ所と、夜間利用でき

ない暗い大曲公園の公衆トイレの計３カ

所に防犯灯設置を要望し、設置された。

� 高校生の自転車の鍵掛けが定着し、自転車盗難の被害が減少してきている。
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⑤ 生徒会活動及び部活動における安全指導

ア 生徒会活動

生徒会活動では、学校生活の充実や改善向上を図る

ための生徒会総会や各種の委員会活動はもとより、生

徒の諸活動の連絡調整に関する活動、さらに学校行事

の企画・運営に協力する活動などがある。

また、ボランティア活動など教育的価値をもつ社会

活動への参加や協力、他校との交流や地域の人々との

幅広い交流など、学校外における活動にも積極的に参

加することは重要である。

イ 部活動

部活動は、学校において計画する教育活動であり、

学校管理下の活動として、施設設備の安全管理とも関

連させ、安全な活動（体調管理や水分補給等）の仕方

について適切に指導する必要がある。

また、適切に休養日や練習時間を設定していくこと

が事故防止の上でも重要である。（Ｐ．２５５～２５６参照）

○ 今後の運動部活動の在り方（文部省）平成９年１２月

１ 基本的考え方

□ 生徒の個性の尊重と柔軟な運営

□ 生徒の生活のバランスの確保

□ 開かれた運動部活動

２ 運動部活動における休養日等の設定例

□ 高等学校の運動部では、学期中は週当たり１日以上休養日を設定。

□ 練習試合や大会への参加など土曜日や日曜日に活動をする必要がある場合は、休養日を

他の曜日で確保。

□ 土曜日や日曜日の活動については、子どもの「ゆとり」を確保し、家族や部員以外の友

達、地域の人々などとより触れ合えるようにするという学校週５日制の趣旨に適切に配慮。

□ 長期休業中の活動については、上記の学期中の休養日の設定に準じた扱いを行うととも

に、ある程度長期のまとまった休養日を設け、生徒に十分な休養を与える。

□ 効率的な練習を行い、長くても平日は２～３時間程度以内、土曜日や日曜日に実施する

場合でも３～４時間程度以内で練習を終えることを目処とする。

長期休業中の練習についても、これに準ずる。

交通茶屋で「事故ゼロ」を呼びかけ

スクラムが崩れて
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○ スポーツ振興基本計画（文部科学省）平成１８年９月改定（平成１２年９月告示）

運動部活動の運営の改善

□ 児童生徒が豊かな学校生活を送りながら人格的に成長していくという運動部活動の基本的

意義を踏まえ、例えば、一部に見られる勝利至上主義的な運動部活動の在り方を見直すなど、

児童生徒の主体性を尊重した運営に努めること。

□ スポーツに関する多様なニーズに応える観点からは、例えば、競技志向や楽しみ志向等の

志向の違いに対応したり、一人の児童生徒が複数の運動部に所属することを認めるなど、柔

軟な運営に努めること。

□ バランスのとれた生活やスポーツ傷害を予防する観点から、学校段階に応じて、年間を通

じての練習日数や１日当たりの練習時間を適切に設定すること。

□ 学校週５日制の趣旨も踏まえて、児童生徒が学校外の多様な活動を行ったり、体を休めた

りできるよう、例えば、全国学校体育大会や都道府県学校体育大会等の試合期を除いて、学

校や地域の実態等に応じ土曜日や日曜日等を休養日とするなど、適切な運営に努めること。

□ 合同練習や定期的な交流大会で異校種間も含めた学校間の連携を図るなど、運動部活動の

活性化に努めること。
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特別支援学校における安全教育６

（１）安全教育における重点事項

・ 幼稚園、小学校、中学校及び高等学校における安全教育のねらいを踏まえ、児童生徒等の

障害の状態、発達段階、特性及び地域の実態等に応じて、自ら危険な場所や状況を予測・回

避したり、必要な場合には援助を求めることができるようにする。

安全教育の実施項目については、次のような例が考えられる。実施に当たっては、盲学校、聾学

校及び養護学校学習指導要領（Ｐ．２１８～２２０）、一人一人の障害の状況や発達段階、前述の幼稚園・小

学校・中学校・高等学校における安全教育の内容、事故事例等に十分配慮することが必要である。

① 生活安全に関する内容

学校生活における危険と安全確保 遠足・旅行の危険と安全確保

踏切での危険と安全確保 自動車乗車時の安全な行動

火災発生時の危険と安全確保 地震時の危険と安全確保

② 交通安全に関する内容

③ 災害安全に関する内容
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（２）安全教育の進め方
① 障害のある児童生徒等への配慮

障害には、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、言語障害、自閉症、情緒障

害、学習障害、注意欠陥多動性障害があり、近年、児童生徒等の障害は重度・重複化、多様化

してきている。特別支援学校における安全教育は、基本的には、幼稚園、小学校、中学校、高

等学校における考え方と同じであるが、児童生徒等の障害の種別、程度及び発達段階に即して

具体的、個別的な指導を積み重ねる必要がある。障害のある児童生徒等が、自ら安全に行動す

るためには、次のことが重要である。

ア 冷静に考える力、前後の事情を総合して物事を判断する力を育成すること。

イ 話し言葉に限らず、表情や身振り、手話や指文字、コンピュータなどの情報機器や文字カー

ド・絵カードなどの道具等を使ってコミュニケーションを図る力を育成すること。

ウ その人独特の技術や能力などを育成し、学校生活や社会生活の中で安全に行動できる態度

を身に付けていくこと。

障害のある児童生徒等が安全な生活を送るためには、

・ 危険を認知する能力

・ 瞬発力など危険を回避する能力

・ 危険を予測する能力

の育成を図り、地震や火災等の緊急時に、冷静かつ適切な行動をとることができるようにする

ことが必要である。また、緊急時における避難経路や避難場所への誘導及び介助の方法などの

マニュアルを作成するとともに、緊急時に自ら情報の発信や受信ができる力を身に付けさせる

ことが不可欠である。

○ 特別支援学校の特徴と問題点

ア 幅広い年齢層と多様な幼児児童生徒

特別支援学校には、幼稚部の幼児から高等部専攻科の成人まで幅広い年齢層の児童生徒等

が在籍し、生活経験や生活習慣、事故や災害に関する知識、防災・防犯などの安全に関する

意識の程度の差が大きい。また、同年齢の児童生徒等においても、障害の種類や程度、発達

段階は様々で、環境認知、行動特性も様々である。そのため、安全教育は、より具体的で個

別的に進めなければならないし、事故・災害発生時の教職員の対応は、それぞれの児童生徒

等に応じた個別的な対処が必要となる。

イ 広域な通学区域と多様な通学方法

特別支援学校の通学区域は、広範囲にわたる学校がほとんどで、児童生徒等の通学方法も

多岐にわたっている。家庭からＪＲや路線バスなどの公共交通機関を単独または保護者同伴

で利用しているものもあれば、自家用車やスクールバスで通学している児童生徒もいる。ま

た、平日は寄宿舎から通学し、週末は家庭で過ごすため帰省するものもいる。地震等の自然

災害時には、保護者への連絡、確認などきめ細かな対応が必要となる。
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ウ 施設や家庭等との連携

特別支援学校では、福祉施設等に隣接している学校や、病院や施設に入院・入所している

児童生徒を訪問したり、学校へ通学できない児童生徒のために家庭へ訪問したりする訪問教

育などを実施している。このような教育環境においては、関係機関や家庭との連携による安

全管理、安全教育が必要となる。

② 関連教科等による安全学習

ア 幼稚部

幼稚部では、日常の生活の中で十分に体を動かし、遊ぶことを通して、危険な場所や事物、

状況などを理解させたり、その時にどうしたらよいかを体験し、学びとらせていくことが大

切である。

イ 小学部・中学部

小学部・中学部では、児童生徒の実態に即して学習環境を整えるなど、安全に留意し、児

童生徒が危険な場所や状況を把握したり、判断したり、予測したり、回避したりすることが

できるようにすることが大切である。特に知的障害者を教育する特別支援学校の小学部生活

科では次のことを指導する。

「危険防止」

・ 危ないことや危険な場所について知る。

・ 場所や状況に応じて自分の身を守る適切な行動をとる。

・ 道具の正しい使い方を知る。

「交通安全」

・ 安全に気を付けながら通行することや道路を横断すること。

・ 信号や標識の意味を知っておくこと。

「避難訓練」

・ 訓練の重要性を知ること。

・ 教職員の指示に従って避難すること。

・ 災害時に適切な行動ができるようにすること。

ウ 高等部

卒業後の社会自立を目指す高等部では、学校の教育活動全体を通じて安全教育を進めなけ

ればならない。特に知的障害者を教育する特別支援学校では、保健体育科の健康・安全に関

する内容を中心に、社会科、理科、職業科、家庭科において、地域の自然や生活、災害や公

害、身近な道具や器具などの安全な使用について指導する。

また、中学部保健体育科では、施設や用具の安全な使い方を知り、けがのないように気を

付けて行動することができるように指導する。

③ 学級（ホームルーム）活動における安全指導

特別支援学校における学級（ホームルーム）活動は、障害のある児童生徒等が自立し、社会
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参加するための中心的な役割をもつものであり、安全指導において最も実践的で具体的な指導

が展開される場である。したがって、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の内容を踏まえ、

事故災害から積極的に身を守る態度を養い、生涯を通じて健康で安全な生活を送るための基礎

を培うために、一人一人の障害の状態等に応じたきめ細かな指導が必要である。

その際には、「学級（ホームルーム）活動」という限られた時間の中で、指導効果を高めるた

めに、絶えず授業改善を図っていくことが求められる。

そして、指導計画の作成に当たっては、季節ごとの状況（特に夏季休業前）や、学校行事の

計画、あるいは、児童の事故の発生状況などを踏まえ、１単位時間で行う指導と、朝の会や終

わりの会などでの日常の指導を組み合わせて十分な指導ができるよう、配慮していくことが必

要である。

④ 学校行事における安全指導

学校行事では、安全な行動と集団での行動の仕方の体得をねらいとして、交通安全教室、自

転車教室、避難訓練などが実施されている。

特に、避難訓練については、火災・震災対策に加えて、不審者等への対策を取り上げる必要

がある。（詳細は第Ⅲ章参照）

交通安全教室については、一人一人の障害の状態に配慮しながら、自ら安全な行動ができる

ように指導していくことが必要である。

さらに、運動会等の体育的な行事については、安全に配慮しながら、児童生徒等の自主的、

自発的な活動を助長しながら、ルールや集団の規律を身に付けさせるとともに、安全について

も十分指導することが大切である。（Ｐ．２４８～２５５参照）

⑤ 児童（生徒）会活動及びクラブ活動等における安全指導

児童（生徒）会活動での安全指導では、学校生活で直面する安全面での問題について、単に、

安全についての決まりや禁止事項を作るのみにならないようにし、問題を解決するための方策

について話し合い、基本的な活動目標を決定し、実践していくことを通じ、児童生徒等が主体

的に、安全で楽しい学校生活を送れるようにしていくことが必要である。

クラブ活動においては、児童の自発的、自治的な活動を通じて、各教科、道徳教育、学級活

動等において学習した安全に対する資質や能力を、一層深化し、実践的なものとするよう配慮

しなければならない。

部活動では、生徒の能力や障害に応じて、安全に十分

配慮した活動内容（練習時間、休養日、健康状態の把握、

水分補給等）となるように注意し事故防止に努めなけれ

ばならない。
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学校安全に関する課題は学校のみでは十分な対応ができないものも少なくないことから、地域の

専門家や関係機関の知見や能力を最大限に活用し、かつ、子どもの健やかな発達について大きな責

任を有する保護者との連携を強化する取組や体制を一層整備・充実していくことが必要である。

家庭に期待される安全活動１

家庭においては、学校や地域と連携しながら、次のような安全活動が展開されることが求められ

ている。特に、日々の生活の中で、防犯や交通安全について子どもと保護者が共に考え、話し合い、

行動していくことが、安全活動、安全教育を推進していく上で重要である。

（１）自宅・自宅周辺における一般的な安全の確保
○ 自宅の整理整頓及び自宅周辺の清掃

○ 消火器、避難用具、非常食等、緊急時に備えた物品の調達

（２）防犯パトロールなど学校安全活動への協力
○ 校内外の安全点検や校内への不審者等の侵入防止対策への参加

○ 道路の横断、自転車の利用上の安全についての交通安全パトロールの実施

○ 学校における安全管理への保護者等の積極的な参加

○ 玄関に受付を設置し、ＰＴＡ等のボランティアによる来校者の身元確認

○ 「見守り隊」を編成しての見守り活動や青色防犯パトロールの実施

（３）事件・事故発生時の協力
○ 災害発生時の連絡体制の確立や児童生徒等の保護者への引渡しについての了解

○ 緊急時の連絡や不審者情報を正確に速く伝達するための、携帯電話（メール）を活用した

ネットワークの構築

（４）家庭教育における安全教育の実施
○ ＰＴＡの広報誌やステッカー、標語ポスター等の活用による安全思想の普及・啓発

○ 家庭教育を担当している組織の主催による研

修会の機会を利用した安全思想の普及・啓発

○ 家庭でも日常的に安全指導を実施できるよう、

資料の作成・配布

（保護者による見守り活動の様子） （地域啓発用標語ポスター）
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地域に期待される安全活動２

地域においては、安全で犯罪が発生しにくい街づくりに努めるほか、学校や家庭が行う安全活動

に協力していくことが期待されている。

（１）地域の安全な環境の整備
○ 通学路や遊び場などで、暴力や誘拐などの犯罪が起こりやすい場所での巡回や注意の喚起

○ 水泳場の危険区域や交通事故発生等危険箇所の明示

○ 避難用具、避難場所の確認や避難方法の話し合い及び練習の促進に関する啓発

○ 地域の清掃、落書きの消去、花壇の整備などの環境の浄化活動や啓発用のぼり旗等の設置

○ あいさつ運動など子どもと顔なじみになるための活動の実施

（２）防犯パトロールや「まもるくんの家」など学校安全活動への協力
○ 地域での犯罪被害防止のための「まもるくんの家」等の活動の推進

○ 「見守り隊」を編成しての見守り活動や青色防犯パトロールの実施

○ 子どもの登下校時における玄関先での見守り活動

（３）校外で活動を行う際の安全確保への協力
○ 安全マップ作成の支援

（４）事件・事故発生時の協力
○ 避難場所の提供、保護活動への協力

○ 見守り隊の考え方～地域における協力者を発掘～

見守り隊とは、不審者に対応するだけの組織ではなく、子どもたちの安全全般を見守る組織
である。子どもたちの生活時間帯をすべて見守ることは難しいことだが、学校や地域の実情を
踏まえて、地域住民のみなさんに協力していただき、できる時間帯から子どもたちを見守るこ
とが必要である。
【協力者の参考例】
・ 地域の愛犬家（犬の散歩時） ・ おやじの会（補導活動時）
・ 新聞や牛乳配達員、宅急便や郵便配達員、銀行の外交員（配達時等）
・ 高校生（部活動のロードワーク時） ・ 団塊の世代等の方々（勤務態様の変化に伴う休日）
・ 老人会（趣味の活動の行き帰り） ・ 主婦（買い物の行き帰り）など

○ 「ありがとう」の一言を

見守り活動に限らず、学校には地域のボランティアのお力
が欠かせません。子どもたちの笑顔と「ありがとう」の言葉
は、ボランティアの方々にとって何よりもうれしいものです。
この写真は、松山市立道後小学校の全校集会で、日々見守り
活動等でお世話になっている方々へ、児童の代表が感謝の気
持ちを伝えているところです。手作りの感謝状やお手紙、プ
レゼントも好評だったようです。
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地域関係機関・団体と連携しての活動３

子どもの安全を確保するためには、生活安全、交通安全、災害安全などに関して専門的知識を有

し、主体的な活動を行っている関係機関や団体と連携して、安全のためのより効果的な取組を進め

ていく必要がある。

（１）学校の安全教育を推進する上での協力
自治体、警察署、消防署など関係機関・団体に協力を求めて、交通安全指導、避難（防災）訓

練などを実施することは、学校安全活動を推進する上で非常に効果的である。

また、学校において安全マップを作成する際に、警察の助言を参考に活動を進めていくと有効

的である。

（２）通学時の安全確保
通学路の設定、通学路の交通安全施設等の設置や維持補修及び危険箇所の改良、交通規制その

他通学の安全確保について地域社会、道路管理者、警察などと連絡をとり、協力を得るとともに、

地震、火山活動、津波や風水害、豪雪などの際の道路・交通状況などについての情報の把握や安

全確保について、警察署、消防署などの関係機関・団体の協力を得ることが必要である。

（３）校外で活動を行う場合の安全確保
持久走大会等の学校行事や校外で交通安全指導を行う場合には、実施計画作成に当たり、警察

署に相談し、安全確保について協力を得ることが必要である。

（４）災害発生時の安全確保
防火、消火施設・設備の整備、災害発生時の避難場所、避難経路の確保、安全な誘導などにつ

いて、日ごろから警察署、消防関係機関・団体等の協力を得て災害発生の場合に備えることが必

要である。

（５）暴力や誘拐などの犯罪等に対する安全確保
犯罪被害の防止については、日ごろか

ら警察署などの関係機関・団体等の協力

を得て、児童生徒等の安全確保を図るこ

とが必要である。

なお、野犬等の排除については、保健

所などの協力を求め、安全確保を図るこ

とが必要である。

（警察や愛媛大学守るんジャーと一緒に安全マップ作り）
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○ 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業の概要

本県では、地域住民が見守り隊（学校安全ボランティア）として巡回・警備等にあたるなど、地域ぐるみ
で子どもたちの安全を守る体制づくりを一層充実させることを目的とした地域ぐるみの学校安全体制整備推
進事業を展開している。平成１９年度における主な事業は次のとおりである。
１ スクールガード養成講習会の開催

見守り隊（学校安全ボランティア組織）等の資質を高めるとともに、効果的な子どもの見守り活動を実
践するため、スクールガード養成講習会を開催する。
� 開 催 毎年４月～１２月（県下２０市町）
� 対象者 各地域の見守り隊、各小中学校管理職・安全担当者、ＰＴＡ、地域の関係団体（公民館、老

人クラブ、婦人会、民生委員、補導委員、防犯協会など）約３，０００人
� 講 師 スクールガード・リーダーや先進的地域の団体など
� 内 容 ○ 青色回転灯搭載車の効果的な活用について ○ 「見せる防犯」の効果的な取組について

○ 学校と地域の連携強化について ○ 県内外の先進的事例紹介

２ スクールガード・リーダーによる巡回指導
警察官ＯＢ等の防犯の専門家をスクールガード・リーダーとして委嘱し、県内の小中学校などへ派遣し、

各地区における見守り隊（学校安全ボランティア組織）に対して、その活動方法などの具体的な指導を行
い、学校や地域における効果的な安全体制づくりについて指導助言することによって、安全・安心な街づ
くりを目指す。
� 警察官ＯＢ等をスクールガード・リーダーに委嘱（平成１９年度実績６２名）
� スクールガード・リーダー連絡協議会（年間６回）の開催
� 各学校への定期的な巡回指導の実施（年３回程度）

警備のポイント、通学路の安全点検、見守り活動の改善すべき点などを具体的に指導

３ モデル地域による実践的な取組の推進
� 防犯関係

モデル地域において、地域ぐるみで子どもたちの安全を守る体制づくりを推進するため、学校、保護
者、地域及び関係機関団体の代表者で組織した地域ぐるみの学校安全モデル地域推進委員会を設置し、
次のような事業内容を展開している。
① 安全教育の充実に関する取組＜活動例＞
ア 安全教育年間指導計画の作成及び実施
イ 参観日における実践的な安全学習授業公開
ウ 安全意識を高める集会活動の実施
エ 安全に関する取組の周知と啓発のための掲示コーナーの設置
オ 児童の実態と課題の把握するための安全に関するアンケート調査の実施
カ 不審者侵入対応避難訓練の定期的な実施

② 防犯活動の活性化に関する取組＜活動例＞
ア 地域も含めての不審者対応訓練の実施
イ 教職員及び保護者を対象とした防犯訓練の実施
ウ 見守り隊等の各組織の連携による安全パトロールの実施
エ 校内体制の整備、日常の校内安全管理、校区内巡視、非常時対応等の観点からの学校安全対応マ

ニュアルの見直し
オ 防犯ブザーの貸与及び防犯用具類の整備

③ 地域連携に関する活動＜活動例＞
ア 啓発紙の発行
イ 啓発横断幕・看板の設置及び安全旗の効果的な利用促進
ウ 学校安全講演会の開催
エ 「まもる君の家」との連携強化
オ 安全マップの作成
カ 高校生等を活用した防犯活動の実施

� 防災関係
モデル地域において実行委員会を設け、今後発生が予想される南海地震などの自然災害に対し、子ど

もたちの対応能力を養うとともに、地域ぐるみの学校防災体制づくりを支援するため、学校、保護者、
地域及び関係機関・団体の代表者で組織した地域ぐるみの学校防災モデル推進委員会を設置し、次のよ
うな事業内容を展開している。
① 学校防災体制づくりの推進
ア 防災マニュアルの作成、防災教育年間指導計画の作成
イ 地域を含めた学校防災体制の指導及び防災訓練の実施
ウ 「防災マップ」等の作成・配布

② 愛媛大学等の防災対策を研究している団体との連携（講演会、講習会等の実施）
③ 先進校視察（防災モデル地域における適切な事業の運営に資するため）
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○ 保護者啓発用資料 例
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【幼稚園教育要領（抄）】

第１章 総 則
１ 幼稚園教育の基本

幼稚園教育は、学校教育法第７７条に規定する目的を達成するため、幼児期の特性を踏まえ、環

境を通して行うものであることを基本とする。

このため、教師は幼児との信頼関係を十分に築き、幼児と共によりよい教育環境を創造するよ

うに努めるものとする。これらを踏まえ、次に示す事項を重視して教育を行わなければならない。

（１）幼児は安定した情緒の下で自己を十分に発揮することにより発達に必要な体験を得ていくも

のであることを考慮して、幼児の主体的な活動を促し、幼児期にふさわしい生活が展開される

ようにすること。

（２）幼児の自発的な活動としての遊びは、心身の調和のとれた発達の基礎を培う重要な学習であ

ることを考慮して、遊びを通しての指導を中心として第２章に示すねらいが総合的に達成され

るようにすること。

（３）幼児の発達は、心身の諸側面が相互に関連し合い、多様な経過をたどって成し遂げられてい

くものであること、また、幼児の生活経験がそれぞれ異なることなどを考慮して、幼児一人一

人の特性に応じ、発達の課題に即した指導を行うようにすること。

２ 幼稚園教育の目標

幼児期における教育は、家庭との連携を図りながら、生涯にわたる人間形成の基礎を培うため

に大切なものであり、幼稚園は、幼稚園教育の基本に基づいて展開される幼稚園生活を通して、

生きる力の基礎を育成するよう学校教育法第７８条に規定する幼稚園教育の目標の達成に努めなけ

ればならない。

（１）健康、安全で幸福な生活のための基本的な生活習慣・態度を育て、健全な心身の基礎を培う

ようにすること。

（２）人への愛情や信頼感を育て、自立と協同の態度及び道徳性の芽生えを培うようにすること。

第２章 ねらい及び内容
健 康

〔健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活をつくり出す力を養う。〕

１ ねらい

（１）明るく伸び伸びと行動し、充実感を味わう。

（２）自分の体を十分に動かし、進んで運動しようとする。

（３）健康、安全な生活に必要な習慣や態度を身に付ける。
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２ 内 容

（１）先生や友達と触れ合い、安定感をもって行動する。

（２）いろいろな遊びの中で十分に体を動かす。

（３）進んで戸外で遊ぶ。

（４）様々な活動に親しみ、楽しんで取り組む。

（５）健康な生活のリズムを身に付ける。
せつ

（６）身の回りを清潔にし、衣服の着脱、食事、排泄など生活に必要な活動を自分でする。

（７）幼稚園における生活の仕方を知り、自分たちで生活の場を整える。

（８）自分の健康に関心をもち、病気の予防などに必要な活動を進んで行う。

（９）危険な場所、危険な遊び方、災害時などの行動の仕方が分かり、安全に気を付けて行動する。
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【小学校学習指導要領（抄）】

第１章 総 則
第１ 教育課程編成の一般方針

３ 学校における体育・健康に関する指導は、学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとす

る。特に、体力の向上及び心身の健康の保持増進に関する指導については、体育科の時間はも

とより、特別活動などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。

また、それらの指導を通して、家庭や地域社会との連携を図りながら、日常生活において適切

な体育・健康に関する活動の実践を促し、生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るため

の基礎が培われるよう配慮しなければならない。

第３ 総合的な学習の時間の取扱い

１ 総合的な学習の時間においては、各学校は、地域や学校、児童の実態等に応じて、横断的・

総合的な学習や児童の興味・関心等に基づく学習など創意工夫を生かした教育活動を行うもの

とする。

２ 総合的な学習の時間においては、次のようなねらいをもって指導を行うものとする。

（１）自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質

や能力を育てること。

（２）学び方やものの考え方を身に付け、問題の解決や探究活動に主体的、創造的に取り組む態

度を育て、自己の生き方を考えることができるようにすること。

３ 各学校においては、２に示すねらいを踏まえ、例えば国際理解、情報、環境、福祉・健康な

どの横断的・総合的な課題、児童の興味・関心に基づく課題、地域や学校の特色に応じた課題

などについて、学校の実態に応じた学習活動を行うものとする。

５ 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては、次の事項に配慮するものとする。

（１）自然体験やボランティア活動などの社会体験、観察・実験、見学や調査、発表や討論、も

のづくりや生産活動など体験的な学習、問題解決的な学習を積極的に取り入れること。

（２）グループ学習や異年齢集団による学習などの多様な学習形態、地域の人々の協力も得つつ

全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制、地域の教材や学習環境の積極的な活用

などについて工夫すること。

第２章 各教科

第９節 体 育

第１ 目 標

心と体を一体としてとらえ、適切な運動の経験と健康・安全についての理解を通して、運動に親

しむ資質や能力を育てるとともに、健康の保持増進と体力の向上を図り、楽しく明るい生活を営む
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態度を育てる。

第２ 各学年の目標及び内容

〔第５学年及び第６学年〕

１ 目 標

（３）けがの防止、心の健康及び病気の予防について理解できるようにし、健康で安全な生活を

営む資質や能力を育てる。

２ 内 容

Ｇ 保 健

（１）けがの防止について理解するとともに、けがなどの簡単な手当ができるようにする。

ア 交通事故、学校生活の事故などによるけがの防止には、周囲の危険に気付いて、的確な

判断の下に安全に行動することや環境を安全に整えることが必要であること。

イ けがをしたときなどは、速やかに手当をする必要があること。また、簡単な手当ができ

ること。

第４章 特別活動
第１ 目 標

望ましい集団活動を通して、心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図るとともに、集団の一員

としての自覚を深め、協力してよりよい生活を築こうとする自主的、実践的な態度を育てる。

第２ 内 容

Ａ 学級活動

学級活動においては、学級を単位として、学級や学校の生活の充実と向上を図り、健全な生

活態度の育成に資する活動を行うこと。

（２）日常の生活や学習への適応及び健康や安全に関すること。

希望や目標をもって生きる態度の形成、基本的な生活習慣の形成、望ましい人間関係の育

成、学校図書館の利用、心身ともに健康で安全な生活態度の形成、学校給食と望ましい食習

慣の形成など

Ｂ 児童会活動

児童会活動においては、学校の全児童をもって組織する児童会において、学校生活の充実と

向上のために諸問題を話し合い、協力してその解決を図る活動を行うこと。

Ｃ クラブ活動

クラブ活動においては、学年や学級の所属を離れ、主として第４学年以上の同好の児童をもっ

て組織するクラブにおいて、共通の興味・関心を追求する活動を行うこと。

Ｄ 学校行事

学校行事においては、全校又は学年を単位として、学校生活に秩序と変化を与え、集団への
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所属感を深め、学校生活の充実と発展に資する体験的な活動を行うこと。

（１）儀式的行事

学校生活に有意義な変化や折り目を付け、厳粛で清新な気分を味わい、新しい生活の展開

への動機付けとなるような活動を行うこと。

（２）学芸的行事

平素の学習活動の成果を総合的に生かし、その向上の意欲を一層高めるような活動を行う

こと。

（３）健康安全・体育的行事

心身の健全な発達や健康の保持増進などについての関心を高め、安全な行動や規律ある集
かんよう

団行動の体得、運動に親しむ態度の育成、責任感や連帯感の涵養、体力の向上などに資する

ような活動を行うこと。

（４）遠足・集団宿泊的行事

平素と異なる生活環境にあって、見聞を広め、自然や文化などに親しむとともに、集団生

活の在り方や公衆道徳などについての望ましい体験を積むことができるような活動を行うこ

と。

（５）勤労生産・奉仕的行事

勤労の尊さや生産の喜びを体得するとともに、ボランティア活動など社会奉仕の精神を涵

養する体験が得られるような活動を行うこと。
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【中学校学習指導要領（抄）】

第１章 総 則
第１ 教育課程編成の一般方針

３ 学校における体育・健康に関する指導は、学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとす

る。特に、体力の向上及び心身の健康の保持増進に関する指導については、保健体育科の時間

はもとより、特別活動などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとす

る。また、それらの指導を通して、家庭や地域社会との連携を図りながら、日常生活において

適切な体育・健康に関する活動の実践を促し、生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送る

ための基礎が培われるよう配慮しなければならない。

第４ 総合的な学習の時間の取扱い

１ 総合的な学習の時間においては、各学校は、地域や学校、生徒の実態等に応じて、横断的・

総合的な学習や生徒の興味・関心等に基づく学習など創意工夫を生かした教育活動を行うもの

とする。

２ 総合的な学習の時間においては、次のようなねらいをもって指導を行うものとする。

（１）自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質

や能力を育てること。

（２）学び方やものの考え方を身に付け、問題の解決や探究活動に主体的、創造的に取り組む態

度を育て、自己の生き方を考えることができるようにすること。

３ 各学校においては、２に示すねらいを踏まえ、例えば国際理解、情報、環境、福祉・健康な

どの横断的・総合的な課題、生徒の興味・関心に基づく課題、地域や学校の特色に応じた課題

などについて、学校の実態に応じた学習活動を行うものとする。

５ 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては、次の事項に配慮するものとする。

（１）自然体験やボランティア活動などの社会体験、観察・実験、見学や調査、発表や討論、も

のづくりや生産活動など体験的な学習、問題解決的な学習を積極的に取り入れること。

（２）グループ学習や異年齢集団による学習などの多様な学習形態、地域の人々の協力も得つつ

全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制、地域の教材や学習環境の積極的な活用

などについて工夫すること。

第２章 各教科

第７節 保健体育

第１ 目 標

心と体を一体としてとらえ、運動や健康・安全についての理解と運動の合理的な実践を通して、

積極的に運動に親しむ資質や能力を育てるとともに、健康の保持増進のための実践力の育成と体力
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の向上を図り、明るく豊かな生活を営む態度を育てる。

第２ 各分野の目標及び内容

［保健分野］

１ 目 標

個人生活における健康・安全に関する理解を通して、生涯を通じて自らの健康を適切に管理

し、改善していく資質や能力を育てる。

２ 内 容

（３）傷害の防止について理解を深めることができるようにする。

ア 自然災害や交通事故などによる傷害は、人的要因や環境要因などがかかわって発生する

こと。また、傷害の多くは安全な行動、環境の改善によって防止できること。

イ 応急手当を適切に行うことによって、傷害の悪化を防止することができること。

３ 内容の取扱い

（６）内容の（３）のイについては、包帯法、止血法、人工呼吸法など傷害時の応急手当を取り

扱い、実習を行うものとする。また、効果的な指導を行うため、水泳など体育分野の内容と

の関連を図るものとする。

第４章 特別活動
第１ 目 標

望ましい集団活動を通して、心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り、集団や社会の一員と

してよりよい生活を築こうとする自主的、実践的な態度を育てるとともに、人間としての生き方に

ついての自覚を深め、自己を生かす能力を養う。

第２ 内 容

Ａ 学級活動

学級活動においては、学級を単位として、学級や学校の生活への適応を図るとともに、その

充実と向上、生徒が当面する諸課題への対応及び健全な生活態度の育成に資する活動を行うこ

と。

（２）個人及び社会の一員としての在り方、健康や安全に関すること。

ア 青年期の不安や悩みとその解決、自己及び他者の個性の理解と尊重、社会の一員として

の自覚と責任、男女相互の理解と協力、望ましい人間関係の確立、ボランティア活動の意

義の理解など

イ 心身ともに健康で安全な生活態度や習慣の形成、性的な発達への適応、学校給食と望ま

しい食習慣の形成など

Ｂ 生徒会活動

生徒会活動においては、学校の全生徒をもって組織する生徒会において、学校生活の充実や
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改善向上を図る活動、生徒の諸活動についての連絡調整に関する活動、学校行事への協力に関

する活動、ボランティア活動などを行うこと。

Ｃ 学校行事

学校行事においては、全校又は学年を単位として、学校生活に秩序と変化を与え、集団への

所属感を深め、学校生活の充実と発展に資する体験的な活動を行うこと。

（１）儀式的行事

学校生活に有意義な変化や折り目を付け、厳粛で清新な気分を味わい、新しい生活の展開

への動機付けとなるような活動を行うこと。

（２）学芸的行事

平素の学習活動の成果を総合的に生かし、その向上の意欲を一層高めるような活動を行う

こと。

（３）健康安全・体育的行事

心身の健全な発達や健康の保持増進などについての理解を深め、安全な行動や規律ある集
かんよう

団行動の体得、運動に親しむ態度の育成、責任感や連帯感の涵養、体力の向上などに資する

ような活動を行うこと。

（４）旅行・集団宿泊的行事

平素と異なる生活環境にあって、見聞を広め、自然や文化などに親しむとともに、集団生

活の在り方や公衆道徳などについての望ましい体験を積むことができるような活動を行うこ

と。

（５）勤労生産・奉仕的行事

勤労の尊さや創造することの喜びを体得し、職業や進路にかかわる啓発的な体験が得られ

るようにするとともに、ボランティア活動など社会奉仕の精神を養う体験が得られるような

活動を行うこと。

資
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【高等学校学習指導要領（抄）】

第１章 総 則
第１款 教育課程編成の一般方針

３ 学校における体育・健康に関する指導は、学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとす

る。特に、体力の向上及び心身の健康の保持増進に関する指導については、「体育」及び「保健」

の時間はもとより、特別活動などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めるこ

ととする。また、それらの指導を通して、家庭や地域社会との連携を図りながら、日常生活に

おいて適切な体育・健康に関する活動の実践を促し、生涯を通じて健康・安全で活力ある生活

を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。

第４款 総合的な学習の時間

１ 総合的な学習の時間においては、各学校は、地域や学校、生徒の実態等に応じて、横断的・

総合的な学習や生徒の興味・関心等に基づく学習など創意工夫を生かした教育活動を行うもの

とする。

２ 総合的な学習の時間においては、次のようなねらいをもって指導を行うものとする。

（１）自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質

や能力を育てること。

（２）学び方やものの考え方を身に付け、問題の解決や探究活動に主体的、創造的に取り組む態

度を育て、自己の在り方生き方を考えることができるようにすること。

３ 各学校においては、上記２に示すねらいを踏まえ、地域や学校の特色、生徒の特性等に応じ、

例えば、次のような学習活動などを行うものとする。

ア 国際理解、情報、環境、福祉・健康などの横断的・総合的な課題についての学習活動

イ 生徒が興味・関心、進路等に応じて設定した課題について、知識や技能の深化、総合化を

図る学習活動

ウ 自己の在り方生き方や進路について考察する学習活動

５ 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては、次の事項に配慮するものとする。

（１）自然体験やボランティア活動、就業体験などの社会体験、観察・実験・実習、調査・研究、

発表や討論、ものづくりや生産活動など体験的な学習、問題解決的な学習を積極的に取り入

れること。

（２）グループ学習や個人研究などの多様な学習形態、地域の人々の協力も得つつ全教師が一体

となって指導に当たるなどの指導体制、地域の教材や学習環境の積極的な活用などについて

工夫すること。

（３）総合学科においては、総合的な学習の時間における学習活動として、原則として上記３の

イに示す活動を含むこと。
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第２章 普通教育に関する各教科

第６節 保健体育

第１款 目 標

心と体を一体としてとらえ、健康・安全や運動についての理解と運動の合理的な実践を通して、

生涯にわたって計画的に運動に親しむ資質や能力を育てるとともに、健康の保持増進のための実践

力の育成と体力の向上を図り、明るく豊かで活力ある生活を営む態度を育てる。

第２款 各科目

第２ 保 健

１ 目 標

個人及び社会生活における健康・安全について理解を深めるようにし、生涯を通じて自らの

健康を適切に管理し、改善していく資質や能力を育てる。

２ 内 容

（１）現代社会と健康

我が国の疾病構造や社会の変化に対応して、健康を保持増進するためには、ヘルスプロモー

ションの考え方を生かし、人々が適切な生活行動を選択し実践すること及び環境を改善して

いく努力が重要であることを理解できるようにする。

エ 交通安全

交通事故を防止するためには、車両の特性の理解、安全な運転や歩行など適切な行動、

自他の生命を尊重する態度及び交通環境の整備などが重要であること。また、交通事故に

は責任や補償問題が生じること。

オ 応急手当

傷害や疾病に際しては、心肺蘇生法などの応急手当を行うことが重要であること。また、

応急手当には正しい手順や方法があること。

３ 内容の取扱い

（３）内容の（１）のエについては、二輪車及び自動車を中心に取り上げ、交通法規の詳細は扱

わないものとする。

（４）内容の（１）のオについては、実習を行うものとし、呼吸器系及び循環器系の機能につい

ては、必要に応じ関連付けて扱う程度とする。また、効果的な指導を行うため、「体育」にお

ける水泳などとの関連を図るよう配慮するものとする。

（７）指導に際しては、積極的に実験や実習を取り入れたり、課題学習を行うなど指導方法の工

夫を行うものとする。
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第４章 特別活動
第１ 目 標

望ましい集団活動を通して、心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り、集団や社会の一員と

してよりよい生活を築こうとする自主的、実践的な態度を育てるとともに、人間としての在り方生

き方についての自覚を深め、自己を生かす能力を養う。

第２ 内 容

Ａ ホームルーム活動

ホームルーム活動においては、学校における生徒の基礎的な生活集団として編成したホー

ムルームを単位として、ホームルームや学校の生活への適応を図るとともに、その充実と向

上、生徒が当面する諸課題への対応及び健全な生活態度の育成に資する活動を行うこと。

（２）個人及び社会の一員としての在り方生き方、健康や安全に関すること。

ア 青年期の悩みや課題とその解決、自己及び他者の個性の理解と尊重、社会生活における

役割の自覚と自己責任、男女相互の理解と協力、コミュニケーション能力の育成と人間関

係の確立、ボランティア活動の意義の理解、国際理解と国際交流など

イ 心身の健康と健全な生活態度や習慣の確立、生命の尊重と安全な生活態度や習慣の確立

など

Ｂ 生徒会活動

生徒会活動においては、学校の全生徒をもって組織する生徒会において、学校生活の充実

や改善向上を図る活動、生徒の諸活動についての連絡調整に関する活動、学校行事への協力

に関する活動、ボランティア活動などを行うこと。

Ｃ 学校行事

学校行事においては、全校若しくは学年又はそれらに準ずる集団を単位として、学校生活

に秩序と変化を与え、集団への所属感を深め、学校生活の充実と発展に資する体験的な活動

を行うこと。

（１）儀式的行事

学校生活に有意義な変化や折り目を付け、厳粛で清新な気分を味わい、新しい生活の展開

への動機付けとなるような活動を行うこと。

（２）学芸的行事

平素の学習活動の成果を総合的に生かし、その向上の意欲を一層高めるような活動を行う

こと。

（３）健康安全・体育的行事

心身の健全な発達や健康の保持増進などについての理解を深め、安全な行動や規律ある集
かんよう

団行動の体得、運動に親しむ態度の育成、責任感や連帯感の涵養、体力の向上などに資する

ような活動を行うこと。
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（４）旅行・集団宿泊的行事

平素と異なる生活環境にあって、見聞を広め、自然や文化などに親しむとともに、集団生

活の在り方や公衆道徳などについての望ましい体験を積むことができるような活動を行うこ

と。

（５）勤労生産・奉仕的行事

勤労の尊さや創造することの喜びを体得し、職業観の形成や進路の選択決定などに資する

体験が得られるようにするとともに、ボランティア活動など社会奉仕の精神を養う体験が得

られるような活動を行うこと。
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ろう

【盲学校、聾学校及び養護学校幼稚部教育要領（抄）】

第２章 ねらい及び内容
この章に示すねらいは幼稚部修了までに育つことが期待される生きる力の基礎となる心情、意欲、

態度などであり、内容はねらいを達成するために指導する事項である。これらを幼児の発達の側面

から、心身の健康に関する領域「健康」、人とのかかわりに関する領域「人間関係」、身近な環境と

のかかわりに関する領域「環境」、言葉の獲得に関する領域「言葉」及び感性と表現に関する領域

「表現」として、また、幼児の障害に対応する側面から、その状態の改善・克服に関する領域「自

立活動」としてまとめ、示したものである。

各領域に示すねらいは幼稚部における生活の全体を通じ、幼児が様々な体験を積み重ねる中で相

互に関連をもちながら次第に達成に向かうものであること、内容は幼児が環境にかかわって展開す

る具体的な活動を通して総合的に指導されるものであることに留意しなければならない。ただし、

自立活動については、個々の幼児の障害の状態や発達の程度等に応じて、他の各領域に示す内容と

の緊密な関連を図りながら、自立活動の内容に重点を置いた指導を行うことについて配慮する必要

がある。

なお、特に必要な場合には、各領域に示すねらいの趣旨に基づいて適切な、具体的な内容を工夫

し、それを加えても差し支えないが、その場合には、それが幼稚部における教育の基本を逸脱しな

いよう慎重に配慮する必要がある。

自立活動

１ ねらい

個々の幼児が自立を目指し、障害に基づく種々の困難を主体的に改善・克服するために必要な知

識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を培う。

２ 内 容

（２）心理的な安定

ア 情緒の安定に関すること。

イ 対人関係の形成の基礎に関すること。

ウ 状況の変化への適切な対応に関すること。

エ 障害に基づく種々の困難を改善・克服する意欲の向上に関すること。

（４）身体の動き

ア 姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。

イ 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。

ウ 日常生活に必要な基本動作に関すること。

エ 身体の移動能力に関すること。

オ 作業の円滑な遂行に関すること。
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【盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領（抄）】

第４章 特別活動
小学部又は中学部の特別活動の目標、内容及び指導計画の作成と内容の取扱いについては、それ

ぞれ小学校学習指導要領第４章又は中学校学習指導要領第４章に示すものに準ずるほか、次に示す

ところによるものとする。

１ 学級活動においては、適宜他の学級や学年と合併するなどして、小人数からくる種々の制約を

解消し、活発な集団活動が行われるようにする必要があること。

２ 児童又は生徒の経験を広めて積極的な態度を養い、社会性や豊かな人間性をはぐくむために、

集団活動を通して小学校の児童又は中学校の生徒及び地域の人々などと活動を共にする機会を積

極的に設けるようにする必要があること。その際、児童又は生徒の障害の状態や特性等を考慮し

て、活動の種類や時期、実施方法等を適切に定めること。

第５章 自立活動
第１ 目 標

個々の児童又は生徒が自立を目指し、障害に基づく種々の困難を主体的に改善・克服するために

必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を培う。

第２ 内 容

２ 心理的な安定

（１）情緒の安定に関すること。

（２）対人関係の形成の基礎に関すること。

（３）状況の変化への適切な対応に関すること。

（４）障害に基づく種々の困難を改善・克服する意欲の向上に関すること。

４ 身体の動き

（１）姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。

（２）姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。

（３）日常生活に必要な基本動作に関すること。

（４）身体の移動能力に関すること。

（５）作業の円滑な遂行に関すること。
資
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ろう

【盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領（抄）】

第４章 特別活動
特別活動の目標、内容及び指導計画の作成と内容の取扱いについては、高等学校学習指導要領第

４章に示すものに準ずるほか、次に示すところによるものとする。

１ 指導計画の作成に当たっては、生徒の小人数からくる種々の制約を解消し、積極的な集団活動

が行われるよう配慮する必要があること。

２ 生徒の経験を広めて積極的な態度を養い、社会性や豊かな人間性をはぐくむために、集団活動

を通して高等学校の生徒及び地域の人々などと活動を共にする機会を積極的に設けるようにする

必要があること。その際、生徒の障害の状態や特性等を考慮して、活動の種類や時期、実施方法

等を適切に定めること。

３ 知的障害者を教育する養護学校において、内容の指導に当たっては、個々の生徒の知的発達の

遅滞の状態や発達段階に応じて、適切に指導の重点を定め、具体的に指導する必要があること。

第５章 自立活動
第１款 目 標

個々の生徒が自立を目指し、障害に基づく種々の困難を主体的に改善・克服するために必要な知

識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を培う。

第２款 内 容

２ 心理的な安定

（１）情緒の安定に関すること。

（２）対人関係の形成の基礎に関すること。

（３）状況の変化への適切な対応に関すること。

（４）障害に基づく種々の困難を改善・克服する意欲の向上に関すること。

４ 身体の動き

（１）姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。

（２）姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。

（３）日常生活に必要な基本動作に関すること。

（４）身体の移動能力に関すること。

（５）作業の円滑な遂行に関すること。
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〔安全に関する諸通知等〕

【交通安全関係】

◯ 集団登下校の実施について
（昭和４３年１２月２７日 文体保第２５１号 文部省体育局長通知）

◯ 二輪車の事故防止に関する総合対策について
（平成元年７月２６日 国体第２４号 文部省体育局長、高等教育局長通知）

◯ 暴走族対策の強化について
（平成１３年３月２６日 １２初児生第５号 文部科学省初等中等教育局児童生徒課長、スポーツ・青少年局学校
健康教育課長依頼）

◯ 平成１８年度文部科学省交通安全業務計画
（平成１８年３月）

【生活安全（防犯含む）関係】

◯ 水泳、登山等の野外活動における事故防止について
（昭和４０年６月２６日 文体ス第１８６号 文部省体育局長通達）

◯ 小学校、中学校、高等学校等の遠足・修学旅行について
（昭和４３年１０月２日 文初中第４５０号 文部省初等中等教育局長通達）

◯ 児童生徒の体育活動による事故の防止等について
（昭和４５年６月２６日 文体体第１６９号 文部省体育局長通達）

◯ 学校等における理科系実験用薬品類の管理について
（昭和５３年７月１日 文管指第２０６号 文部省管理局長通知）

◯ 修学旅行における安全確保の徹底について
（昭和６３年３月３１日 文初高第１３９号 文部事務次官通達）

◯ 学校施設の安全管理の徹底等について
（平成１１年６月２日 文部省大臣官房文教施設部指導課、体育局学校健康教育課 事務連絡）

◯ 学校水泳プールの安全管理について
（平成１１年６月２５日 文体体第２３２号 文部省体育局長通知）

◯ 学校水泳プールの安全管理について
（平成１１年８月６日 １１体体第２６号 文部省体育局体育課長通知）

◯ レーザーポインタの事故防止について
（平成１２年１２月２５日 １２国体学第１３７号 文部省体育局学校健康教育課長依頼）

◯ 文部科学大臣談話
（平成１３年６月８日 文部科学大臣）

◯ 幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理に関し緊急に対応すべき事項について
（平成１３年６月１１日 １３文科初第３７３号 文部科学省初等中等教育局長、スポーツ・青少年局長通知 他）

◯ 幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理に関する緊急対策について
（平成１３年７月１０日 １３初初企第１２号 文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長、スポーツ・青少
年局学校健康教育課長通知 他）

資
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◯ 学校に設置している遊具での事故について
（平成１３年７月１２日 １３初幼教第６号 文部科学省大臣官房文教施設部施設企画課長、初等中等教育局幼児
教育課長、初等中等教育局特別支援教育課長、スポーツ・青少年局学校健康教育課長依頼）

◯ 幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理についての点検項目（例）の改訂について
（平成１３年８月３１日 １３文科初第５７６号 文部科学省生涯学習政策局長、初等中等教育局長、スポーツ・青少
年局長通知）

◯ 学校に設置している遊具での事故について
（平成１４年３月２８日 １３ス学健第３８号 文部科学省大臣官房文教施設部施設企画課長、初等中等教育局幼児
教育課長、初等中等教育局特別支援教育課長、スポーツ・青少年局学校健康教育課長依頼）

◯ 学校に設置している遊具の安全確保について
（平成１４年１１月１１日 １４ス学健第２３号 文部科学省大臣官房文教施設部施設企画課長、初等中等教育局幼児
教育課長、初等中等教育局特別支援教育課長、スポーツ・青少年局学校健康教育課長依頼）

◯ 幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理の一層の徹底について
（平成１５年７月２２日 １５ス学健第１２号 文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長、文部科学省初等
中等教育局児童生徒課長依頼）

○ 幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理の一層の徹底について
（平成１５年１２月５日 １５ス学健第２０号 文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長、文部科学省初等
中等教育局児童生徒課長依頼）

○ 学校安全緊急アピール ―子どもの安全を守るために―
（平成１６年１月２０日 文部科学省）

○ 学校の安全確保のための施策等について
（平成１７年２月１８日 １６文科ス第３９６号 文部科学省生涯学習政策局長、文部科学省初等中等教育局長、文部
科学省スポーツ・青少年局長通知）

○ 安全・安心な学校づくりのための文部科学省プロジェクトチーム第一次報告について
（平成１７年３月３１日 １６文科ス第４６３号 文部科学省生涯学習政策局長、文部科学省初等中等教育局長、文部
科学省スポーツ・青少年局長通知）

○ 地域における防犯教育・防犯活動及び防犯ボランティア活動の推進について
（平成１７年９月２７日 １７文科生第３５４号 文部科学省生涯学習政策局長通知）

○ 幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理について
（平成１７年１１月２５日 １７ス学健第１２号 文部科学省生涯学習政策局社会教育課長、初等中等教育局初等中等
教育企画課長、スポーツ・青少年局学校健康教育課長依頼）

○ 登下校時における幼児児童生徒の安全確保について
（平成１７年１２月６日 １７文科ス第３３３号 文部科学省生涯学習政策局長、初等中等教育局長、スポーツ・青少
年局長通知）

○ 老人クラブ活動における地域の見守り活動との連携の推進について
（平成１７年１２月９日 １７国ス学健第２号 スポーツ・青少年局学校健康教育課長通知）

○ 「犯罪から子どもを守るための対策」について
（平成１７年１２月２２日 １７ス学健第１５号 文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長依頼）

○ 「犯罪から子どもを守るための対策」
（平成１７年１２月２０日 犯罪から子供を守るための対策に関する関係省庁連絡会議）
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○ 登下校時における児童生徒の安全確保のための路線バス等の活用について
（平成１８年２月１７日 １７文科ス第４２３号 文部科学省初等中等教育局長、文部科学省スポーツ・青少年局長通
知）

○ 水泳等の事故防止について
（平成１８年５月２９日 １８文科ス第１００号 文部科学省スポーツ・青少年局長通知）

○ 水泳プールの安全管理について
（平成１８年８月１日 １８文科ス第１８７号 文部科学省スポーツ・青少年局長通知）

○ 水泳プールの安全確保について
（平成１８年８月７日 １８文科ス第１９７号 文部科学省スポーツ・青少年局長通知）

○ 「プールにおける安全確保のための緊急アピール」について
（平成１８年８月１１日 １８文科ス第２０１号 文部科学省スポーツ・青少年局長通知）

○ 水泳等の事故防止について
（平成１９年５月３０日 １９文科ス第７４号 文部科学省スポーツ・青少年局長通知）

○ 登下校時における幼児児童生徒の安全確保について
（平成１９年７月２３日 １９ス学健第１０号 文部科学省生涯学習政策局社会教育課長、初等中等教育局初等中等
教育企画課長、スポーツ・青少年局学校健康教育課長依頼）

○ 登下校時における幼児児童生徒の安全確保について
（平成１９年１０月１０日 １９ス学健第１６号 文部科学省生涯学習政策局社会教育課長、初等中等教育局初等中等
教育企画課長、スポーツ・青少年局学校健康教育課長依頼）

【災害安全関係】

◯ 文部科学省防災業務計画（抄）
（平成１３年１月６日決定 平成１８年７月１０日修正）

◯ 事故災害防止安全対策会議報告書（抄）
（平成１１年１２月８日 事故災害防止安全対策会議）

◯ 降積雪期における防災態勢の強化について
（平成１３年１２月１５日 １３国文科施第２６号 文部科学省大臣官房文教施設部長通知）

◯ 地域における防災に係る教育・啓発活動の推進について
（平成１７年１０月２４日 府政防第８８０号／１７文科生第３９４号／国河災第１８号内閣府政策統括官（防災担当）、文部
科学省生涯学習政策局長、国土交通省河川局長から各都道府県・政令指定都市教育委員会教育長通知）

◯ 緊急地震速報に関する周知等について
（平成１９年７月１７日 １９文科施第１４５号 文部科学省大臣官房文教施設企画部長、文部科学省初等中等教育局
長、文部科学省スポーツ・青少年局長から各都道府県教育委員会教育長通知）

資
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昭４３・１２・２７ 文体保第２５１号 文部省体育局長から
各都道府県教育委員会教育長、各都道府県知事、附
属学校を置く各国立大学校長あて 通知
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【交通安全関係】

○ 集団登下校の実施について

集団登下校については、かねてからその適切な実施について種々御配慮を願っているところであ

りますが、なお集団登下校中の交通事故が依然としてあとを断たないことは、まことに遺憾であり

ます。

このたび、文部省では、学識経験者、小学校や幼稚園の校長、教諭、ＰＴＡ関係者等の御参集を

願い、集団登下校のあり方について懇談会を開催しましたが、その際の意見等を参考として、集団

登下校の実施について下記のとおり留意事項をまとめました。

ついては、今後、さらにこれらの事項に留意して、児童、幼児等の交通事故の防止に努めるよう、

管下の教育委員会、学校等に対して周知徹底方よろしく御配慮願います。

記

１ 道路事情および交通事情と集団登下校

集団登下校は、通学の安全を確保するための有効な方法であるが、反面、大事故を起す危険も

あるので、学校においては、通学路の道路事情および交通事情を具体的に検討したうえで、個々

の通学路ごとに集団登下校を実施するかどうかを決めること。過去に発生した事故の例からみる

と、歩道やガードレール等、歩道と車道を区分する交通安全施設が整備されておらず、かつ、自

動車が高速度で走行するような道路を集団で歩行することは、大事故を起こす危険が多いので、

このような場合は、集団登下校をさけることが望ましい。

なお、道路事情および交通事情は、変化するものであるので、その変化に応じて適切な措置を

とるようにすること。

２ 集団登下校の実施計画

集団登下校を実施するにあたっては、学校は、学校の設置者、警察署、ＰＴＡその他の関係機

関、団体等との密接な連けいにより綿密周到な計画をたて、かつ、登下校時における交通規制、

保護、誘導等の確保に万全を期すること。

文部省が行なった実態調査によると、下校時においては保護、誘導等が行なわれていない場合

が多く、一方、下校時には登校時より事故が多く発生している実態もあるので、下校時における

保護、誘導等についていっそう徹底するよう、関係機関、団体等と協議すること。

なお、登下校時における交通規制、保護、誘導等は、集団登下校にかぎらず個別登下校の場合

においても重要であり、とくに多くの児童等が集中する校門付近等においては、これらの措置が

徹底するよう関係機関と協議すること。

３ 集団行動の訓練

集団登下校においては、集団としての規律ある行動がとれるよう指導するとともに、集団のな

かの一人一人が安全を確認して行動することについても指導の徹底を図ること。集団登下校にお
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いては、自主的な判断と行動がそこなわれるおそれがあるので、このような指導を徹底すること

が必要である。

４ 班長に対する指導

集団登下校を円滑に行なうために班長の果たす役割はきわめて重要であるが、そのために、精

神的に過重な負担をかけることとならないようじゅうぶん配慮すること。

なお、小学校の場合、班長は、一般的には最高学年の児童のなかから選ばれるであろうが、班

長の指導力がじゅうぶんでないような場合は、これに次ぐ学年の児童のなかから適当な副班長を

選び、集団における秩序ある行動の維持に万全を期するよう留意すること。

５ 集団の人数

集団の人数は居住地附近の児童数、適当な集合場所の有無、自宅から集合場所までの距離、道

路の幅員、交通量、班長の指導力等を考慮して決めるべきであるが、班長の精神的負担の軽減、

大事故防止等の見地から、一般的には５，６人程度、多くとも１０人までにとどめることが適当と思わ

れる。

また、隊列の組み方については、集団の人数にもよるが、低学年の児童の保護に重点をおくと

ともに、通過する道路の状況に応じて、それに適した隊列の組み方をするよう指導すること。

なお、小学校と幼稚園を併設している学校においては、小学校の児童が幼稚園の園児を引率し

て登下校する形態が時おり見られるが、社会性に乏しくかつ、突発的な行動に出やすい幼児を小

学校の児童が引率することは無理であると思われるので、このようなことは、さけること。

６ 登校時における集合場所

集団登下校においては、集合中に事故が発生する危険があるので、とくに登校時における安全

な集合場所の選定、確保、短時間内での集合の完了、待ち合わせ時間における規律の保持等にじゅ

うぶん留意すること。このため、学校においては市町村、警察署等の関係機関や家庭、地域社会

の理解と協力を求めること。

７ 幼稚園の幼児の安全

幼稚園の幼児の登下校には、保護者またはこれに代わる者が付き添って、その安全を確保する

ことが望ましい。

資
料
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平元・７・２６ 国体第２４号 文部省体育局長、高等教育局長から各
都道府県教育委員会教育長、各都道府県知事、各国公立大学長、各
国公立私立高等専門学校長、国立久里浜養護学校長あて 通知
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○ 二輪車の事故防止に関する総合対策について

貴職におかれては、交通事故防止についてかねてから適切な措置をとられていることと思います

が、このたび最近の若者を中心とする二輪車事故の増加傾向に対処するため、別紙のとおり交通対

策本部において「二輪車の事故防止に関する総合対策について」が決定されました。

これにより、国の関係機関は、地方公共団体、関係団体等との密接な連携の下に、二輪車事故防

止のための諸施策を総合的に推進することとなりました。

ついては、貴職におかれましても、今回の決定の趣旨を十分御理解いただき、下記事項に留意の

上、交通事故の防止と交通安全教育の一層の推進を図られるとともに、貴管下関係機関に対し、指

導及び周知徹底をお願いします。

記

１ 高校生等に対する交通安全教育の充実

（１）学校においては、地域や生徒の実態に応じ、関係機関等との連携を図りつつ、学校の教育活

動全体を通じて、交通安全教育の一層の充実を図ること。

また、学校及び教育委員会においては、交通安全教育の一層の充実を図るとともに、関係機

関に積極的に働きかけ、安全な道路環境づくりの促進に努めること。

（２）高等学校における二輪車の免許取得や運転等に関するいわゆる「三ない運動」のような措置

は、生徒の交通事故を未然に防ぐために、地域や学校等の実態に応じて実施されているもので

あり、地域における現実的な対応の一つとして考えられるところである。

しかしながら、高等学校においては、このような措置だけをもって交通安全対策とすること

なく、その実施の有無にかかわらず、生徒自らが交通社会の一員としての責任を自覚し、自己

の安全のみならず他の人々や社会の安全に貢献できる健全な社会人を育成することを目指して、

二輪車・自動車の特性、交通法規、交通事故の防止対策などの交通安全教育の徹底を図ること。

特に、二輪車に乗車する生徒に対しては、二輪車の安全運転に関する効果的な指導の在り方

について検討し、運転の実技を含む安全指導を計画的に行うよう努めること。

このため、地域の実情に応じ、交通事故の防止のための総合的な方策の検討に努めること。

（３）交通安全教育の充実に資するため、学校においては、「高等学校交通安全指導の手引」（昭和

６３年改訂）、「高等学校における課外の交通安全指導の手引」（昭和６２年改訂）、「高等学校におけ

る二輪車に関する安全指導の手引」（昭和６３年作成）の一層の活用を図ること。また、教育委員

会においては、教師用指導資料の作成、教員に対する各種研修会の計画的実施等、指導者の資

質の向上に努めること。

２ 大学生等に対する交通安全教育の充実

大学等においては、二輪車の利用の実態に応じ、関係団体等と連携しつつ、交通安全に関する

指導を充実すること。
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平１３・３・２６ １２初児生第５号 文部科学省初等中等教育局児童生
徒課長、スポーツ・青少年局学校健康教育課長から附属学校を置く
各国立大学事務局長、各国立私立高等専門学校事務部長、国立久里
浜養護学校事務長、各都道府県私立学校主管課長、各都道府県・指
定都市教育委員会指導事務主管課長、各都道府県・指定都市教育委
員会交通安全教育主管課長あて 依頼
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平１３・２・５ 暴走族対策関係省庁
担当課長等会議申合せ
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別紙省略

○ 暴走族対策の強化について

標記のことについて、平成１３年２月５日、暴走族対策関係省庁担当課長等会議において別紙のと

おり申合せされました。

ついては、貴機関におかれましても、当申合せの趣旨を御理解の上、適切に対応されるようお願

いします。

なお、各都道府県教育委員会及び各都道府県私立学校主管課におかれては、域内の市町村教育委

員会、所轄の学校及び学校法人等に対しても周知されるよう併せてお願いします。

別紙

暴走族対策の強化について

最近の暴走族は、従前からの各般の対策にもかかわらず、主に二輪車による深夜のゲリラ的な爆

音走行、主に四輪車による、港湾地区、山岳道路等におけるドリフト行為やローリング行為、一定

区間における違法な競争行為等の暴走行為を敢行することにより、交通の危険を生じさせ、一般の

運転者や歩行者に迷惑を及ぼし、国民の平穏な生活と交通の秩序とを著しく害している。

また、最近は、グループ同士の対立抗争やグループ内のリンチなどによる殺人、傷害致死等の事

件、一般人を巻き込んだ集団不法事案、交番等への襲撃事案、取締り中の警察官等に対する公務執

行妨害事案等が多発するなど、暴走族による不法事案がますます凶悪化、粗暴化しており、大きな

社会問題となっている。

このような最近の暴走族の実態や、これに対する国民の強い取締り要望にかんがみ、暴走族対策

をさらに強化するため、関係省庁は、当面、下記の施策を強力に推進することとする。

記

１ 暴走族追放気運の高揚

暴走族を許さない国民世論の形成については、暴走族追放キャンペーン活動を始めとする諸活

動の推進により、相当の成果がみられるところであり、今後も、暴走族追放気運の一層の盛上げ

を図る。

関係省庁においては、暴走族追放に向けた広報啓発活動を積極的に推進するとともに、報道機
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関等に対して暴走族の実態等の報道に資する資料の提供を積極的に行う。

また、一部の地方公共団体においてみられる、暴走族根絶のための「暴走族根絶条例」の制定、

暴走行為と密接に関連する行為に対する罰則規定を市民安全条例等へ盛り込むための検討等の動

きが全国に波及しつつある状況を踏まえ、こうした各地方公共団体の取組みを支援する。

さらに、地域における暴走族追放気運を一層盛り上げるとともに、暴走行為を始め暴走族によ

る各種犯罪等を抑止するため、地域住民参加による「暴走族根絶運動」、「暴走族追放大会」等の

開催など、暴走行為を許さない地域づくりのための具体的活動が行われるよう支援する。

２ 家庭、学校等における青少年の指導の充実

（１）家庭に対する支援等の充実

暴走族少年に係る家庭内の困りごと等に対する相談窓口を設けるなど、支援活動の一層の推

進を図る。

また、青少年に対する「暴走をしない、させない、見に行かない」運動の指導が家庭におい

て適切に行われるよう、地域における暴走族の実態等に関する広報啓発用資料の配布など、家

庭に対する各種活動を一層充実する。

（２）中学校、高等学校等における生徒指導の充実

中学校、高等学校等においては、同級生、同窓生又は出身校の卒業生による勧誘を契機とす

る暴走族への加入を防止するため、「暴走族加入阻止教室」の開催等を通じて、暴走族の悪質性、

危険性についての理解を深めさせる。併せて、警察等関係機関との連携・協力の下に必要に応

じて街頭補導等を行うなど、学校における生徒指導の一層の充実に努める。

また、高等学校等においては、二輪車を利用する生徒を中心に、運転の実技を含む安全運転

指導の強化を図る。

（３）暴走族からの離脱指導等の強化

少年補導員等の民間ボランティア、保護司（会）、少年サポートセンター等との連携の下に、

暴走族の解体、暴走族への加入阻止、暴走族からの離脱等の支援、指導等を徹底する。また、

暴走族相談員制度の創設についても支援を行う。

なお、暴力団との関わりがあることが明らかになった暴走族少年については、その実態を解

明するとともに、暴力団から離脱するよう指導を徹底する。

３ 暴走行為阻止のための環境整備

（１）道路交通環境の整備

暴走行為が頻発している道路については、可能な限り、中央分離帯等の整備、路面への一定

間隔での薄層舗装の設置及び二輪車の通行禁止等の交通規制を効果的に実施することにより、

暴走行為を阻止するための道路交通環境の整備を図る。

（２）暴走族等のい集場所として利用されやすい場所の管理

暴走族及びこれに伴う群衆のい集場所として利用されやすい広場、港湾地域等については、

い集や暴走行為ができないよう管理を徹底する。特に、深夜については、可能な限り、立入禁

止等の措置を講ずる。
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現に暴走族のたまり場となっているコンビニエンスストア、ゲームセンター、カラオケボッ

クス等２４時間営業の施設の駐車場等については、管理者の協力を得て、管理権に基づく所要の

措置を講ずる。

４ 暴走族に対する指導取締りの強化

（１）指導取締りの強化

集団暴走行為、爆音暴走行為等の悪質事犯に対しては、あらゆる法令を適用して検挙及び補

導を徹底し、解散指導を積極的に行うなど、暴走族に対する指導取締りの強化を図る。併せて、

指導取締りをより効果的に推進するため、体制及び装備資機材の充実を図るとともに、罰則の

強化について検討し、必要な措置を講ずる。

また、暴走行為を行う車両の多くを占める不正改造車両を排除するため、街頭車両検査等取

締りを強化する。

さらに、暴走行為を行う二輪車の多くがナンバープレートを取り外し又は折り曲げるなどの

隠ぺい行為を行っていることから、その表示義務違反についての取締りを徹底する。

（２）関係省庁、関係機関等の連携

「青少年の非行問題に取り組む全国強調月間」「社会を明るくする運動」等の青少年関係運動

と連動し、関係省庁の連携の下、「暴走族追放、取締強化月間」を全国一斉に強力に展開する。

また、大規模な集団暴走事案の重点的かつ集中的な取締りのため、関係省庁・団体等の連携

により、総合的な取締り体制の構築及び具体的な取締り計画の策定を行うとともに、その効果

的な実施を図る。

さらに暴走族事案の取締り等を行う現場において、警察、道路管理者等による迅速かつ効果

的な事案処理がなされるよう、必要な支援を行う。

５ 暴走族関係事犯者の再犯防止

保護処分中の暴走族少年に対しては、再犯防止を図るため、実効ある矯正教育、保護観察を推

進する。特に、不正改造車両の再使用の防止については指導の強化に努める。

また、暴走族少年に対する保護観察を充実するため、保護観察官に対して二輪車を中心とした

交通研修の促進を図る。

さらに、暴走族に対する運転免許の行政処分については、特に迅速かつ厳重に行うとともに、

処分者講習については、特別学級を編成するなど、再犯防止のための講習内容の充実を図る。

６ 車両の不正改造の防止等

（１）車両の不正改造の防止

不正改造車両を排除するため、自動車部品の販売者に対し、不正改造を容易にする自動車部

品の販売自粛及び顧客に対する自動車部品の装着方法等の説明を徹底するよう、関係機関が協

力して指導を行う。

また、最近のインターネット等による自動車部品の通信販売実態にかんがみ、これらの販売

業者に対しても、同様の指導を行う。
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さらに、不正改造に関わっている改造業者等に対しても指導取締りを強化する。

（２）爆音防止対策の推進

道路運送車両の保安基準等の改正により、騒音規制の強化が図られてきているが、今後も、

技術開発の動向を踏まえ、さらなる規制強化について検討するとともに、より実効性のある不

正改造車対策について検討を進める。

（３）自動車関連業界に対する指導等

暴走行為に使用される二輪車等に盗難車両が多いことから、関係業界に対し、マスターキー

を使用せずにエンジンの始動が可能となる車種の改善等盗難防止対策を講じるよう、指導を徹

底する。

また、エンジン番号や車体番号を塗りつぶすなどしている場合においても所有者の検索を可

能とする措置を講ずるよう、協力を求める。

７ 施策の効果的な推進のための組織の設置等具体的活動の支援

（１）地方公共団体に対する支援

暴走族問題が地域社会に深く関わる問題であることにかんがみ、地方公共団体における暴走

族根絶のための具体的活動をより効果的に推進することができるよう、「暴走族対策会議」が決

定した対策を迅速に推進する方策（例えば、暴走族対策の推進に携わる機関及び団体の代表か

ら構成される「暴走族対策推進幹事会」等の設置を行うなど。）について情報提供等必要な支援

を行う。

（２）関係団体に対する依頼

自動車関係団体、青少年育成関係団体、交通安全関係団体等に対し、暴走族対策の効果的な

実施のため、地方公共団体が講ずる具体的活動の推進への協力を依頼する。
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○ 平成１８年度文部科学省交通安全業務計画
（平成１８・３）

まえがき
我が国の平成１７年の交通事故死者数は６，８７１人と、昭和４５年に交通安全対策基本法が施行されて以
来の最小死者数であり、昭和３１年（死者数６，７５１人）以来４９年振りに６，０００人台まで減少するに至った。
しかしながら、交通事故件数は６年連続して９０万件を、負傷者数は７年連続して１００万人を超えるな
ど、交通事故情勢は依然として厳しい状況である。幼児児童生徒を取り巻く交通環境が改善されて
いるとは言い難く、幼児児童生徒等の死者数は２３９人と、前年に比べて減少しているものの、依然と
して少なくない。
このような状況の下において、幼児児童生徒等の交通事故を防止するためには、学校をはじめ家
庭や地域における交通安全教育の徹底を図ることはもとより重要であるが、幼児児童生徒等が安心
して通行できる道路交通環境の確立が不可欠である。
また、大部分の幼児児童生徒が将来運転者となる現状を踏まえ、交通社会の一員として、自己の
安全のみならず、他の人々や社会の安全に貢献できる健全な社会人を育成するための計画的で継続
的な交通安全教育を推進する必要がある。
このため、交通安全に関する施策の推進については、幼児児童生徒等の生命の安全を確保すると
ともに、的確な判断の下に安全に行動できる実践的な態度や能力を養うという見地から、特に次の
点に配慮して、より一層の努力を傾注する必要がある。

１ 安全な道路交通環境づくりの促進

（１）通学通園中の交通事故を防止するため、学校及び教育委員会は、通学通園路を定期的に点検
し、その結果に応じて適切な措置をとるとともに、警察、道路管理者等の関係機関に対し、通
学通園路の交通安全施設等の重点的な整備、スクール・ゾーンの設定等学校周辺の交通規制の
拡大等について働きかけること。

（２）道路上の遊びによる交通事故を防止するため、関係機関に対し、遊戯道路の設定や児童公園、
児童遊園、運動広場等の整備等について働きかけるとともに、市町村立の学校の体育施設等を
幼児児童生徒を含めた地域住民の活動の場として開放するよう努めること。

２ 交通安全教育の徹底

（１）学校においては、生涯にわたる交通安全教育の推進を図る観点から、自他の生命尊重の理念
の下に、交通社会の一員としての責任を自覚し、交通安全意識と交通マナーの向上に努め、相
手の立場を尊重する良き社会人を育成するため、家庭や地域社会との密接な連携を図りながら、
幼児児童生徒の心身の発達段階や地域の実情に応じ、交通安全教育を計画的かつ組織的に行う
こと。

（２）高等学校においては、生徒の二輪車による事故が少なくない現状にかんがみ、関係機関及び
保護者と密接な連絡を保つとともに、特に勤労生徒については、雇用者とも連携を図り、生徒
の交通事故の防止に努めること。
また、免許取得可能年齢に達し、在学中または卒業後に普通免許を取得する者が多いことか
ら、自転車及び二輪車に関する安全指導はもちろん、普通自動車も含めて幅広く運転者として
必要な資質や能力の育成に努めること。

（３）地域においては、生涯にわたる交通安全教育の推進を図る観点から、社会教育活動における
交通安全に関する学習の促進を図ること。
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（４）交通安全指導を効果的に行うため、教材、教具の整備を図るとともに、指導資料の作成、教
員に対する現職教育等を実施し、指導力の向上に努めること。

（５）近年、幼児児童生徒が傷害や殺人など凶悪な犯罪の被害となる事件が発生していることから、
家庭や地域の関係機関・団体との密接な連携を図り、不審者情報を共有するなど、交通安全教
育と関連させながら、併せて防犯に関する積極的な取組を推進すること。
文部科学省においては、以上の点を踏まえて、次のとおり平成１８年度交通安全業務計画を決定し
た。この計画の実施に当たっては、教育委員会、学校、公民館等関係機関と緊密な連携を図るとと
もに、広く幼児児童生徒の保護者を含む国民各層の協力を求めるものとする。

第１ 計画の目的
この業務計画は、交通安全対策基本法（昭和４５年法律第１１０号）第２４条第１項及び第２項の規定
に基づき、文部科学省が講ずべき施策及び都道府県が講ずべき施策に関する計画の作成の基準と
なるべき事項を定め、文部科学省及び関係機関における交通安全に関する施策を計画的に推進す
ることを目的とする。

第２ 計画の目標
第８次交通安全基本計画（平成１８年３月 中央交通安全対策会議）の趣旨に沿って努力を払う
ものとし、このため関係機関・団体、地域、家庭が相互に緊密な連絡をとり、各種の施策の積極
的な推進に努める。

第３ 主要対策
１ 安全な道路交通環境づくりの促進

（１）通学通園路における交通安全の促進
ア 通学通園路の設定と安全点検
（ア）社会資本整備重点計画法（平成１５年法律第２０号）に基づく社会資本整備重点事業の実施
に際しては、交通安全対策基本法に基づいて設けられている都道県、市町村の交通安全対
策会議又は市町村学童園児交通事故防止対策協議会を活用して、教育委員会等の意見が反
映されるよう努める。

（イ）市町村の教育委員会においては、学校に対し、当該学校の所在する地域の実情を十分考
慮して幼児児童生徒の通学通園路及び登下校の時間帯を設定し、必要に応じ道路管理者、
警察等と共同して、定期に安全点検を実施するよう指導するとともに、その結果について
報告を求める。
また、前述の報告をもととし、必要に応じ、管内国公私立の学校の通学通園路の変更や
交通安全施設の新設又は改修などの環境の改善及び登下校の時間帯の調整を図る。

（ウ）都道府県の教育委員会は、市町村の教育委員会において、（イ）によって調整した当該区
域内における通学通園路及び登下校の時間帯のうち、自動車の通行を禁止する等の措置を
必要とする区間及び時間帯について、市町村の教育委員会と地元警察署との間で十分協議
させ、その実現のための具体的措置についての意見をまとめさせるとともに、これを都道
府県の教育委員会に報告させる。

（エ）都道府県の教育委員会においては、（ウ）の報告に基づき警視庁、道府県警察本部と協議
し、都道府県の公安委員会による自動車の運行禁止の区間及び時間帯が適切なものとなる
ような措置が講じられるように努める。

（オ）学校及び教育委員会においては、幼児児童生徒についての交通安全計画を立て、その実
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施に際し、あらかじめ、各関係方面にその計画を連絡し、適切な指導、助言、援助を求め、
又は資料の提供を受けるなど積極的に協力を求める。

（カ）以上の措置を実施するに当たっては、必要に応じ、都道府県交通対策協議会、市町村学
童園児交通事故防止対策協議会等交通問題を協議するために設けられている組織の活用に
ついても配慮する。

イ 集団登下校の実施
集団登下校については、各学校において通学路の道路事情、交通事情、防犯環境等を具体
的に検討した上で個々の通学路ごとに実施するかどうかを決定する。
集団登下校を実施する場合には、道路の状況等に応じ人数等について適切な措置をとり、
通学の安全が図られるようにするとともに、幼児児童生徒が安全な行動の仕方を身に付ける
ことができるようにする。
なお、集団登下校を実施しない場合でも、幼児児童生徒を極力一人だけにしないような対
策を講じる必要がある。
また、学校は、学校の設置者、警察署、ＰＴＡ、その他の関係機関・団体等と密接に連携
し、適切な計画を立て、登下校時における交通規制、保護、誘導等の確保及び防犯対策に万
全を期する。
ウ スクール・ゾーンの設定の推進とその定着化
教育委員会、幼稚園及び小学校においては、地域の警察、道路管理者等の協力を得て、幼
稚園及び小学校を中心に周囲５００メートルを範囲とするスクール・ゾーン（特に子どもの交通
安全の確保を図る特定地域）の設定及び定着化を積極的に推進する。

（２）学校体育施設等の開放の促進
都道府県、教育委員会等においては、子どもの安全な遊び場の確保を図るため、小学校及び
中学校等の校庭及び体育施設、社会体育施設等の開放を積極的に促進する。
なお、学校は、校庭を開放するに当たり、平成１３年８月３１日付け文科初第５７６号をも参考とし、
保護者や地域の関係団体等の協力を得て、地域と一体となって、幼児児童生徒の安全確保のた
めの方策を講じる。

（３）遊戯道路の設置等の促進
教育委員会においては、子どもが安全に道路上で遊べるように警察、道路管理者等との連携
の下に、車両通行止め等の規制による遊戯道路の設置を積極的に推進するとともに、交通安全
対策会議等を通じて、児童公園、児童遊園、運動広場等の整備の促進を関係機関に働きかける。

２ 生涯にわたる交通安全教育の振興

（１）学校における交通安全教育の推進
学校における交通安全教育は、生涯にわたる交通安全教育の一環として、自他の生命の尊重
という基本理念に立って、幼児児童生徒の心身の発達段階や地域の実情に応じ、交通安全教育
指針（平成１０年９月２２日 国家公安委員会告示第１５号）も参考とし、家庭及び地域や関係機関・
団体との連携・協力を図りながら、学習指導（教育）要領に基づいて、学校の教育活動全体を
通じて計画的かつ組織的に行う。
その際、体験的学習や問題解決的学習等も取り入れながら、高齢者や幼児など、交通事故の
被害者になることが多い年齢層の交通行動の特性について理解させること等に留意する。
また、例えば、高齢者と児童生徒が共に交通安全教育を受ける場などを設けること等により、
高齢者との世代間交流を行うことも重要である。
ア 幼児に対する交通安全教育の推進
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幼児に対する交通安全教育は、心身の発達段階に応じて、基本的な交通ルールを遵守し、
交通マナーを実践する態度を習得させるとともに、日常生活において安全に道路を通行する
ために必要な基本的な技能及び知識を習得させることを目標とする。
したがって、幼稚園においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りながら、
日常の教育活動のあらゆる場面をとらえて交通安全教育を計画的かつ継続的に行う。これら
を効果的に実施するため、紙芝居、視聴覚教材等を利用したり、親子で実習したりするなど、
分かりやすい指導に努める。
イ 児童に対する交通安全教育の推進
児童に対する交通安全教育は、心身の発達段階や地域の実情に応じて、歩行者及び自転車
の利用者として必要な技能と知識を習得させるとともに、道路及び交通の状況に応じて、安
全に道路を通行するために、道路における危険を予測し、これを回避して安全に通行する意
識及び能力を高めることを目標とする。
したがって、小学校においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りながら、
教科「体育」、道徳、学級活動・児童会活動・学校行事等の特別活動、総合的な学習の時間等を
中心に、学校教育活動全体を通じて、歩行者としての心得、自転車の安全な利用、乗り物の
安全な利用、危険の予測と回避、交通ルールの意味及び必要性等について重点的に指導する。
ウ 中学生に対する交通安全教育の推進
中学生に対する交通安全教育は、日常生活における交通安全に必要な事柄、特に、自転車
で安全に道路を通行するために、必要な技能と知識を十分に習得させるとともに、道路を通
行する場合は、思いやりをもって、自己の安全ばかりでなく、他の人々の安全にも配慮でき
るようにすることを目標とする。
したがって、中学校においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りながら、
教科「保健体育」、道徳、学級活動・生徒会活動・学校行事等の特別活動、総合的な学習の時
間等を中心に、学校教育活動全体を通じて、歩行者としての心得、自転車の安全な利用、自
動車の特性、危険の予測と回避、標識等の意味、応急手当等について重点的に指導する。
エ 高校生に対する交通安全教育の推進
高校生に対する交通安全教育は、日常生活における交通安全に必要な事柄、特に、二輪車
の運転者及び自転車の利用者として安全に道路を通行するために、必要な技能と知識を習得
させるとともに、交通社会の一員として交通ルールを遵守し自他の生命を尊重するなど、責
任を持って行動することができる健全な社会人を育成することを目標とする。
したがって、高等学校においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りながら、
教科「保健体育」、ホームルーム活動・生徒会活動・学校行事等の特別活動、総合的な学習の
時間等を中心に、学校教育活動全体を通じて、自転車の安全な利用、二輪車・自動車の特性、
危険の予測と回避、運転者の責任、応急手当等について更に理解を深めるとともに、生徒の
多くが、近い将来、普通免許等を取得することが予想されることから、免許取得前の教育と
しての性格を重視した交通安全教育を行う。特に、二輪車・自動車の安全に関する指導につ
いては、生徒の実態や地域の実情に応じて、安全運転を推進する機関・団体等と連携しなが
ら、安全運転に関する意識の高揚と実践力の向上を図るとともに、二輪車の実技指導等を含
む実践的な交通安全教育の充実を図る。
また、小中学校等との交流を図るなどして高校生の果たしうる役割を考えさせるとともに、
交通安全活動への積極的な参加を促す。
オ 交通安全教育は、各教科、道徳、特別活動等学校における教育活動の全体を通じて行うも
のであるが、「安全の日」あるいは「安全週間」を設けるなどによってその徹底を図るととも
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に、学年ごとに、交通安全に関する指導時間を定めて、実際的な指導をすることが望まれて
いる。また、朝礼等児童生徒が集合するときを利用して、繰り返し交通安全についての関心
と理解を高める。
カ 文部科学省においては、学校における交通安全教育の改善、充実に資するため、「交通安全
教育の新たな展開（高等学校教師用指導資料）」、「交通事故防止のための危険予測学習教材
（小学校児童４～６年生用）」並びに「安全教育参考資料「生きる力」をはぐくむ学校での安
全教育」の活用を推進する。
また、高等学校の交通安全教育推進事業として、財団法人日本交通安全教育普及協会に委
嘱し、各都道府県教育委員会に対して交通安全教育実践地域を委嘱し、高等学校を中心に、
地域の警察署、自動車教習所等、関係機関・団体の協力を得ながら、地域の実態に応じた、
自転車、二輪車、四輸車に関する指導内容・方法について実践的な研究を行う。
このほか、独立行政法人教員研修センターにおいては、学校安全教育指導者研修会を開催
し、指導計画及び効果的な指導方法について教員の理解を深め、指導力の向上を図る。
また、独立行政法人日本スポーツ振興センターにおいては、学校安全研究校を設定し、そ
の成果の普及を図るとともに、全国の市町村から交通安全教育推進地域を指定し、家庭や地
域との連携の下に関係機関・団体等の協力を得て、安全な道路交通環境の確立の促進及び幼
児児童生徒の安全意識の高揚と実践力の向上を目指した活動を積極的に推進する。
キ 都道府県においては、学校における交通安全教育の改善・充実に資するため、教員用指導
資料の作成、幼児児童生徒用教材の作成・普及、教員に対する各種研修会の計画的実施、学
校安全研究指定校の設定など適切な施策を講ずるよう努める。

（２）幼児児童生徒の登下校時の指導について
学校における幼児児童生徒の登下校時の指導管理については、特に次の点に留意する。
ア 交通安全及び防犯等の側面から、登下校時の通学通園路における危険箇所をあらかじめ調
査し、安全な通学通園路を幼児児童生徒及び家庭に周知徹底させ、事故を未然に防止するよ
う努めること。
特に悪天候時の通学又は自転車、原動機付自転車による通学に当たっては、たとえ通常の
経路及び方法による場合であっても注意を払うよう指導すること。
イ 幼稚園の幼児については、地域の交通事情などを考慮して、登下園の際には、保護者と教
職員等が密接な連携を図り、保護者又はこれに代わる者が付き添って、幼児の安全の確保に
ついて十分留意するとともに、信号や交通のきまりを守る習慣を養うようにすること。
ウ 幼児児童生徒の交通事故は登校時よりも下校時に多く見られるので、特に下校時の安全に
ついては適切な指導を行うこと。
エ 高等学校生徒の自動二輪車、原動機付自転車等による通学については、通学距離及び交通
事情とを勘案して、許可基準を定めるなどの方法により指導すること。
オ 公共交通機関等により通学する者の多い場合には、交通事情による心身の疲労を考慮して、
混雑時を避けて始業又は就業時間を定めることが望ましい。

（３）家庭における子どもに対する交通安全に関する指導について
子どもの交通事故は、いうまでもなく幼児児童生徒の登下校時に限られるものではない。む
しろその大部分は、家庭にあるときに発生していると思われる。
「幼児のひとり歩き」、「路上への飛び出し」、「路上遊戯」を行わないなど、家庭における指
導が学校教育と一体になって、初めて事故を防止できるものであるので、家庭における子ども
に対する指導監督について、更に注意を喚起することが肝要である。
家庭における子どもに対する指導監督については、おおむね次の点に留意する。
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ア 歩行者や自転車利用者として知っておくべき交通法規の一般について熟知し、子どものこ
れについての関心と理解を深めること。このため、家庭においては学校、社会教育関係団体
等が行う交通安全に関する諸事業に積極的に参加するよう努めること。
イ 日常の話題として、報道される交通事故を取り上げて話し合い、又は子どもとともに外出
する機会を活用して実地に指導するなど、具体的な事例に即して日常の交通安全について指
導すること。
ウ 子どもの遊び場所には注意を払い、常に子どもの所在を明らかにし、一人にしないこと。
エ 子どもの交通事故を防止するためには、学校、家庭、その他地域の関係機関、団体等が一
体となって子どもの指導監督や環境の整備を行う必要があるが、この際、特に学校において
は、地域の実態を考慮して交通安全のための保護者会、ＰＴＡの集会等で交通事故の実態を
説明し、学校の行っている交通安全指導について理解と協力を求めるとともに、次の事項に
ついて話し合い、実践を促すこと。
（ア）家庭においても、交通安全に関し両親の正しい実践と子どものしつけを徹底すること。
（イ）家庭において子どもに自転車を与える場合は、子どものからだに合ったものを与え、常
に点検し整備を行うとともに、危険な道路では絶対乗らないよう監督すること。

（ウ）他人の子どもであっても、交通事故防止のため必要があるときは注意を与え、小学校低
学年以下の幼少の者については保護すること。

（エ）保護者は、学区内の通学通園路以外の道路について交通安全施設の整備又は交通取締り
の強化等の措置が必要であると認めるときは、例えばＰＴＡ、町内会等の組織を通じて関
係機関に働きかけ、その実現を図ること。
また、地域におけるＰＴＡ活動を通じ、学区内の運転者に対して安全運転、特に子ども
の交通事故の防止に留意するよう強力に働きかけること。

（４）社会教育活動における交通安全教育の推進
地域においては、生涯にわたる交通安全教育の推進を図る観点から、交通安全教育指針も参
考に、高齢者及び青少年・成人を対象とした学級・講座等における学習活動、青少年団体、女性
団体、ＰＴＡ等の社会教育関係団体による実践活動及び公民館等の社会教育施設における活動
を通じ、それぞれの地域の実情に即して住民の交通安全に関する学習の促進を図るよう努める。
特に、交通事故死亡者数全体に占める高齢者の割合が極めて高いことから、高齢者に対する
交通安全に関する学習の促進を図るよう努める。
また、家庭、学校、地域の連携を図る上で、大きな役割を担うＰＴＡの重要性にかんがみ、
地方公共団体がＰＴＡと協力し、ＰＴＡ活動の一環として、交通安全に関する学習の促進が図
られるよう努める。

（５）交通安全教育に関する教材、教具の整備
学校及び教育委員会においては、教授用の掛図、信号機、道路標識・視聴覚教材等の交通安
全教育に必要な教材、教具の一層の整備充実を図る。

（６）大学等においては、学生の二輪車・自動車の利用等の実態に応じ、関係機関・団体等と連携
しつつ、交通安全指導の充実に努める。

３ 青少年の暴走行為の防止

青少年の二輪車等による暴走行為及びこれによる事故の発生を防止し、暴走族追放の機運を高
めるため、昭和５５年９月２４日の暴走族緊急対策関係省庁会議申合せ「暴走族に対する総合対策の
推進について」の趣旨の周知徹底に努め、青少年の暴走行為防止対策について一層配慮する。特
に、平成１３年２月には、関係省庁が「暴走族対策の強化について」を申合せており、平成１８年度

２４６



においても、この趣旨の周知徹底に努める。

４ 救助・救急体制等の整備

応急手当の知識や技能の必要性にかんがみ、中学校、高等学校の保健体育科において止血法や
包帯法、心肺蘇生法等の応急手当について指導するとともに、この指導を効果的に実施するため、
心肺蘇生法の実習や自動体外式除細動器の知識の普及を含む各種講習会の開催により教員の指導
力の向上を図る。

５ 交通安全に関する科学技術の振興

文部科学省においては、陸上交通、海上交通及び航空交通の安全に関して科学技術の果たす役
割が重要であることにかんがみ、総合科学技術会議の答申及び意見を踏まえつつ、科学技術振興
に関する審議会等の答申等に沿い、各省庁における交通安全に関する諸般の研究について必要な
経費が確保され、かつ、それらの研究が総合的、効率的に実施されるよう、平成１８年度の科学技
術に関する経費の見積り方針の調整等の事務を行うほか、所管の独立行政法人において次の業務
を実施する。
（１）陸上交通の安全に関する科学技術の振興

国の、「防災に関する研究開発基本計画」に基づき、防災科学技術研究所において、冬季道路
交通確保等に資するため、吹雪、雪崩や路面凍結等の発生予測に関する研究を、野外観測や雪
氷環境を人工的に再現した室内実験によって行う。

（２）航空交通の安全に関する科学技術の振興
独立行政法人宇宙航空研究開発機構において、乱気流等を機上で事前に検知し、航空機事故
を防止するための「風擾乱計測技術の研究」、航空事故時における客室構造の安全性を向上させ
るための「客室構造の耐衝撃性に関する研究」等を行う。また、航空事故に対しては国土交通
省航空・鉄道事故調査委員会からの依頼に基づく調査研究を行い、事故原因の究明に協力する。
標記については、これまでも格段の御尽力をいただいているところですが、宮城県の小学校
の児童が、７月２０日の登校中に犯罪に巻き込まれ重傷を負うというあってはならない事件が発
生しました。
登下校時における幼児児童生徒の安全確保については、「登下校時における幼児児童生徒の安
全確保について」（平成１７年１２月６日１７文科ス第３３３号）等において、幼児児童生徒を極力一人に
しないという観点から、保護者、地域社会、警察等の関係機関との連携を進めながら、安全管
理を徹底するようお願いしてきたところです。
この度の事件は、学校の正門前において教職員やボランティア等が不在の状況下で発生した
ものです。ついては、学校や地域の実情に応じて、上記通知で示されている学校安全確保対策
を適切に講じていただくようお願いします。
文部科学省としても、「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」において、学校安全ボラン
ティアの養成・研修や、スクールガード・リーダーの巡回による学校安全ボランティアの指導
等を進めているところであり、適宜これらの施策を活用いただき、地域全体で幼児児童生徒の
安全を見守る体制を整備していただくようお願いします。
また、長期休業中において幼児児童生徒が地域で事故や事件に巻き込まれないよう適切な指
導を行っていただくようあわせてお願いします。
なお、都道府県教育委員会学校安全主管課にあっては域内の市町村教育委員会に対して、都
道府県私立学校主管課にあっては所轄の私立学校に対して周知していただくとともに、適切な
対応がなされるよう御指導をお願いします。
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昭４０・６・２６ 文体ス第１８６号 文部省体育局長から各都道府県教育
委員会教育長、各都道府県知事、附属学校を置く各国立大学長、各
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【生活安全（防犯を含む）関係】

○ 水泳、登山等の野外活動における事故防止について

このことについては、すでに機会あるごとに通達したことでありますが、例年夏季休暇において

は、水泳、登山等の野外活動による事故を多発していることにかんがみ、従来にもましてその指導

に万全を期する必要があると思います。

いうまでもなく、水泳、登山等の野外活動は、心身ともに健全な青少年を育成するため、きわめ

て有意義なものでありますが、そのねらいに反してしばしば悲惨な事故が発生しておりますことは

憂慮にたえません。

近年における青少年の野外活動の急速な発展から、本年も夏季休暇には、野外活動に参加するも

のがますます増加し、それに伴って事故の多発が予想されます。

つきましては、別紙留意事項を参考とされ、事故を未然に防ぐよう指導を強化するとともに、関

係機関および団体の協力をもとめ、実情に即した措置をとられるよう格別のご配慮を願います。

水泳、登山等の野外活動における事故防止に関する留意事項

１ 水泳について

（１）学校などで海、河川、湖、沼で水泳指導を実施する場合には、責任者および指導者は、次の

諸点に留意して、指導の適正を期すること。

（プールを使用する場合も、これに準じて行うこと。）

ア 水泳場の選定にあたっては、かならず水中にはいって水底の状況、水の流れ等について事

前調査を行い、安全な場所を選ぶこと。

この際、警察署、保健所等の関係機関や地域の協力を求めるとともに、実施にあたっては、

具体的な計画をこれら機関や参加者の家庭に連絡しておくこと。

イ 引率や指導の担当者の選定にあたっては、水泳指導の経験や能力に応じて、指導係、施設

係、監視係、連絡係、救助係等の責任分担を明確にすること。

なお、水泳指導の担当者は救助法（特に人工呼吸法その他必要な技能を含む。）について習

熟しておくことが必要である。

ウ 毎日の練習区域の設定は、そのつど水中調査をして決定し、その区域には、「旗」、「たる」、

「ブイ」等によって標示するとともに、境界の要所には、監視員を配して監視にあたらせる

こと。

なお、救助用具、救急薬品等を準備することが必要である。
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エ 水泳の参加者の決定にあたっては、事前にかならず健康診断を行い、医師の指示に従って

不適者は参加させないこと。

オ 水泳の開始前と終了後には、かならず呼名点呼をするとともに、練習中でもときどき人員

点検を行って確実に人員を掌握すること。

カ 常に参加者の健康状態を観察し、疲労、疾病等の徴候の早期発見につとめ、異常がある場

合には、水泳を禁止し、医師の診断を受けさせるなどの処置をすること。

キ 水泳中は、常に指導者を中心として規律ある行動をとらせること。

ク 非常の場合の連絡計画を立て、それを参加者にも熟知させること。

（２）児童生徒が、個人やグループで水泳を行う場合は、次の水泳心得を守るように、児童、生徒

および家庭に対し、その周知徹底をはかること。

ア 健康を害している場合はもちろん、空腹や疲労時、食事や激動の直後、月経等のときは泳

がないこと。

イ 水泳に行くときは、からなず水泳の経験に富むおとなと同行し、事前に行先、帰宅の予定

時刻、同行者を家庭に知らせておくこと。

ウ 危険な場所、不潔な場所または、未知の場所では、絶対に泳がないこと。

エ 水にはいる前には、かならず準備運動を行い、徐々に水はいること。

オ ひとりで離れて泳がないこと。

なお、海で泳ぐ場合は、胸ぐらいの深さのところを岸に平行して泳ぐこと。

カ 長時間つづけて水にはいらないこと。

キ 炎天下では、日射病の予防に注意すること。

ク 飛び込みを行うときは、水深、水中の危険物の有無を確かめてから飛び込むこと。

ケ けいれんを起こしたとき、危険なとき、おぼれた人を見たときは、大声で知らせ、近くの

人に助けを求めること。

コ 水泳後は、真水で体を洗い、洗眼すること。

２ 登山について

学校において登山を実施する場合は、次の諸点に留意して、指導の適正を期すること。

また、学校の計画以外で児童生徒が登山を行う場合についても、これらの諸点に留意させるよ

うじゅうぶんに指導すること。

ア 登山の実施にあたっては、かならず登山の経験に富む者を同行すること。

イ 登山計画の立案にあたっては、参加者の性別、技術、体力等をじゅうぶん考慮して目的地

を選定し、できるだけ現地の事前調査を行うこと。

ウ 常に最悪の状態を予想して食糧装備等の万全を期すること。

エ 事前に健康診断を行い、医師の指示に従って参加させること。

オ 気象庁の長期予報を参考とし、また気象注意報、気象警報の発せられているときは、登山
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をみあわせ、もし、行動中に暴風雨等に遭遇した場合は、計画を中止するかまたは変更して

体力の消耗をさけ、天候の回復を待つこと。

カ 事前に登山計画をもよりの駅、警察署、山小屋等に提出し、登山口等における登山者名簿

には必ず記入すること。

キ 行動中は、とくに統制をとり、指導者またはリーダーは、参加者の健康状態を観察し、疲

労している者があるときは、日程を強行しないこと。

ク 下山後は、地元の警察署その他に必ず連絡すること。

３ キャンプ、サイクリング、野外旅行（ホステリング）について

学校において実施する場合次の諸点に留意して、指導の適正を期すること。

また、学校の計画以外で児童生徒がこれらを行う場合についても、これらの諸点に留意される

ようじゅうぶんに指導すること。

ア キャンプ、サイクリング、野外旅行の実施にあたっては、これらについての経験に富む者

を同行すること。

イ 計画の立案にあたっては、参加者の性別、体力、経験等を考慮して余裕を残した無理のな

い計画を立てること。

ウ 事前に現地についての調査をじゅうぶんに行い、とくにキャンプ地の選定にあたっては、

できるだけ教育委員会等の関係機関、団体で指定するキャンプ場の中から選ぶこと。

エ 事前に必ず健康診断を行い、医師の指示に従って、不適者は参加させないこと。

オ 事前に準備会を開き、携行品、役割分担等の打合せをじゅうぶん行うこと。

カ 行動中は、とくに統制をとり、指導者またはリーダーは、参加者の健康状態を観察し、疲

労、疾病の早期発見に努めること。

キ 天候の急変、事故の発生等の場合は、計画の変更、学校家庭への連絡等適切な措置を講じ

て無謀な行動は避けること。

ク 非常の場合の連絡計画をあらかじめ立てておくこと。

○ 小学校、中学校、高等学校等の遠足・修学旅行について

標記のことについてはくり返し通達してきたところであり、最近においては、特に、その事故防

止について昭和４３年６月１０日付け文初中第３３８号をもって通知したところでもあります。

貴委員会におかれても、すでにこれらの趣旨の徹底についてじゅうぶん御配慮のことと思います

が、このたび、遠足・修学旅行の計画と実施に関し、特に留意すべき事項を下記のとおりまとめま
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した。

ついては、貴委員会におかれては、この趣旨を御了知のうえ、各学校における遠足・修学旅行が

適切に運営され、特に事故の絶無が期せられるよう管下の市町村教育委員会および学校に対し、いっ

そうの御指導をお願いします。

また、盲学校、聾学校および養護学校ならびに小学校、中学校の特殊学級における遠足・修学旅

行については、児童生徒の心身の障害の種類や程度に応じ、特別な配慮がなされるよう御指導かた

あわせてお願いします。

なお、貴委員会において作成している遠足・修学旅行の基準等についても再検討され、必要に応

じその改善を図られるよう御配慮願います。

記

� 遠足・修学旅行の計画と実施

１ 遠足・修学旅行は学校の教育課程上「学校行事等」に位置づけられる教育活動であるので、

小学校、中学校および高等学校の学習指導要領、学校行事等指導書等に示すところにより、そ

のねらいを明確にし、その内容をじゅうぶん吟味して、教育的効果を高めるようにすること。

２ 学校における教育活動は、一般にその教育の場が学校内に限定されているが、遠足・修学旅

行は学校外に教育の場を求めて行なわれる活動であるので、学校内では得がたい学習を行なう

機会として有効に活用するようその計画と実施にあたって学校の創意と教育的識見をじゅうぶ

んに生かし、いわゆる物見遊山や観光旅行に終わらせることのないようにすること。

３ 学校において、遠足・修学旅行を計画、実施するにあたっては、特に次の事項に留意するこ

と。

（１）原則としてすべての児童生徒が参加できるように計画すること。なお、参加できない児童

生徒がある場合には、その指導についても遺憾のないよう配慮すること。

（２）参加人数の多い場合は、できるだけ大集団の行動を避け、適当な人数の集団に分けるなど

の方法をとり、指導の効果を高めるとともに、事故の絶無を期すること。

（３）目的地や見学先を精選し、ゆとりのある計画をたて、児童生徒の疲労の軽減を図るととも

に、教育的効果を高めるようにすること。

なお、小学校にあっては、宿泊を伴う計画のある場合にも車船中泊を避け、中学校、高等

学校にあっても、往復とも車船中泊をすることはできるだけ避けること。

（４）引率教職員の数は、必要にしてじゅうぶんなものとするとともに、引率責任者を明確にす

るなど、その指導組織や事務分担を明らかにし、常に児童生徒を掌握し、秩序ある行動と安

全が保てるように配慮すること。

（５）引率責任者は、計画作成の中心となり、また、その実施にあたっては、的確に状況を判断

し、予期しない事情の変化に際しては、日程、経路、目的地を変更する等臨機応変の措置を

とること。
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（６）引率教職員の修学旅行中における勤務については、勤務時間の割り振りを適切にするなど

慎重な配慮をすること。

（７）引率教職員が、みずからの責務を自覚し、自己の行動を厳に慎むようにすること。

（８）できるだけ簡素で実質的な計画をたて、実施に必要な経費をなるべく低廉にすること。

また、児童生徒の所持金、服装、携行品などについても保護者の負担の軽減に努め、この

ことについて保護者の協力を得るようにすること。

なお、経費の徴収については、一時に過重な負担にならないよう、計画的に積立貯金をさ

せるなどの方法をくふうするとともに、金銭の保管等について遺漏のないよう注意すること。

（９）関係業者を利用する場合には、業者にまかせきりにすることなく、学校が主体性をもって

計画、実施にあたること。また、関係業者については信用度等をじゅうぶん調査したうえで

利用し、また、これと不明朗な関係をもつことのないよう厳に注意すること。

（１０）実施後、参加教職員を中心として、細部にわたりその評価・反省を行ない、次回以降の計

画や実施に役だてるようにすること。

４ 実施中および事前事後の指導については、特に次の事項に留意してその徹底を図ること。

（１）遠足・修学旅行の実施のねらいや指導内容をできるだけ平常における各教科等の指導に関

連づけること。

（２）自然保護や文化財尊重の態度を育成すること。

（３）集団の秩序を乱したり、他の人の迷惑になる行動をすることのないように指導すること。

また、集団行動や共同生活の体験をとおして望ましい態度や習慣を身につけること。

（４）事後指導として、実施中における学習や行動について、児童生徒に自己評価させる機会を

設け、実施の成果をじゅうぶん生かすようにすること。

５ 教育委員会は、所管の学校が作成した計画について、その日程、目的地、見学先、経路、交

通機関等をじゅうぶん検討し、特に、児童生徒の安全と健康のうえで無理がなく適切なものと

なるよう指導すること。

� 遠足・修学旅行における事故防止

遠足・修学旅行における事故の絶無を期するため、特に、次の事項に留意すること。

１ 全般的事項

（１）平常から道徳教育や生徒指導の充実に努め、特に事前の安全指導の徹底を図ること。

（２）経路、交通機関について、事前にじゅうぶん調査し、検討しておくこと。特に、新しい経

路や交通機関を選ぶ場合には、細心の注意を払い、より入念に検討すること。

（３）宿泊施設の選定にあたっては、その周辺の環境について、教育的にじゅうぶん検討すると

ともに、安全、保健衛生についても特に配慮すること。

また、宿泊施設の状況、特に非常口や危険箇所などを調査し、適切な措置をとり、万一の

災害に備え、退避、救助等について配慮しておくこと。

（４）気象状況等にじゅうぶん注意し、天候その他の異変の際は、予定を変更するなど、臨機応
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変の措置をとること。

（５）万一、事故が発生した場合には、すみやかに医療機関その他の関係方面に連絡をとるなど、

適切な措置をとること。

２ 交通事故に関する事項

（１）車船を利用する場合は、安全を旨とし、定員を守り、車船中における秩序の維持に努め、

整然と乗下車船させ、その前後における人数の確認を徹底すること。

また、車船中の万一の事故に備えて避難の方法を検討し、これを児童生徒に周知徹底して

おくこと。

（２）バスを夜間あるいは早朝に利用したり、長時間にわたり継続乗車することは避けること。

（３）利用する交通機関の関係責任者と事前に連絡をとり、じゅうぶんな打ち合わせを行い、特

に、安全について確認すること。また、バスの契約にあたっては、運転手の技倆、経験等に

注意すること。

３ 保健衛生に関する事項

（１）事前にひとりひとりの児童生徒の健康状態を調べ、遠足・修学旅行に参加することが困難

と認められる児童生徒については、特別な配慮をすること。

（２）関係の保健所との連絡をとり、目的地等の衛生状態の調査や衛生監視について協力を求め

ること。

（３）実施中の健康管理を徹底するため、なるべく養護教員または学校医を参加させること。

（４）実施中、常に児童生徒の健康状態に注意するとともに、食物や飲料水についても、細心の

注意を払うこと。特に食中毒等の起こりやすい時期の健康の管理については特別の配慮をす

ること。

また、実施後の児童生徒の健康状態についてもじゅうぶん注意し、必要な措置を行うこと。

４ 非行等に関する事項

（１）平常から、ひとりひとりの児童生徒の理解を深め、その指導に努めるとともに、実施中に

おいて児童生徒が非行を犯したり、被害を受けたりすることのないよう注意すること。

（２）児童生徒の掌握をいっそう徹底し、自由行動中においても規律を守らせ、放じゅうに流れ

ることのないよう指導し、特に、飲酒、喫煙、不純異性交遊等の非行におちいることのない

よう厳に注意すること。

（３）所持品の整理整頓を励行させ、紛失や盗難等の事故がおこらないように注意すること。

（備考）

以上のほか、事故防止については、昭和２８年７月１０日付け文初中第４１３号、昭和３０年９月１３日付

け文初中第３７２号および昭和３６年６月３日付け国初第３７号を、また、特に保健衛生については、昭

和２８年５月１２日付け文初保第２６０号および昭和３０年４月４日付け文初中第１６５号を参照して遺漏のな

いようにすること。
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昭４５・６・２６ 文体体第１６９号 文部省体育局長から各都道府県教育
委員会教育長、各都道府県知事、附属学校を置く各国立大学長、各
国立高等学校長あて 通達

�
�
�
�
�

○ 児童生徒の体育活動による事故の防止等について

学校における児童生徒の体育活動の指導にあたっては、あらかじめ、ひとりひとりの健康状態や

技能の程度をじゅうぶん掌握して、それに即した適切な指導を行なう必要があることはいうまでも

ありませんが、最近、このような配慮を欠いたことによると思われる不慮の事故が続いて発生して

いることは、まことに遺憾であります。

生徒の体育活動による事故の防止等については、「学校の体育行事等における事故防止について」

（昭和４１年２月８日付け文体体第８３号、文部省体育局長通達）〔別紙１〕、「中学校、高等学校におけ

る運動クラブの指導について」（昭和４３年１１月８日付け文体体第２２３号文部省体育局長通達）〔別紙２〕

をもって、関係者の格別のご配慮をお願いしてまいりましたが、さらに、下記事項に留意のうえ、

児童生徒の体育活動中における事故防止の徹底をはかるようご配慮願いします。

なお、貴管下の教育委員会および学校に対し、この趣旨の周知徹底方について、よろしくお取り

計らい願います。

記

１ 児童生徒の保健管理の徹底をはかり、体育活動の指導を行なう場合には、あらかじめ体育活動

に支障のある既往症の有無について熟知し、それに基づいて適切な指導を行なうこと。特に、新

入学児童生徒については、就学時健康診断票、あるいは進学の際、小学校または中学校から送付

された健康診断票により児童生徒の健康状態を明確に掌握しておくこと。

２ 対外運動競技に生徒を参加させる場合には、あらかじめ健康診断を受けさせる等、選手の健康

管理にじゅうぶん留意し、その結果に基づいて必要がある場合には競技に参加させない等の措置

をとること。

また、特に危険を伴うような運動種目の選手の選考にあたっては、過去の競技歴等を検討して

選考するようにすること。

３ 体育活動に使用する器械器具については、あらかじめ安全点検をじゅうぶんに行なうこと。

４ 運動クラブの指導にあたっては、その活動の実態を掌握するための指導組織の再検討を行ない

指導の徹底をはかり、いきすぎた練習や暴力行為が行われないよう、格段の配慮をすること。

５ 日常、運動を行なう場合においても、児童生徒が自己の健康状態や体力の現状を知り、それに

応じて運動を実践することができるよう指導の徹底をはかること。
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昭４１・２・８ 文体体第８３号 文部省体育局長から各都道府県教育
委員会、都道府県知事、附属学校を置く国立大学長、国立高等学校
長あて 通達
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昭４３・１１・８ 文体体第２２３号 文部
省体育局長から 通達
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別紙１

学校の体育行事等における事故防止について

青少年の健康の増進と体力の向上を図るため、体育活動を活発に行なうことは、きわめて必要な

ことであります。

しかし、最近、中学校、高等学校の体育活動において、生徒のけが・死亡等の事故が発生してい

ることは、まことに遺憾であります。

ついては、学校行事等またはクラブ活動における体育活動の実施にあたっては、下記事項に留意

のうえ実施するよう、貴管下関係方面に周知させて下さい。

記

１ 学校行事等またはクラブ活動における体育活動（以下「体育活動」という。）の計画は、学習指

導要領の趣旨に即して作成すべきものであるが、その際、生徒の健康状態や体力等の差異を考慮

した内容と、画一的な計画をさけること。

２ 体育活動の実施にあたっては、あらかじめ生徒の健康診断、健康相談、健康観察等を徹底し、

その結果に基づいて必要な場合には、参加についての規制をする等の措置を講ずること。

３ 体育活動の実施にあたっては、その指導が徹底するように配慮するとともに、常に事故防止に

留意し、必要に応じて直ちに救急等の措置がとれるよう準備しておくこと。

別紙２

中学校、高等学校における運動クラブの指導について

中学校、高等学校における運動クラブは、各種の運動の練習を通じて生徒の自発的な活動を助長

し、心身の健全な発達を促し、進んで規律を守り、たがいに協力して責任を果たすなどの社会生活

を営むに必要な態度を養うよい機会でありますが、指導が行き届かない場合においては、規律が乱

れたり、勝敗にとらわれてゆきすぎた練習や暴力的行為が行われたりするなどのあやまった行動を

招くおそれがあり、最近、そのような望ましくない事例が一部にみられたことは、まことに遺憾で

あります。

運動クラブの指導については、「中学校、高等学校における運動部の指導について（昭和３２年５月

１６日文初中第２７５号文部省初等中等教育局長通達）」をもって、関係者の格別のご配慮をお願いして

まいりましたが、さらに下記事項に留意し、いっそう成果をあげるようご配慮願います。なお、貴
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昭５３・７・１ 文管指第２０６号 文部省管理局長から各都道府県教育
委員会教育長、各都道府県知事あて 通知
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管下の教育委員会および学校に対し、この趣旨の周知徹底について、よろしくお取り計らい願いま

す。

記

１ 校長をはじめ運動部長などの運動クラブの責任者、種目別の各クラブ担当教員などによる指導

組織を確立し、関係教員全員が連係を密にし、協力して指導の徹底を図るようにすること。

２ 種目別の各運動クラブの担当教員は直接指導に当たるように努めるとともに、関係教員相互の

協力体制を整えて、部員から必要に応じ報告を求めたり、随時巡回したりするなどの適当な方法

によりその活動状況をたがいに連絡しあうようにし、運動クラブの活動の実態をじゅうぶん掌握

するようにすること。

３ 部員の健康管理にじゅうぶん留意するとともに、望ましい人間関係の育成に留意し、運動クラ

ブに明朗快活な気風を育てるようにすること。この場合、学級（ホームルーム）担任教員や父兄

ともじゅうぶん連絡を保つようにすること。

４ 運動クラブ活動については、できるだけ時間を有効に用い、生徒の生活全体からみて調和の失

われることがないように配慮すること。

○ 学校等における理科系実験用薬品類の管理について

学校等における理科系実験用薬品類の安全管理の徹底につきましては、かねてからご配慮を願っ

ているところでありますが、去る６月１２日に発生した宮城県沖の地震の際、化学実験用薬品の容器

の転倒落下等による混合発火と推定される学校火災が発生したことは遺憾であります。

ついては、貴管下の小学校、中学校、高等学校、特殊教育諸学校、専修学校、各種学校等におけ

る理科系実験用薬品類の保管管理について、地震時における火災防止等のため、下記事項にご留意

の上ご指導を願います。

なお、消防庁から別紙の要望がありましたので、参考のため添付します。

記

１ 管理体制の整備

薬品類の管理責任者及び使用責任者等を定めて、薬品類の保管・管理及び使用にあたっての安

全管理体制を整備すること。

２ 薬品類の保管・管理

（１）薬品類は、実験台上等に放置せず、収納戸棚等に保管し転落を防止すること。

（２）薬品類の収納戸棚等は、地震動により転倒しないよう必要な措置を講ずること。
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昭５３・６・２７ 消防危第８５号 消防
庁危険物規制課長から各都道府県消
防主管部長あて
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（３）混合すると発火等のおそれがある薬品類は、分類整備の上、別々に収納・保管すること。

（４）その他消防法等関係法令の規定に基づき適切な保管・管理を行うこと。

３ 実験時における安全の確保

（１）実験中における薬品容器、実験器具の転倒・転落防止並びに転倒・転落等による火災等の防

止に必要な対策を講ずること。

（２）児童・生徒等に対して、実験中地震を感知した場合の緊急措置に関する安全教育を徹底する

こと。

４ 初期消火体制の整備

万一やむを得ず出火した場合に備えて、定期的に消火器等の消防用設備の点検整備を行うとと

もに、適宜消火訓練を実施し、薬品類による火災の消火についての周知徹底を図ること。

別紙 昭５３・６・２７ 消防危第８６号「学校施設の実験室等に貯蔵する危険物による出火

防止について」消防庁危険物規制課長から文部省管理局指導課長あて 通知

（略）

別紙

学校等における実験用危険物の管理等の徹底について

危険物の貯蔵・取扱いについては、かねてより防災対策に万全を期するようご指導願っていると

ころであるが、既にご承知のとおり、去る６月１２日、１７時１４分に発生した１９７８年宮城県沖地震におい

て東北大学等の化学実験室から実験用危険物等の混合発火と推定される火災が数件発生した。

少量の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合における地震時の火災予防対策については、火災予防

条例準則第３０条第６号に規定されているところであるが、特に、化学実験室等比較的少量の危険物

等を多種類取り扱う施設の地震時の火災予防対策としては、危険物が収納された容器等の転倒、落

下、破損等を防止するための管理の徹底を計ることが極めて重要であることにがんがみ下記事項を

留意のうえ、化学実験室等を有する学校、企業及び研究機関並びに薬局等に対し、実験用危険物等

の管理について徹底を期するようご指導願いたい。

なお、貴管下市町村に対してもこの旨示達され、よろしくご指導願いたい。

記

１ 危険物収納容器

危険物を収納する容器は、危険物の規制に関する規則別表第３に掲げる運搬容器のうち、ポリ

資
料

２５７



エチレンびん、ポリエチレン容器等容器の落下・転倒等により容易に破損しない材質のものを使

用するように努めること。

２ 危険物の保管場所

危険物を収納した容器の保管は、棚を避け、次の戸棚に収納するように努めること。

（１）戸棚は、不燃性の材料で作られ、かつ、奥行きの深い頑丈なものであること。

（２）戸棚は、引き違い戸のものであること。なお、観音開きのものである場合は、震動により戸

が開くのを防止するための止金を設けたものであること。

（３）戸棚の棚は、固定したもので、かつ、容器の転倒、落下を防止するための措置が講じられた

ものであること。

（４）戸棚は、建築物の壁、柱等に固定すること。

３ 危険物の保管方法

危険物を収納した容器の保管に際しては、次の事項に配慮すること。

（１）容器は、密栓して保管すること。

（２）容器の多段積みを避けること。

（３）混合発火のおそれのある危険物を収納した容器は、それぞれ別個の離れた位置にある戸棚等

に収納すること。

（４）自然発火のおそれのある危険物は、保護液を十分満たしておくこと。

（５）特に危険性の大きい危険物は、戸棚等の上段に収納することを避けるとともに、必要に応じ、

砂箱内に収納する等の措置を講じること。

（６）容器を収納した戸棚の戸は、必ず閉めておくこと。

４ 実験器具等に対する配慮

震動等により破損するおそれのある実験器具等を用いて実験等を行う場合にあっては、器具等

が破損した場合においても、危険物の拡散を防止することができる措置を講じられた場所で行う

等の配慮をすること。

５ 緊急時の措置等

実験室等において危険物の取扱い中に地震を覚知した場合は、直ちに、実験等を中止するとと

もに、次の措置等を講じること。

（１）使用中の火気の始末及び消火の確認

（２）使用中の危険物の戸棚等への収納

（３）混合発火するおそれのある危険物を取り扱っている場合にあっては、これら危険物の混合を

防止するための措置

（４）戸棚の戸の閉鎖の確認
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昭６３・３・３１ 文初高第１３９号 文部事務次官から都道府県教育委員
会教育長、知事、附属学校を置く国立大学長あて 通達
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◯ 修学旅行における安全確保の徹底について

今回、海外を修学旅行中の生徒に多数の死傷者を出す事故が発生したことは、誠に遺憾に堪えな

い。

小学校、中学校、高等学校等における修学旅行については、かねてから、事故の絶無を期し、安

全確保のために適切な措置が講ぜられるよう配慮願っているところであるが、この際、これまでの

指導の在り方を見直し、安全確保の徹底につき特段の措置が必要であると考える。

ついては、特に下記の諸点について留意の上、修学旅行が安全でかつ有意義に実施されるよう特

段の御配慮を願いたい。

おって、貴管下の市町村教育委員会及び学校に対しこの趣旨の徹底が図られるようよろしく取り

計らい願いたい。

記

１ 修学旅行は、平素と異なる生活環境の中にあって見聞を広げ、集団生活のきまりを守り、公衆

道徳について望ましい体験を得ることなどを目的とする意義ある教育活動であるが、一方で、校

外を集団で行動すること等に伴い、絶えず事故等の発生の余地をはらんだものであることを再認

識する必要があること。

このため、学校においては、修学旅行の計画実施に当たり、その実施のねらい、教育的意義を

明らかにするとともに、旅行経路、交通機関、現地の状況等についての事前の実地調査の実施、

引率体制等の充実、万一の事故発生等緊急時の連絡体制・医療体制等の点検、保護者の理解の徹

底等、細心かつ周到な準備を整え、関係業者に過度に依存することなく主体性をもって修学旅行

の安全確保につき万全を期すること。

２ 学校の管理機関等においては、平素から、各学校に対して、修学旅行のもつ意義と留意点につ

いての理解の徹底を図るとともに、各学校の修学旅行の計画実施が児童生徒の安全と健康の保持

上無理なく適切なものであるかにつき、十分な実態の把握と必要な指導を行うこと。また、万一、

事故等緊急の対応が必要な場合、すみやかな対応のとれる体制を整えること。

３ 海外修学旅行は、外国への旅行を通じ、外国人との交流や、外国の文物に接する機会を得、国

際理解を深めるなど、意義あるものであるが、我が国とは、環境や風俗・習慣、保健衛生、交通

事情、通信連絡体制、医療体制等の異なる地への旅行であることから、学校及び学校の管理機関

等においては、上記１及び２で示した安全確保のための留意事項に即した指導の徹底を図るとと

もに、日程や経費等についても無理のないものとなるよう特段の配慮が必要であること。さらに

これらについて保護者の十分な理解を得ることが必要であること。

このため、学校の管理機関等は、海外修学旅行について、事前の届出又は承認などにより必要

な指導を行い、安全確保等につき、遺漏のないよう措置を講ずること。
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平１１・６・２ 事務連絡 文部省大臣官房文教施設部指導課、体育
局学校健康教育課から附属学校を置く各国立大学事務局、各国立私
立高等専門学校、国立久里浜養護学校、各都道府県私立学校主管課、
各都道府県教育委員会施設主管課、各都道府県教育委員会学校安全
主管課あて
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◯ 学校施設の安全管理の徹底等について

学校における安全教育及び安全管理については、かねてから特段の配慮をお願いしているところ

ですが、遺憾ながら去る５月２９日、福岡県前原市の小学校において、国旗掲揚ポールの倒壊による

死亡事故が発生しました。

事故の原因については現在究明中ですが、同様の事故の再発を防止するため、下記の点に留意し、

取り急ぎ学校における安全点検の実施等をお願いします。

記

１ 国旗、校旗等を掲揚する大型のポール（特に、設置後相当年数を経過している鉄製のもの）に

ついては、ポールの固定部分を中心に、目視、打診（ハンマー等により軽くたたく）等により、

錆等によるポールの断面欠損・変形、ボルト等固定部品の欠落・変形等がないか早急に点検し、

必要に応じ、補修、取り替え等適切な安全対策を講じること。

なお、点検の際に塗装の浮きや剥がれ、錆がある場合は、当該部分の塗装等を除去した後、点

検を実施すること。

また、塗装により、ポール金属部分の断面欠損等がわかりづらい場合があるので留意すること。

（別添参照）

２ その他の学校の施設・設備についても、「小学校安全指導の手引（三訂版）」及び「中学校安全

指導の手引（三訂版）」を参考としつつ、各学校で定められている「学校保健安全計画」等に基づ

いて定期点検を実施する等、安全管理の徹底を図ること。

３ 各教科、道徳及び特別活動を通じて、児童生徒に対して、安全な生活を営むために必要な事柄

について理解させるとともに、日常生活、通学時や災害時に安全な行動ができるような態度や能

力を身に付けさせるよう安全教育の一層の充実に努めること。
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別添�

貫通ボルト式Ａ�

埋め込み式� 貫通べ一ス式Ｂ�

バンド式�

ポールの固定例と主な点検内容�

貫通ボルト式Ｂ�

ボルト付近でのポール�
の腐食、変形�
ボルトの欠落、変形�

埋め込み部分での�
ポールの腐食、変形�

ボルトの欠落、変形�

バンドの欠落、変形�

※今回の事故は、貫通ボルト式Ａに近いもので発生した。�

ボルト等の�
欠落、変形�
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参考

福岡県前原市のポール倒壊事故について

１．事故の経緯

５月２９日（土）午前１１時４０分頃、福岡県前原市の小学校の運動場において、運動会の準備中に

国旗掲揚ポールが倒れ、小学５年生の男子児童の頭部を直撃し、死亡。

２．事故発生時の状況

午前１０時２５分より、翌日の運動会の準備のため、児童と教職員が会場設営を開始。万国旗設営

係は、万国旗の４本のロープをポールを中心にして四方に広げる作業を行った後、万国旗のロー

プを国旗掲揚ロープに結びつけ、掲揚。地上１２�まで上げ、万国旗の張り具合を確かめていたと

き、突然ポールが倒れる。

３．ポールの状況

ポールは、高さ約１５�、直径約１１�の鉄製で、高さ約１．２�の石柱に２本のボルトで固定されて

いた、昭和５２年に運動場北側に設置され、２２年経過している。

折れた部分は、高さ約１�の上部のボルト付近であり、ポール内部が腐食していたようである

が、事前点検の段階では、外部塗装があったため、内部の腐食状況の確認は困難であった。

ポール破損状況�

石　柱� 鉄製ポール�

約
1.
2�
�

約
１
�
�
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平１１・６・２５ 文体体第２３２号 文部省体育局長から各都道府県教育
委員会教育長、各都道府県知事、附属学校を置く国立大学長、各国
立高等専門学校長あて 通知

�
�
�
�
�

○ 学校水泳プールの安全管理について

学校水泳プールの安全管理については、かねてから適切な管理・指導をお願いしているところで

ありますが、これからの時期、プール指導の実施、夏休み中のプール開放等児童生徒の学校水泳プー

ルの使用が増加するに当たり、下記事項に留意のうえ、引き続き、事故防止の徹底を図るとともに、

各都道府県教育委員会にあっては域内の各市町村の教育委員会及び関係機関に対して、また、各都

道府県知事にあっては所轄の私立学校、学校法人に対して、国立大学長にあっては管下の学校に対

して、周知されるようお願いします。

また、その際、「水泳指導の手引き〔改訂版〕（文部省）」及び「学校における水泳事故防止必携

〔新訂版〕（日本体育・学校健康センター）」を参考とするよう、併せて周知願います。

なお、平成１０年１２月１０日付け文総書第８０号「通知・通達等の見直しについて」において通知したと

おり、文部省では、行政運営の明確化・効率化等を推進する観点から、同一・類似の主題に係る複

数の通知・通達等の整理・統合化を行うこととしており、別紙に掲げる通知は廃止します。

記

１ 学校水泳プールの排（環）水口には、堅固な格子鉄蓋や金網を設けてネジ・ボルト等で固定さ

せる（蓋の重量のみによる固定は不可）とともに、吸い込み防止金具等を設置すること。

２ プール使用期間中においては、浄化装置等の適正な作動状況を確認するなど、附属施設を含め

てプールの施設・設備については常時安全点検を行うこととし、特に、排（環）水口については

十分な点検を行うこと。

３ プールの新設及び改築に当たっても、上記１及び２が遵守されるよう配慮すること。

（別紙）

廃止する通知

◯ 昭和４８年１０月１１日付け４８体体第２０号

「学校プール施設の整備について」

◯ 昭和５２年８月１６日付け５２体体第３１号

「水泳プールの施設設備の整備点検について」

◯ 昭和５４年８月１０日付け５４体体第２５号

「水泳プールの施設設備の整備点検について」

資
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平１１・８・６ １１体体第２６号 文部省体育局体育課長から各都道府
県教育委員会学校体育主管課長あて 通知

�
�
�
�

◯ 昭和６０年８月２８日付け６０体体第３２号

「水泳プールの安全管理について」

◯ 平成７年９月１１日付け７体体第３１号

「水泳プールの安全管理について」

◯ 平成８年５月２０日付け文体体第２３２号

「学校水泳プールの安全管理について」

◯ 平成９年４月１５日付け９体体第１６号

「学校水泳プールの排（環）水口状況調査の結果について」

◯ 学校水泳プールの安全管理について

学校水泳プールの安全管理については、かねてから適切な管理・指導をお願いしているところで

あり、特に、プールの排（環）水口には、堅固な格子鉄蓋や金網を設けてネジ・ボルト等で固定さ

せること等について、平成１１年６月２５日付け文体体第２３２号（文部省体育局長通知）において周知を

お願いしているところであります。

しかしながら今夏、大変遺憾ながら、小学校の水泳プールにおいて、排水口に体の一部が吸い込

まれて、児童が死亡する事故が発生しております。（別添参照）

事故原因については現在調査中ですが、プール指導、夏休み中のプール開放等児童生徒が学校水

泳プールを使用している時期でもあり、同様の事故の再発を防止するため、学校水泳プールの安全

確認・管理に当たり、前記体育局長通知及び下記の点に留意されるよう、取り急ぎ再度の周知をお

願いします。

記

１ 排（環）水口の蓋等の固定については、目視のみによる確認でなく、必ず触診及び打診等によ

り、蓋等の欠損、変形、ボルト等固定部品の欠落・変形等がないか確認し、必要に応じて取り替

えるなどの措置を講じること。

２ プール使用時においては、必要な監視員等を配置するなど事故防止のための監視体制の充実を

図ること。

３ 水泳プールのその他の施設・設備についても、プール使用期間中は、常時安全確認を行うこと。

２６４



金網�

排水口の状況�

参考

学校水泳プール排水口の事故の状況について

１ 事故発生時の状況

夏休み等のプール開放で遊泳中の小学生が、プールの水深約１ｍのところに設置してある排水

口に左ひざを吸い込まれる。

２ 排水口の状況

（１）事故のあったプールの排水口は、直径約１４�の円筒形をしており、プール側面に設置されて

いた。

（２）排水口には蓋がなく、排水口の数センチ奥に金網がパテで固定されていた。

資
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平成１２・１２・２５ １２国体学第１３７号 文部省体育局学校健康教育課長
から附属学校を置く各国立大学事務局長、国立久里浜養護学校長、
各都道府県私立学校主管課長、各都道府県教育委員会学校安全主管
課長あて 依頼

�
�
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平１２・１２・１５ 平成１２・１２・１３生局第２号
通商産業省生活産業局文化関連産業課長から
文部省体育局学校健康教育課長あて

�
�
�
�
�

◯ レーザーポインタの事故防止について

標記のことについて、別添のとおり通商産業省生活産業局文化関連産業課長から依頼がありまし

た。

ついては、児童生徒のレーザーポインタの使用による事故防止について、周知徹底されるよう御

配慮願います。

なお、各都道府県教育委員会におかれては、域内の市町村教育委員会等に対し、各都道府県私立

学校主管課におかれては、所轄の学校法人等に対して周知徹底されるようお願いします。

別添

レーザーポインタの児童・生徒による使用について

レーザーポインタ（携帯型レーザー光発生装置）は本来会議等で使用される文房具ですが、一部

報道にも見られるとおり、最近は様々な形状のものが市販されており、玩具として使用されるケー

スが目立っております。その中には直接ビーム又は鏡面反射光を裸眼で観察したとき極めて大きな

危険性があるとされるＪＩＳＣ６８０１及びＣ６８０２規格（以下、単に「ＪＩＳ規格」という）クラス３Ｂ

に該当するものが多く含まれていると考えられています。その危険性（別添資料を参照）に鑑み、

当省におきましても現在対策を検討中でありますが、さしあたって、別紙の通り関係各業界に、当

分の間、レーザーポインタの販売、ゲームの景品等としての譲渡等の自粛をお願いしたところです。

一方、すでに多くの製品が児童・生徒にも行き渡っていると考えられるところであり、また、上

記の関係業界に対する処置の実効性を高めるため、下記の内容を、各都道府県教育委員会を通じ、

各小中学校へ周知方お願いいたします。

記

１．学校、御家庭におかれましても、ＪＩＳ規格クラス２以下のものであることが明記されたもの

を除き、レーザーポインタは児童・生徒の手の届かないところに大人の手によって保管してくだ

さい。

２．ＪＩＳ規格クラス２以下のものであることが明記されたものについても、当該製品を児童・生

徒が使用する場合には必ず大人の管理下で適切な使用を行わせてください。

２６６



○ 文部科学大臣談話

（平成１３年６月８日）

この度の事件は、あまりにも痛ましく、決して許されない出来事であります。

まずもって、今回被害にあわれた児童のみなさん、けがをされた方々に対し、心からのご冥福と

お見舞いを申し上げます。

子どもたちが楽しく安心して学べる場であるはずの学校で、このような多数の児童や教員が犠牲

となる事件が起きたことは、誠に残念であり、二度と繰り返されてはならず、関係者が全力で再発

を防ぐ必要があります。

我が省としては、平成１２年１月に「幼児児童生徒の安全確保についての点検項目」を取りまとめ、

各学校及び教育委員会に対し、学校の安全管理のための方策を講じていただいているところですが、

この際、改めて、緊急の再点検をお願いいたします。

また、保護者やＰＴＡをはじめ地域の関係団体の方々におかれても、幼児児童生徒の安全確保に

ついて、地域ぐるみで取り組んでいただくようお願いいたします。

最近大人社会において、残虐な事件が頻発している風潮がみられ、学校だけでは対応できない事

態に鑑み、社会全体でこうした卑劣な行為を断じて許さないとの思いを共有していただきたいと、

この機会に強く訴えたいと思います。

（注）文部科学省では、平成１２年１月に「幼児児童生徒の安全確保についての点検項目」を取りまと

め、各学校及び教育委員会においては、日頃から、学校の安全管理のための方策を講じるよう通知

しているところ。

別添資料

ク ラ ス １ 合理的に予知可能な運転条件で安全である。

ク ラ ス ２ ４００nm～７００nmの波長範囲で可視放射を放出する。目の保護は、通常まばたき反射作用を含む
嫌悪反応によってなされる。長時間（０．２５秒以上）のビーム内観察状態は危険。

クラス３Ａ

裸眼での観察に対して安全である。４００nm～７００nmの波長範囲で放出するレーザーに対して、
保護はまばたき反射作用を含む嫌悪反応によってなされる。他の波長に対しては、裸眼に対
する危険性はクラス１よりも大きくはない。光学的手段（顕微鏡等）による直接のビーム内
観察状態（直接ビームまたは鏡面反射光を観察する状態）は危険。

クラス３Ｂ 直接のビーム内観察状態は常に危険なものである。
拡散反射の観察は、通常安全である。

ク ラ ス ４ 危険な拡散反射を生じる能力を持つ。それらは皮膚障害を起こし、また火災発生の危険があ
る。これらの使用には細心の注意が必要である。

資
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平１３・６・１１ １３文科初第３７３号 文部科学省初等中等教
育局長、スポーツ・青少年局長から各都道府県教育委員
会教育長、各指定都市教育委員会教育長あて 通知

�
�
�
�
�

（注）本日、直ちに、岸田副大臣を本部長とする「大阪教育大学教育学部附属池田小学校事件対策本

部」を設置したところであり、また、池坊大臣政務官を現地に派遣し、今回の事件についての実態

を把握して対応策を講じる。

◯ 幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理に関し緊急に対
応すべき事項について

去る６月８日、大阪教育大学教育学部附属池田小学校において、児童及び教職員が殺傷されると

いう事件が発生いたしました。

幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理については、これまでも「幼児児童生徒の安全確保

及び学校の安全管理について」（平成１２年文初小第５００号）等により、各学校等において適切な方策

を講じられるようお願いしてきたところであり、このたびの事件に関わる文部科学大臣談話（別紙

１）においても、緊急の再点検をお願いしております。

各学校等においては、現在、再点検等を進めていただいているところと思いますが、今回の事件

は国民に大きな衝撃を与えるとともに、類似事件の発生等についての不安も国民の間に生じてきて

おります。

ついては、各教育委員会におかれては、至急、教育委員会の会議を開催し、学校長や関係団体、

関係機関の意見等を聞きつつ、事件の再発防止等の観点から、所管の学校について、当面緊急に講

じるべき事項をただちに決定し、適切な対策を講じていただくようお願いします。

その際、特に、不審者に対する対応策については、出入り口での確認等不審者を識別するための

方策、校内の巡回等不審者を発見するための方策、万一、学校内に不審者が立ち入った場合におけ

る幼児児童生徒への迅速な注意喚起や緊急避難のための誘導の方策等を中心に早急に具体的な対応

策を定め、所管の学校において措置していただくようお願いします。

さらに、都道府県教育委員会にあっては、域内の市町村教育委員会においても、各学校の設置者

として、至急、教育委員会の会議を開催し、所管の学校で同様に必要な取組が行われるよう周知方

お願いします。

なお、対策を講ずるに当たっては、ＰＴＡ等との連携が重要であると考えられるため、社団法人

日本ＰＴＡ全国協議会をはじめとする関係団体の長宛の協力依頼を別途発出しておりますので、参

考のため添付いたします。（別紙２）

別紙１、２省略
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平１３・７・１０ １３初初企第１２号 文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長、
スポーツ・青少年局学校健康教育課長から各都道府県教育委員会総務担当課長、各指
定都市教育委員会総務担当課長あて 通知
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○ 幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理に関する緊急対
策について

幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理については、大阪教育大学教育学部附属池田小学校

において発生した事件を踏まえ、「幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理に関し緊急に対応す

べき事項について」（平成１３年６月１１日付け１３文科初第３７３号）により、当面緊急に講じるべき事項を

ただちに決定し、適切な対策を講じていただくようお願いしたところです。

各教育委員会及び学校におかれては、緊急の再点検をはじめ様々な取組を実施いただいていると

ころですが、その実施状況を集約し、学校における当面の対応に資するため、別紙のとおり、「幼児

児童生徒の安全確保及び学校の安全管理に関する緊急対策例」を作成しましたので送付します。

ついては、所管の学校及び都道府県教育委員会にあっては域内の市町村教育委員会に対して、周

知いただくとともに、地域の実情や学校の具体の状況に応じた対応がなされるよう指導方お願いし

ます。なお、公立学校における平成１３年度中に行う緊急対策に要する費用については、総務省にお

いて、地方債や、当該団体における財政状況に応じた特別交付税による財政措置を講ずることとさ

れていることを申し添えます。

また、今後の学校における安全管理の在り方については、現在、文部科学省において検討中であ

ることを併せて申し添えます。
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別紙

幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理に関する緊急対策例

１ 来訪者への対応等

◯ 出入り口の限定や立て札・看板等の設置

◯ 来訪者の受付や声かけによる身元確認

◯ 来訪者の入校証・名札等の着用

２ 施設設備の点検整備

◯ 監視カメラ・インターホン（カメラ付き）等の防犯設備の設置

◯ 校門・フェンス・外灯・鍵等の点検整備

◯ 非常電話・ベル・ブザー等の非常通報装置の設置

◯ 教室や職員室等の配置の変更

◯ 窓ガラスを透明なものに交換（防犯ガラス等の採用）

◯ 死角の原因となる立木等の障害物の撤去

３ 安全管理の徹底

◯ 警報用ブザーの教職員・幼児児童生徒等への貸与

◯ 教職員による構内巡回の実施・強化

◯ 学校警備員・監視員等の配置

◯ 保護者やボランティア等による学校内外の巡回（謝金支給の場合を含む）

◯ 危機管理マニュアルの作成や教職員に対する安全管理の指導・研修・訓練の実施

◯ 不審者発見時の迅速な警察への通報の励行

４ 幼児児童生徒への対応

◯ 集団（複数）登下校の実施（指導）

◯ 安全管理についての幼児児童生徒への指導や避難訓練の実施

◯ 安全管理に関するパンフ・リーフレット等の作成・配布

◯ 地域安全マップ等の作成

５ 保護者・地域・関係団体（ＰＴＡ、自治会、青少年教育団体等）との連携

◯ 保護者・地域住民・関係団体への協力依頼

・保護者やボランティア等による登下校時の立哨（謝金支給の場合を含む）

・登下校時の保護者の同伴

・学校活動における学校支援ボランティアの協力
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平１３・７・１０ １３初初企第１２号 文部科学省生涯学習政策局
生涯学習推進課長、初等中等教育局初等中等教育企画課長、
高等教育局私学部私学行政課長、スポーツ・青少年局学校健
康教育課長から各都道府県私立学校主管課長あて 通知
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・不審者発見時の学校等への通報依頼

◯ 余裕教室等を地域住民の学習・交流の場に活用

◯ 安全管理に関するパンフ・リーフレット等の作成・配布

◯ 連絡会・協議会等の設置

◯ 子ども１１０番の家の導入（増加）や対処方法の指導

◯ ＣＡＴＶ、コミュニティＦＭ及びインターネット等による情報提供

６ 警察や消防署などの関係機関との連携

◯ 学校内外の巡回や安全確保の協力依頼

◯ 連絡会・協議会等の設置

◯ 所轄警察の協力による安全教室・防犯訓練等の実施

◯ 通学路の安全点検と要注意個所の改善に関する協議

◯ 幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理に関する緊急対
策について

幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理については、大阪教育大学教育学部附属池田小学校

において発生した事件を踏まえ、「幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理に関し緊急に対応す

べき事項について」（平成１３年６月１１日付け１３文科初第３７３号）により、当面緊急に講じるべき事項を

ただちに決定し、適切な対策を講じていただくようお願いしたところです。

各学校等においては、緊急の再点検をはじめ様々な取組が実施されているところですが、学校等

における当面の対応に資するため、別紙のとおり、「幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理に

関する緊急対策例」を作成しましたので送付します。

ついては、貴管下の学校等に対して周知いただくとともに、地域の実情や学校等の具体の状況に

応じて適切な対策が講じられるよう指導願います。

なお、私立学校における平成１３年度中に行う緊急対策に要する費用については、私立高等学校等

経常費助成費補助金において所要の措置を講じることとしていることを申し添えます。

また、今後の学校における安全管理の在り方については、現在、文部科学省において検討中であ

ることを併せて申し添えます。
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平１３・７・１２ １３初幼教第６号 文部科学省大臣官房文教施設部施設企画課
長、初等中等教育局幼児教育課長、初等中等教育局特別支援教育課長、スポー
ツ・青少年局学校健康教育課長から附属学校を置く各国立大学事務局長、国
立久里浜養護学校事務長、各都道府県私立学校主管課長、各都道府県教育委
員会施設主管課長、各都道府県教育委員会学校安全主管課長あて 依頼
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平１３・８・３１ １３文科初第５７６号 文部科学省生涯学習政策局
長、初等中等教育局長、スポーツ・青少年局長から各都道府
県教育委員会教育長、各指定都市教育委員会教育長、各都道
府県知事、附属学校を置く各国立大学長、国立久里浜養護学
校長あて 通知
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別紙 前記通知と同じ

◯ 学校に設置している遊具での事故について

従来より学校に設置している遊具の安全な使用については、種々ご配慮いただいているところで

すが、近年、公園等に設置されている遊具での事故が報告されております。また、幼稚園に設置さ

れていた舟形の箱ブランコについても、本年１月に死亡事故が発生しております。

つきましては、学校に設置されている遊具での事故を未然に防止するため、安全点検を行うとと

もに、必要に応じて、使用方法の注意、補修、使用停止等の措置を講じ、安全の確保に万全を期し

ていただくようお願いします。特に、揺れ、回転、滑降を伴うものについては、扱い方によっては

危険が生じやすいので、十分注意していただくようお願いします。

なお、都道府県私立学校主管課長にあっては貴管下の私立学校に対し、都道府県教育委員会施設

主管課長及び学校安全主管課長にあっては域内の市町村教育委員会に対して、この趣旨を周知徹底

されるようお願いします。

また、小学校、特殊教育諸学校及び幼稚園における箱ブランコの設置状況について把握したいの

で、別紙様式により調査の上、８月１５日（水）までに初等中等教育局幼児教育課長あてご報告いた

だきますようお願いします。

別紙省略

◯ 幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理についての点検
項目（例）の改訂について

幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理については、大阪教育大学教育学部附属池田小学校

において発生した事件を踏まえ、「幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理について」（平成１２

年１月７日付け文初小第５００号）、「幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理に関し緊急に対応す

べき事項について」（平成１３年６月１１日付け１３文科初第３７３号）、「幼児児童生徒の安全確保及び学校の

安全管理に関する緊急対策について」（平成１３年７月１０日付け１３初初企第１２号）等に基づき、適切な
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対応をお願いしているところです。

ついては、こうした取組に資するため、各教育委員会等の意見を踏まえ、このたび、上記「幼児

児童生徒の安全確保及び学校の安全管理について」で参考として示した、「幼児児童生徒の安全確保

及び学校の安全管理についての点検項目（例）」を改訂しましたので送付します。

各学校やその設置者におかれては、今回の「点検項目（例）」を参考として、例えば一学期に一回

など定期的に点検を実施し、改善すべき点があれば早急に対応するようお願いします。なお、その

際には、学校種や学校、地域の状況等に応じて点検項目を工夫するなど、実態に合った対応が継続

的になされるようお願いします。

なお、都道府県教育委員会にあっては、域内の市区町村教育委員会に対して周知いただくととも

に、適切な対応がなされるよう御指導をお願いします。

また、私立学校主管部課にあっては、所轄の私立学校に対して周知いただくとともに、適切な対

応がなされるよう御指導をお願いします。
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平１４・３・２８ １３ス学健第３８号 文部科学省大臣官房文教施設部施設企画課長、文部
科学省初等中等教育局幼児教育課長、文部科学省初等中等教育局特別支援教育課長、
文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長から附属学校を置く各国立大学事務
局長、国立久里浜養護学校事務長、各都道府県私立学校主管課長、各都道府県教育委
員会施設主管課長、各都道府県教育委員会学校安全主管課長あて 依頼
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平１４・１１・１１ １４ス学健第２３号 文部科学省大臣官房文教施設部施設企画課長、文部
科学省初等中等教育局幼児教育課長、文部科学省初等中等教育局特別支援教育課長、
文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長から附属学校を置く各国立大学事務
局長・国立久里浜養護学校事務長、各都道府県私立学校主管課長、各都道府県教育委
員会施設主管課長、各都道府県教育委員会学校安全主管課長あて 依頼
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○ 学校に設置している遊具での事故について

標記のことについては、平成１３年７月１２日付け１３初幼教第６号で貴職あて依頼したところですが、

このたび、小学校、特殊教育諸学校及び幼稚園における「箱ブランコ」の設置状況（別紙１）並び

に学校の管理下において箱型ブランコで発生した事故の状況（日本体育・学校健康センター調べ）

（別紙２）について、調査結果がまとまりましたので、参考までに送付します。貴職におかれまし

ては、引き続き平成１３年７月１２日付け上記依頼の内容について徹底していただくようあらためてお

願いします。

この指針は、「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」（別紙３）が策定され、各都道府

県都市公園管理担当部局長等に対し通知されましたので、参考までにあわせて送付します。

この指針は、都市公園における遊具の安全確保に関するものですが、子どもの遊びや遊具の安全

性・事故等に関する基本的な内容であり、学校においても参考になるものです。

つきましては、学校に設置されている遊具の事故防止対策に活用していただくようお願いいたし

ます。

また、都道府県私立学校主管課長にあっては貴管下の私立学校に対し、都道府県教育委員会施設

主管課長及び学校安全主管課長にあっては域内の市町村教育委員会に対して、この趣旨を周知徹底

されるようお願いします。

（別紙１～３）省略

（参考）都市公園における遊具の安全確保に関する指針の詳細については、国土交通省ホームページ

（http : //www.mlit.go.jp/kisha/kisha 02/04/040311_.html）を参照のこと。

○ 学校に設置している遊具の安全確保について

標記については、平成１３年７月１２日付け１３初幼教第６号及び平成１４年３月２８日付け１３ス学健第３８号

で貴職あてに依頼したところであり、貴職におかれては、引き続き、これらの依頼の内容について

徹底していただくよう改めてお願いします。

今般、国土交通省から都道府県・指定都市・中核市都市公園管理担当部局等あてに、別添のとお

り「都市公園における遊具の安全確保について」が通知されました。

つきましては、学校に設置されている遊具の事故防止対策に活用していただくようお願いいたし

ます。

また、都道府県私立学校主管課長にあっては貴管下の私立学校に対し、都道府県教育委員会施設
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平１５・７・２２ １５ス学健第１２号 文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長、
文部科学省初等中等教育局児童生徒課長から各都道府県教育委員会担当課長、各指定
都市教育委員会担当課長、各都道府県私立学校主管課長、附属学校を置く各国立大学
事務局長、国立久里浜養護学校長あて 依頼
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平１５・７・１８ １５警察庁丁生企発第２０２号、警察庁丁少発第１１０号 警察庁生活安全局
生活安全企画課長、警察庁生活安全局少年課長から警視庁生活安全部長、各道府県警
察（方面）本部長あて 通知
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主管課長及び学校安全主管課長にあっては域内の市町村教育委員会に対して周知をお願いするとと

もに、各都道府県等の都市公園管理担当部局との連携について、ご配慮をお願いいたします。

（別添）省略

（参考）詳細については、文部科学省ホームページ

（http : //www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t 20021111001/t 20021111001.html）を参照のこと。

○ 幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理の一層の徹底について

標記については、「幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理についての点検項目（例）の改訂

について」（平成１３年８月３１日付け１３文科初第５７６号）（以下「点検項目（例）」という。）等に基づき、

適切な対応をお願いしているところです。

このたび、別紙（写）のとおり、警察庁生活安全企画課長及び少年課長名で、各道府県警察（方

面）本部長等に対し、「子どもを犯罪から守るための対策の一層の推進について」が通知されました。

最近、子どもが被害者となった凶悪犯罪が発生するなど、幼児児童生徒を取り巻く環境は一段と

厳しい状況にあります。

特に、夏休みに入り、幼児児童生徒が家庭や学校外で活動する機会が増えることも踏まえ、各学

校や設置者におかれましては、幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理の一層の徹底をお願い

します。

その際、警察、消防署等の関係機関、ＰＴＡ、自治会、青少年教育団体、防犯協会、「子ども１１０

番の家」等との連携を一層強化して、幼児児童生徒の安全確保のための情報交換や安全確保のため

の取組を行うこと、登校日等における防犯指導や防犯教室の開催等により、幼児児童生徒に対する

安全指導を徹底すること等にも御配慮願います。

なお、これらのことにつきまして、都道府県教育委員会にあっては域内の市区町村教育委員会に

対して、都道府県私立学校主管課にあっては所轄の私立学校に対して周知いただくとともに、適切

な対応がなされるよう御指導をお願いします。

（別 紙）

○ 子どもを犯罪から守るための対策の一層の推進について

子どもを守る施策の実施については、「女性・子どもを守る施策実施要綱の制定について」（平成

１１年１２月１６日付け警察庁乙生発第１６号、警察庁乙官発第３９号、警察庁乙刑発第１３号）、「子どもを犯罪
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から守るための対策の推進について」（平成１２年３月４日付け警察庁丙生企発第５８号、警察庁丙地発

第５号、警察庁丙少発第８号）等に基づいた取組みを推進しているところである。

最近、子どもが被害者となった殺人、誘拐等凶悪犯罪が発生するなど、子どもを取り巻く環境は

一段と厳しい状況にあり、社会的に大きな問題となっているところである。

特に、夏休み期間に入り、子どもの家庭、学校外での活動の機会が増えることから、犯罪の被害

の増加が懸念されるところであるが、犯罪の被害から子どもを守るためには、子どもや保護者等に

対する防犯指導や、教育委員会、学校及び地域社会と連携した取組みの推進が不可欠である。

このような観点から、都道府県警察にあっては、下記の事項に留意の上、教育委員会・学校、保

護者等との連携を図り、子どもを犯罪から守るための対策の一層の推進を図られたい。

なお、本件については、文部科学省とも協議し、都道府県警察と都道府県教育委員会等との連携

の強化について要請しているので申し添える。

記

１ 関係機関等との連携した防犯指導の推進

（１）教育委員会及び学校との連携を強化し、学校・警察連絡協議会等を活用し、子どもを犯罪か

ら守るために必要な情報の交換や対策についての協議を行うこと。また、学校において、登校

日等における子どもに対する防犯指導、学校と保護者が会合する場を設定しての防犯指導が促

進されるよう努めること。

（２）地域において、「子ども１１０番の家」、自治会、防犯協会等との連携を強化し、子ども、保護者

等に対する防犯教室等を開催して、又は子ども、保護者等が会合する場を活用して、具体的な

防犯対策に関する指導、「子ども１１０番の家」の活用方法に関する指導等に努めること。

２ 自主的防犯活動の促進・支援

保護者、教育委員会・学校、地域住民等の自主的な防犯活動が促進されるよう、次のような事

項について広報や情報提供を積極的に行うなど、支援に努めること。

○ 地域での子どもが被害者となる事案の全般的な発生状況に関する情報

○ 性犯罪、誘拐、子どもに対する声かけ事案、不審者の出没等子どもが被害者となる事案

の発生場所、時間帯、手口等に関する情報

○ 子どもが被害者となる事案の発生が予想される危険箇所に関する情報

○ 子どもが被害者となる事案についての防犯対策に関する情報

○ 防犯ブザー、ホイッスル等の防犯器具の紹介、貸出し及び活用方法の説明等これらの防

犯器具の普及に関する情報

３ 留意事項

（１）子ども防犯テキスト「みんなで気をつけようね」（教本及びＣＤ―ＲＯＭ）を積極的に活用す

ること。

なお、同テキストの著作権は警察庁にあり、営利目的でない限り、複製することは差し支え

ない。

（２）広報や情報提供に当たっては、被害者が特定されないようにするなど、被害者のプライバシー

に配意すること。
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平１５・１２・５ １５ス学健第２０号 文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長、
文部科学省初等中等教育局児童生徒課長から各都道府県教育委員会学校安全担当課長、
各指定都市教育委員会学校安全担当課長、各都道府県私立学校主管課長、附属学校を
置く各国立大学事務局長、国立久里浜養護学校長あて 依頼
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平１５・１２・１ 警察庁丁生企発第３９３号、警察庁丁地発第１３９号、警察庁丁少発第１７９号、
警察庁丁捜一発第１１４号警視庁生活安全部長、警視庁地域部長、警視庁刑事部長、各道
府県警察（方面）本部長、（参考送付先）、庁内各局部課長、各管区警察局広域調整部
長あて 警察庁生活安全局生活安全企画課長、警察庁生活安全局地域課長、警察庁生
活安全局少年課長、警察庁刑事局捜査第一課長 通達
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○ 幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理の一層の徹底について

標記については、「幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理についての点検項目（例）の改訂

について」（平成１３年８月３１日付け１３文科初第５７６号）（以下「点検項目（例）」という。）等に基づき、

適切な対応をお願いしているところです。

このたび、別紙（写）のとおり、警察庁生活安全企画課長等４課長名で、各道府県警察（方面）

本部長等に対し、「子どもの略取誘拐事案を防止するための指導啓発の推進について」が通達されま

した。

貴機関におかれては、「幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理についての点検項目（例）の

改訂について」（平成１３年８月３１日付け１３文科初第５７６号）、「学校への不審者侵入時の危機管理マニュ

アル」（平成１４年１２月文部料学省）等を踏まえ、学校の安全管理について適切な対応がなされている

ことと存じますが、今後とも、警察、消防署等の関係機関、ＰＴＡ、自治会、青少年教育団体、防

犯協会、「子ども１１０番の家」等との緊密な連携のもと、幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管

理の一層の徹底をお願いします。

なお、これらのことにつきまして、都道府県教育委員会にあっては域内の市区町村教育委員会に

対して、都道府県私立学校主管課にあっては所轄の私立学校に対して周知いただくとともに、適切

な対応がなされるよう御指導をお願いします。

（別 紙）

○ 子どもの略取誘拐事案を防止するための指導啓発の推進について

最近、子どもが被害者となる略取誘拐事案（未遂事案及び略取誘拐事件の可能性のある所在不明

事案を含む。以下「略取誘拐事案」という。）が頻発しており、子どもを取り巻く環境は一段と厳し

く、国民の不安も大きいことから、「子どもの所在不明事案等への適切な対応について」（平成１５年

１０月３日付け警察庁丁生企発第３１４号、警察庁丁地発第１１１号、警察庁丁少発第１５０号、警察庁丁捜一

発第９０号。以下「１０月３日付け通達」という。）を発出し、略取誘拐事案への適切な対応を図ってい

るところである。

その後、「子どもを対象とする略取誘拐事案の調査について」（平成１５年１０月１６日付け警察庁丁生企

発第３２８号、警察庁丁捜一発第９３号）に基づく調査を実施し、その結果を踏まえて、１０月３日付け通

達中記３の見直しを行い、子どもと保護者、学校関係者等の双方に対して略取誘拐事案防止に関し

指導啓発するべき重点事項を定めたので、これに基づき、被害防止の指導啓発を推進されたい。
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記

１ 指導啓発するべき重点事項

子どもを対象とする略取誘拐事案の発生状況の概要（別添）を踏まえ、次のことを重点として

被害防止のための指導啓発を行うこと。

（１）子どもに対する防犯教育・指導事項

� 登下校時には通学路を利用するなど、人通りの少ない場所では一人で行動しないこと。

（別添 ２（４）・（５）参照）

� 知っている人でも親（保護者）の了解なく、ついて行かないようにすること。

（別添 ５（５）参照）

� 万一連れ去られそうになった時は、大声を出すなど抵抗して逃げること。

（別添 １（２）参照）

なお、必要に応じ、防犯ブザー、防犯ホイッスル等を携帯し、活用することが望ましいこと。

子ども１１０番の家に逃げ込むこと。

� 見知らぬ人に声をかけられるなど危険なことがあったら、親（保護者）にそのことを話す

こと。また、小学生になったら、危険なことがあった時は、すぐに１１０番通報すること。

（別添 ３（１）～（４）参照）

（２）保護者、学校、教育委員会や地域住民に対する助言・連絡

� 子どもとともに通学路の点検を実施し、必要に応じてその見直しを行い、登下校時は、多

少遠回りでも人通りの多い安全な道路を通学路として利用させること。この場合において、

具体的に不安があるときは、集団登下校に配意すること。

（別添 ２（２）、４（６）参照）

なお、１０月３日付け通達中記４を参照のこと。

� 学校や自宅周辺の見回りを行うこと。

（別添 ４（４）・（５）参照）

なお、登下校時に、保護者や家族が家の外で、また、学枚の教職員が校門の外で、子ども

を見送ったり、出迎えることだけでも警戒となる。

� 声かけ事案や変質者その他不審者の出没があったときは、子どもにその旨を教えるととも

に、具体的な対処要領をその都度指導すること。

（別添 ５（４）参照）

２ 指導啓発するべき重点事項の普及に当たっての警察の推進事項

（１）子どもや保護者等に対する的確な情報の提供等

１で掲げた指導事項を普及させ、子どもや保護者等の具体的な防犯行動を促進するため、警

察が把握した関係事案に関する情報を的確に提供するなど、１０月３日付け通達中記１、２及び

４で指示した警察がとるべき措置を的確に行うこと。

（２）「子ども１１０番の家」その他既存の施策の機能の発揮

小学校等の校区ごとの「子ども１１０番の家」の所在や在宅状況等の実態を把握し、子どもや保

護者等に教示するとともに、平素から「子ども１１０番の家」が機能を果たせるようしておくなど、
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子どもを守るための既存の施策が有効に機能するように努めること。

以下省略

○ 学校安全緊急アピール ―子どもの安全を守るために―

（平成１６年１月２０日 文部科学省）

今、「子どもの安全」が脅かされている。

近年、学校を発生場所とする犯罪の件数が増加している。凶悪犯が増加するとともに、外部の者

が学校へ侵入した事件が、平成１４年には２，１６８件と、平成１１年（１，０４２件）と比べて２倍を超える状況

にある。

平成１１年１２月には京都市立日野小学校において、平成１３年６月には大阪教育大学教育学部附属池

田小学校において、あまりにも痛ましく、安全であるべき学校において、決してあってはならない

事件が発生した。

文部科学省では、学校における事件・事故が大きな問題になっている近年の状況を重く受け止め、

学校安全の充実にハード・ソフトの両面から取り組む「子ども安心プロジェクト」を推進している。

このプロジェクトの中で、「学校への不審者侵入時の危機管理マニュアル」の作成（平成１４年１２月）

や、「学校施設整備指針」における防犯対策関係規定の充実（平成１５年８月）、防犯や応急手当の訓

練により教職員や子どもの安全対応能力の向上を図る「防犯教室」の開催の支援など、様々な施策

を推進してきた。

これらを踏まえ、全国各地の学校では、学校や地域の状況に応じた学校安全に関する取組が行わ

れてきているものの、附属池田小学校の事件の後も、昨年１２月の京都府や兵庫県の小学校の事件な

ど、学校に不審者が侵入して子どもの安全を脅かす事件や、通学路で子どもに危害が加えられる事

件が後を絶たない。

関係者には、「私たちの学校や地域では事件は起こるまい」などと楽観せず、「事件はいつ、どこ

でも起こりうるのだ」という危機感を持っていただきたい。その上で、様々な対策を意図的に講じ

ていかなければ学校の安全は確保できないという認識の下、緊張感を持って子どもの安全確保に取

り組んでいただきたい。

また、子どもの健全な育成が学校、家庭、地域社会との連携・協力なしになし得ないのと同様、

「安全・安心な学校づくり」、「安全・安心な子どもの居場所づくり」も地域ぐるみの取組なしには

なし得るものではない。

保護者の方々、地域社会の方々、警察・消防・自治会・防犯協会等の関係機関・団体の方々にお

かれては、学校や子どもの安全をめぐる危機的な状況を是非御理解いただき、次世代を担う子ども

の安全を守るための取組に積極的に御協力願いたい。

このたび、各学校でより具体的な安全確保の取組を推進していただくため、学校や設置者が子ど

もの安全確保のための具体的な取組を行うに当たっての留意点や学校、家庭、地域社会、関係機関・

団体の連携により子どもの安全を確保するための方策等について、別紙のようにまとめた。

これを関係する全ての方々にお読みいただき、それぞれの学校や地域で子どもの安全確保のため
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の取組が積極的に推進されることを願ってやまない。

なお、文部科学省では、平成１６年度においても、「子ども安心プロジェクト」として、「防犯教室」

の開催の支援に関する事業や、地域との連携を重視した学校安全に関する実践的な取組を行う「地

域ぐるみの学校安全推進モデル事業」等を引き続き推進するほか、新たに、教職員の危機管理意識

を向上させるための「防犯教育指導者用参考資料」の作成・配布を行うこととしている。また、学

校施設の防犯対策に関する事例集の作成をはじめとする、学校施設の安全対策に関する事業も推進

することとしている。

今後も、文部科学省としては、学校安全に関する施策について、組織的、継続的に対応していき

たい。

学校安全に関する具体的な留意事項等

【学校による具体的取組についての留意点】

・実効ある学校マニュアルの策定

・学校安全に関する校内体制の整備

・教職員の危機管理意識の向上

・校門等の適切な管理

・防犯関連設備の実効性ある運用

・子どもの防犯教育の充実

・日常的な取組体制の明確化

【設置者による具体的取組についての留意点】

・設置する学校の安全点検の日常化

・教職員に対する研修の実施

【地域社会に協力願いたいこと】

・学校安全の取組に御協力いただける方の組

織化を

・不審者情報等を地域で共有できるネットワー

クの構築を

・「子ども１１０番の家」の取組への一層の御協

力を

・安全・安心な「子どもの居場所づくり」を

【地域の関係機関・団体に協力願いたいこと】

・学校との一層の連携を

（別 紙）

学校安全に関する具体的な留意事項等

学校による具体的取組についての留意点

◎実効ある学校マニュアルの策定

平成１４年１２月に、文部科学省は、「学校への不審者侵入時の危機管理マニュアル」を作成しました

が、これは各学校に共通する留意事項を示したものであり、各学校で具体的な取組を実際に進めて

いくためには、学校や地域の状況を踏まえた「学校独自のマニュアル」（以下「学校マニュアル」と

いう。）が不可欠です。

学校マニュアルの作成は、あくまで子どもの安全確保のための手段であり、それ自体が形式的な

目的になってしまっては何ら意味がありません。学校マニュアルを踏まえた意図的・具体的な取組

が危機感を持って真剣になされることこそが重要なのです。

学校マニュアルは、通常の校内活動時はもとより、運動会や授業参観など不特定多数の来校者があ

る時、登下校時、校外での活動時など様々な場面を想定して、具体的かつ機能的なものにする必要

があります。そして、その実効性を高めるためには、防犯訓練等を繰り返し、内容に不足はないか、
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思わぬ支障はないか、教職員の役割分担は適切かなど、多角的な観点から不断に検証し、随時改善

を図っていくことが必要です。

○実効性の高い学校マニュアルの策定。防犯訓練等で不断に検証・改善。

◎学校安全に関する校内体制の整備

各学校においては、学校安全に関し、教職員間の連絡調整や指導・助言に当たる中心的な役割を

果たす担当者を校務分掌上明確にしたり、校長、教頭及びその担当者を中心とした「学校安全委員

会」等の校内組織（以下「校内安全組織」という。）を設けるなどして、安全に関する校内体制を整

備することが必要です。

校長の責任の下、校内安全組織が中心となって、教職員一人一人の、安全確保のための努力を怠

らず、緊急事態に備える意識（危機管理意識）を高め、学校マニュアルの策定・見直しのほか、安

全点検項目の設定、点検作業や防犯訓練の実施など、必要な取組を全教職員により推進することが

重要です。

特に安全点検については、改善すべき課題はもうないのかという問題意識を絶えず持ちつつ、日

課や週間予定に組み込んで着実に実施していただきたいと考えます。

○学校安全担当者や委員会など校内組織の整備。学校安全に関する点検活動の日常化。

◎教職員の危機管理意識の向上

防犯機器等がいくら充実していても、それを運用するのは人です。

学校安全の基盤は、教職員一人一人の危機管理意識であることを改めて認識し、それを前提に、

校内安全組織を中心に、防犯に関する実践的な研修や訓練を充実していただきたいと考えます。

既に多くの学校で「防災訓練」は実施されているものの、「防犯訓練」を実施している学校は未だ

少ない状況にあります。両者には避難誘導や応急手当など共通する点があるものの、不審者を校内

に侵入させない体制、万一不審者が侵入した場合の的確な対応など、防犯のための訓練を実際に行っ

てみなければ理解できない内容も少なくありません。防犯訓練も、防災訓練と同様、各学校で是非

定期的に行って下さい。その際、学校や地域の状況に応じて安全に関する「週間」や「日」を設定

するなどして、この期間内に訓練等を集中的に行うことなども有効です。

このほか、学校やＰＴＡ、自治会などが「安全マップ」を作成し通学路の安全点検を行うなど、

犯罪を未然に防ぐ環境づくりに地域をあげて取り組むことも重要です。

○学校安全の基盤は教職員の危機管理意識。実践的な研修・訓練も不可欠。

◎校門等の適切な管理

学校の安全確保のためには、不審者を校内に侵入させないことが基本です。

学校や地域の状況により具体の対応は様々と思われますが、少なくとも校内への出入口を限定し、

施錠などにより適切にそれを管理することが、安全確保の大前提となります。このことからすれば、

学校の内部から門を利用する者の動きが確認できるような施設設備の工夫や、死角の把握とそれに

対する適切な対応も重要な課題です。

いずれにしても、学校の安全確保を徹底するためには、防犯機器等の有無にかかわらず、人によ
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る管理を徹底することが不可欠です。その際、校内外の巡回等の体制を随時点検しつつ、必要に応

じて保護者や地域住民の協力を得ることも重要です。

なお、「開かれた学校づくり」は、外部の者に対して何の備えもなく学校を開くことを意味するも

のでは決してありません。学校においては、子どもの安全がまず第一に確保されることが絶対条件

です。

○校内への出入口の管理は安全確保の大前提。日常点検の中でその他校内に死角がないか把握。

◎防犯関連設備の実効性ある運用

学校や地域の実情を踏まえ防犯機器等を設置することなどは重要ですが、それ自体が目的化して

しまってはなりません。

機器等を設置した場合でも、安全を守るのは最終的には人であり、機器等の効果を十分発揮でき

るかどうかも人による適切な機器等の運用にかかっています。

機器等を設置した場合には、学校の状況を踏まえた適切な運用方法を校内安全組織において検討

し、全教職員に徹底する必要があります。機器等の運用方法を全教職員に習得させるためには訓練

等の実施も不可欠です。それとともに機器等の日常的な点検も重要です。

○機器等を設置すること自体が目的ではなく、人による適切な運用が重要。
○全教職員が機器等の運用方法を習得することや、日常的な点検が重要。

◎子どもの防犯教育の充実

子ども自身が様々な危険を予測し、それを回避できるようにするため、防犯教育の一層の充実を

図る必要があります。

文部科学省では、防犯や応急手当の訓練により教職員や子どもの安全対応能力の向上を図る「防

犯教室」の開催を平成１５年度から支援しています。これにより、子どもに防犯意識や必要な知識・

技能を十分習得させることが可能です。

なお、防犯訓練は具体的な場面を想定した実践的なものであることが求められますが、幼い子ど

もを対象とする場合、発達段階を踏まえた適切な配慮が必要です。

○子どもに対する防犯教育の充実（「防犯教室」や防犯訓練の実施など）。

◎日常的な取組体制の明確化

これまで、校門等の管理の重要性や学校安全に関する点検活動の日常化などについて言及してき

ましたが、このほかにも日常の学校安全に関する取組として、受付の設置、来校者への声かけ、校

内外の巡回など様々なものが考えられます。

しかし、それらが学校マニュアルに形式的に盛り込まれているだけでは不十分であり、日常的な

取組が実際になされていなければ意味がありません。校門の施錠は誰が担当するのかなど、日常の

担当者を明確に定め、責任を持って各自が実施する体制を、校内の共通理解の下確立する必要があ

ります。

○日常的な取組体制の整備・確立。
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設置者による具体的取組についての留意点

◎設置する学校の安全点検の日常化

本アピールでは、各学校に対し安全点検を日常化すべき旨強く訴えてきました。

学校の設置者においても、学校運営の最終的責任者としての立場から、また、学校開放や「子ど

もの居場所づくり」において使用されることを念頭に置いて、自ら管理する学校の安全対策を日常

的に点検・検証し、課題があればその対策を主体的に講じていく必要があります。とりわけ、施設

設備の整備や新たな人員配置などの支援策が必要な場合には、随時適切に措置していただくことが

重要です。

なお、学校の安全点検に際しては、教育委員の方々も積極的に参加いただき、安全確保の問題を

含めた様々な課題を把握していただきたいと考えます。そして、それらを教育委員会における議論

等に適切に反映していただきたいと考えます。

○設置者の立場からの安全点検の日常化と必要な支援。点検活動への教育委員の積極的な参加。

◎教職員に対する研修の実施

くりかえしになりますが、学校安全の基盤は教職員一人一人の日常的な危機管理意識にほかなり

ません。そして、教職員の意識の高揚及びその維持を図る上で、学校の設置者の果たす役割は大き

なものがあります。

本アピールでは、各学校に対し、校内安全組織を中心とした防犯に関する研修や訓練の充実を強

く訴えてきましたが、各設置者においても初任者研修などにおいて学校安全に関する研修を実施す

るなど、全教職員の危機管理能力を向上させる機会を適切に確保していただきたいと考えます。

なお、このような研修の実施に当たっては、警察等関係機関の協力により実践的な訓練を実施し

たり、ケーススタディやディスカッションを重視するなど、受講者自らが、危機感を持って主体的

に考える場を設定することが重要です。

○全教職員に対する学校安全に関する実践的な研修の実施。

地域社会に協力願いたいこと

「安全・安心な学校づくり」や「安全・安心な子どもの居場所づくり」のためには、学校関係者

の努力のみならず、地域の方々の御協力が欠かせません。

◎学校安全の取組に御協力いただける方の組織化を

学校や子どもが危険にさらされている今、保護者や地域住民の方々、地域の団体の方々の中には、

「学校の安全、子どもの安全のために自分も何かをしたい」という思いを持たれている方が大勢い

らっしゃると思います。

子どもの安全確保に関する様々な取組の中で、これまでのＰＴＡによる組織的な活動等に加え、

例えば、「学校ガードボランティア」などの名称で、保護者有志の方々が、校内や通学路を巡回する

取組を行っている地域や、警察官ＯＢの御協力で「シルバーポリス」という組織をつくり、子ども

の登下校時、在校時などに安全確保のための巡回を行っている地域が見られます。

文部科学省としては、今後各学校に対し、地域の方々に適切に情報発信しながら、地域ぐるみで
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子どもの安全を守る取組を一層推進するよう呼びかけてまいりたいと思いますが、各学校校下ごと

に、ＰＴＡや青少年団体、地域の自治会などを中心に、さらに学校安全の取組に御協力いただけれ

ば幸いです。具体的には、御協力いただける方々に御参集いただき、校内外での様々な取組を通じ、

学校を支援するための組織づくりをしていただきたいと考えています。

文部科学省では、地域と連携しつつ学校安全に関する実践をしている様々な事例を紹介した冊子

を作成しています。また、社団法人日本ＰＴＡ全国協議会においても、子どもの安全を守るＰＴＡ

の取組に関する事例集や会員に向けての提言を作成されています。それらも参考に、地域の実情に

合った継続的な取組を展開していただきたいと思います。

◎不審者情報等を地域で共有できるネットワークの構築を

通学路は大人の目が届きにくく子どもは様々な危険にさらされがちです。

このため、学校付近の商店等に「安全モニター」になっていただき、不審者の早期発見に御協力

いただく体制づくりを行っている地域があります。また、近隣の学校、自治会、ＰＴＡ、警察署な

どによって情報ネットワークを構築し、地域社会全体に不審者情報等が迅速に行き渡る体制を整備

した地域も見られます。

これらのことも含め、地域の特性を生かしつつ、不審者情報の共有など学校や通学路の安全確保

を目的としたネットワークづくりを進めていただきたいと思います。

その際、校区単位、近隣校区単位、近隣市町村単位などで様々なネットワークを形成し、それら

が有機的に連携しつつ、地域の子どもを見守っていくことのできるシステムとすることが重要です。

こうしたネットワークには、活動の核となるコーディネーターが不可欠です。例えば、校区単位

では担当教職員が、広域的なものでは教育委員会が、それぞれ地域の警察等と連携しながらネット

ワークを運営していくことが考えられます。こうした取組に地域の方々にも是非参画していただき

たいと思います。

◎「子ども１１０番の家」の取組への一層の御協力を

いわゆる「子ども１１０番の家」の取組に御協力いただける家庭や商店が増えていますが、子どもの

安全をめぐる危機的な状況、とりわけ通学路で子どもに危害が加えられる事件が後を絶たない状況

を踏まえ、この取組に一層の御協力をいただきたいと思います。

地域によっては、「子ども１１０番の家」に御協力いただいている方々に、学校安全を考える会議の

委員になっていただき、子どもの安全対策への助言・協力をいただくといった先進的な取組が見ら

れます。また、学校やＰＴＡなどが中心となって、校区内の「子ども１１０番の家」の所在や危険箇所

をまとめた「安全マップ」を作成する取組も盛んです。

地域社会で知恵を出し合い、安全確保の取組を進めていただきたいと思います。

◎安全・安心な「子どもの居場所づくり」を

家庭や地域の教育力の低下、青少年の異年齢・異世代間交流の減少、青少年の問題行動の深刻化

など、子どもを取り巻く状況は極めて深刻です。こうした状況を踏まえ、かつ、地域の大人の力を

結集しつつ、地域に安全かつ安心な「子どもの居場所づくり」を進めることが重要です。文部科学
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省でも、平成１６年度より「子どもの居場所づくり新プラン」として、子どもの活動拠点を整備する

「地域子ども教室推進事業」をはじめ様々な事業を推進します。

先進的な取組を進めている地域では、地域の大人をはじめ、学校や警察等関係機関との連携・協

力により、子どもの安全や活動を見守る、安全研修を受けたボランティアスタッフを配置するなど、

様々な取組を行っています。

「子どもの居場所づくり」を進めるに当たり、こうした先進事例を参考にしつつ、安全管理担当

ボランティア指導員の配置、研修会や訓練の実施、マニュアル作成など、地域の実情に応じた安全

管理体制の整備を図ることが望まれます。その際には、学校はもとより、警察や消防など関係機関

との連携・協力、地域住民の皆様の御理解と御協力が重要です。

地域の関係機関・団体に協力願いたいこと

◎学校との一層の連携を

「安全・安心な学校づくり」、「安全・安心な子どもの居場所づくり」は学校と家庭、地域社会、

関係機関・団体と連携した、いわば「地域ぐるみの取組」なしには達成されません。

学校自らが、地域の関係機関・団体に積極的に働きかけ、連携を深める努力をすることは当然で

すが、関係機関・団体の皆様からも学校に積極的にアプローチし、学校とともに子どもの安全を守

る取組を進めていただきたいと思います。

とりわけ、これまでの少年非行防止の観点からの教育界と警察との緊密な連携関係に加え、防犯

の観点からの連携を一層密にしていくことは極めて重要です。

本アピールでは、学校に対し日常的に安全点検を実施することを呼びかけていますが、警察等関

係機関・団体におかれても防犯等の専門家としての立場から、地域の学校安全の取組に参画してい

ただき、改善点などを御指摘いただきたいと思います。また同時に、「防犯教室」や防犯訓練などへ

の協力を通じ、学校にはない犯罪予防に関するノウハウを学校に提供していただきたいと思います。

さらに、子どもの安全を守るため、通学路や学校周辺における警察官等による巡回活動を可能な

限り強化していただきたいと思います。

○ 学校の安全確保のための施策等について

このたび、大阪府寝屋川市立中央小学校において教職員が殺傷されるという決して起こってはな

らない事件が発生いたしました。

文部科学省としては、平成１３年６月の大阪教育大学附属池田小学校の事件以来、各学校が安全管

理についての適切な対策を講じることができるよう、「学校への不審者侵入時の危機管理マニュアル」

の作成や「学校安全緊急アピール ―子どもの安全を守るために―」の公表を行うとともに、教職

員や児童生徒の安全対応能力の向上を図るための防犯教室の開催の推進など、各学校における安全

対策の支援を行ってきたところです。
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文部科学省では、今回の事件の発生を受け、省内に「安全・安心な学校づくりのための文部科学省

プロジェクトチーム」を設置し、今回の事件の分析と今後の学校の安全確保方策について検討を進

めることとしています。

ついては、関係各位におかれましては、「学校への不審者侵入時の危機管理マニュアル」や「学校

安全緊急アピール ―子どもの安全を守るために―」に基づき施策の再点検を進めていただくとと

もに、特に、下記のような点について御留意いただき、なお一層の学校の安全確保のために取り組

んでいただきますようお願いいたします。

また、各都道府県教育委員会及び各都道府県知事におかれては、域内の市町村及び所轄の学校及

び学校法人に対する周知につきましてもよろしくお願いいたします。

記

１．教職員の防犯訓練等の集中実施について

今回の事件において教職員が殺傷されたという点を踏まえ、教職員を対象とする防犯訓練等を

当面集中的に実施すること。

２．学校と地域との連携の推進について

ＰＴＡや地域のボランティアなどの参加を得て、学校内外の巡回、学校の門や通学路等の要所

での監視、万一事件や事故が起きた場合の避難場所の確保など、学校の安全確保のための地域と

の連携を進めること。

３．学校と警察との連携の推進について

学校の安全確保の取組においては、学校と警察との連携を一層密にし、進めていくことが必要

であり、パトロールの実施、防犯訓練や防犯教室の推進、緊急時の場合の対応等において、地域

の警察との連携を推進すること。

○ 安全・安心な学校づくりのための文部科学省プロジェクトチーム
第一次報告について

平成１７年２月１４日に発生した寝屋川市立中央小学校の事件を受け、文部科学省では、「安全・安心

な学校づくりのための文部科学省プロジェクトチーム」を設置し、学校安全のための方策の再点検

等について検討を進めてきましたが、このたび、これまでの検討の結果を「学校安全のための方策

の再点検等について ―安全・安心な学校づくりのための文部科学省プロジェクトチーム第一次報

告―」として取りまとめました。

ついては、関係各位におかれましては、これまでに文部科学省が示している、「学校への不審者侵

入時の危機管理マニュアル」（平成１４年１２月）や「学校施設整備指針」（平成１５年８月）、「学校安全緊

２９２



急アピール」（平成１６年１月）、「学校の安全確保のための施策等について」（平成１７年２月１８日付け１６

文科ス第３９６号）などに加え、本報告を参考にしながら、それぞれの学校安全のための方策等につい

て再点検を進めてください。なお、この再点検については、各学校において策定されている「学校

安全計画」に反映させるとともに、これを具体的に推進するため、学校独自の「危機管理マニュア

ル」の作成・改善や、学校警察連絡協議会の更なる機能充実をはじめとする警察との一層の連携の

推進など、実効性のある安全管理の取組を積極的かつ継続的に推進していただくようお願いいたし

ます。

また、各都道府県教育委員会及び各都道府県知事におかれましては、域内の市町村及び所轄の学

校及び学校法人に対する周知につきましてもよろしくお願いいたします。

平成１７年３月３１日

学校安全のための方策の再点検等について
―安全・安心な学校づくりのための文部科学省プロジェクトチーム第一次報告―

平成１７年２月１４日に発生した寝屋川市立中央小学校の事件を受け、文部科学省では、安全・安心

な学校づくりを行うための対応方策について検討するため、「安全・安心な学校づくりのための文部

科学省プロジェクトチーム」を設置し、学校安全のための方策の再点検等について検討を進めてき

たが、これまでの検討の結果を「学校安全のための方策の再点検等について ―安全・安心な学校

づくりのための文部科学省プロジェクトチーム第一次報告―」として取りまとめた。

各学校や設置者においては、これまでに文部科学省が示している「学校への不審者侵入時の危機

管理マニュアル」（平成１４年１２月）や「学校施設整備指針」（平成１５年８月）、「学校安全緊急アピール」

（平成１６年１月）、「学校の安全確保のための施策等について」（平成１７年２月１８日付け１６文科ス第３９６

号）などに加え、本報告を参考にしながら、それぞれの学校安全のための方策等について再点検し、

独自の「危機管理マニュアル」の作成・改善や、警察との一層の連携の推進など、実効性のある安

全管理の取組を積極的かつ継続的に推進していくことが望まれる。

�．各学校の安全対策の再点検のポイント

１．学校への不審者侵入防止のための３段階のチェック体制の確立

１―� 学校の敷地内への不審者の侵入防止

○ 門・塀で囲まれている学校については、出入口は限定し、登下校時以外は原則として門は施錠

しておく必要がある。また、出入口等を中心に警備員を配置する学校もあるが、そうでない場合

であっても、門を開けている間は、少なくとも、教職員やボランティアが立ち会い、子どもの安

全を見守るようにすることが望まれる。
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・登校時：
出入口を限定して門を開放する。現在でも、登校時間中に教職員や地域のボランティアが門
や通学路の要所等に立って子どもの見守り活動を行っている学校が多いと思われるが、こう
した取組を一層進めることが重要である。
・授業中、昼休みや休憩時間等：
原則として門は施錠しておく必要がある。
・下校時：
出入口を限定して門を開放する。登校時間と比べて下校時間は長時間にわたる場合が多いが、
門を開放している時間帯は、交代制にするなどして個人にかかる負担を軽減しながら地域の
ボランティアの協力を得ることや、警備員を置くことなどにより、門において子どもの安全
を見守ることが望まれる。

○ 門におけるハード面の対策としては、来校者の確認のためのインターホン、侵入監視のための

センサーや防犯カメラ、遠隔操作による開閉が可能な電気錠等の防犯設備の設置等について、学

校や地域の状況に応じ検討することが望まれる。

○ 防犯カメラを設置している学校については、特に登下校時など門が開放されている時間帯につ

いては、地域のボランティアの協力も得つつ、交代制にするなどして個人にかかる負担を軽減し

ながら、モニターを意識的にチェックする体制づくりをすることが重要である（門における子ど

もの見守りと防犯カメラによる二重のチェック）。

また、モニターを各学校でチェックするとともに、教育委員会等に各学校のモニターの画像を

集約して、二重にチェックすることも有効である。

学校や地域の状況に応じて、このような工夫や検討をすることが望まれる。

１―� 学校の敷地内での不審者の発見・排除

○ 門から校舎への入口（受付）までの動線を明確にし、初めて来校する者にも分かるよう、案内

の看板を門の周辺等に示しておくことが重要である。
しゅん

動線は職員室等から見通しがよく、また、児童生徒が活動するスペースと峻別して設定するよ

う工夫すべきである。

○ 不審者を早期に発見し、校舎内に入れないという観点から、教職員、地域のボランティア、警

備員等により、授業中や昼休み、休憩時間等における屋外運動場など敷地内の巡回を行うことが

重要である。

１―� 校舎内への不審者の侵入防止

○ 正規の来校者も含め、原則としてすべての来校者の対応を受付に集中することが望まれる。こ

のため、学校の状況に応じて、案内の看板の設置、地域のボランティアによる誘導、非常時の避

難に配慮しつつ校舎の必要のない出入口の閉鎖などを行うことが有効である。

○ 受付では、教職員や地域のボランティア等が応対して来校者をチェックすることが必要である。

また、受付後に識別が可能なように、受付の担当者が来校者を確認しリボンや名札等を着用させ

るようにすることも重要である。

○ 学校関係者が来校者と応接できるスペースを受付の近くに設け、原則として来校者に対しては
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応接スペースで対応するようにすべきである。

特に、来校理由がはっきりしない来校者に対しては、応接スペースにおいて複数の学校関係者

で対応する必要がある。

○ 職員室等については、来校者の動線や屋外運動場を見渡すことができ、不審者侵入時にも即応

できるような位置に配置することが重要である。

２．学校への不審者の侵入に備えた取組

２―� 安全を守るための器具の備え

○ 学校への不審者の侵入などの緊急時に、安全を守るための器具を備えておくことが望ましい。

そのための器具としては、さすまた、盾、催涙スプレー、ネット、杖（じょう）などは効果的で

あると考えられる。

なお、こうした器具については、子どもが使用するなど防御以外の目的に使用されることがな

いよう、管理の徹底を図る必要がある。また、警察官等の協力を得て、万一の場合に適切に使用

できるようにしておく必要がある。

２―� 身を守るために必要な訓練の実施

○ 学校への不審者侵入などの緊急事態が発生した場合、迅速に１１０番（１１９番）通報や教育委員会

等への連絡が行えるよう、通報や緊急連絡の仕方を訓練しておく必要がある。学校に警察との連

絡システムがある場合には、使用方法についても十分理解しておく必要がある。

○ １１０番通報の後、警察官が到着するまでの間、教職員自身の安全を守りつつ、不審者を子どもに

近づけないようにすることができるよう、防犯訓練等において警察官等の協力を得て、身を守る

訓練を行っておくことが望ましい。

３．学校、家庭、地域が連携した安全・安心な学校づくり

○ 安全・安心な学校づくりのためには、学校関係者の努力に加え、地域社会の協力の下、地域ぐ

るみで学校安全の取組を推進することが重要である。

学校内外で腕章等を身に付けて警備に当たるボランティアがいるという状況は、門等の出入口

の管理とともに、犯罪を犯そうとする者に対する心理的な抑制という点で効果的である。

そのため、文部科学省において平成１７年度から開始する「地域ぐるみの学校安全体制整備推進

事業」を活用しながら、取組を推進していくことも有効である。

○ 特に、通学路の安全対策として、登下校時に、地域のボランティアなどの協力を得て、学校内

外でのパトロールを強化するなど、子どもを見守る体制を地域の実情に応じて一層充実すること

は極めて重要である。

○ 地域や保護者の方々などにボランティアとして協力を得る場合には、巡回を行うに当たっての

ポイントや不審者に直面した場合の対応方法などについて十分に学んでおくことができるよう、

今後、警察官や警察官ＯＢなどの協力を得ながら、ボランティアの養成・研修を行う必要がある。

その際、「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」において行う講習会を活用し、学校安全の

ボランティアの養成・研修を積極的に推進することも有効である。

また、ボランティアの方々の参加を得る場合には、保険等にも十分配慮しておく必要がある。
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４．「地域に開かれた学校づくり」と学校安全

これまで述べてきたような学校の安全のための取組は、「地域に開かれた学校づくり」という考え

方と相反するものではない。むしろ、一定のルールに従って学校に集まる多くの人々により学校の

安全が守られていくことになる。

これから求められるルールとして、地域の人々が来校する場合、あらかじめ用件を電話等で学校

に伝え、来校の予約をしておくことなどが必要であろう。また、各学校も来校のルールについて、

学校の門に掲示したり、学校便りや自治体の広報誌を活用したりすることにより、地域の方々に周

知しておくことも望まれる。

ルールに従って、地域の多くの人々が学校を訪れ、学校の様々な活動への協力を得ることにより、

学校が活性化されることとなる。同時に、多くの人の目で子どもの安全が見守られることにより、

学校の安全性を高めることができる。

「地域に開かれた学校づくり」の推進に当たっては学校の安全確保が絶対条件である。学校や地

域の学校安全に関する意識を高め、学校や地域の状況に応じた取組を継続的に推進しながら、地域

と連携しつつ「地域に開かれた学校づくり」を進めることが重要である。

�．学校と警察の一層の連携の推進

�―� 学校と警察との連携例

「安全・安心な学校づくり」のためには、警察との連携を一層密にしながら取組を推進していく

ことが不可欠である。

具体的には、以下のような事柄について取り組むことが重要と考えられる。

１．学校と地元警察署、教育委員会等と警察との間で十分な意見交換ができる場の整備

学校と地元の警察署あるいは学校の設置者である教育委員会等（以下「教育委員会等」という。）

と警察との間で、学校の安全管理対策や学校をめぐる防犯・警備などの面で密接な意思疎通を図る

ため、関係者間で協議会を設置したり、定期的に意思疎通の会合を開くなどの取組を進めていくこ

とが必要である。

その際には、現在、各地で青少年の非行防止のための活動のほか、犯罪被害から青少年を守るた

めの活動についても取組が進められている学校警察連絡協議会の機能の一層の充実を図ることも効

果的と考えられる。

２．学校の実情に応じたパトロールの強化

今後、学校や教育委員会等から要請があった場合には、それぞれの状況に応じ、協議の上、警察

によるパトロールの強化を図ることが望まれる。

この場合、パトロールが強化されることを広く周知するとともに、学校周辺においても、それが

分かるような表示をすることは、犯罪を犯そうとする者に対する心理的な抑制という点で効果的で

ある。
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３．学校と警察が連携した実践的・効果的な防犯訓練・防犯教室の実施

万一の事態に備えるためには、学校において、実践的・効果的な防犯訓練・防犯教室等を実施す

ることが不可欠であり、その実施において警察の協力を得ることは重要である。

また、今後の防犯訓練・防犯教室の内容については、児童生徒の避難の円滑な実施のみならず、

学校に備え付けられている防御用の器具・装置の使用方法の説明や訓練、万一不審者に遭遇した場

合に、警察が到着するまでの間、教職員が自らの身を守るための訓練等についても盛り込むことが

望まれる。

４．警察官や警察官ＯＢの協力を得た学校の施設や防犯設備、マニュアル等の学校安全体制の再点検の実施

実地の防犯対策に当たる警察官や警察官ＯＢの協力を得て、学校の施設設備、備品の状況やマニュ

アルの内容等について再点検し、改善していくことは有効である。

また、ボランティアの養成・研修に当たって、警察官や警察官ＯＢ等の協力を得ることも重要で

ある。

５．学校と警察との間の非常時における通報体制の整備と通報訓練等の実施

警察との間で直通の緊急連絡システムを整備することや、学校独自の「危機管理マニュアル」等

において万一の場合の通報の在り方等を盛り込んでおくことは重要である。

また、警察と学校、教育委員会等が連携し、通報システムの整備やそれを活用した訓練等を実施

しておくことは万一の場合に備えての取組として有効である。

６．地域内での不審者情報や事件の情報の共有化

今後の地域での不審者や事件等に関する情報の収集・提供システムの整備に当たっては、地元の

警察の協力を得て進めていくことが必要と考えられる。

�―� 文部科学省と警察庁の連携による取組の推進

○ 平成１７年度においては、文部科学省と警察庁とが連携し、教育委員会や学校と地元の警察との

連携のもと、地域のボランティアが学校や公民館等を拠点として学校内外の安全体制の確保のた

めの取組（「地域・学校安全安心プロジェクト」（仮称））を実施する方向で両省庁が合意した。

○ 基本的には、警察庁の「地域安全安心ステーシヨン事業」と文部科学省の「地域ぐるみの学校

安全体制整備推進事業」とを連携して実施する方向であり、地域のボランティアの養成・研修や

防犯の専門家による指導・助言だけでなく、防犯パトロール用品の整備や防犯情報の収集・提供、

防犯情報の共有システムの整備、通学安全マップの作成などにおける支援、日常的な地元警察署

からの支援等についても実施する予定である。

○ 今後、文部科学省と警察庁とで細部を詰め、近日中に別途公表する予定であり、その際にはこ

のようなスキームの活用が望まれる。
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平１７・９・２７ １７文科生第３５４号 文部科学省生涯学習政策局長から各都道府県・政令
指定都市教育委員会教育長あて 通知
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�．今後の検討

○ 本報告においては、各学校や設置者において再点検が必要な事項を中心に取りまとめを行った

が、本プロジェクトチームにおいては、今後とも、情報収集等に努めながら、各地方や学校の事

例の分析を進め、警察庁とも協議しながら、効果的な学校安全の在り方について、引き続き検討

することとしている。

�．その他関連事項

○ 今後は、不登校やひきこもり傾向の子どもに対する対策等についても、関係省庁と連携しなが

ら、これまでの取組の一層の充実を図ることが重要であり、文部科学省と関係省庁との検討会、

関連調査、専門家による調査研究などの実施についても検討することが必要である。

○ また、子どもの情動等については、「情動の科学的解明と教育等への応用に関する検討会」（座

長：有馬朗人科学技術振興財団会長）において、関連した研究促進方策、専門的な人材育成の在

り方、又は教育現場等への応用の在り方などについて検討しているところであり、本年夏ごろを

目途として検討成果を得ることとしている。

○ 地域における防犯教育・防犯活動及び防犯ボランティア活動
の推進について（通知）

日頃より、生涯学習行政、社会教育行政の推進に御尽力頂き、ありがとうございます。

近年、住居に犯罪者が侵入したり、街頭で犯罪の被害に遭ったりする事案が急増しているほか、

子どもを標的とした社会を震撼させる事件の続発など、犯罪情勢の急激な変化が見られています。

これに伴い、全国では、地域住民自らが自主的にパトロールを行ったり、地域安全に関する情報発

信をするなど、様々な自主的・自発的な防犯に関する取組が行われています。

政府においても、平成１７年６月、犯罪対策閣僚会議において、「安全・安心なまちづくり全国展開

プラン」を決定（別紙参照）し、こうした地域の自主的な取組を支援し、官民連携した安全で安心

なまちづくりのための取組を、積極的に全国に展開しているところです。

このような状況にかんがみ、文部科学省と警察庁が連携・協力して、地域における防犯教育・防

犯活動及び防犯ボランティア活動を推進していくこととしました。

貴委員会におかれては、地域の防犯意識の向上、地域の安全・安心の確保に果たす社会教育の役

割を十分ご認識頂き、下記の項目について、貴委員会内及び所管の施設、及び域内の市町村教育委

員会への周知及び御協力方よろしくお願い申し上げます。

記

１．公民館、生涯学習推進センター等における、防犯教育・啓発活動、防犯教室・訓練、防犯活動
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の積極的な推進

公民館、生涯学習推進センター等の社会教育施設等が地域における防犯の拠点として果たしう

る役割は、非常に大きいものと考えられます。各社会教育施設等においては、これらの活動を積

極的に企画・立案され、推進されるようお願い申し上げます。

なお、各社会教育施設等が防犯教育・啓発活動、防犯教室・訓練、防犯活動を実施するに当たっ

て、警察官等防犯に知見のある講師を円滑に確保できるよう、地元の警察署に対して講師派遣の

相談を行うことが可能になっています。

２．地域住民の防犯ボランティア活動への参加促進

昨今、犯罪被害が身近になりつつあり、かつ平穏な日常生活を脅かしているという実感が生ま

れている中で、地域においては、地域の安全・安心を再構築するため、地域住民が、主体的に、

自らの安全・安心を守るため、「防犯ボランティア活動」の取組が活発になっています。

文部科学省においては、このような防犯ボランティア活動を通して、地域住民が、主体的に安

全・安心なまちづくりという課題に取り組むことは、地域づくり、地域の教育力再生の観点から、

極めて有効なことと認識しており、この度、警察庁と連携して、地域住民の防犯ボランティア活

動の促進のための体制の整備を図りました。

具体的には、「地域ボランティア活動推進事業」の活用などによる防犯ボランティア活動を実施

する際、その活動内容の充実・向上を図るため、オリエンテーションへの講師（指導者）の派遣

や各種指導・助言などについて、地元の警察署に相談を行うことが可能となっています。

なお、本通知発出に当たっては、その内容について、警察庁の了解を得ていることを申し添え

ます。

また、警察庁より、各都道府県警察あてに本件内容につき、周知が図られております。

（別 紙）

「安全・安心なまちづくり全国展開プラン」（抄）
（平成１７年６月２８日 犯罪対策閣僚会議決定）

第１ 住民参加型の安全・安心なまちづくり全国展開

２ 防犯ボランティア活動等の支援

� 大学生や企業人等の防犯ボランティア活動への参加促進

地域社会における防犯ボランティア活動の担い手の拡大を目指し、地域におけるボランティ

ア活動促進のための多彩なプログラム開発を行う「地域ボランティア活動推進事業」の一環

として、大学生、企業人を含む地域住民全体を対象とした防犯ボランティア活動への参加を

促進する。

� 公民館等を活用した防犯教育、防犯活動等の推進

教育委員会や警察の協力の下、情報提供や講師派遣を行うことなどにより、地域の公民館

や生涯学習推進センター等を活用した防犯教育・啓発活動、防犯訓練・教室、防犯活動、こ

れらの活動に係る学習講座等の開催を促進する。
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平１７・１１・２５ １７ス学健第１２号 文部科学省生涯学習政策局社会教育課長、初等中等
教育局初等中等教育企画課長、スポーツ・青少年局学校健康教育課長から各都道府県
教育委員会学校安全主管課、各指定都市教育委員会学校安全主管課、各都道府県私立
学校主管課、附属学校を置く各国立大学法人事務局あて 依頼
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平１７・１２・６ １７文科ス第３３３号 文部科学省生涯学習政策局長、初等中等教育局長、
スポーツ・青少年局長から各都道府県教育委員会教育長あて 通知
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○ 幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理について

標記については、これまでも格段の御尽力をいただいているところですが、広島県の小学校の児

童が、１１月２２日の午後下校中に殺害されるという痛ましい事件が発生しました。

登下校時における児童生徒の安全確保については、「幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理

についての点検項目（例）の改訂について」（平成１３年８月３１日付け１３文科初第５７６号）、「学校への不

審者侵入時の危機管理マニュアル」（平成１４年１２月文部科学省）等において、これまでも対応をお願

いしてきたところです。

各学校や設置者におかれては、上記の通知等に示されているように、通学路の要注意箇所の把握、

通学安全マップの作成、交番や「子ども１１０番の家」の場所の周知、万一の場合の対処法の指導など、

必要な事項について点検を実施する等、保護者、地域社会、警察等の関係機関との連携を更に深め

ながら、幼児児童生徒の安全確保に万全を期すようお願いします。

また、安全・安心な学校づくりのための文部科学省プロジェクトチームによる「学校安全のため

の方策の再点検等について」（平成１７年３月３１日）にも盛り込まれておりますが、登下校時に、地域

のボランティアなどの協力を得て、学校内外でのパトロールを強化するなど、子どもを見守る体制

を地域の実情に応じて充実させることも通学路の安全対策として重要であると考えられます。この

点については、本年度から実施している「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」等を活用しつ

つ、より一層取り組んでいただくようお願いします。

なお、都道府県教育委員会学校安全主管課にあっては域内の市町村教育委員会に対して、都道府

県私立学校主管課にあっては所轄の私立学校に対して周知していただくとともに、適切な対応がな

されるよう御指導をお願いします。

○ 登下校時における幼児児童生徒の安全確保について

この度、１１月２２日に広島市立矢野西小学校１年生の児童が、１２月１日にも栃木県今市市立大沢小

学校１年生の児童が、下校中に事件に遭遇し殺害されるという決してあってはならない事件が発生

いたしました。

各学校では、これまでも「幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理についての点検項目（例）

の改訂について」（平成１３年８月３１日付け１３文科初第５７６号）、「学校への不審者侵入時の危機管理マニュ

アル」（平成１４年１２月文部科学省）等を参考にして、登下校中の安全も含め対応に努めてきていただ

いたところですが、この度、登下校時における安全確保対策について別紙のように「登下校時にお

ける幼児児童生徒の安全確保について」としてとりまとめました。
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平１７・１２・９ １７国ス学健第２号 スポーツ・青少年局学校健康教育課長から附属学
校を置く各国立大学法人学長、各都道府県知事、各都道府県・指定都市教育委員会教
育長あて 通知
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その概要は下記のとおりですので、別紙を踏まえ、学校や地域の実状に応じた安全確保対策を講

じていただくようお願いいたします。

本件については、警察庁とも協議し、都道府県教育委員会と都道府県警察との連携の強化につい

て要請し、同庁においても、本日付けで、別添「通学路等における子どもの犯罪被害を防止するた

めの諸対策の徹底について」（※警察庁ホームページ／ＰＤＦファイル）を各都道府県警察の長等に

対して発出していますので申し添えます。

また、都道府県におかれては、所管の学校や、域内の市町村及び所轄の私立学校に対して周知し

ていただくとともに、適切な対応がなされるよう御指導をお願いします。

記

１ 通学路の安全点検の徹底と要注意箇所の周知徹底

登下校時において幼児児童生徒の安全を確保するために、通学路の安全点検を教職員や保護者

が定期的に実施し、要注意箇所の把握・周知徹底を行うこと。

２ 登下校時の幼児児童生徒の安全管理の徹底

登下校時において幼児児童生徒の安全を確保するためには、幼児児童生徒を極力一人にしない

という観点から、集団登下校や保護者等の同伴等による安全な登下校方策の策定、幼児児童生徒

の登下校を地域全体で見守る体制の整備等の対策を実施すること。

３ 幼児児童生徒に危険予測・回避能力を身に付けさせるための安全教育の推進

幼児児童生徒が犯罪に巻き込まれないようにするためには、幼児児童生徒に危険予測能力や危

険回避能力を身につけさせることが必要であることから、通学安全マップの作成、防犯教室の実

施等の取組を通じて、幼児児童生徒の発達段階に応じた実践的な防犯教育を推進すること。

４ 不審者等に関する情報の共有

日頃から、不審者の出没に関する情報等について、警察と連携をとりながら、学校と保護者、

地域の関係団体等との間で、情報を迅速かつ確実に共有するための取組を進めていくこと。

５ 警察との連携

登下校時における安全確保対策を進めるに当たっては、警察との連携が不可欠であることから、

学校警察連絡協議会の場等を通じた平常時の情報交換や防犯教室・防犯訓練への参加、不審者に

関する情報の共有等様々な機会をとらえて、警察との意見交換等を実施すること。

○ 老人クラブ活動における地域の見守り活動との連携の推進について

この度、１１月２２日に広島市立矢野西小学校１年生の児童が、１２月１日にも栃木県今市市立大沢小

学校１年生の児童が、下校中に事件に遭遇し殺害されるという決してあってはならない事件が発生

しました。

これを受け、厚生労働省老健局振興課長より、老人クラブ活動における地域の見守り活動の推進

資
料

３０１



�
�
�
�
�

平１７・１２・２２ １７ス学健第１５号 文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長か
ら各都道府県教育委員会学校安全主管課、各指定都市教育委員会学校安全主管課、各
都道府県私立学校主管課、附属学校を置く各国立大学法人事務局あて 依頼
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について、別添（略）のとおり通知が発出されたところです。

各都道府県教育委員会等におかれては、当該通知の趣旨を踏まえ、関係部局等と十分な連携を図っ

ていただくようお願いいたします。

また、都道府県におかれては、所管の学校や、域内の市町村及び所轄の私立学校に対して周知し

ていただくとともに、適切な対応がなされるよう御指導をお願いします。

○ 「犯罪から子どもを守るための対策」について

１１月２２日には広島市において、１２月１日にも今市市において、下校中の女子児童が事件に遭遇し

殺害されるという事件が起き、さらに、１２月１０日には、宇治市の学習塾において女子児童が殺害さ

れるという事件が発生いたしました。

これらの事件を受けて、政府では、犯罪から子供を守るための対策に関する関係省庁連絡会議が

設置され、１２月２０日に「犯罪から子どもを守るための対策」について別紙のとおりとりまとめられ

ました。

本対策は、登下校時の安全確保等のための対策と犯罪から子どもを守るための総合対策について

とりまとめたものであり、特に登下校時の緊急対策として、緊急対策６項目を掲げています。

都道府県教育委員会等におかれては、全ての小学校区において、学校、保護者・児童、警察、自

治体等の関係者により、平成１８年３月までに、全学校区・全通学路の安全点検を行うこと、全ての

学校の全児童生徒が、平成１８年３月までに、学校と警察との連携等による実践的な「防犯教室」を

受講できるよう、「防犯教室」を開催すること、全ての小学校区において、平成１８年３月までに、地

域社会全体で通学路の安全を含む学校安全体制が整備されるよう、学校内外の見守り等を行う学校

安全ボランティア（スクールガード）への参加を広く呼びかけること等の対策について速やかに取

り組まれるよう、お願いいたします。

また、都道府県におかれては、所管の学校や、域内の市町村、所轄の私立学校及び関係団体等に

対して周知していただくとともに、適切な対応がなされるよう御指導をお願いします。
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○ 犯罪から子どもを守るための対策

（平成１７年１２月２０日 犯罪から子供を守るための対策に関する関係省庁連絡会議）

－目 次－

第一章 登下校時の安全確保等のための対策

第１節 緊急対策６項目

○ 全通学路の緊急点検

○ 全ての学校における防犯教室の緊急開催

○ 全ての地域における情報共有体制の緊急立ち上げ

○ 学校安全ボランティアの充実

○ 路線バスを活用した通学時の安全確保

○ 国民に対する協力の呼びかけ

第２節 重点的に推進する事項

１ 学校における対策

（１）学校の安全管理対策

○ 登下校時の安全確保に関する先進的な実践事例の提供

（２）防犯教育の推進

○ 防犯教育の推進

○ 防犯教室の推進

○ 防犯教育のための教員の資質向上

２ 地域における対策

（１）犯罪を起こしにくい環境整備

○ 子ども緊急通報装置等の整備

○ 防犯まちづくりの推進

（２）子どもを守るための諸活動の充実

○ 「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」の推進

○ 公民館等を活動拠点とするボランティア活動の支援

○ 「子ども１１０番の家」に対する支援

○ 学校警察連絡協議会等の活用促進

○ スクールサポーター制度の活用

○ 子どもの安全に関する情報の効果的な共有システムの構築

（３）情報通信技術の活用

○ 電子タグ、ユビキタスセンサーネットワーク技術を活かした子どもの安全確保

○ ユビキタス子ども見守りシステムの構築手法の普及

３ 犯罪対策
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（１）取締りの強化

○ 子どもを対象とする犯罪の検挙の徹底等

（２）再犯防止等

○ 再犯防止対策

○ 出所情報の共有

第３節 既に措置した事項

１ 内閣府における最近の対応

２ 警察庁における最近の対応

３ 文部科学省における最近の対応

４ 厚生労働省における最近の対応

第二章 犯罪から子どもを守るための総合対策

第１節 重点的に推進する事項

１ 学校における対策

（１）学校の安全対策の充実

○ 危機管理マニュアルの活用

○ 学校の安全管理の取組状況に関する実態の把握と結果の周知

（２）防犯教育の充実

○ 防犯教育の推進（再掲）

（３）学校施設の安全

○ 学校施設の整備指針の整備

○ 学校施設の整備に係る経費の補助

○ 学校施設の防犯対策

２ 地域における対策

（１）犯罪を起こしにくい環境整備

○ 子ども緊急通報装置等の整備（再掲）

○ 防犯まちづくりの推進（再掲）

○ 農山漁村において照明施設の整備等防犯に配慮したむらづくりを推進

○ 少子高齢化等に対応した商業施設整備

（２）子どもを守るための諸活動の充実

○ 「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」の推進（再掲）

○ 公民館等を活動拠点とするボランティア活動の支援（再掲）

○ 「子ども１１０番の家」に対する支援（再掲）

○ 学校警察連絡協議会等の活用促進（再掲）

○ スクールサポーター制度の活用（再掲）

○ 地域における防犯意識を高めるための教育・啓発活動の推進

○ 安全で安心な子どもの活動拠点（居場所）の確保
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○ 子どもたちの下校時間までの待機スペースの設置

○ 地域で子どもを見守る全国ネットワークシステムの構築

○ 児童館・放課後児童クラブにおける子どもの安全確保

○ 学習塾における児童生徒の安全の確保

○ コンビニエンスストアのセーフティーステーション化

○ 家庭教育における防犯教育の充実

○ 青少年の健全育成環境の整備

○ インターネット上の違法・有害情報に対するプロバイダ等による自主的措置等の検討

○ インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドラインの策定

○ 女性・子どもを守る施策実施要綱に基づく対策の推進

（３）情報通信技術の活用

○ 地域安心安全情報ネットワークの構築

○ モバイルフィルタリング技術の研究開発

３ 犯罪対策

（１）取締りの強化

○ 子どもを対象とする犯罪の検挙の徹底等（再掲）

○ 地方警察官の増員

○ いわゆる出会い系サイトに係る児童の性犯罪被害等の防止

○ インターネット上の違法・有害情報対策

○ 外国人の入国管理の適正化

（２）再犯防止等

○ 再犯防止対策（再掲）

○ 出所情報の共有（再掲）

○ 電気通信サービスの不適正利用に関する調査研究

第２節 既に措置した事項

１ 経済産業省における最近の対応

第一章 登下校時の安全確保等のための対策

第１節 緊急対策６項目

○ 全通学路の緊急安全点検

全ての小学校区において、学校、保護者・児童、警察、自治体等の関係者により、平成１８年

３月までに、全学校区・全通学路の安全点検を行うよう要請する。点検の結果については、警

察やボランティアのパトロールに直ちに反映させるほか、子どもが実感を持って危険箇所を認

識することができるよう、全国の全ての小学校で通学安全マップを作成するなど子どもへの防

犯教育への活用や地域における対策につなげることを要請する。

○ 全ての学校における防犯教室の緊急開催

全ての学校の全児童生徒が、平成１８年３月までに、学校と警察との連携等による実践的な「防
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犯教室」を受講できるよう、開催を要請する。

また、防犯教室用の小学校低学年向けのリーフレットを作成・配布するなどの支援を行うと

ともに、その開催を支援するために、教師等が活用できる防犯教室等事例集の作成・配布を行う。

○ 全ての地域における情報共有体制の緊急立ち上げ

全ての地域において、子どもに対する声かけ事案、不審者の出没等、子どもに対する犯罪の

前兆と思われる不審者情報について、警察が中心となり、学校、教育委員会、保護者、児童、

地域住民等と連携し、情報が潜在化することがないよう共有化のためのネットワークを平成１８

年３月までに構築する。

○ 学校安全ボランティアの充実

全ての小学校区において、平成１８年３月までに、地域社会全体で通学路の安全を含む学校安

全体制が整備されるよう、学校内外の見守り等を行う学校安全ボランティア（スクールガード）

への参加を広く呼びかける。また、各学校を巡回し、学校安全ボランティアの指導や警備のポ

イント等についての指導を行うスクールガード・リーダーの巡回指導・評価等を推進し、全国

展開を図る。

○ 路線バスを活用した通学時の安全確保

全国で地域の路線バスを登校時又は下校時にスクールバスとして活用する方策を早急に検討

し、対応が整った地域から順次導入できるよう、必要な支援措置を含め、環境整備を図る。

○ 国民に対する協力の呼びかけ

家庭、学校、民間団体等全ての関係者の地域における防犯意識を高め、子どもの安全確保の

取組への積極的な参加を促すため、テレビ、新聞などの各種媒体を使った政府広報を行う。また、

青少年に関わる各種団体・関係者等が地域の取組に積極的に参加するよう、協力を要請する。

第２節 重点的に推進する事項

１ 学校における対策

（１）学校の安全管理対策

○ 登下校時の安全確保に関する先進的な実践事例の提供

現在、学校や地域において、登下校時の児童生徒の安全確保のため、電子タグの活用やスクー

ルバスの利用など様々な手段が講じられているが、学校や地域社会が、具体的な安全確保対策

を立案し、実行に移すにあたり、参考となる情報が求められているため、登下校時の安全確保

に関する事例集を平成１８年１月目途で各学校に配布する。

（２）防犯教育の推進

○ 防犯教育の推進

幼児児童生徒に対し危険を予測し、回避する能力を身につけさせるように、実践的な安全教

育を進めるため、学校における安全教育の資料として教師用の安全教育の参考資料「「生きる力」

をはぐくむ学校での安全教育」を平成１３年１１月に作成し、配布を行ってきたところであり、そ

の中でも、�通学路の要注意箇所のマップの作成・周知、�地域の関係機関等の連携、�「子
ども１１０番の家」等の登下校時の緊急の際の避難場所の周知、�登下校時の緊急の際の対処法の
指導など、通学路による登下校の徹底や通学路の要注意箇所の把握について言及しているとこ
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ろである。

また、平成１７年１１月、１２月に発出した通知等においても、登下校時における安全確保につい

て、�通学安全マップの作成等を通じた指導、�防犯教室等の活用、�万一の場合に対応する
ための指導について言及しているところであり、教員研修、研究協議会等においてその趣旨の

周知徹底を図る。

○ 防犯教室の推進

防犯や応急手当等についての訓練等を実施する防犯教室の開催を推進するため、教職員や警

察官等防犯教室の講師に対する講習会の実施を推進する。

○ 防犯教育のための教員の資質向上

登下校時の安全確保を図るためには、研修等の機会を通じて、教員の資質向上を図る必要が

あるため、平成１８年度には、学校安全推進フォーラム等において登下校時の安全確保をテーマ

にし、教員の資質向上を図る。

２ 地域における対策

（１）犯罪を起こしにくい環境整備

○ 子ども緊急通報装置等の整備

通学路、児童公園等に設置され、非常用赤色灯、非常ベル、通報者撮影カメラ、インターホ

ン等を備え、緊急時に警察への通報ができる街頭緊急通報システム（スーパー防犯灯）や子ど

も緊急通報装置の整備を促進する。子ども緊急通報装置については、平成１４年度に「子どもを

守る緊急支援対策事業」として４７地区に３２９基、１６年度には補助事業として６地区３９基整備して

おり、現在までに運用を開始している。

○ 防犯まちづくりの推進

通学路等の地域の防犯性の向上を図るため、公共施設等の整備・管理にあたり、見通しの良

い植栽・柵の設置、夜間の暗がり解消に資する照明施設の整備、及び危険が予想される場所で

の防犯カメラの設置等について、市街地整備の一環として促進し、地域特性に応じた防犯まち

づくりを進める。

（２）子どもを守るための諸活動の充実

○ 「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」の推進

学校内外の見守り等を行う学校安全ボランティア（スクールガード）養成・研修のため、最

新の情報、不審者を発見した場合の具体的な対応方法など実践的な事例等を学ぶことができる

「スクールガード養成講習会」を推進するとともに、各学校を巡回し、学校安全ボランティア

（スクールガード）の指導や警備のポイント等についての指導を行うスクールガード・リーダー

の巡回指導等を推進し、全国展開を図る。

また、地域社会全体で子どもたちの安全について取り組むモデル地域を指定し、その取組を

支援する。

○ 公民館等を活動拠点とするボランティア活動の支援

・公民館等の活動拠点を中心としたボランティアによる自主防犯活動を支援する「地域安全安

心ステーション」モデル事業を拡充することとし、実施地区を追加指定するとともに、通学路

警戒活動に役立つ物品を追加して無償貸与する。
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・自主防災組織等の地域の各種コミュニティが中心となり、関係団体等と連携を図り、地域の

公民館等を防災・防犯活動の拠点（地域安心安全ステーション）とし、地域住民による防災・

防犯パトロールや防災訓練などを行うことにより地域の安心安全を確保するための地域安心安

全ステーション整備モデル事業を、消防庁と警察庁が連携して行う。

○ 「子ども１１０番の家」に対する支援

通学路等において、子どもが被害に遭い、又は遭うおそれがある場合における一時的な保護

と警察への通報を行う「子ども１１０番の家」の活動について、保護の要領や警察への通報等に関

するマニュアルの作成・配布、講習会の実施等に努める。

○ 学校警察連絡協議会等の活用促進

警察と学校等の間において、児童等の安全や非行防止に関する具体的情報を積極的に交換し、

協同して取り組むべき具体的な事案の対応についての協議を行う学校警察連絡協議会（平成１７

年３月現在２，７０３組織）等の活用の促進を図る。

○ スクールサポーター制度の活用

少年の非行防止・立直り支援や学校等における児童等の安全の確保、非行・犯罪防止教育の

支援、地域安全情報の把握と提供等を行うスクールサポーター（非常勤職員）として、退職警

察官その他専門知識を有する人材を警察署へ配置する制度の導入を促進する。平成１７年４月現

在、９都府県警察において予算措置している。

○ 子どもの安全に関する情報の効果的な共有システムの構築

安全で安心できる学校を確立するため、ＩＴ（携帯電話やパソコン等）を活用し、モデル地

域において不審者情報をはじめとする子どもの安全に関する情報を地域で効果的に共有するシ

ステムに係る取組を行うための調査研究を、平成１８年度から推進する。

（３）情報通信技術の活用

○ 電子タグ、ユビキタスセンサーネットワーク技術を活かした子どもの安全確保

電子タグとネットワークとの融合技術等ネットワークの高度化技術や、ユビキタスセンサー

関連技術（複数のセンサー間での自律的な周囲環境等の情報の認識・流通を実現することで状

況へのリアルタイムな対応を可能とする技術）等の研究開発を行い、技術の早期実用化を図る

とともに、これらの成果を活かした“子どもの安全確保”のための実証実験を行う。

○ ユビキタス子ども見守りシステムの構築手法の普及

電子タグの高度利活用技術やユビキタスセンサーネットワーク技術を活かした“子どもの安

全確保のための見守りシステム”の実証実験の結果等を基に、通学路の状況等、様々な周辺環

境に適したシステムの構築手法を検討し、その普及を図る。

３ 犯罪対策

（１）取締りの強化

○ 子どもを対象とする犯罪の検挙の徹底等

子どもが被害者となる犯罪を迅速に検挙するとともに、子どもに対する声かけ事案等、略取

誘拐や性犯罪等の重大犯罪の前兆事案とみられるものについては、行為者に対する指導警告等

を行う。

（２）再犯防止等
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○ 再犯防止対策

受刑者及び保護観察中の者を対象とする「性犯罪者処遇プログラム」を平成１７年度中に策定

し、速やかに実施に移すとともに、再犯防止の観点から、仮釈放審理の充実や保護観察の充実

強化を図る。

○ 出所情報の共有

子どもを対象とする暴力的性犯罪の受刑者については平成１７年６月から、法務省と警察庁と

の間で出所情報を共有し、警察において出所者による再犯防止に向けた措置等を取るようにし

たところであるが、引き続きこれを推進し、その効果を検証するとともに、性犯罪を抑止する

ための方策について、関係省庁が連携して検討する。

第３節 既に措置した事項

１ 内閣府における最近の対応

○ 「通学路等における子供の安全確保について（依頼）」の通知を発出（平成１７年１２月１３日）

（社）青少年育成国民会議、青少年育成都道府県民会議、青少年育成市区町村民会議に対し、

関係機関と連携して各地域における地域防犯への取組に協力するよう、また、関係する青少年

団体にも参加を呼びかけるよう依頼。

２ 警察庁における最近の対応

○ 「通学路等における子どもの犯罪被害を防止するための諸対策の徹底について」の発出

（平成１７年１２月６日）（文部科学省と連携した通達）

通学路等における子どもの安全を確保するため、都道府県警察に対し、これまでの対策を一

層強化するとともに、声かけ事案等不審者情報の迅速かつ正確な把握と情報の共有化、学校、

ＰＴＡ、防犯ボランティア団体、地域住民等との連携の強化、子どもに対する被害防止教育の

強力な推進等について指示。

○ 通達のホームページ掲載（平成１７年１２月１４日）

「通学路等における子どもの犯罪被害を防止するための諸対策の徹底について」を、警察庁

のホームページに掲載することによって当施策を幅広く周知。

○ 「厚生労働省が所管する放課後児童クラブにおける安全対策について」の発出

（平成１７年１２月１９日）

都道府県警察に対し、都道府県及び市区町村の民政主管部、放課後児童クラブと連携した放

課後児童クラブにおける児童の安全確保について指示。

３ 文部科学省における最近の対応

○ 「幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理について（依頼）」の通知を発出

（平成１７年１１月２５日）

登下校時における幼児児童生徒の安全確保について、通学路の要注意箇所の把握、通学安全マッ

プの作成、交番や「子ども１１０番の家」の場所の周知、万一の場合の対処法の指導など、必要な事

項について点検を実施する等、保護者、地域社会、警察等の関係機関との連携が必要と提言。

○ 「登下校時における幼児児童生徒の安全管理について」の通知を発出

（平成１７年１２月６日）（警察庁と連携した通知）
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� 安全な通学路の設定と定期的な点検の実施

� 登下校時の幼児児童生徒の安全管理の徹底

� 幼児児童生徒に危険予測・回避能力を身につけさせるための安全教育の推進

� 不審者等に関する情報の共有

� 警察との連携

などについて具体的に提言。

○ 平成１７年度第２回都道府県・指定都市教育委員会教育長会議（平成１７年１２月６日）において、

文部科学大臣から子どもたちの安全確保について、万全を期すよう要請

○ （社）日本ＰＴＡ協議会に対して協力を要請（平成１７年１２月９日）

幼児児童生徒の安全確保のために（社）日本ＰＴＡ協議会に協力を要請。

○ 関連通知等について、文部科学省ホームページに掲載（平成１７年１２月９日）

「登下校時における幼児児童生徒の安全確保について」等の通知について、文部科学省のホー

ムページに掲載することによって幅広く周知。

４ 厚生労働省における最近の対応

○ 放課後児童クラブでの安全確保に対する取組をより一層強化するよう協力を依頼

（平成１７年１２月５日）

○ 冬休み前の注意喚起として児童館・放課後児童クラブの安全確保に関して再度通知

（平成１７年１２月１４日）

○ 母親クラブ等による地域のパトロール活動等について更なる尽力を依頼（平成１７年１２月５日）

○ 老人クラブにおける地域の見守り活動を通じた児童の安全確保に向けた取組の推進について

協力を依頼（平成１７年１２月８日）

○ シルバー人材センターにおける登下校時の送迎、パトロール等を通じた児童の安全確保に向

けた取組の推進について協力を依頼（平成１７年１２月１３日）

○ 児童の安全確保の推進のため、地域において送迎や放課後の預かり等の相互援助活動を行う

ファミリー・サポート・センターの周知を依頼（平成１７年１２月８日）

第二章 犯罪から子どもを守るための総合対策

第１節 重点的に推進する事項

１ 学校における対策

（１）学校の安全対策の充実

○ 危機管理マニュアルの活用

平成１４年４月に学校等に配布した危機管理マニュアルにおいて、日頃から地域と連携し、子

どもの安全を守る体制づくりに努める項目として、�「子ども１１０番の家」の所在地や表示、役
割などを確認させる、�安全マップづくりなどを通して地域での安全確保の重要性を認識させ
る、�犯罪被害にあわないための行動の仕方に加え、犯罪被害が発生した場合や恐れがある場
合の行動の仕方について指導する、などの留意点を指摘するとともに、	地域安全マップの作
成について具体的に解説がなされているところであり、その活用と周知徹底を図る。

○ 学校の安全管理の取組状況に関する実態の把握と結果の周知

３１０



学校の安全管理の取組について、学校や地域の状況等を踏まえ、「危機管理マニュアル」の作

成や、防犯訓練等の実施、防犯ブザーの配布、防犯カメラ等の防犯監視システムの整備、さす

また等の安全を守るための器具の配備等が進められているところであるが、その一層の推進を

図るため、これらの状況等について、実態調査を行うとともに、その結果を広く公表する。

（２）防犯教育の充実

○ 防犯教育の推進（再掲）

幼児児童生徒に対し危険を予測し、回避する能力を身につけさせるように、実践的な安全教

育を進めるため、学校における安全教育の資料として教師用の安全教育の参考資料「「生きる力」

をはぐくむ学校での安全教育」を平成１３年１１月に作成し、配布を行ってきたところであり、そ

の中でも、�通学路の要注意箇所のマップの作成・周知、�地域の関係機関等の連携、�「子
ども１１０番の家」等の登下校時の緊急の際の避難場所の周知、�登下校時の緊急の際の対処法の
指導など、通学路による登下校の徹底や通学路の要注意箇所の把握について言及しているとこ

ろであり、教員研修、研究協議会等においてその活用と周知徹底を図る。

（３）学校施設の安全

○ 学校施設の整備指針の整備

これまで、学校施設の安全管理に関する調査研究協力者会議において、学校施設において考

慮すべき防犯対策に係る基本的な考え方や、設置者が具体的な防犯対策を計画・設計する際の

留意点、今後の推進方策等、学校施設の防犯対策の在り方を総合的に提言（平成１４年１１月）し、

「学校施設整備指針」の防犯対策関係規定を改訂（平成１５年８月、平成１６年１月）するととも

に、「学校施設整備指針」の防犯対策関係規定を分かりやすく解説した手引き書を作成してきた

（平成１６年９月）ところであり、地方公共団体等に対しその活用と周知徹底を図る。

○ 学校施設の整備に係る経費の補助

公立学校の安全対策を充実するため、公立学校における門、フェンス等の設置・改修に要す

る経費等安全確保に関し必要な一定規模以上の工事費に対して補助等を引き続き推進する。ま

た、私立学校における安全管理対策のための施設整備事業費の補助を引き続き推進する。さら

に、国立大学附属学校についても、校門等への監視カメラ等の防犯装置の設置等を行うととも

に、「国立大学附属学校における安全管理の在り方に関する調査研究会報告」をまとめ、各国立

大学及び附属学校等に配布してきており、施設整備の一環として行う安全確保に関する経費の

補助を引き続き推進する。

○ 学校施設の防犯対策

学校施設の特色ある防犯対策に係る取組事例を作成し、平成１８年１月を目途に地方公共団体

等に紹介する。また、学校施設の防犯対策の点検・改善を実効的に実施するためのマニュアル

の作成に関する取組事例を作成し、平成１８年４月を目途に地方公共団体等に紹介する。

２ 地域における対策

（１）犯罪を起こしにくい環境整備

○ 子ども緊急通報装置等の整備（再掲）

通学路、児童公園等に設置され、非常用赤色灯、非常ベル、通報者撮影カメラ、インターホ

ン等を備え、緊急時に警察への通報ができる街頭緊急通報システム（スーパー防犯灯）や子ど
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も緊急通報装置の整備を促進する。子ども緊急通報装置については、平成１４年度に「子どもを

守る緊急支援対策事業」として４７地区に３２９基、１６年度には補助事業として６地区３９基整備して

おり、現在までに運用を開始している。

○ 防犯まちづくりの推進（再掲）

地域の防犯性の向上を図るため、公共施設等の整備・管理に当たり、見通しの良い植栽・柵

の設置、夜間の暗がり解消に資する照明施設の整備、及び危険が予想される場所での防犯カメ

ラの設置等について、市街地整備の一環として促進し、地域特性に応じた防犯まちづくりを進

める。

○ 農山漁村において照明施設の整備等防犯に配慮したむらづくりを推進

地域住民の安全性の向上を図るため、農山漁村における集落道等において、付帯施設として

照明施設、防護柵等の設置を推進する。

○ 少子高齢化等に対応した商業施設整備

少子高齢化、環境保全、防犯・防災等に対応するため、商業基盤施設等の個別事業のみなら

ず、安全・安心なまちづくりを目指した街路灯の設置、防犯カメラ付きアーケードの整備など、

地域における商店街の果たすべき社会的・公共的役割等の向上を促進する。

（２）子どもを守るための諸活動の充実

○ 「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」の推進（再掲）

学校内外の見守り等を行う学校安全ボランティア（スクールガード）養成・研修のため、最

新の情報、不審者を発見した場合の具体的な対応方法など実践的な事例等を学ぶことができる

「スクールガード養成講習会」を推進するとともに、各学校を巡回し、学校安全ボランティア

（スクールガード）の指導や警備のポイント等についての指導を行うスクールガード・リーダー

の巡回指導等を推進し、全国展開を図る。

また、地域社会全体で子どもたちの安全について取り組むモデル地域を指定し、その取組を

支援する。

○ 公民館等を活動拠点とするボランティア活動の支援（再掲）

・公民館等の活動拠点を中心としたボランティアによる自主防犯活動を支援する「地域安全安

心ステーション」モデル事業を拡充することとし、実施地区を追加指定するとともに、通学路

警戒活動に役立つ物品を追加して無償貸与する。

・自主防災組織等の地域の各種コミュニティが中心となり、関係団体等と連携を図り、地域の

公民館等を防災・防犯活動の拠点（地域安心安全ステーション）とし、地域住民による防災・

防犯パトロールや防災訓練などを行うことにより地域の安心安全を確保するための地域安心安

全ステーション整備モデル事業を、消防庁と警察庁が連携して行う。

○ 「子ども１１０番の家」に対する支援（再掲）

通学路等において、子どもが被害に遭い、又は遭うおそれがある場合における一時的な保護

と警察への通報を行う「子ども１１０番の家」の活動について、保護の要領や警察への通報等に関

するマニュアルの作成・配布、講習会の実施等に努める。

○ 学校警察連絡協議会等の活用促進（再掲）

警察と学校等の間において、児童等の安全や非行防止に関する具体的情報を積極的に交換し、
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協同して取り組むべき具体的な事案の対応についての協議を行う学校警察連絡協議会（平成１７

年３月現在２，７０３組織）等の活用の促進を図る。

○ スクールサポーター制度の活用（再掲）

少年の非行防止・立直り支援や学校等における児童等の安全の確保、非行・犯罪防止教育の

支援、地域安全情報の把握と提供等を行うスクールサポーター（非常勤職員）として、退職警

察官その他専門知識を有する人材を警察署へ配置する制度の導入を促進する。平成１７年４月現

在、９都府県警察において予算措置している。

○ 地域における防犯意識を高めるための教育・啓発活動の推進

平成１７年６月の「安全・安心なまちづくり全国展開プラン」（犯罪対策閣僚会議決定）におけ

る指摘を踏まえ、広く地域の安全・安心な環境づくりを図り、子どもの安全確保にも寄与する

こととなる防犯教育・啓発活動、防犯ボランティア活動を、文部科学省と警察庁が連携しつつ、

積極的に推進するため、平成１７年９月にその趣旨を通知したところであり、警察庁と連携の上、

�公民館、生涯学習推進センター等における防犯教育・啓発活動、防犯教室・訓練、防犯活動
を積極的に推進するとともに、�「地域ボランティア活動推進事業」の活用などによる、防犯
ボランティア活動実施の際の、講師派遣や各種指導・助言にかかる体制整備を図り、地域住民

の防犯ボランティア活動への参加を促進する。

○ 安全で安心な子どもの活動拠点（居場所）の確保

学校の校庭や余裕教室等に安全・安心して活動できる子どもの活動拠点（居場所）を設け、

地域の大人の協力を得て、放課後や週末における様々な体験活動や地域住民との交流活動等を

実施する「地域子ども教室推進事業」を展開し、安全・安心な事業の実施に当たり、基本的な

留意点等をまとめた「安全管理マニュアル」を平成１６年５月に策定したところであり、その周

知徹底を図るとともに、子どもたちの下校時間までの待機についても考慮した対応を図る。

○ 子どもたちの下校時間までの待機スペースの設置

下校時間の早い小学校低学年の子どもたちを、高学年の子どもたちと一緒に集団下校させる

など、子どもたちを一人で下校させないために、地域住民が低学年の子どもたちを見守りつつ、

様々な交流活動を行う安全・安心な活動場所（子ども待機スペース）を学校の余裕教室等に設

置する。

○ 地域で子どもを見守る全国ネットワークシステムの構築

全国各地で実施されている「子どもを見守る」活動について、取組状況や実施方法、効果等

について情報を一元的に集約し、都道府県別や方策別に、インターネットを活用して検索・閲

覧ができる全国ネットワークシステムを構築することにより、このような取組のない地域へノ

ウハウを提供するとともに、地域における取組の一層の支援を図る。

○ 児童館・放課後児童クラブにおける子どもの安全確保

子どもが安全・安心して過ごせる児童館や放課後児童クラブの設置の促進を図る。また、児

童の来所・帰宅における安全確保のため、市町村や児童館・放課後児童クラブでの必要な点検

項目を示したチェックリストを発出（平成１７年１２月１４日）したところであり、その周知の徹底

に努める。

○ 学習塾における児童生徒の安全の確保
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（社）全国学習塾協会に対し平成１７年１２月１２日付けで指導文書を発出し、�安全を重視した
学習環境の整備、�教職員の資質の向上、�通塾時における安全の確保などについて、詳細な
ガイドラインを策定し、会員に対する指導を行う等、学習塾における児童生徒の安全を確保す

るための万全の方策を早急に講じるよう指導したところであり、引き続き指導の徹底に努める。

○ コンビニエンスストアのセーフティーステーション化

コンビニエンスストアに対し、「子ども１１０番の家」の指定、警察官や防犯ボランティアの継

続的な立寄り、地域安全情報の提供等について協力。

また、（社）日本フランチャイズチェーン協会が実施する「コンビニエンスストア・セーフティ

ステーション活動（子どもの駆け込みへの対応、緊急通報の支援等）」の全国展開（平成１７年１０

月から）を積極的に支援する。

○ 家庭教育における防犯教育の充実

平成１１年から、乳幼児や小中学生を持つ全国の親に対し、家庭教育手帳を作成・配布してい

るところであり、平成１６年より内容の改善・充実を図り、その中で「危険を知ることが、身を

守ることにつながる」「子どもに危険や事故の防止、対処の仕方について教える」といった記述

を盛り込み、子どもを守るための各家庭での意識の啓発を促進しているところであり、引き続

き意識の啓発に努める。また、平成１７年１２月９日、幼児児童生徒の安全確保のために（社）日

本ＰＴＡ協議会に協力を要請したところであり、学校とＰＴＡの連携の強化等に努める。

○ 青少年の健全育成環境の整備

青少年を取り巻く環境の整備という課題に、国、地方公共団体、関係業界団体及び国民が一

体となって取り組むため、平成１６年４月に、国が取り組む事項、国から地方公共団体に要請す

る事項及び国から関係業界団体等へ要請する事項について取りまとめた「青少年を取り巻く環

境の整備に関する指針」を策定したところであり、引き続き青少年の健全な育成に配慮した環

境整備に関する施策の推進を図る。

○ インターネット上の違法・有害情報に対するプロバイダ等による自主的措置等の検討

平成１７年８月から、インターネット上の違法・有害情報に対するプロバイダ等による自主的

措置及びこれを効果的に支援する方策等について研究会を開催し、検討を行っている。平成１８

年７月を目途にとりまとめを行うとともに、必要に応じて中間的なとりまとめを行う。

○ インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドラインの策定

総務省及び警察庁の支援のもと、電気通信関連団体において、警察からプロバイダ等に対し

てインターネット上の自殺予告者に関する発信者情報の開示を求める手続及びこれを受けたプ

ロバイダ等において情報開示を行う際の判断基準等を整理したガイドラインを平成１７年１０月に

策定し、運用している。

○ 女性・子どもを守る施策実施要綱に基づく対策の推進

警察では、「女性・子どもを守る施策実施要綱」（平成１１年１２月１６日）に基づき、子どもが被害

者となる犯罪その他の事案につき、ボランティア、自治体等との連携による子どもを守る施策

の推進や児童虐待に対する取組の強化及び被害少年の保護等の被害に遭った子どもへの支援等

を行う。

（３）情報通信技術の活用
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○ 地域安心安全情報ネットワークの構築

地域住民、地方公共団体等が地域の安心安全情報を電子掲示板、電子地図、電子メール等に

より提供・発信し、共有する地域安心安全情報共有システムを希望する地方公共団体に無償で

配布し、地域の安心安全の確立への取組を支援する。

○ モバイルフィルタリング技術の研究開発

子どもを有害サイト等から保護することを目的として、現在パソコン向けに実現・普及して

いるフィルタリング機能をモバイル（携帯電話等）向けにも実現するための研究開発を進め、

平成１８年３月までに最終成果を取りまとめる。

３ 犯罪対策

（１）取締りの強化

○ 子どもを対象とする犯罪の検挙の徹底等（再掲）

子どもが被害者となる犯罪を迅速に検挙するとともに、子どもに対する声かけ事案等、略取

誘拐や性犯罪等の重大犯罪の前兆事案とみられるものについては、行為者に対する指導警告等

を行う。

○ 地方警察官の増員

深刻な治安情勢に的確に対応し、危機的状況にある治安を回復するため、平成１７年度からの

３か年約１万人増員計画の確実な達成を図る。

○ いわゆる出会い系サイトに係る児童の性犯罪被害等の防止

いわゆる出会い系サイトに係る児童の性犯罪被害等を防止するため、出会い系サイトを利用

した児童への性的誘引等への取締りを強化するとともに、児童の出会い系サイト利用を防止す

るため、出会い系サイト事業者に対する指導の強化等を図る。

○ インターネット上の違法・有害情報対策

インターネット上の違法・有害情報による子どもへの悪影響を抑止するため、サイバーパト

ロールを的確に実施し、インターネット上の違法情報の取締りを強化する。また、インターネッ

ト上の違法・有害情報に関する国民への窓口機能の強化を図るため、違法・有害情報を通報す

る専門窓口を設置するための検討を引き続き行う。

○ 外国人の入国管理の適正化

テロリスト、犯罪者あるいは不法滞在を目的とする外国人の流入を水際で確実に阻止するた

め、引き続き厳格な入国審査を実施するとともに、関係機関とも連携してバイオメトリクスを

活用した出入国審査体制の整備を進め、偽変造文書対策を推進する。

（２）再犯防止等

○ 再犯防止対策（再掲）

受刑者及び保護観察中の者を対象とする「性犯罪者処遇プログラム」を平成１７年度中に策定

し、速やかに実施に移すとともに、再犯防止の観点から、仮釈放審理の充実や保護観察の充実

強化を図る。

○ 出所情報の共有（再掲）

子どもを対象とする暴力的性犯罪の受刑者については平成１７年６月から、法務省と警察庁と

の間で出所情報を共有し、警察において出所者による再犯防止に向けた措置等を取るようにし
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平１８・２・１７ １７文科ス第４２３号 文部科学省初等中等教育局長、文部科学省スポーツ・
青少年局長から各都道府県・指定都市教育委員会教育長あて 通知
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たところであるが、引き続きこれを推進し、その効果を検証するとともに、性犯罪を抑止する

ための方策について、関係省庁が連携して検討する。

○ 電気通信サービスの不適正利用に関する調査研究

インターネット上の違法・有害情報、匿名性の高い携帯電話を利用した犯罪、ファーミング

等の新たな手口の横行等、電気通信サービスの不適正利用に関する実態調査・分析を行う。

第２節 既に措置した事項

１ 経済産業省における最近の対応

○ （社）全国学習塾協会に対し指導文書を発出（平成１７年１２月１２日）

�安全を重視した学習環境の整備、�教職員の資質の向上、�通塾時における安全の確保な
どについて、詳細なガイドラインを策定し、会員に対する指導を行う等、学習塾における児童

生徒の安全を確保するための万全の方策を早急に講じるよう指導文書を発出。

（備考）

この「犯罪から子どもを守るための対策」については、今後の犯罪情勢や関係機関における取組

の状況等を踏まえ、必要に応じ、見直しを行うものとする。

○ 登下校時における児童生徒の安全確保のための路線バス等の活
用について

登下校時における児童生徒の安全確保については、昨年１１月の広島市及び１２月の今市市における

事件を踏まえ、「登下校時における幼児児童生徒の安全確保について」（平成１７年１２月６日付け１７文科

ス第３３３号）、「犯罪から子どもを守るための対策について」（平成１７年１２月２２日付け１７ス学健第１５号）

等に基づき、安全管理の徹底等に取り組まれるよう、お願いしているところです。

昨年１２月に政府が取りまとめた「犯罪から子どもを守るための対策」においては、緊急に対策を

講ずべき施策として「路線バスを活用した通学時の安全確保」が掲げられております。

この決定を受け、文部科学省では、警察庁、総務省及び国土交通省と登下校時における安全確保

のための路線バス等の活用方策について検討を進めてきたところですが、この度、別紙のとおり、

路線バス等をスクールバスとして活用するための基本的な考え方と具体的な取組方策について取り

まとめました。

つきましては、各地方公共団体におかれては、別紙を参考に、地域の実情等を踏まえて、路線バ

ス等をスクールバスとして活用することについて、登下校時における安全確保の方策の一つとして

御検討くださいますようお願いいたします。

また、都道府県教育委員会におかれては、域内の市町村教育委員会に対して周知していただくと

ともに、適切な対応がなされるよう御指導をお願いいたします。

なお、本件については、警察庁、総務省及び国土交通省と協議の上、本日付けで、警察庁におい
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ては「路線バス等を活用した通学時の安全確保について」（別添１）を各都道府県警察の長等に対し

て、総務省においては「登下校時における児童生徒の安全確保のための路線バス等の活用について」

（別添２）を各都道府県総務担当部長等に対して、また、国土交通省においては「登下校時におけ

る児童生徒の安全確保のための路線バス等の活用について」（別添３）を各地方運輸局等に対して、

通知することとしていますので申し添えます。

別 紙

路線バス等をスクールバスとして活用するための基本的な考え方と
具体的な取組方策について

１．基本的な考え方

児童生徒の登下校時の安全確保のため、スクールバスによる通学方法を採用することは一つの

有効な方法であると考えられる。

この観点からは、地域の実情等を踏まえ、路線バス等をスクールバスとして活用することによ

り、登下校時における一層の安全確保を図ることも一つの方策として考えられるところである。

以下は、スクールバスによる通学方法に係る地方公共団体の選択肢を広げる観点から示したも

のであり、路線バス等を活用する場合以外の方法についても、遠距離通学用に運行されているス

クールバスを安全確保の観点から活用する等、地域の実情等を踏まえ、各地方公共団体において

登下校時の安全確保に積極的に取り組まれることが望まれる。

（１）路線バス等のスクールバスとしての活用方法

路線バス等をスクールバスとして活用する方法としては、

�既存の路線バスを活用し、登下校時に児童生徒が通学に利用すること
�路線バス会社に委託し、登下校時にその車両をスクールバスとして運行すること
等、様々な場合が考えられる。

路線バス等をスクールバスとして活用する場合には、児童生徒が自宅と学校との間を安全に通

学できる環境整備が必要であり、そのためには、地域の実情、学校や保護者の要望を踏まえ、運

行ルート、運行回数、運行時間、停留所等を設定することが重要となる。

（２）協議会の設置と協議会を活用した合意形成に基づく迅速な対応

地方公共団体においては、通学時の安全を確保するために路線バス等をスクールバスとして活

用する方策等について、地域のニーズを迅速かつ効率的に把握するとともに、合意形成を促進す

るためには、地域の関係者が集まり協議する「安全な登下校のための路線バス等の活用に関する

協議会」（以下単に「協議会」という。）を設置することが一つの方策として考えられる。（後述２．

参照）

協議会における合意事項については、必要な諸手続について処理の迅速化を図ることが関係省

庁間で確認されており、各関係機関に対してその旨の通知がなされている。
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２．「安全な登下校のための路線バス等の活用に関する協議会」の概要

協議会は、必要に応じて、各地方公共団体が自主的な判断に基づき設置するものであるが、以下

は、協議会の構成員や協議事項等を参考例として示したものである。

各地方公共団体におかれては、これを参考として、地域の状況等を踏まえ、協議会を運営していた

だきたい。

協議会については、概ね次のようなものが想定される。

（１）協議会の主宰者等
一又は複数の地方公共団体が共同で主宰し、庶務は関係地方公共団体の教育委員会で処理する。

（２）協議会の目的
通学時の安全を確保するため、路線バス等をスクールバスとして活用する方策等について検討する。

（３）構成員
原則として、以下の者又はその指名する職員により構成し、必要があると認めるときは、その他

の者を構成員に加えることができる。
議長は、原則として、関係地方公共団体の教育長とする。
関係地方公共団体の教育長
関係学校長
関係学校の保護者の代表
地域住民の代表
関係地方運輸局長又は関係地方運輸支局長
一般乗合旅客自動車運送事業者等関係事業者（貸切バス事業者、タクシー事業者 等）
都道府県警察（所轄警察署）
関係地方公共団体の交通対策担当
道路管理者
その他必要に応じて学識経験者等

（４）協議事項
協議会においては、主として次の事項について協議するものとする。
�地域の実態に応じた路線バス等のスクールバスとしての活用方策
・通学路における危険箇所等を踏まえた路線バス等をスクールバスとして活用する範囲及び
形態

・運行ルート、運行回数、運行時間、運行期間、フリー乗降区間 等
・スクールバスとして活用する路線バス等の運行主体
・運賃（徴収するか否かを含む）
・事故発生時の損害賠償措置
・運営管理体制（運営経費及び費用負担を含む）
・緊急時の連絡体制 等

�協議会の協議結果に基づいて路線バス等のスクールバスとしての活用内容を変更する場合に
ついてはその変更事項

�協議会の協議結果に基づいて路線バス等のスクールバスとしての活用を休止又は廃止する場
合の手続き

（５）留意事項
路線バス等を活用した通学時の安全確保策について既に別途協議している場合には、既存の協議

の枠組みを活用することができる。

（参考）省略
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平１８・５・２９ １８文科ス第１００号 文部科学省スポーツ・青少年局長から各都道府県教
育委員会教育長、各都道府県知事、附属学校を置く各国立大学法人学長、各国立高等
専門学校長あて 通知
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別紙２ 省略

○ 水泳等の事故防止について（通知）

標記については、例年関係方面の御協力をいただいているところでありますが、毎年夏季を中心

に、海や河川における水難事故及びプールでの水泳事故等により多くの犠牲者が出ていることは誠

に遺憾であります。

ついては、下記事項並びに別紙資料、「学校における水泳事故防止必携（新訂版）」（平成１１年５月

独立行政法人日本スポーツ振興センター）及び「水泳指導の手引（二訂版）」（平成１６年３月 文

部科学省）を参考として関係機関・団体と密接な協力のもとに地域の実情に即した適切な措置をと

り、事故防止の周知を図るとともに衛生管理について十分御配意願います。

なお、海や河川における事故が多く発生しているので、このような場所での水遊びやスポーツ活

動の安全確保に万全を期すよう御指導願います。

おって、各都道府県教育委員会教育長及び各都道府県知事におかれては、域内の市町村教育委員

会、所轄の学校に対しても周知されるよう願います。

記

１ プールについては、引き続き、「学校水泳プールの安全管理について」（平成１１年６月２５日付け

文体体第２３２号文部省体育局長通知）における留意事項の徹底を図るとともに、学校以外のプール

についても前記通知にそった対応を図ることとし、プール使用が始まるまでに、排（環）水口の

蓋の設置の有無を確認し、蓋がない場合及び固定されていない場合は、早急にネジ・ボルト等で

固定するなどの改善を図るほか、排（環）水口の吸い込み防止金具についても丈夫な格子金具と

するなどの措置をし、いたずらなどで簡単に取り外しができない構造とすること。

また、プール使用時においては、十分に排（環）水口等の安全点検及び確認を実施すること。

２ プールにおける事故には、スタート時に、逆さまに深く入水し、水底に頭部を打ちつけて起こ

るものが少なくないので、スタートの指導については、個人の能力に応じた段階的な取り扱いを

重視し、教師等の指示に従い、水深や水底の安全を確かめ、入水角に注意するなど、安全に配慮

した慎重な指導を行うこと。

なお、一定の技能を身につけている児童・生徒がスタート時の重大事故に遭った事例や、入水

の際、無理な息こらえや必要以上に深呼吸を繰り返し行わせたことなどによる重大事故事例も報

告されているので十分注意すること。

３ 児童・生徒の水難事故が特に学校の夏季休業に入った直後に多発する傾向にあるので、学校に

おいては、水泳の事故防止に関する心得を十分指導し、ＰＴＡなどを通じて家庭にも指導の趣旨
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平１８・８・１ １８文科ス第１８７号 文部科学省スポーツ・青少年局長から各都道府県教
育委員会教育長、各都道府県知事、附属学校を置く各国立大学法人学長、各国立高等
専門学校長あて 通知
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を周知するよう配慮すること。

４ 児童・生徒が個人やグループで水泳や水遊びに出かけるときには、必ず保護者や水泳の熟練者

と同行するよう指導するとともに、事前に、行き先、帰宅の予定日時、同行者等を家庭に知らせ

るよう習慣づけること。

５ 集団で水泳を行う場合には、引率者や指導者の責任分担を明確にして、指導・監督が周知され

るようにすること。また、班の編成にあたっては、引率者の指導・監督が全員に行き届く程度の

人数に編成すること。

６ 児童・生徒の発達段階に応じて、水泳等に関する事故の危険を予見し、自ら回避できるよう学

校、家庭、地域において適切に指導するなど安全指導の充実に努めること。

７ 海、河川、湖沼池、用水堀、プールなどの水難事故発生の恐れのある場所については、防護さ

く、蓋、危険表示の掲示板や標識の整備、監視員の配備、巡回指導の周知など、市町村、警察署、

消防署、海上保安部署、保健所等との協力により点検等を行い、事故防止について万全の措置を

講ずること。

なお、幼児の水難事故が比較的多く発生しているので、前記の事故防止措置については、幼児

の行動にも配慮した万全のものとするとともに、保護者が、監督を怠ることがないように、広報

等によってこの趣旨の周知を図ること。

８ 水泳場の選定にあたっては、保健所その他の関係諸機関の協力を得て、農薬、油、工場廃液、

その他浮遊物等による水の汚染状況、水底の状態、潮流などを必ず事前に調査して適切な場所を

選定すること。また、水泳場には、水泳区域標識、監視所、救命用具など事故防止のための施設・

設備等を整えるとともに、救急体制を確立するよう配慮すること。

（別紙１）以下省略

○ 水泳プールの安全管理について

水泳プールは、水の危険を十分理解できていない子どもが利用するものであり、また排（環）水

口における吸引力は非常に強力であるにもかかわらず、直接視認することが困難であることなどか

ら、水泳プールの安全管理等については、施設・設備の構造として安全を確保することが不可欠で

あり、日頃よりこの観点に立って対応いただいていることと存じます。

しかしながら、昨日、埼玉県ふじみ野市の市営水泳プールにおいて児童が吸水口に吸い込まれて

死亡する事故が発生したことは、誠に遺憾であります。
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平１８・８・７ １８文科ス第１９７号 文部科学省スポーツ・青少年局長から各都道府県教
育委員会教育長、各都道府県知事、附属学校を置く各国立大学法人学長、各国立高等
専門学校長あて 通知
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文部科学省では、排（環）水口の構造及びその安全点検について、平成１１年６月２５日付け文体体

第２３２号（別添１）で通知し、また毎年改めて安全確保について通知（本年度については、平成１８年

５月２９日付け１８文科ス第１００号（別添２））しているところです。

ついては、このような痛ましい事故の再発防止のため、前記通知の趣旨の徹底を改めてお願いし

ます。また、安全確保に万全を期すため、学校内外の水泳プールの施設・設備について、安全点検

及び確認を実施するとともに、別添３の調査要領に基づき回答願います。

なお、各都道府県教育委員会教育長及び各都道府県知事におかれては、域内の市町村教育委員会、

所管の学校に対しても周知されるよう願います。

（別添１）（別添２）（別添３）省略

○ 水泳プールの安全確保について

水泳プールの安全確保については、平成１８年８月１日付け１８文科ス第１８７号により、水泳プールの

施設・設備について、平成１８年５月２９日付け１８文科ス第１００号の趣旨をふまえ、安全点検及び確認を

実施するとともに、排（環）水口の状況についての確認結果の報告をお願いしたところです。

現在、報告結果について集計中ではありますが、これまでの報告によると、学校内外のプールに

おいて、排（環）水口の蓋が固定されていないものや、吸い込み防止金具が設置されていないもの

があることが判明しています。

ついては、水泳プールの安全確認について万全を期すため、各プールの設置者及び管理者におか

れましては、上記平成１８年５月２９日付け通知に照らし必要な構造（蓋の固定及び吸い込み防止金具

の設置）となっていないプールについて、安全確保のための構造の改善が講じられるまでの間、プー

ルの使用を中止されるよう要請いたします（ただし、それに替わる安全確保のための応急措置がと

られた場合を除きます）。

また、各都道府県教育委員会教育長及び各都道府県知事におかれては、域内の市町村教育委員会、

所管の学校に対してこの通知を周知されるよう願います。また、各都道府県知事部局におかれては、

市町村長部局を含め、関係機関等に対してこの通知を参考に供するよう願います。

あわせて、上記平成１８年５月２９日付け通知の中では、監視員の配置等の安全確保措置をとるよう

お願いしておりますが、今後とも安全確保に万全を期するよう、改めて確認願います。

なお、後日、改めて、本通知を受けて講じられた安全対策について、報告を求めることとしてお

りますので、御協力願います。
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平１８・８・１１ １８文科ス第２０１号 文部科学省スポーツ・青少年局長から各都道府県・
指定都市教育委員会、各都道府県知事、文部科学省関係各独立行政法人の長、各国立
大学法人学長、各大学共同利用機関法人機構長、文部科学省所轄各学校法人理事長、
日本私立学校振興・共済事業団理事長、大学を設置する各学校設置会社の代表取締役
あて 通知
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○ 「プールにおける安全確保のための緊急アピール」について

今夏、水泳プールにおいて、施設の設置・管理における安全確保の不備等による事故が発生した

ことに鑑み、昨日、「プールにおける事故対策に関する関係省庁連絡会議」（平成１８年８月９日設置）

において、「プールにおける安全確保のための緊急アピール」（以下「緊急アピール」という。）（別

添１）を申し合わせました。

つきましては、別添１中の「プールの安全確保のための緊急自主点検について」の趣旨を了解の

上、各プールの管理者の責任において緊急に自主点検を行っていただき、その結果を施設の入口等

に掲示していただくよう願います。なお、その際、別添２「水泳プールの安全管理について（依頼）」

（平成１８年８月１日付け１８文科ス１８７号）をお送りしていた機関については、それに基づく安全点検

及び確認の結果等を踏まえていただくようお願いします。本事務連絡を受けてとられた対応等につ

いては、後日、報告をいただく予定ですのでよろしくお願いします。報告内容等については、おっ

て御連絡いたします。

あわせて、別添３を参照に、本事務連絡を関係機関等に広く周知していただくようお願いします。

なお、民法法人等の関係団体に対しては、適宜情報提供をお願いします。また、本事務連絡と同旨

の通知が、本件の関係省庁より届くことがあることを申し添えます。

従前の別添４の「水泳等の事故防止について（通知）」（平成１８年５月２９日付け１８文科ス第１００号）

等の通知については、引き続き、その趣旨を徹底し、水泳プールの安全確保について万全を期して

いただくよう願います。

（別添１）の参考、（別添２）～（別添４）省略

別添１

プールにおける安全確保のための緊急アピール

平成１８年８月１０日

プールにおける事故対策に関する関係省庁連絡会議申し合わせ

水泳プールは、本来、利用者にとって楽しく健康を増進することのできる場ですが、そのために

は安全確保が十分に図られることが不可欠です。

したがって、プールの管理者は、自らの責任において、安全確保のため万全を期していただく必

要があります。

関係省庁においても、従来から、子どもを含む利用者の安全確保のために執るべき措置等につい

て通知を発出するなど、プールの管理に携わる関係者の注意を促してきたところです。

しかし、最近判明した事実を踏まえ、また、折しもプール利用者の大変多い時期であることに鑑

み、関係省庁（内閣官房、総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省等）の連携

により、あらためて全国のプールの安全確保のための緊急自主点検を行っていただくよう、全国の
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関係者に呼びかけることとしました。各管理者におかれては、別添「プールの安全確保のための緊

急自主点検について」により、それぞれの責任において自主点検を行い、その結果を施設の入口等

に掲示していただくようお願いします。

今回の要請は、各管理者に対し法令上の義務を課すものではありませんが、関係の皆様方におか

れては、プールにおける安全確保のため、積極的に対応していただくよう御協力をお願いします。

（別添）

プールの安全確保のための緊急自主点検について

１．概要

水泳プールの各管理者（※）において、プールの安全確保のため、緊急自主点検を行うととも

に、その結果を掲示していただく。（※管理委託等が行われている場合には、管理について実質的

に責任を負う者）

２．呼びかけ方法

関係省庁から全国の水泳プールの管理者に下記により呼びかけ。

【国立施設（独立行政法人、国立大学法人等の施設を含む。）】…各省庁

【公立施設】

・学校（私立学校を含む。）及び教育委員会所管施設…文部科学省

・都市公園…国土交通省

・その他の公立施設…総務省

【民間施設】

・市町村を経由した呼びかけ…総務省

・保健所を経由した呼びかけ…厚生労働省

・関係業界団体等を経由した呼びかけ…経済産業省等

３．緊急点検項目

（１）施設関係

�点検対象
・プール水槽内の水を排除するための排水口

・循環濾過装置や起流ポンプ等へ吸水するための環水口

�点検項目
・鉄蓋、金網、吸い込み防止金具等がネジ・ボルト等で堅固に固定されているか

・その他管理者が重要と考える項目

（２）管理運営関係

�点検対象
・監視体制

�点検項目
・監視員が適切に配置されているか

・監視員に対してプールの施設・構造や監視業務について十分な指導を行っているか

資
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平１９・５・３０ １３文科ス第７４号 文部科学省スポーツ・青少年局長から各都道府県教
育委員会教育長、各都道府県知事、附属学校を置く各国立大学法人学長、各国立高等
専門学校長あて 通知
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・その他管理者が重要と考える項目

４．実施時期

可能な限り速やかに実施。

５．掲示方法

別紙の掲示例を参考に、プールの入口等に掲示。

○ 水泳等の事故防止について

標記については、例年関係方面の御協力をいただいているところでありますが、昨年、児童がプー

ルの吸水口に吸い込まれて死亡する事故が発生したことをはじめ、海や河川における水難事故及び

プールでの水泳事故等により多くの犠牲者が出ております（別添１）。

ついては、今夏における水泳等の事故防止のため、関係機関・団体と密接な協力の下、下記事項

並びに「プールの安全標準指針」（平成１９年３月文部科学省、国土交通省）を参考として、地域の実

情に即した適切な措置を取るとともに、衛生管理についても十分御配意願います。

また、平成１９年４月１７日付け１９文科ス第２５号により、学校（小学校、中学校、高等学校、中等教育

学校及び特別支援学校）プール及びその他の教育委員会所管プールの施設・設備について報告をお

願いしましたが、その報告の結果、施設・設備に不備があるとされた全てのプールについて、利用

期間前に改善を図る予定であるという報告をいただきました（別添２）。各プールの利用期間前に、

施設・設備の改善を確実に図っていただくようお願いするとともに、施設・設備に不備があるとさ

れたプールについては、安全確保のための措置が講じられるまでの間は、プールの使用を中止する

ようお願いいたします。

なお、各都道府県教育委員会教育長及び各都道府県知事におかれては、域内の市町村教育委員会、

所轄の学校に対しても周知されるようお願いいたします。

記

１ プールの利用期間前に、排（環）水口の蓋の設置の有無を確認し、蓋がない場合及び固定され

ていない場合は、早急にネジ・ボルト等で固定するなどの改善を図るほか、排（環）水口の吸い

込み防止金具についても丈夫な格子金具とするなどの措置をし、いたずらなどで簡単に取り外し

ができない構造とすること。

２ プールを安全に利用できるよう、適切かつ円滑な安全管理を行うための管理体制を整えること。

監視員については、プール全体がくまなく監視できるよう十分な数を配置し、救護員についても、

緊急時に速やかな対応が可能となる数を確保すること。

また、安全管理に携わる全ての従事者に対し、プールの構造設備及び維持管理、事故防止対策、

事故発生等緊急時の措置と救護等に関し、就業前に十分な教育及び訓練を行うこと。

３ プールについては、「プールの安全標準指針」を参考として安全管理の徹底を図るとともに、学
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校における指導に当たっては、「学校における水泳事故防止必携（新訂版）」（平成１１年５月独立行

政法人日本スポーツ振興センター）及び「水泳指導の手引き（二訂版）」（平成１６年３月文部科学

省）も参考とすること。

４ プールにおける事故には、スタート時に、逆さまに深く入水し、水底に頭部を打ちつけて起こ

るものが少なくないので、スタートの指導については、個人の能力に応じた段階的な取り扱いを

重視し、教師等の指示に従い、水深や水底の安全を確かめ、入水角に注意するなど、安全に配慮

した慎重な指導を行うこと。

なお、一定の技能を身につけている児童・生徒がスタート時の重大事故に遭った事例や、入水

の際、無理な息こらえや必要以上に深呼吸を繰り返し行わせたことなどによる重大事故事例も報

告されているので十分注意すること。

５ 児童・生徒の水難事故が特に学校の夏季休業に入った直後に多発する傾向にあるので、学校に

おいては、水泳の事故防止に関する心得を十分指導し、ＰＴＡなどを通じて家庭にも指導の趣旨

を周知するよう配慮すること。

６ 児童・生徒が個人やグループで水泳や水遊びに出かけるときには、必ず保護者や水泳の熟練者

と同行するよう指導するとともに、事前に、行き先、帰宅の予定日時、同行者等を家庭に知らせ

るよう習慣づけること。

７ 集団で水泳を行う場合には、引率者や指導者の責任分担を明確にして、指導・監督が周知され

るようにすること。また、班の編成にあたっては、引率者の指導・監督が全員に行き届く程度の

人数に編成すること。

８ 児童・生徒の発達段階に応じて、水泳等に関する事故の危険を予見し、自ら回避できるよう学

校、家庭、地域において適切に指導するなど安全指導の充実に努めること。

９ 海、河川、湖沼池、用水堀、プールなどの水難事故発生のおそれのある場所については、防護

さく、蓋、危険表示の掲示板や標識の整備、監視員の配備、巡回指導の周知など、市町村、警祭

署、消防署、海上保安部署、保健所等との協力により点検等を行い、事故防止のため万全の安全

確保措置を講ずること。

なお、幼児の水難事故が比較的多く発生しているので、前記の事故防止措置については、幼児

の行動にも配慮した万全のものとするとともに、保護者が、監督を怠ることがないように、広報

等によってこの趣旨の周知を図ること。

１０ 水泳場の選定にあたっては、保健所その他の関係諸機関の協力を得て、農薬、油、工場廃液、

その他浮遊物等による水の汚染状況、水底の状態、潮流などを必ず事前に調査して適切な場所を

選定すること。

また、水泳場には、水泳区域標識、監視所、救命用具など事故防止のための施設・設備等を整

えるとともに、救急体制を確立するよう配慮すること。
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（別添１）

平成１８年夏期（６、７、８月）における水泳等の事故

（警察庁調べ（ ）は、中学生以下の子どもを内数で示す）

表１ 年別水難事故者数

表３ 行為別事故発生件数・％ （単位：件）

※ 海での事故が多い

表４ 水難事故死者数等と交通事故死者数の比較（中学生以下）

（別紙２）以下省略、「プールの安全標準指針の体系」を参考で掲載する。

表２ 場所別事故発生件数・％ （単位：件）

※ 海での事故が多い

水難事故者数

平成９年 １，１７７人（２９５）

平成１０年 １，１６０人（３１１）

平成１１年 １，３３６人（２８９）

平成１２年 １，２５５人（３２０）

平成１３年 １，０８９人（２５４）

平成１４年 １，１３１人（２６０）

平成１５年 ８７５人（２１８）

平成１６年 ９３５人（２６４）

平成１７年 ９６１人（２０９）

平成１８年 ９２０人（２２３）

場 所 平 成 １７年 平 成 １８年

海 ４４９件（７９） ６１．５％ ４４７件（８４） ５８．７％

河 川 １９１件（５１） ２６．２％ ２１２件（５６） ２７．９％

湖 沼 池 ３４件（ ９） ４．７％ ３４件（１２） ４．５％

用 水 堀 ３０件（ ９） ４．１％ ３７件（ ９） ４．８％

プ ー ル ２１件（１７） ２．９％ ２５件（２２） ３．３％

そ の 他 ５件（ ２） ０．６％ ６件（ １） ０．８％

計 ７３０件（１６７） １００．０％ ７６１件（１８４） １００．０％

場 所 平 成 １７年 平 成 １８年

水 泳 中 ２３６件（６５） ３２．３％ ２５５件（６７） ３３．５％

魚 と り ・ 釣 り １５１件（ ９） ２０．７％ １４８件（１８） １９．５％

水 遊 び １２１件（５５） １６．６％ １２２件（７２） １６．０％

通 行 中 ４３件（ ８） ５．９％ ５１件（ ６） ６．７％

ボ ー ト 遊 び １７件（ ６） ２．３％ ２３件（ ５） ３．０％

水 難 救 助 中 １５件（ １） ２．１％ １１件（ １） １．４％

作 業 中 ２４件（ ０） ３．３％ ２２件（ ０） ２．９％

遊 技 ・ ス ポ ー ツ ２５件（ ０） ３．４％ １５件（ ２） ２．０％

そ の 他 ９８件（１４） １３．４％ １１４件（１３） １５．０％

計 ７３０件（１６７） １００．０％ ７６１件（１８４） １００．０％

平成１８年 水難事故死・行方不明者数 交通事故死者数

６ 月 ６人 １２人

７ 月 １８人 １９人

８ 月 ２８人 １４人

計 ５２人 ４５人
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平１９・７・２３ １９ス学健第１０号 文部科学省生涯学習政策局社会教育課長、初等中等
教育局初等中等教育企画課長、スポーツ・青少年局学校健康教育課長から各都道府県
教育委員会教育長あて 依頼
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平１９・１０・１０ １９ス学健第１６号 文部科学省生涯学習政策局社会教育課長、初等中等
教育局初等中等教育企画課長、スポーツ・青少年局学校健康教育課長から各都道府県
教育委員会教育長あて 依頼
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詳細については、文部科学省ホームページ

（http : //www.mext.go.jp/b_menu/houdou/19/03/07040303/001.pdf）を参照のこと。

○ 登下校時における幼児児童生徒の安全確保について

標記については、これまでも格段の御尽力をいただいているところですが、宮城県の小学校の児

童が、７月２０日の登校中に犯罪に巻き込まれ重傷を負うというあってはならない事件が発生しまし

た。

登下校時における幼児児童生徒の安全確保については、「登下校時における幼児児童生徒の安全確

保について」（平成１７年１２月６日付け１７文科ス第３３３号）等において、幼児児童生徒を極力一人にしな

いという観点から、保護者、地域社会、警察等の関係機関との連携を進めながら、安全管理を徹底

するようお願いしてきたところです。

この度の事件は、学校の正門前において教職員やボランティア等が不在の状況下で発生したもの

です。ついては、学校や地域の実情に応じて、上記通知で示されている学校安全確保対策を適切に

講じていただくようお願いします。

文部科学省としても、「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」において、学校安全ボランティ

アの養成・研修や、スクールガード・リーダーの巡回による学校安全ボランティアの指導等を進め

ているところであり、適宜これらの施策を活用いただき、地域全体で幼児児童生徒の安全を見守る

体制を整備していただくようお願いします。

また、長期休業中において幼児児童生徒が地域で事故や事件に巻き込まれないよう適切な指導を

行っていただくようあわせてお願いします。

なお、都道府県教育委員会学校安全主管課にあっては域内の市町村教育委員会に対して、都道府

県私立学校主管課にあっては所轄の私立学校に対して周知していただくとともに、適切な対応がな

されるよう御指導をお願いします。

○ 登下校時における幼児児童生徒の安全確保について

標記については、これまでも格段の御尽力をいただいているところですが、７月の宮城県におけ

る事件に続き、福岡県の中学校の生徒が、１０月５日の登校中に刃物で刺され傷を負うというあって

はならない事件が発生しました。

登下校時における幼児児童生徒の安全確保については、「登下校時における幼児児童生徒の安全確

保について」（平成１７年１２月６日付け１７文科ス第３３３号）等において、幼児児童生徒を極力一人にしな

いという観点から、保護者、地域社会、警察等の関係機関との連携を進めながら安全管理を徹底す

るとともに、安全教育の推進を図るようお願いしてきたところです。
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ついては、学校や地域の実情に応じて、上記通知で示されている学校安全確保対策を適切に講じ

ていただくようお願いします。

文部科学省としても、「防犯教室推進事業」において、安全教育の充実を支援するとともに、「地

域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」において、学校安全ボランティアの養成・研修や、スクー

ルガード・リーダーの巡回による学校安全ボランティアの指導等を進めているところであり、適宜

これらの施策を活用いただき、安全教育の推進や地域全体で幼児児童生徒の安全を見守る体制を整

備していただくようお願いします。

なお、都道府県教育委員会学校安全主管課にあっては域内の市町村教育委員会に対して、また、

都道府県私立学校主管課にあっては所轄の私立学校に対して、周知していただくとともに、適切な

対応がなされるよう御指導をお願いします。
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【災害安全関係】
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第１編 総 則
第１節 この計画の目的

この計画は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第３６条第１項及び第３７条第１項、大規模

地震対策特別措置法（昭和５３年法律第７３号）第６条第１項、東南海・南海地震に係る地震防災対

策の推進に関する特別措置法（平成１４年法律第９２号）第６条第１項並びに日本海溝・千島海溝周

辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成１６年法律第２７号）第６条第１

項の規定に基づき、文部科学省の所掌事務について、防災に関する必要な事項を定め、もって防

災行政を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

第２節 この計画の目標

この計画においては、次に掲げる目標達成に努める。

（１）学校その他の教育研究機関（以下「学校等」という。）における幼児、児童、生徒、学生（以

下「児童生徒等」という。）及び教職員、大学の附属病院における患者等並びに研究開発機関等

の関係機関の職員等の生命、身体の安全を図ること。

（２）災害による教育研究遂行上の障害を取り除き、教育研究活動の実施を確保すること。

（３）学校等の土地、建物その他工作物（以下「文教施設」という。）及び設備並びに研究開発機関

等の関係機関の土地、施設及び設備の防護、復旧に万全を期すること。

（４）防災に関する研究活動等の効率化と強化を図ること。

（５）原子力事業者の原子炉の運転等により、放射性物質又は放射線が異常な水準で事業所外等へ

放出されることによる原子力災害の発生及び拡大を防止し、原子力災害の復旧を図ること。

（６）被災者の救援活動に関し、的確な連携、協力を行うこと。

（７）本計画は、今後の科学技術の進展に伴い、その研究成果等を取り入れ、必要に応じて修正を

行う。

第３節 防災体制の確立

第２ 学校等の防災体制の整備

（１）国立学校への指導及び助言

・ 国立学校（国立大学法人の設置する学校等をいう。以下同じ。）に対し、その防災体制の

整備に関し、適切な予防対策、応急対策、復旧対策及び地震防災応急対策（以下「災害予

防対策等」という。）の計画及び実施について、文部科学省の所掌事務に関し、指導及び助

言を行い、その防災体制の整備の推進を図る。

（２）公立学校及び私立学校への指導及び助言

・ 公立学校（地方公共団体の設置する学校及び公立大学法人の設置する学校をいう。以下

同じ。）及び私立学校（大学、短期大学及び高等専門学校を除く。）等における災害予防対

策等の計画及び実施について、文部科学省の所掌事務に関し、都道府県又は市町村に対す

る指導及び助言を行い、防災体制の整備の推進を図る。

（３）私立大学等への指導及び助言
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・ 私立大学、私立短期大学及び私立高等専門学校（以下「私立大学等」という。）に対し、

その災害予防対策等の計画及び実施について、文部科学省の所掌事務に関し、指導及び助

言を行い、その防災体制の整備の推進を図る。

第２編 地震災害対策

第１章 災害予防

第１節 防災に関する計画等の整備

・ 学校等において、災害時の安全確保方策、日常の安全指導体制、教職員の参集体制、情報連

絡体制等の防災に関する計画及び対応マニュアル等の整備が図られるよう、関係機関に対し、

指導及び助言を行う。

・ 学校等の防災計画の作成については、学校等が避難所となった場合の運営方法、施設使用上

の留意点も含め、災害対策担当部局やＰＴＡ、自主防災組織等と連携しつつ、適切な計画が作

成されるよう、関係機関に対し、指導及び助言を行う。

・ 対応マニュアルの作成については、災害発生時別の避難、保護者への引き渡し又は学校での

保護方策等、児童生徒等の安全確保が適切に行われるものとなるよう、関係機関に対し、指導

及び助言を行う。

第２節 防災上必要な教育の実施

（１）学校における防災教育等の充実

・ 災害時における児童生徒等の安全の確保及び防災対応能力育成のため、防災上必要な安全

教育や自他の生命尊重の精神、ボランティア精神を培うための教育の徹底が図られるよう、

関係機関に対し、指導及び助言を行う。

・ 学校の教職員の災害、防災に関する専門的知識のかん養及び応急処置、カウンセリング等

の技能の向上を図り、防災対応能力を高めるよう、関係機関に対し、指導及び助言を行う。

（２）関係職員に対する教育

・ 関係職員の災害、防災に関する知識のかん養及び技能の向上を図り、防災対応能力を高め

るため、防災関係の指導資料の作成、配付、講習会の実施等を促進する。

（３）防災意識の普及

・ 公民館等社会教育施設及びＰＴＡ、青年団体、婦人団体等社会教育関係団体並びに独立行

政法人日本スポーツ振興センターその他の関係団体の諸活動を通じ、防災意識の普及を図る。

第３節 防災上必要な訓練の実施

（１）文部科学省における防災訓練

・ 原則として毎年９月１日に行うほか、必要に応じ適宜行う。

・ 災害種別・規模等を想定し、文部科学省防災業務計画に基づき、情報収集、伝達訓練、非
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常参集訓練、本部設置訓練、応急対策訓練等の必要な訓練を実施する。

・ 政府の総合防災訓練、関係機関等の行う防災訓練に積極的に関係職員を参加させ、防災業

務に関する連携に努める。

（２）学校等の防災訓練

・ 学校等において、各々の防災に関する計画に基づき家庭や地域、関係機関等との連携を図

りつつ、児童生徒等、学校及び地域の実情に即して、多様な場面を想定した避難訓練、情報伝

達訓練等の防災上必要な訓練の徹底が図られるよう、関係機関に対し、指導及び助言を行う。

第２章 災害応急対策

地震災害発生の場合は、次に掲げる応急措置を講ずる。

第３節 学校等における安全対策

（１）児童生徒等の安全の確保

・ 児童生徒等の学校教育活動時に災害が発生した場合は、災害の状況に応じ、児童生徒等の安

全な場所への避難等の安全対策に万全を期するよう、関係機関に対し、指導及び助言を行う。

・ 寄宿舎においては、災害の状況に応じ、児童生徒等の安全な場所への避難等の安全対策に

万全を期するよう、関係機関に対し、指導及び助言を行う。

・ 児童生徒等の学校教育活動時以外に災害が発生した場合は、児童生徒等及び保護者に関す

る安否の確認等を速やかに実施できるよう、関係機関に対し、指導及び助言を行う。

第４節 教育に関する応急措置

（１）臨時休業等の措置

・ 授業を実施することにより児童生徒等の安全確保が困難と思われる場合、臨時に授業を行

わないこと等の措置が適切に講じられるよう、関係機関に対し、指導及び助言を行う。

（２）施設・設備の安全点検、応急復旧等

・ 災害発生後、二次災害の防止や学校再開等のため、施設・設備の安全点検をできるだけ早

急に行い、被災により教育の実施が困難となった場合、必要に応じ、危険建物の撤去、応急

復旧や仮設校舎の設置等の措置が講じられるよう、関係機関に対し、指導及び助言を行う。

・ 施設・設備の安全点検に関し、被災地域の関係機関の要請に基づき、必要に応じ、技術職

員の派遣等技術的支援の実施に努める。

（３）教育に関する応急措置に対する援助

・ 被害を受けた児童生徒等の教科書の確保に関して必要な措置を講ずるとともに、都道府県

等に対し、指導及び助言を行う。

また、被害を受けた児童生徒等の学用品の確保に関して当該市町村への援助等の必要な措

置を講ずるとともに、関係機関に対し、指導及び助言を行う。

さらに、必要に応じ、関係団体等に援助の要請を行う。

・ 学校給食物資の確保及び応急給食の実施に関して必要な措置を講ずるとともに、関係機関
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に対し指導及び助言を行う。

また、必要に応じ、関係団体等に援助の要請を行う。

（４）児童生徒等の転入学に関する措置

・ 被災地から一時的に転校する児童生徒等に対し、災害の状況に応じ、速やかに転入学の受

け入れ及び教科書の支給が行われるよう必要な措置を講ずるとともに、都府県等に対し、指

導及び助言を行う。

また、転校した児童生徒等に対し、速やかに学用品の支給が行われるよう当該市町村への

援助等必要な措置を講ずるとともに、関係機関に対し、指導及び助言を行う。

第３編 風水害その他の災害対策

第１章 災害予防

第２編第１章（第６節を除く。）による。

第２章 災害応急対策

風水害等のように事前に警戒体制を取り得る場合については、第２編第２章第１節から第７節ま

でによるほか、次に掲げる応急措置を講ずる。

第２節 児童生徒等の安全対策

（１）臨時休業等の措置

・ 災害が発生するおそれがある場合、授業を実施することが困難と思われるときには、臨時

に授業を行わないこと等の措置を適切に講じ、児童生徒等及びその保護者に対し、その際の

所要の措置が確実に伝達されるよう、関係機関に対し、指導及び助言を行う。

（２）学校等における安全対策

・ 学校教育活動時中に災害が発生するおそれがある場合は、予測される災害の規模等を勘案

し、必要に応じ、臨時に授業を行わないこと等の措置を適切に講じ、保護者への引き渡し、

学校での適切な保護又は児童生徒等の安全な場所への集団避難等を適切に行い、児童生徒等

の安全対策に万全を期するよう、関係機関に対し、指導及び助言を行う。

第３節 施設・設備の緊急点検等

・ 災害が発生する恐れがある場合、学校等において施設・設備の緊急点検及び巡視を実施す

るとともに、必要に応じ、被災防止措置が適切に講じられるよう、関係機関に対し、指導及

び助言を行う。

・ 災害が発生する恐れがある場合、必要に応じ、重要な教材、教具、書類等の損失、損傷を

防護し、安全な箇所への移動等、適切な管理が行われるよう、関係機関に対し、指導及び助
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言を行う。

第４編 原子力災害対策

第１章 災害予防

第８節 学校等における原子力防災上必要な措置等

学校等においては、原子力災害に関しても、第２編第１章第１節から第３節までに準じて、防災

計画の整備、防災教育等の充実、防災意識の普及、学校等の防災訓練の実施が図られるよう、関係

機関に対し、指導及び助言を行う。

第２章 災害応急対策

第７節 学校等における安全対策等

学校等においては、原子力災害に関しても、第２編第２章第１節から第４節まで及び第７節に準

じて、情報の収集、伝達、学校等の安全対策、被災者の救護活動への連携、協力に万全を期するよ

う、関係機関に対し、指導及び助言を行う。

第３章 災害復旧、復興

第３節 教育研究活動の再開

学校等においては、原子力災害に関しても、第２編第３章第３節に準じて、教育研究活動の早期再

開、児童生徒等及び教職員の健康管理に万全を期するよう、関係機関に対し、指導及び助言を行う。

第５編 大規模な事故による災害対策

第１章 災害予防

第２編第１章（第６節を除く。）による

第２章 災害応急対策

海上での船舶からの危険物等の大量流出事故、航空機による事故、鉄軌道での列車による事故、

道路構造物の被災、石油コンビナート等危険物等関係施設での事故、大規模な火事、林野火災その

他の大規模な事故による災害（以下「事故災害」という。）が発生し、その影響が及び、又は及ぶお

それがある場合については、第２編第２章第１節から第７節まで及び第３編第２章によることとし、
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災害対策担当部局その他関係機関との連絡を密にとり、影響把握に努めるとともに、事故災害の状

況に応じ学校等における安全対策等、必要な応急措置を講ずる。

第６編 東海地震の地震防災対策強化
地域に係る地震防災強化計画

この編においては、大規模地震対策特別措置法の規定に基づき、文部科学省の所掌事務について、

地震防災に関し必要な体制を定めるとともに、地震防災応急対策、地震防災訓練並びに地震防災上

必要な教育及び広報（以下「地震防災応急対策等」という。）に関する必要な事項、それを実施する

ために必要な関係機関に対する指導及び助言並びに援助について定める。

第２節 地震防災応急対策に係る措置に関する事項

第９ 警戒宣言に伴う退避等

・ 幼稚園、小学校、中学校及び特殊教育諸学校の児童生徒等の保護の方法について、次のと

おり取り扱うよう、指導及び助言を行う。

ア．在校中に警戒宣言が発せられた場合における児童生徒等の保護の方法については、通学

方法、通学距離、時間、通学路、交通機関の状況等を勘案し、あらかじめ保護者の意見を

聞いた上で、実態に即して具体的に定める。

イ．登下校中又は在宅中に警戒宣言が発せられた場合における措置について、あらかじめ児

童生徒等及び保護者に周知徹底する。

ウ．上記ア、イの場合において、教職員が果たすべき役割について定める。

・ 高等学校、大学等の生徒、学生の退避等について、学校の置かれている状況等に応じ適切

に定めるよう、指導及び助言を行う。

・ 大学附属病院、社会教育施設、社会体育施設等不特定かつ多数の者が出入りする施設（以

下「大学病院等」という。）において、患者、観客、顧客、宿泊者等に東海地震予知情報等を

伝達する方法を明示するとともに、これらの者の退避の誘導方法及び退避誘導実施責任者又

は安全確保のための措置を明示するよう、指導及び助言を行う。

・ 学校等が避難対象地区にあるときは、避難場所、避難ルート、避難誘導方法、避難誘導実

施責任者等を具体的に明示するよう、指導及び助言を行う。

・ 児童生徒等の災害時要援護者に必要な支援を行う。

・ 学校等で運営する避難生活について、原則屋外によるよう、指導及び助言を行う。

ただし、児童生徒等の災害時要援護者の保護のため、安全性を勘案のうえ、必要に応じ屋

内における避難生活を運営できる。

・ 屋内避難を実施するに当たって、「東海地震の地震防災対策強化地域に係る屋内避難施設の

選定及び安全確保のための指針（平成１２年５月３０日中央防災会議決定）」によるよう、指導及

び助言を行う。
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第３節 大規模な地震に係る防災訓練に関する事項

強化地域に係る大規模な地震を想定した防災訓練を年１回以上実施し、その実施内容、方法等を

明示する。

また、都県、市町村及び学校等において、強化地域に係る大規模な地震を想定した防災訓練を年

１回以上実施し、その実施内容、方法等を明示するよう、指導及び助言を行う。

この場合において、警戒宣言前の準備態勢、警戒宣言に伴う地震防災応急対策及び地震災害発生

後の災害応急対策等に係るものについて行う。

第４節 地震防災上必要な教育及び広報に関する事項

次の事項について、関係職員に対する地震防災上必要な教育の充実を行う。

また、都県、市町村及び学校等に対し、関係職員及び児童生徒等に対する地震防災上必要な教育

の充実並びに保護者等に対する広報を行うよう、指導及び助言を行う。

ア．警戒宣言の性格及びこれに基づきとられる措置の内容

イ．東海地震の予知に関する知識

ウ．地震予知情報等の内容

エ．予想される地震及び津波に関する知識

オ．東海地震予知情報等が出された場合及び地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関

する知識

カ．各地域における津波危険予想地域、がけ地崩壊危険地域等に関する知識

キ．各地域における避難地及び避難路に関する知識

ク．教職員等が果たすべき役割

ケ．地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識

コ．今後地震対策として取り組む必要のある課題

サ．その他必要と認める事項

第７編 東南海・南海地震防災対策推進計画
この編においては、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の規定に基

づき、文部科学省の所掌事務について、防災体制、津波からの円滑な避難の確保、防災訓練並びに

地震防災上必要な教育及び広報等（以下「地震防災対策」という。）に関する必要な事項、それを実

施するために必要な関係機関に対する指導及び助言並びに援助について定める。

第２節 津波からの円滑な避難の確保に関する事項

第２ 避難対策等

・ 学校等において、避難地、避難路、避難誘導方法、避難誘導実施責任者等を具体的に明示

するとともに、保護者との連絡方法等を平時から確認しておき、津波が来襲した場合の備え

に万全を期するように努めるよう、指導及び助言を行う。
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この場合において、児童生徒等の災害時要援護者の避難誘導について配慮する。

・ 学校等において、必要な安全確保対策を計画に明示する場合、強い揺れ（震度４程度以上）

を感じたとき、または、弱い揺れであっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは、

直ちに海浜から離れ、急いで安全な場所に避難すること、揺れを感じなくても、津波警報が

発表されたときは、直ちに海浜から離れ、急いで安全な場所に避難することを原則とする。

その後、津波に関する情報を把握し津波到達までに時間的余裕があると認められる場合には、

避難に要する時間を十分確保した上で、必要な安全確保対策を実施する旨の計画を作成する

よう、指導及び助言を行う。

第３節 防災訓練に関する事項

推進地域に係る大規模な地震を想定した防災訓練を年１回以上実施し、その実施内容、方法等を

明示する。

また、都府県、市町村及び学校等において、推進地域に係る大規模な地震を想定した防災訓練を

年１回以上実施し、その実施内容、方法等を明示するよう、指導及び助言を行う。

第４節 地震防災上必要な教育及び広報に関する事項

次の事項について、関係職員に対する地震防災上必要な教育の充実を行う。

また、都府県、市町村及び学校等において、関係職員及び児童生徒等に対する地震防災上必要な

教育の充実並びに保護者等に対する広報を行うよう、指導及び助言を行う。

ア．東南海・南海地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識

イ．地震及び津波に関する一般的な知識

ウ．地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識

エ．各地域における避難対象地区、急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識

オ．各地域における避難地及び避難路に関する知識

カ．教職員等が果たすべき役割

キ．地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識

ク．今後地震対策として取り組む必要のある課題

ケ．その他必要と認める事項
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○ 事故災害防止安全対策会議報告書（抄）

（平１１・１２・８ 事故災害防止安全対策会議）

１．はじめに

最近の我が国においては、ウラン加工施設事故、宇宙開発分野におけるＨ－�ロケットの打ち上
げ失敗、鉄道トンネルにおける相次ぐコンクリート落下事故等の事故災害が多発し、技術基盤への

信頼性の低下から、国民の安全や安心の面で深刻な影響をもたらしている。かかる事態は、技術立

国を標榜する我が国にとって由々しきものである。

政府としては、このような深刻な事態に早急に対応するため、関係省庁で構成される「事故災害

防止安全対策会議」（議長：内閣官房副長官（事務）、関係省庁の局長クラスで構成）」を開催するこ

ととした。同会議においては、１０月６日の初会合以来、各種の事故災害等の総括に立ち、特にヒュー

マンファクターに起因する事態に重点をおいて、これらの事故災害の背景に存在する組織管理、検

査点検、従事者の教育訓練等のさまざまな問題点を徹底的に洗い出すとともに、問題点に対する共

通的対応方策に関する検討を関係省庁で協力して進めてきた。

本報告書は、こうした検討を踏まえ、事故災害防止に関する共通的な対応方策について取りまと

めたものである。検討に当たっては、我が国全体の問題として、「安全文化」の創造、すなわち、組

織と個人が「安全」を最優先にする気風や気質を育てていくことが重要であり、このためには、学

校教育や企業内教育における安全教育の充実等を通して、国、地方公共団体、事業者、労働者、国

民一般がそれぞれにおいて安全を確保するための積極的な取組を行い、社会全体での安全意識（モ

ラル）を高めることが重要であるという認識に立って、取りまとめを行った。

今後、本報告書を踏まえて、各省庁における所管事業に係る具体的な安全対策についての取組を

一層促進し、また、産業界をはじめ、関係各方面に対して、安全確保のための所要の呼びかけを行っ

ていくことにより、事故災害の防止及び被害の低減を図り、安全に対する国民の信頼を回復してい

くことを目指す。

２．基本的な考え方

安全で安心して暮らせる社会を実現することは、政府の極めて重要な課題である。過去に発生し

た事故災害については、その都度、原因究明と再発防止対策等の措置が講じられていることはもち

ろんであるが、今回は特に、第一回事故災害防止安全対策会議の決定に従い、関係省庁において、

所管事業分野全体にわたり最近発生した事故災害やトラブルのうちで、特にヒューマンファクター

に起因すると思われるものを対象として、再度、その原因と対策についての見直しを行い、その背

景に存在する組織管理、検査点検、教育訓練等の問題点の洗い出しと対応方策に関する調査を行い、

これらを踏まえて、予防及び事後の両面で、事故災害防止のために必要な基本的な対応方策の検討

を行った。

今回の検討を通じた安全確保のために重要な基本的な考え方は、以下のとおりであり、３．以下に

掲げる具体的な施策は、これらの考え方に基づくものである。

（１）安全な社会を実現するためには、「安全文化」の創造、すなわち、組織と個人が安全を最優先

にする気風や気質を育てていくことがまず重要であり、このためには、学校教育や企業内教育
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における安全教育の充実等を通じて、国、地方公共団体、事業者、労働者、国民一般がそれぞ

れにおいて安全を確保するための積極的な取組を行い、社会全体での安全意識（モラル）を高

めるための努力が必要である。

（２）～（９）略

３．「安全文化」の創造、安全意識の徹底を図るための政府の取組

安全な社会の実現は、政府の極めて重要な課題であり、安全な社会を実現するためには、まず、

「安全文化」の創造、すなわち、組織と個人が安全を最優先にする気風や気質を育てていくことが

重要である。

このため、政府は、法令に基づく安全規制によって、安全への取組の基本的な方向性を示すとと

もに、学校教育、企業内教育等の場における安全教育を推進することが必要である。

また、政府においては、法令遵守の徹底、事故災害に対する原因の徹底究明と再発防止対策の的

確な実施、法令違反に対する厳正な対処を図ることが必要である。

さらに、安全確保のための適正なコスト負担が必要であることを共通の認識とする社会の構築が

必要である。

（１）学校教育全般を通じた安全教育の充実のための対策

小・中・高校等の初等中等教育の各段階において、各教科や道徳等学校教育全般を通じて安

全に対する意識を高める教育を推進するとともに、児童生徒に安全な生活を営む上で必要な事

柄を理解させ、日常生活、通学時、災害時等に安全な行動ができるような態度や能力を身に付

けさせるなど、学校における安全教育の総合的な推進を図る。また、児童生徒の科学や技術に

対する興味・関心を高めるための事業を積極的に展開する中で、安全の大切さの観点について

の配慮を行う。さらに、大学等の高等教育機関においても、技術者教育の中で安全や技術者倫

理に関する教育の充実を図る等、安全教育に関する取組を進める。

� 初等中等教育における安全教育の推進

ア．各教科等担当指導主事研究協議会等の各種会議において、安全教育の重要性について周知

徹底する。

イ．学校教育の中での安全教育に関する研究調査を行い、その成果を指導用の資料等として教

育委員会や各学校に配布すること等により、安全教育への積極的な取組を促進する。

ウ．学習指導要領の改訂に伴い、文部省において新たに作成することとしている安全教育に関

する教師用参考資料において、安全に関する意識を高めるための指導についての内容を盛り

込む。

� 児童生徒の科学や技術に対する興味・関心を高めるための事業の展開

ア．次世代を担う子どもたちに、学校教育、社会教育を通じて、ものづくりの楽しさ、素晴ら

しさ等を認識してもらうための体験教育・学習等の効果的な施策の在り方などを検討してい

る「ものづくり教育・学習に関する懇談会」（文部省・労働省の共同開催）において、安全の

大切さの観点についても検討する。

イ．中高生を対象として、大学、大学共同利用機関等の最先端の研究成果や研究現場に直接触

れる機会を提供する「ふれあいサイエンスプログラム」の中で、安全教育にも配慮したプロ
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グラムの実施を推進する。

ウ．全国の公民館、科学博物館、科学館、学校施設等において子どもを対象とする科学実験・

ものづくり体験教室に対する支援等を行う「子ども科学・ものづくり教室」の中で、安全教

育の観点に配慮した事業の実施を推進する。

以下、略

○ 降積雪期における防災態勢の強化について

このことについて、中央防災会議会長から別添（写）のとおり通知がありましたので、貴職にお

かれましても、人命の保護を第一義として、降積雪期における防災態勢の一層の強化について万全

を期すようお願いします。

また、この時期において融雪等に起因する土砂災害も発生していることにかんがみ、土砂災害の

おそれのある危険箇所についても適切に対処願います。

なお、これらの施策の実施に当たっては、高齢者、障害者等災害弱者に十分配慮し、特に災害弱

者関連施設（幼稚園、盲学校、聾（ろう）学校及び養護学校）に対しては、平常時、緊急時とも適

切な情報提供を行い、警戒避難体制等の防災体制の整備に努めるようお願いします。

併せて、上記につき、域内の市町村教育委員会、所管又は所轄の学校その他の教育関係機関等及

び学校法人に対して、周知を図るとともに、適切な事務処理が図られるよう御配慮願います。

別 添

降積雪期における防災態勢の強化について

貴殿におかれては、日ごろから各般の施策を通じて災害対策の推進に尽力されているところであ

るが、今冬も既に降積雪期を迎えたところであり、人命の保護を第一義として、雪害に対する防災

態勢の一層の強化を図られたい。

過去において雪崩災害の発生により多数の人命が失われていることにかんがみ、関係諸機関で積

雪の状況等について情報の共有を図るなど、緊密な連携の下に、雪崩の発生するおそれのある危険

箇所の巡視・点検の実施、気象等に関する情報の収集・伝達及び警戒避難態勢の強化等に万全を期

されたい。

また、この時期において融雪等に起因する土砂災害も発生していることにかんがみ、土砂災害の

おそれのある危険箇所についても適切に対処されたい。

なお、これらの施策の実施に当たっては、高齢者、障害者等災害弱者に十分配慮し、特に災害弱

者関連施設に対しては、平常時、緊急時とも適切な情報提供を行い、警戒避難体制等の防災体制の
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整備に努められたい。

さらに、平成１２年度の降積雪期は雪おろし中の転落事故、屋根雪の落下等による人身事故が大幅

に増加したことにかんがみ、これらに対しても、その防止対策について、徹底を図られたい。

併せて、上記につき、貴管下関係機関に対する指導方よろしくお願いする。

○ 地域における防災に係る教育・啓発活動の推進について

近年の相次ぐ台風の上陸などによる度重なる豪雨や新潟県中越地震などにより、全国各地で大き

な被害が発生し、改めて日頃からの「備え」の重要性が、国民の関心事となっています。我が国の

災害は、洪水、土砂災害、地震、噴火、雪害、高潮、津波等自然災害の種類が多様で、繰り返して

発生し、しかも発生回数が多く、全国どこでも発生の可能性があります。

このため、災害による被害を軽減するには、災害の教訓を学び、地域コミュニティや国民の一人

ひとりが、緊急時に主体的に行動を起こせるよう、各種災害の性格とその危険性を知り、災害時に

とるべき行動を知識として身につけておくとともに、平時における備えを万全とするよう防災に関

する教育・啓発活動を推進していくことが重要となります。

このような状況にかんがみ、内閣府、文部科学省及び国土交通省が連携・協力して、地域におけ

る防災に関する教育・活動を推進していくこととしました。貴教育委員会におかれては、地域住民

の防災等に関する意識の向上、理解の増進に果たす社会教育の役割を十分ご認識頂き、下記の項目

について、貴教育委員会内及び所管の施設並びに域内の市町村教育委員会への周知及びご協力方よ

ろしくお願いします。

記

１．社会教育施設等における防災教育への積極的取組み及び講座等の実施に当たっての講師派遣

今日における防災教育の重要性にかんがみ、社会教育施設等において、防災に関する講座等に

ついて、首長部局等との連携も視野に入れつつ、積極的な取組みをお願いします。

なお、社会教育施設等で、防災に関する講座等の実施を希望する場合、別紙で紹介している窓

口に対して、講師の派遣や講座内容について相談願います。その場合、内閣府及び国土交通省は、

各社会教育施設等からの講師の派遣要請に対して、最大限の協力を行います。

２．社会教育施設等におけるパンフレット等の備え付け

内閣府、国土交通省又は関係団体から、各教育委員会又は社会教育施設等に対して、防災に関

するパンフレット等の備え付けの依頼があった場合は、ご協力願います。

また、社会教育施設等において防災に関するパンフレット、ビデオ教材等が必要な場合は、別

紙で紹介している窓口にお問い合わせ願います。

以下省略

（参考）

資
料
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【内閣府】

「みんなで防災」ホームページ（http : //www.bousai.go.jp/minna/）では、防災についての情報

ノウハウを紹介していますので、ご参照下さい。

【国土交通省】

国土交通省防災教育支援ホームページ（http : //www.mlit.go.jp/bosai/education/）をご参照の上、

各講座等毎のお問い合わせ先までご相談ください。

○ 緊急地震速報に関する周知等について

本年１０月１日から、緊急地震速報がテレビ放送等を通じて一般に提供されることとなりました。

緊急地震速報は、地震による強い揺れを事前に知らせ、人的・物的被害を軽減させることを目指す

ものですが、緊急地震速報を受信してから強い揺れが到達するまでの時間は短く、適切に活用され

るためには国民の理解を深めることが不可欠です。

このため、政府においては、緊急地震速報の一般への提供開始に向け、関係府省が協力し、周知・

広報に取り組んでいるところです。

ついては、下記のとおり、貴管下の学校（国立大学法人においては附属学校。以下同じ。）を通じ

て、児童生徒等に周知を図り、緊急地震速報に関する理解が深まるよう配慮をお願いします。

また、学校における緊急地震速報の利活用についても、今後、検討を進めるようお願いします。

なお、各都道府県教育委員会においては、域内の市区町村教育委員会に対し、各都道府県知事に

おいては、所轄の私立学校等に対し、このことを周知するようお願いします。

記

１．緊急地震速報について

緊急地震速報の概要は、別紙１の「１．緊急地震速報について」のとおりである。

別紙２に示す資料も参照されたい。

２．各学校、児童生徒等への周知について

１）別紙１の送付

貴管下の幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、特別支援学校へ別紙１を送付

し、緊急地震速報について、周知を図られたい。

２）リーフレットの配付

８月下旬を目途に、以下のとおり文部科学省から児童生徒等への周知のためのリーフレット

を所要部数送付するので、貴管下の学校を通じ、児童生徒等へ配付するとともに、児童生徒等

への説明が行われるよう努められたい。
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○文部科学省からの送付先 ○各教育委員会等からの送付先

都道府県教育委員会 都道府県立学校

市区町村教育委員会 市区町村立学校

都道府県知事 所轄の私立学校

国立大学法人 設置する附属学校

別紙１、２省略

（参考）

気象庁ホームページ：http : //www.jma.go.jp/

資
料
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